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第１編 総則 

第１章 本計画の目的と構成 

○我が国の国土は，地震，津波，暴風，豪雨，地すべり，洪水，高潮，火山

噴火，豪雪など極めて多種の自然災害が発生しやすい自然条件下に位置す

る。また，社会・産業の高度化，複雑化，多様化に伴い，海上災害，航空

災害，鉄道災害，道路災害，原子力災害，危険物等災害，大規模な火事災

害，林野火災など大規模な事故による被害（事故災害）についても防災対

策の一層の充実強化が求められている。 
○これまで，災害発生原因の制御，予知，予測と耐災環境の整備に，科学技

術の活用と資源の投入を図ってきたが，災害の根絶には限界があり，時と

して多大な人命並びに財産を失ってきている。 
○災害の軽減には，恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が重要であるが，

これらは一朝一夕に成せるものではなく，国，公共機関，地方公共団体，

事業者，住民それぞれの，防災に向けての積極的かつ計画的な行動と相互

協力の地道な積み重ねにより達成してゆけるものである。 
○災害対策基本法（以下，「法」という。）に基づくこの計画は，震度７を記

録し６千３百人を数える死者・行方不明者をもたらした阪神・淡路大震災

など近年経験した大規模な災害の経験を礎に，近年の防災をめぐる社会構

造の変化等を踏まえ，我が国において防災上必要と思料される諸施策の基

本を，国，公共機関，地方公共団体，事業者，住民それぞれの役割を明ら

かにしながら定めるとともに，防災業務計画及び地域防災計画において重

点をおくべき事項の指針を示すことにより，我が国の災害に対処する能力

の増強を図ることを目的とする。 

○本計画は，現実の災害に対する対応に即した構成としており，第１編の総

則に続いて，第２編を震災対策編，第３編を風水害対策編，第４編を火山

災害対策編，第５編を雪害対策編，第６編を海上災害対策編，第７編を航

空災害対策編，第８編を鉄道災害対策編，第９編を道路災害対策編，第

10 編を原子力災害対策編，第 11 編を危険物等災害対策編，第 12 編を大

規模な火事災害対策編，第 13 編を林野火災対策編とし，それぞれ災害に

対する予防，応急，復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的

に述べている。また，第 14 編は，その他の災害に共通する対策編として，

多くの災害対策に比較的共通する事項を記述し，第２編から第 13 編まで

の個別の災害に対する対策についても，必要に応じ，その記述によること

としている。第 15 編では，防災業務計画，地域防災計画において重点を
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おくべき事項を掲げている。 

第２章 防災の基本方針 

○防災とは，災害が発生しやすい自然条件下にあって，稠密な人口，高度化

した土地利用，増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の，国

土並びに国民の生命，身体及び財産を災害から保護する，行政上 も重要

な施策である。 
○防災には，時間の経過とともに災害予防，災害応急対策，災害復旧・復興

の３段階があり，それぞれの段階において国，公共機関，地方公共団体，

事業者，住民等が一体となって 善の対策をとることが被害の軽減につな

がる。各段階における基本方針は以下の通りである。 
○周到かつ十分な災害予防 
・災害に強い国づくり，まちづくりを実現するための，主要交通・通信機能

の強化，国土保全事業及び市街地開発事業等による災害に強い国土とまち

の形成，並びに住宅，学校や病院等の公共施設等の構造物・施設，ライフ

ライン機能の安全性の確保等 
・事故災害を予防するための，安全対策の充実 
・発災時の災害応急対策，その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うた

めの事前の体制整備，施設・設備・資機材等の整備・充実，食料・飲料水

等の備蓄，防災訓練の実施等 
・国民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及，防

災訓練の実施，並びに自主防災組織等の育成強化，ボランティア活動の環

境整備，企業防災の促進等 
・予知・予測研究，工学的，社会学的分野の研究を含めた防災に関する研究

の推進，観測の充実・強化，及びこれらの防災施策への活用 
○迅速かつ円滑な災害応急対策 
・災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達，住民の避難誘導及び災害

未然防止活動 
・大規模な事故が発生した場合等における速やかな情報の連絡 
・発災直後の被害規模の早期把握，災害に関する情報の迅速なる収集及び伝

達，並びにそのための通信手段の確保 
・災害応急対策を総合的，効果的に行うための関係機関等の活動体制の確立，

並びに他機関との連携による応援体制の確立 
・災害発生中にその拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動 
・被災者に対する救助・救急活動と負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動 
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・円滑な救助・救急，医療及び消火活動等を支え，また被災者に緊急物資を

供給するための，交通規制，施設の応急復旧，障害物除去等による交通の

確保，並びに優先度を考慮した緊急輸送 
・被災者の安全な避難場所への誘導，避難場所の適切な運営管理，応急仮設

住宅等の提供等避難収容活動 
・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給 
・被災者の健康状態の把握，並びに必要に応じた救護所の開設，仮設トイレ

の設置，廃棄物処理等の保健衛生活動，防疫活動，並びに迅速な遺体の処

理等 
・防犯活動等による社会秩序の維持，物価の安定・物資の安定供給のための

施策の実施 
・被災者の生活確保に資するライフライン，交通施設等の施設・設備の応急

復旧 
・流言，飛語等による社会的混乱を防ぎ，適切な判断と行動を促す，被災者

等への的確な情報伝達 
・二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難，応急対策の実施 
・ボランティア，義援物資・義援金，海外からの支援の適切な受入れ 
○適切かつ速やかな災害復旧・復興 
・被災地域の復旧・復興の基本方向の早急な決定と事業の計画的推進 
・被災施設の迅速な復旧 
・再度災害の防止とより快適な都市環境を目指した防災まちづくり 
・迅速かつ適切ながれき処理 
・被災者に対する資金援助，住宅確保，雇用確保等による自立的生活再建の

支援 
・被災中小企業の復興等，地域の自立的発展に向けての経済復興の支援 
○国，公共機関及び地方公共団体は，互いに連携をとりつつ，これら災害対

策の基本的事項について推進を図るとともに，防災機関間，住民等の間，

住民等と行政の間で防災情報が共有できるように必要な措置を講ずるも

のとする。 

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応 

○近年の都市化，高齢化，国際化，情報化等社会構造の変化により災害脆弱

性の高まりがみられるが，国，公共機関及び地方公共団体は，これらの変

化に十分配慮しつつ防災対策を推進するものとする。とりわけ，次に掲げ

るような変化については，十分な対応を図ることとする。 
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・都市化の急速な進展に伴い，人口の密集，危険地域への居住地の拡大，高

層ビル，地下街の発達等がみられる。これらの対応として，市街地開発事

業等による災害に強い都市構造の形成を図るとともに，防災に配慮した土

地利用への誘導，危険地域等の情報の公開，高層ビル，地下街等の安全確

保対策等を講ずる必要がある。 
・高齢者（とりわけ独居老人），障害者，外国人等いわゆる災害時要援護者

の増加が見られる。これについては，防災知識の普及，災害時の情報提供，

避難誘導，救護・救済対策等防災の様々な場面において，災害時要援護者

に配慮したきめ細かな施策を，他の福祉施策との連携の下に行う必要があ

る。この一環として，災害時要援護者関連施設の災害に対する安全性の向

上を図る必要がある。 
・ライフライン，コンピュータ，情報通信ネットワーク，交通ネットワーク

等への依存度の増大がみられるが，これらの災害発生時の被害は，日常生

活，産業活動に深刻な影響をもたらす。このため，これらの施設の耐災化

を進めるとともに，補完的機能の充実が必要である。 
・住民意識及び生活環境の変化として，近隣扶助の意識の低下がみられるた

め，コミュニティ，自主防災組織等の強化が必要である。さらに，障害者，

高齢者等の災害時要援護者を含めた多くの住民参加による定期的防災訓

練，防災思想の徹底等を図る必要がある。 
・男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する政策・方針決

定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点

を取り入れた防災体制を確立する必要がある。  
○さらに，近年の高度な交通・輸送体系の形成，原子力の発電への利用の進

展，多様な危険物等の利用の増大，高層ビル，地下街等の増加，トンネル，

橋梁など道路構造の大規模化等に伴い，事故災害の予防が必要とされてい

る。 

第４章 防災計画の効果的推進 

○本計画に基づき指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を，地方公

共団体は地域防災計画を，それぞれ機関の果たすべき役割，地域の実態を

踏まえつつ作成，修正する必要がある。特に，指定公共機関に指定される

こととなる独立行政法人は，その発足時に防災業務計画を施行するよう努

めることとする。 
○本計画は，想定した災害の諸形態を考慮して，防災に関する事項を網羅的

に示しているものであるが，地方公共団体が地域防災計画を作成するに当
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たっては，当該団体の自然的，社会的条件等を勘案して，各事項を検討の

上，必要な事項を記載し，また，特殊な事情がある場合には，適宜必要な

事項を付加するものとする。 
○指定公共機関が防災業務計画を作成するに当たっては，当該機関の地域特

性等に配慮するものとする。 
○指定行政機関，指定公共機関及び地方公共団体の防災担当部局はこれら防

災計画を効果的に推進するため，他部局との連携また機関間の連携を図り

つつ，次の３点を実行するものとする。 
・必要に応じた計画に基づくマニュアル（実践的応急活動要領を意味する。

以下同じ）の作成と，訓練等を通じた職員への周知徹底 
・計画，マニュアルの定期的な点検 
・他の計画(開発計画，投資計画等）の防災の観点からのチェック 
○また，国，指定公共機関及び地方公共団体は，本計画，防災業務計画及び

地域防災計画推進のための財政負担，援助，指導の充実に 大限の努力を

傾注し，さらに制度等の整備，改善等について検討，実施するものとする。 
○いつどこでも起こりうる災害による人的被害，経済被害を軽減し，安全・

安心を確保するためには，行政による公助はもとより，個々人の自覚に根

ざした自助，身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり，個人や

家庭，地域，企業，団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のた

めの行動と投資を息長く行う国民運動を展開するものとする。また，その

推進に当たっては，時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めると

ともに，関係機関等の連携の強化を図る。 

○国は，必要に応じ，災害，地域を特定した各種要綱，大綱や活動要領，耐

震性に関する設計指針等の作成，見直しを図るものとする。また，国は，

地方公共団体に対し被害想定の作成・改良を支援するための調査研究を推

進するとともに，防災計画作成に資するため，防災関連情報の蓄積を図り，

情報提供及び適切な指導助言を行うものとする。 
○国，指定公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の果たすべき役割

を的確に実施していくとともに，相互に密接な連携を図るものとする。ま

た，地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り，広域的な視点で防

災に関する計画の作成，対策の推進を図るよう努めるものとする。 
○指定公共機関以外の公共機関等においては，本計画に示された措置，施策，

事業等について，それぞれの実情等に応じ実施するよう特段の配慮を望む

ものである。 
○本計画は，防災に関する総合的かつ長期的な計画を定めるとともに，防災



－ 6 － 

業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項等を定めること

とされている（法第３５条第１項）。本計画が「防災に関する基本的な計

画（第２条第８号）」としての使命を確実に果たしていくため，中央防災

会議は，本計画の実施状況並びにこれに基づく防災業務計画及び地域防災

計画の作成状況及び実施状況を定期的に把握するとともに，防災に関する

学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ，その時々

における防災上の重要課題を把握し，これを本計画に的確に反映させてい

くものとする。 
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第２編 震災対策編 

第１章 災害予防 

第１節 地震に強い国づくり，まちづくり 
○国及び地方公共団体は，地域の特性に配慮しつつ，地震に強い国づくり，

まちづくりを行うものとする。なお，本基本計画によるほか，地震防災対

策強化地域においては，地震防災基本計画に基づき，東南海・南海地震防

災対策推進地域においては，東南海・南海地震防災対策推進基本計画に基

づき，日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域においては，

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画に基づき地震防

災に関する措置を実施するものとする。 

○大規模地震は，想定される被害が甚大かつ深刻であるため，発生までの間

に，国，地方公共団体，関係機関，住民等が，様々な対策によって被害軽

減を図ることが肝要である。このため，特定の大規模地震について，国は，

予防対策から発災時の応急対策，復旧・復興対策までを視野に入れた地震

防災対策のマスタープランである地震対策大綱を策定する。さらに国は，

期限を定めて定量的な減災目標を設定し，減災目標を達成するために必要

な数値目標及び具体的な実現方策等を定めた地震防災戦略を策定し，地震

防災対策を推進するものとする。また，その達成状況については，定期的

にフォローアップを行うものとする。さらに，減災目標の達成のためには，

地方公共団体の参画と連携が不可欠であり，関係地方公共団体は，地震防

災戦略を踏まえた地域目標の策定に努めるものとする。 
○地震防災戦略が対象とする大規模地震以外の地震についても，関係地方公

共団体は，地域の特性を踏まえた被害想定を実施し，それに基づく減災目

標を策定し，国の協力のもと，関係機関，住民等と一体となって，効果的

かつ効率的な地震対策の推進に努めるものとする。 
１ 構造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な考え方 

○地震に強い国づくり，まちづくりを行うに当たっては，建築物，土木構造

物，通信施設，ライフライン施設，防災関連施設など構造物，施設等の耐

震性を確保する必要がある。その場合の耐震設計の方法は，それらの種類，

目的等により異なるが，基本的な考え方は以下によるものとする。 
・構造物・施設等の耐震設計に当たっては，供用期間中に１～２度程度発生

する確率を持つ一般的な地震動，及び発生確率は低いが直下型地震又は海

溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動をともに考慮の対象とす

るものとする。 
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・この場合，構造物・施設等は，一般的な地震動に際しては機能に重大な支

障が生じず，かつ高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えな

いことを基本的な目標として設計するものとする。 
・さらに，構造物・施設等のうち，一旦被災した場合に生じる機能支障が，

災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなるおそれがあるものや，地方

あるいは国といった広域における経済活動等に対し著しい影響を及ぼす

おそれがあるもの，また多数の人々を収容する建築物等については，重要

度を考慮し，高レベルの地震動に際しても他の構造物・施設等に比べ耐震

性能に余裕を持たせることを目標とするものとする。 
○なお，耐震性の確保には，上述の個々の構造物・施設等の耐震設計のほか，

代替性の確保，多重化等により総合的にシステムの機能を確保することに

よる方策も含まれるものとする。 
２ 地震に強い国づくり 

○国は，国土形成計画等の総合的・広域的な計画の作成に際しては，地震災

害から国土並びに国民の生命，身体及び財産を保護することに十分配慮す

るものとする。 
(1) 主要交通・通信機能強化 

○国，公共機関及び地方公共団体は，主要な鉄道，道路，港湾，空港等の基

幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては，各施設等の耐震設計やネッ

トワークの充実などにより耐震性の確保に努めるものとする。 
(2) 首都の防災性の向上等 

○国及び首都圏を構成する地方公共団体は，首都圏の果たす中枢機能の重要

性にかんがみ，首都圏における都市防災構造化対策等防災対策を推進する

ものとする。また，国は，首都機能の移転の具体化に向けて積極的な検討

を行うとともに，首都圏に過度に集中している諸機能の分散に努めるもの

とする。 
○国は、首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え、発災

後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を

行うための業務継続計画を策定し，そのために必要な中央省庁の業務の実

施体制を整えるよう努めるものとする。 
(3) 地震に強い国土の形成 

○国及び地方公共団体は，地震に強い国土の形成を図るため，国土保全事業

を総合的・計画的に推進するとともに，構造物，施設等の耐震性に十分配

慮するものとする。 
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３ 地震に強いまちづくり 

(1) 地震に強い都市構造の形成 

○国及び地方公共団体は，避難路，避難地，延焼遮断帯，防災活動拠点とも

なる幹線道路，都市公園，河川，港湾，空港など骨格的な都市基盤施設及

び防災安全街区の整備，危険な密集市街地の解消等を図るための防災街区

整備事業，土地区画整理事業，市街地再開発事業等による市街地の面的な

整備，建築物や公共施設の耐震・不燃化，水面・緑地帯の計画的確保，防

災に配慮した土地利用への誘導等により，地震に強い都市構造の形成を図

るものとする。なお，事業の実施にあたっては，効率的・効果的に行われ

るよう配慮するものとする。 
○地方公共団体は，地震防災緊急事業五箇年計画等を積極的に作成し，国及

び地方公共団体は，それに基づく事業の推進を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び施設管理者は，高層ビル，地下街及びターミナル駅

等不特定多数の者が利用する都市の施設等の地震発生時における安全性

の確保の重要性にかんがみ，これらの施設における安全確保対策及び発災

時の応急体制の整備，利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強

化するものとする。 
(2) 建築物の安全化 

○国，地方公共団体及び施設管理者は，劇場・駅等不特定多数の者が使用す

る施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設について，耐震

性の確保に特に配慮するものとする。特に，国及び地方公共団体は，防災

拠点となる公共施設等の耐震化について，数値目標を設定するなど，計画

的かつ効果的な実施に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進

するため，基準の遵守の指導等に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施

策を積極的に実施するものとする。 
○なお，国及び地方公共団体は，地震防災対策強化地域及び地震防災対策推

進地域において，所有する公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果を

もとにした，耐震性に係るリストの作成及び公表に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，建築物の落下物対策及びブロック塀等の安全化等

を図るものとする。 
(3) ライフライン施設等の機能の確保 

○国，地方公共団体及びライフライン事業者は，上下水道，工業用水道，電

気，ガス，電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設の耐震性の確
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保を図るとともに，系統多重化，拠点の分散，代替施設の整備等による代

替性の確保を進めるものとする。 
○ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては，必要に応じ，大

規模な地震が発生した場合の被害想定を行い，想定結果に基づいた主要設

備の耐震化，震災後の復旧体制の整備，資機材の備蓄等を行うものとする。

特に，３次医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な

耐震化を進めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，関係機関と密接な連携をとりつつ，ライフライン

共同収容施設としての共同溝・電線共同溝の整備等を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体においては，自ら保有するコンピュータシ

ステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに，企業等における安

全確保に向けての自発的な取組みを促進するものとする。 
(4) 崖地，液状化対策 

○国，地方公共団体は，地震による崩落等の危険がある崖地等の把握に努め，

急傾斜地崩壊危険区域の指定等を進めるとともに急傾斜地の崩壊対策事

業等を推進し，近接する建築物の移転等を誘導する。さらに，地域住民等

に対して急傾斜地崩壊危険区域等について，ハザードマップ等の整備も含

め徹底した情報提供を行うとともに，警戒避難時の避難についても周知徹

底を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び公共・公益施設の管理者は，施設の設置に当たって

は，地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場

合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施するほか，大規模

開発に当たって十分な連絡・調整を図るものとする。また，個人住宅等の

小規模建築物についても，液状化対策に有効な基礎構造等についてマニュ

アル等による普及を図るものとする。 
(5) 危険物施設等の安全確保 

○国及び地方公共団体は，石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因

となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等の耐震性の確

保，緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進するものとする。 
(6) 災害応急対策等への備え 

○国，公共機関及び地方公共団体は，地震が発生した場合の災害応急対策，

災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備え（第１章第２節参照）を

平常時より十分行うとともに，職員，住民個々の防災力の向上を図るもの

とする。 
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第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
○地震が発生した場合に，迅速かつ円滑に災害応急対策，災害復旧・復興を

実施するための備えを十分に行うものとする。 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○地震による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす

事態に備え，国，公共機関及び地方公共団体は，市町村，都道府県，国そ

の他防災機関との連絡が，相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルー

トの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立

に努めるものする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間におい

て情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の

明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応で

きる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連

絡システムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，衛星通信，インターネットメール，防災行政無線等

の通信手段を整備する等により，民間企業，報道機関，住民等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，震度観測点の減少等により，震度の分布状況の把

握に支障をきたし，初動対応に遅れが生じること等のないよう，迅速かつ

円滑な初動体制等の確立のために必要な地震計等観測機器の維持・整備に

努めるとともに，地域衛星通信ネットワークや防災行政無線等を活用する

こと等により，震度情報ネットワークその他の災害情報等を瞬時に伝達す
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るシステムを維持・整備するよう努めるものとする。 

○気象庁は，確実な緊急地震速報の発表のため，その体制及び施設，設備の

充実を図る。また，国及び地方公共団体は，迅速な緊急地震速報の伝達の

ため，その伝達体制及び通信施設，設備の充実を図るよう努めるものとす

る。 

○国土交通省は，非常時の確実な情報伝達を確保するため，多重無線及び移

動通信回線の充実を図るものとする。 

(2) 情報の分析整理 
○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか，必要に応じ災害対策を支援す

る地理情報システムの構築についても推進を図るものとする。また，国等

においてはそれらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施さ

れるよう情報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，

その推進に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国，地方公共団体及び電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重

要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，情報通信施設の耐震性

の強化及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路の多ルート化，通

信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進，無線を活用したバックア

ップ対策，デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに災害時通信技

術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
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・災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による

伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。また，非常用電源設備を整備するとともに，無線設備や

非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底，専門的な知見・技

術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図ること。 
・移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の対策に十分留意して

おくこと。このため，あらかじめ非常時における運用計画を定めておくと

ともに関係機関の間で運用方法についての十分な調整を図ること。この場

合，周波数割当等による対策を講じる必要が生じた時は，総務省と事前の

調整を実施すること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信

を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信(以
下「携帯電話等」という。），業務用移動通信，アマチュア無線等による移

動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線の

活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
・内閣府は，災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及

び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）を含む防災関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡
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充等伝送路の確保に努めること。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際，例えば参集基準の明

確化，連絡手段の確保，参集手段の確保，参集職員の職場近傍での宿舎の

確保，携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討

すること。また，交通の途絶，職員又は職員の家族等の被災などにより職

員の動員が困難な場合等を想定し，災害応急対策が実施できるよう訓練等

の実施に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊を充実強化するとともに，実践的な訓練等

を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，食料，水，生活必需品，医薬品，血液製剤及び

所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用

等に関する応援体制の充実に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，機関相互の応援が円滑に行えるよう，警察・消

防・自衛隊等の部隊の展開，宿営の拠点，ヘリポート，物資搬送設備等の

救援活動拠点の確保に努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊との連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係に

ついて定めておくなど，平常時から連携体制の強化を図るものとする。そ

の際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図る

とともに相互の情報連絡体制の充実，共同の防災訓練の実施等に努めるも
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のとする。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を徹

底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（救急，救助，応急

医療，緊急輸送等）について，自衛隊への派遣要請を行うのか，平常時よ

りその想定を行うとともに，自衛隊に連絡しておくものとする。 
(4) 防災中枢機能等の確保，充実 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設，設備の充実及び災害に対する安全性の確保，総合的な防災機能を

有する拠点・街区の整備，推進に努めるものとする。その際，物資の供給

が相当困難な場合を想定した食料，飲料水等の適切な備蓄及び調達体制を

整備しておくことにも配慮する。 
○国は，地方公共団体の協力を得て，現地対策本部を設置する施設等の確保，

設備の充実に努めるものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び救急医療を担う医療機関等災害応急対策

に係る機関は，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備等の整備を図り，停電時でも利用可能なものとす

るよう努めるものとする。 
○国〔内閣府等〕は，立川広域防災基地の整備を図るとともに，東京湾臨海

部及び京阪神都市圏における基幹的広域防災拠点の整備を推進する。また，

国は地方公共団体と協力して，地震災害に対し迅速かつ的確に対応できる

よう，広域的な防災の連携の方策について検討するものとする。 
○地方公共団体は，災害時には地域における災害対策活動の拠点となる施設

の整備に努めるものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

○国，地方公共団体及び医療機関等は，発災時における救助・救急，医療及

び消火に係る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ，通信手段の

確保等を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を迅速に把握するために，広域災害・救急医療情報システムの整備に努め

るものとする。 
(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
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○国〔防衛省，海上保安庁〕においても，救助用資機材の整備を推進するも

のとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに，先端技術による高

度な技術の開発に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行

うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。また，地域の実情に応じて，災害時における拠点

医療施設を選定するなど，災害発生時における救急医療体制の整備に努め

るものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
○国は災害時の医療関係者の役割，トリアージ（治療の優先順位による患者

の振り分け）技術，災害時に多発する傷病の治療技術等に関しての研究や

教育研修を推進するものとする。 
○国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

に参加する，医師，看護師等に対する教育研修を推進するものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，地震による火災に備え，消火栓のみに偏ることなく，防

火水槽，耐震性貯水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プ

ール，ため池等の指定消防水利としての活用等により，消防水利の多様化

を図るとともに，その適正な配置に努めるものとする。 
○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自主防災組織等の連携

強化を図り，区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保，消

防体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に

努めるものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○地方公共団体は，災害発生時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考

慮しつつ確保すべき輸送施設(道路，港湾，漁港，飛行場等）及び輸送拠
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点（トラックターミナル，卸売市場等）について把握するものとする。ま

た，国及び地方公共団体は，これらを調整し，災害に対する安全性を考慮

しつつ，関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに，

関係機関等に対する周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，施設の管理者と連携をとりつつ，あらかじめ，臨時ヘリ

ポートの候補地を関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークにおける輸

送施設として指定するとともに，これらの場所を災害時に有効に利用し得

るよう，関係機関及び住民等に対する周知徹底を図るなどの所要の措置を

講じるものとする。また，災害時の利用についてあらかじめ協議しておく

ほか，通信機器等の必要な機材については，必要に応じ，当該地に備蓄す

るよう努めるものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省，消防庁〕及び地方公共団体は，緊急時にお

ける輸送の重要性にかんがみ，緊急輸送ネットワークとして指定された輸

送施設及び輸送拠点については，特に耐震性の確保に配慮するものとする。 
○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて耐震性の確保を図るとともに，災害時の道路交通管理体制を整備する

ものとする。また，都道府県警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，

警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締

結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制を整備するものとする。 
○道路管理者は，発災後の道路の障害物除去，応急復旧等に必要な人員，資

機材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 
○国及び港湾管理者は，発災後の港湾の障害物除去，応急復旧等に必要な人

員，資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ，

運送事業者等と協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。 
５ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，避難場所・避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し，訓練

を行うものとする。 
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○興行場，駅，その他の不特定多数の者の利用が予定されている施設の管理

者は，避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。な

お，この際，必要に応じ，多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画，

訓練とするよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を適切に避難誘導す

るため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれら

の者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，公民館，学校等公共的施設等を対象に，地域

の人口，誘致圏域，地形，災害に対する安全性等及び想定される地震の諸

元に応じ必要な数，規模の避難場所をその管理者の同意を得た上で，あら

かじめ指定し，住民への周知徹底に努めるものとする。避難場所となる都

市公園等のオープンスペースについては，必要に応じ，大震火災の輻射熱

に対して安全な空間とすることに努め，また，避難場所として指定された

建物については，必要に応じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に保つ

ための設備の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，

通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者

にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。

さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手

に資する機器の整備を図るものとする。 
○地方公共団体は，指定された避難場所又はその近傍で，食料，水，非常用

電源，常備薬，炊きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
(3) 応急仮設住宅等 

○国〔国土交通省，厚生労働省，経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団

体は，企業等と連携を図りつつ，応急仮設住宅の建設に要する資機材に関

し，供給可能量を把握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備してお

くものとする。 
○国及び地方公共団体は，災害に対する安全性に配慮しつつ，応急仮設住宅

の用地に関し，建設可能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を整

備しておくものとする。 
○地方公共団体は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住
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宅や空家等の把握に努め，災害時に迅速にあっせんできるよう，あらかじ

め体制を整備するものとする。 
６ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動関係 

○地方公共団体は，大規模な地震が発生した場合の被害を想定し，必要とさ

れる食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し，それ

らの供給のための計画を定めておくものとする。また，備蓄を行うに当た

って，物資の性格に応じ，集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備

蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，

体制の整備に努めるものとする。 
○国〔農林水産省，厚生労働省，経済産業省，総務省〕は，食料，水及び医

薬品等生活必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達体制の整備を

行うものとする。 
○国及び地方公共団体の備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備するも

のとする。 
○国〔農林水産省，経済産業省〕は，下記の物資について，調達体制の整備

に特段の配慮をすることとし，その調達可能量については毎年度調査する

ものとする。 
食料…精米，即席めん，おにぎり，弁当，パン，缶詰，育児用調製粉乳 
生活必需品…下着，毛布，作業着，タオル，エンジン発電機，卓上コンロ，

ボンベ 
７ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する

ものとする。特に，人命に関わる重要施設に対しては，早期に復旧できる

よう体制等を強化することとする。 
○ライフライン事業者は，地震発生時に円滑な対応が図られるよう，ライフ

ラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画

を作成しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関して，

広域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に

努めるものとする。 
８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有線系や

携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める
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ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者等情報が入手困難

な被災者等に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図

るものとする。 
○国，地方公共団体は，被災者等に対して，必要な情報が確実に伝達され，

かつ共有されるように，その際の役割・責任等の明確化に努めるものとす

る。 
○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は地震に関する情報及び被災者に対す

る生活情報を常に伝達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図る

ものとする。 
○放送事業者，通信事業者等は，被害に関する情報，被災者の安否情報等に

ついて，情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。また，

国，地方公共団体等は，安否情報の確認のためのシステムの効果的，効率

的な活用が図られるよう，国民に対する普及啓発に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
９ 二次災害の防止活動関係 

○国及び地方公共団体は，余震，豪雨等に伴う二次災害を防止する体制を整

備するとともに，建築物，宅地及び土砂災害危険箇所の危険度を応急的に

判定する技術者の養成，並びに事前登録など活用のための施策等を推進す

るものとする。 
○また，二次災害の防止を図るために必要な資機材の備蓄を行うものとする。 
○石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬

品を管理する施設等の管理者は，地震発生時に円滑な対応が図られるよう，

あらかじめ計画を作成しておくものとする。 
○国，地方公共団体及び事業者は，有害物質の漏洩を防止するための体制を

あらかじめ整備しておくものとする。 
１０ 海外からの支援の受入れ活動関係 

○海外からの支援については，即座に到着が可能であるか，被災地等に過大

な負担をかけさせない自己完結型であるかなどを，国〔内閣府，外務省，

警察庁〕は発災前にあらかじめ個々の支援機関について調査し，その情報

の蓄積を図っておくものとする。 
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○国〔内閣府等〕はあらかじめ海外からの支援の受入れの可能性のある分野

について検討し，その対応方針を定めておくものとする。 
○国〔内閣府，外務省，農林水産省，警察庁等〕は，海外からの支援を受け

入れる場合に必要な諸手続きなどについては，あらかじめ定めておくもの

とする。 
１１ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 国における防災訓練の実施 

○国は，公共機関及び地方公共団体等と連携を強化し，大規模災害を想定し

た防災訓練を積極的に実施するものとする。 
○国は，情報の収集，伝達訓練の充実を図るとともに，被災地方公共団体が

国に対して行う各種の救援要請に関し機動力を生かした広域的地震災害

応急対策訓練，及び現地本部設置訓練など，より実践的な防災訓練を実施

するものとする。 
(2) 地方における防災訓練の実施 

○地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも協力

し，また，自主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボランティア団体

及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施するも

のとする。 
○地方公共団体は，地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施するものとする。 
(3) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体及び公共機関が訓練を行うに当たっては，地震及び被害

の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定

し，参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとな

るよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
１２ 災害復旧・復興への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○国及び地方公共団体は，復興の円滑化のため，あらかじめ次の事項につい

て整備しておくものとする。 
・各種データの総合的な整備保全(地籍，建物，権利関係，施設，地下埋設

物等情報及び測量図面，情報図面等データの整備保存並びにバックアップ

体制の整備） 
・不動産登記の保全 等 
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○公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所

管施設の構造図，基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに，資料の

被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
○国〔総務省，経済産業省〕は，地域産業の復興の円滑化のため，耐災害性

の高い情報通信システムの実現のための調査を行い，企業情報通信システ

ムのバックアップ体制の整備の促進等を図るものとする。 
(2) 復興対策の研究 

○関係機関は，住民のコンセンサスの形成，経済効果のある復興施策，企業

の自立復興支援方策，復興過程における住民の精神保健衛生，復興資金の

負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする。 
○内閣府は，被災地方公共団体が復興計画を作成するための指針となる災害

復興マニュアルの整備について研究を行うものとする。また，東海地震等

あらかじめ大規模災害が予想されている場合について，事前復興計画の作

成，復興シミュレーションの実施について研究を行うものとする。 
(3) 地震保険制度の充実 

○財務省は，被災者自らによる生活再建の促進のため，地震保険の制度を充

実し普及率の向上を図る。 
第３節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚を持

ち，平常時より，災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自ら

の身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災害時には，初

期消火を行う，近隣の負傷者，災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら

活動する，あるいは，国，公共機関，地方公共団体等が行っている防災活

動に協力するなど，防災への寄与に努めることが求められる。このため，

国，公共機関及び地方公共団体は，自主防災思想の普及，徹底を図るもの

とする。 
２ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，

住民に対し，震災時のシミュレーション結果などを示しながらその危険性

を周知させるとともに，２～３日分の食料，飲料水等の備蓄，非常持出品

（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備や家具等の転倒防止対策

等家庭での予防・安全対策，様々な条件下(家屋内，路上，自動車運転中

など）で地震発生時にとるべき行動，避難場所での行動等防災知識の普及，
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啓発を図るものとする。また，災害時の家族内の連絡体制の確保を促すも

のとする。 
○国〔内閣府，気象庁等〕は，我が国のおかれた自然条件等についての国民

の正しい理解を得るため，地震活動，プレート活動，活断層等に関する広

報資料の作成等に努めるものとする。 

○国及び地方公共団体は，地震に関する情報を住民が容易に理解できるよう，

地震情報(震度，震源，マグニチュード，余震の状況等），東海地震に関連

する情報等の解説に努め，報道機関等の協力を得て，国民に迅速かつ正確

な情報を伝達するものとする。 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，住民が緊急地震速報を受けたときの

適切な対応行動を含め、緊急地震速報について普及、啓発に努めるものと

する。 

○地方公共団体は，地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い，地域

住民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ，地区別防災カルテ，地

震時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し，住民等に配布するととも

に，研修を実施する等防災知識の普及啓発に努めるものとする。 
○教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ，

疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
(2) 防災関連設備等の普及 

○国，地方公共団体は，住民等に対して消火器，ガスのマイコンメーター，

非常持出品の普及に努めるものとする。 
(3) 防災訓練の実施，指導 

○国及び地方公共団体は，防災週間等を通じ，積極的に防災訓練を実施する

ものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住

地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の地

震発生時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るも

のとする。 

○国及び地方公共団体は，防災訓練の実施にあたっては，訓練のシナリオに

緊急地震速報を取り入れるなど，地震発生時の対応行動の習熟を図るよう

努めることとする。 
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 (4) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 
３ 国民の防災活動の環境整備 

(1) 消防団，自主防災組織，自主防犯組織の育成強化 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図るものとする。このため，

組織の核となるリーダーに対して研修を実施するなどにより，これらの組

織の日常化，訓練の実施を促すものとする。その際，女性の参画の促進に

努めるものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり，

災害時においては，避難，備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施設の

整備を図るとともに，消火，救助，救護のための資機材の充実を図るもの

とする。 
○警察庁及び地方公共団体は，地域住民による地域安全活動の中核となる自

主防犯組織に対して，訓練の実施，資機材の整備等に関し，助成その他の

支援を行うものとする。 
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 

○地方公共団体は，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティ

アとの連携について検討するものとする。 
○国及び地方公共団体は，日本赤十字社，社会福祉協議会等やボランティア

団体との連携を図り，災害時においてボランティア活動が円滑に行われる

よう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研

修制度，災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制，ボランティ

ア活動の拠点の確保等について検討するものとする。 
(3) 企業防災の促進 

○企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止，

事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業において

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよ

う努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練，事業所の耐震化，予想被

害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活
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動の推進に努めるものとする。 
○このため，国及び地方公共団体は，こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継

続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の

健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。さらに，企業のトッ

プから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業表

彰，企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促

進を図るものとする。また，地方公共団体は，企業を地域コミュニティの

一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ，防災に

関するアドバイスを行うものとする。 

第４節 地震災害及び地震防災に関する研究及び観測等の推進 
○国は，防災に係る見地から，地震及び地震防災に関する科学技術及び研究

の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，研究

機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとする。 
○国は，地震災害及び地震防災に資する基本的なデータの集積，各種試験研

究施設・設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，地

震防災技術の研究開発の推進を図るものとする。 
○国は，関係機関間の緊密な連携を図りつつ，観測データ及び研究成果の流

通の促進，活断層等の観測研究の推進，観測研究体制の充実等を推進する

ものとする。 
○地震調査研究推進本部は，地震に関する調査研究計画を立案し，調査研究

予算等の事務の調整を行うものとする。また，関係行政機関及び大学の調

査結果等を一元的に収集するとともに，整理，分析し，総合的な評価を行

い，これに基づき広報を行うものとする。 
○国は，研究機関等の行った，地震に関する観測研究の成果が防災体制の強

化に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進

するものとする。 
○国は地震防災対策強化地域において地震予知のための観測及び測量の実

施を強化するものとする。 
○国は東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観

測及び測量のための施設等の整備に努めるものとする。 
○研究分野としては，地震そのものの理学的研究のみならず，長周期地震動

を含め地震動が構造物に与える影響，耐震設計，構造物の耐震補強など工

学的分野，災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野についての研究

も積極的に行うものとする。 
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○地震により被災した施設の管理者は，既往の被災事例等を参考に，被災原

因の分析，資料収集等を行い，必要に応じ国又は地方公共団体に報告する。

国又は地方公共団体は，この報告を受け，又は自ら被災原因の分析等を行

い，必要に応じ，基準の改訂，責任の明確化等適切な措置を講ずる。 

第２章 災害応急対策 

○応急対策の実施については，住民に も身近な行政主体として第１次的に

は市町村があたり，都道府県は広域にわたり総合的な処理を必要とするも

のにあたる。また，地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の

場合には，国が積極的に応急対策を支援するものとする。 
○地震発生後の防災関係機関の動きとしては，まず被害規模等の情報の収集

連絡があり，次いでその情報に基づき所要の体制を整備するとともに，人

命の救助・救急・医療・消火活動を進めることとなる。さらに，避難対策，

必要な生活支援（食料，水等の供給）を行う。当面の危機的状況に対処し

た後は，保健衛生，社会秩序の維持，ライフライン等の復旧，被災者への

情報提供，二次災害(土砂災害，風水害，建築物倒壊など）の防止を行っ

ていくこととなる。この他，広域的な人的・物的支援を円滑に受け入れる

ことも重要である。 
○東海地震について警戒宣言が発せられた場合の対応については，「東海地

震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画」に定めるところによ

る。 
○別表の上欄に掲げる場合に行う具体的な広域応急対策活動は，それぞれ同

表の下欄に掲げる応急対策活動要領及び計画に定めるところによるもの

とする。 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
○地震が発生した場合，地震情報(震度，震源，マグニチュード，余震の状

況等）や津波警報等，被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情

報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり，このため，地震の規

模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこととす

るが，この場合，概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機

材，情報システムを用いて伝達・共有し，被害規模の早期把握を行う必要

がある。 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 地震情報等の連絡 

○地震が発生した場合，まず気象庁が，地震情報及び津波警報等の連絡を官
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邸〔内閣官房〕，関係省庁〔内閣府，警察庁，防衛省，海上保安庁，消防

庁等〕，関係都道府県及び関係指定公共機関に行う。 
○内閣府は気象庁から連絡を受けた地震が一定規模以上であった場合は，地

震情報等について官邸〔内閣官房〕及び災害対策関係省庁に連絡を行う。 
○都道府県は，気象庁から連絡を受けた地震情報を，市町村，関係機関等へ

連絡する。 
○気象庁は，地震による被害の軽減に資するため，緊急地震速報を発表し，

日本放送協会に伝達するとともに，官邸，関係省庁，地方公共団体への提

供するに努める。また、放送事業者の協力を得て、広く国民一般への緊急

地震速報の提供に努める。 
○国〔消防庁〕，地方公共団体及び放送事業者等は，受信した緊急地震速報

を地域衛星通信ネットワーク，市町村防災行政無線等により住民等への伝

達に努めるものとする 
(2) 被害規模の早期把握のための活動 

○国，地方公共団体等は，災害発生直後において，概括的被害情報，ライフ

ライン被害の範囲，医療機関へ来ている負傷者の状況等，被害の規模を推

定するための関連情報の収集にあたる。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省，海上保安庁等〕及び地方公共

団体は，必要に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うもの

とする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省，海上保安庁等〕及び地方公共

団体は，必要に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとす

る。 
○被害規模を早期に把握するため，警察庁は現場と警察本部が行う交信情報

を，消防庁及び地方公共団体は１１９番通報が殺到する状況等の情報を積

極的に収集するものとする。 
○国等は，地理情報システム及び地震のモニタリングシステム等を利用し，

被害規模を早期に評価するものとする。 
(3) 地震発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は，人的被害の状況，建築物の被害状況及び火災，津波，土砂災害

の発生状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関する概括的情報を

含め，把握できた範囲から直ちに都道府県へ連絡するものとする。ただし，

通信の途絶等により都道府県に連絡できない場合は，消防庁へ連絡するも

のとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規
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模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を内閣府（指定公共機関にあっては直接又は関係指

定行政機関を通じ）に連絡し，内閣府は被害規模を迅速に把握するととも

に，これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○大規模地震が発生した場合には，関係省庁〔内閣府，警察庁，消防庁，防

衛省，海上保安庁等〕及び民間公共機関等は被害の第１次情報を速やかに

官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
○大規模地震が発生した場合には，官邸において，関係省庁等幹部による緊

急参集チームが情報の集約等を行う。この場合，必要に応じ，官邸から都

道府県や市町村の被害状況の確認を行う。 
(4) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，

非常本部等の設置後はこれを非常本部等に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。

また，非常本部等の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。また，非常本部等

の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を必要に応じ内閣

総理大臣に報告する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を共有するために，

指定行政機関，指定公共機関に連絡する。 
○非常本部等は，収集した被害情報を都道府県に連絡する。 
(5) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，非常本部等に応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を非常本部等に連絡するとともに，必要



－ 29 － 

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した応急対策活動情報を，必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常本部等は，収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整され

た応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共機関及び都道

府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○災害発生直後は直ちに，災害情報連絡のための通信手段を確保するものと

する。このため，必要に応じ， 
・国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生後直ちに情報通信手段の機能

確認を行うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし，そのための

要員を直ちに現場に配置する。また，直ちに総務省に連絡するものとし，

総務省は通信の確保に必要な措置を講ずる。 
・国，地方公共団体及び電気通信事業者は，携帯電話等，衛星通信等の移動

通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
○総務省は，緊急時において重要通信を確保するため，通信システムの被災

状況等を迅速に把握し，活用可能な通信システムを重要通信に充てるため

の調整を円滑に行うものとする。 
○国，地方公共団体等は，災害時の無線局運用時における通信輻輳により生

じる混信等の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し，通信

統制を行う等により通信の運用に支障をきたさないよう努めるものとす

る。 
第２節 活動体制の確立 
○第１節により収集・連絡された情報に基づく判断により，関係機関は自ら

の又は他機関と連携をとった応急対策の実施体制をとる。また，国におい

ては，必要に応じ，災害対策関係省庁連絡会議の開催，緊急参集チームの

参集及び関係閣僚による協議を行うとともに，非常本部等を設置する。 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置，現地災害対策本部の設置等必要な体制をと

るものとする。 
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○地方公共団体は，指定行政機関，公共機関等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
２ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な地震の発生を覚知した時は，被災地以外の

地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援

協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
３ 内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 

○内閣官房は，大規模地震が発生した場合，官邸対策室を設置し，情報の集

約，内閣総理大臣等への報告，関係省庁との連絡調整，政府としての初動

措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関及び公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収

集連絡体制の確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関及び公共機関は，機関相互間，地方公共団体等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○ライフライン事業者については，必要に応じ，応急対策に関し広域的応援

体制をとるよう努めるものとする。 
４ 災害対策関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な地震発生時には，地震及び被害の第１次情報についての確認，共

有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて災害対策関係省庁連絡

会議を開催するものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す

るものとする。 
５ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○大規模地震が発生した場合，内閣官房は緊急参集チームを官邸に参集させ，

政府としての初動措置に関する情報の集約等を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
６ 非常災害対策本部等の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別
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に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して中央合同庁舎５号館内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く）は，内閣府等の局長級職員

及び指定行政機関の課長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，地震被害の程度に応じ体制を強化し，別に

定める申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け

災害応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(2) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により著しく異常かつ激甚な被害が発生していると認め

られたときは，国は直ちに緊急災害対策本部を設置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに必

要な閣議請議等の手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続

きを行い，緊急災害対策本部の設置等を行うものとする。 
○緊急災害対策本部の設置場所は，官邸内とする。ただし，官邸が被災によ

り使用不能である場合には中央合同庁舎五号館(災害対策本部長室）内，

中央合同庁舎５号館が被災により使用不能である場合には防衛省（中央指

揮所）内，防衛省（中央指揮所）が被災により使用不能である場合には立

川広域防災基地（災害対策本部予備施設）内とする。 
○緊急災害対策本部の事務局の設置場所は，官邸及び中央合同庁舎５号館内

とする。ただし，官邸が被災により使用不能である場合には中央合同庁舎

５号館内，中央合同庁舎５号館が被災により使用不能である場合には防衛

省（中央指揮所）内，防衛省（中央指揮所）が被災により使用不能である

場合には立川広域防災基地（災害対策本部予備施設）内とする。 
○内閣府は，官邸等が被災により使用不能である場合には，緊急災害対策本

部及び事務局の設置場所を速やかに関係行政機関に連絡するものとする。 
○緊急災害対策本部長は，当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関

の長並びに指定行政機関の長の権限を委任された当該緊急災害対策本部
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の職員である当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員，

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公

共機関に対し，必要な指示をするものとする。 
○緊急災害対策本部の事務局は，地震被害の程度に応じ体制を強化し，別に

定める申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け

災害応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(3) 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置 

○収集された情報により国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異

常かつ激甚な被害が発生していると認められたときは，直ちに内閣総理大

臣は災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置(既に設置されてい

る場合を除く。）を行うものとする。 
(4) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常本部等は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施

に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，指定地方

行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に

関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場

合には，非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○また，必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担

当官を現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部の設置に当たっては，別に定める申合せによるものとする。

緊急災害現地対策本部の場合は，必要な閣議請議等の手続きを行う。 
○現地対策本部長は原則として内閣府副大臣とし，現地対策本部員は，本省

庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものと

する。 
○現地対策本部員等予定者は，緊急の輸送についての事前のとりきめに基づ

き，自衛隊のヘリコプター等により政府調査団のメンバー等として現地に

派遣され，そのまま現地対策本部員等として現地対策本部に常駐し，被災

地方公共団体と連絡調整を図りつつ政府が実施する対策を処理するとと

もに，地方公共団体の災害対策本部が行う災害対策に対して，支援，協力

等を行うものとする。 
７ 南関東地域において大地震が発生した場合の参集方法等 

○別途申し合せによりあらかじめ指名された災害対策関係省庁の防災担当

職員は，南関東地域において震度６弱以上の地震が発生した場合，直ちに

非常参集するものとする。その際，交通が途絶し，徒歩等以外の手段で参
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集することができない場合には，別に定める申合せによる自衛隊のヘリコ

プターの利用等により参集するものとする。 
○緊急災害対策本部及びその事務局を立川広域防災基地(災害対策本部予備

施設）内に設置する場合には，別に定める申合せに基づき，自衛隊のヘリ

コプター等により移動するものとする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を地震の規

模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとす

る。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその

旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○市町村長は，通信の途絶等により都道府県知事に対し自衛隊の派遣要請を

するよう要求できない場合には，その旨及びその市町村の地域に係る災害

の状況を自衛隊に通知するものとする。この通知をしたときは，速やかに

その旨を都道府県知事に通知するものとする。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な地震が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，通信の途絶等

により都道府県等と連絡が不可能である場合や上記の市町村長からの通

知を受けた場合等における人命救助のための部隊等の派遣等，地震による

災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがない

と認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○庁舎，営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に，火災その他の災害が

発生した場合，部隊等の長は部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

水防活動，消防活動，道路又は水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員

及び物資の緊急輸送，炊飯及び給水，救援物資の無償貸与又は譲与，危険

物の保安及び除去等を実施するものとする。 
第３節 救助・救急，医療及び消火活動 
○地震発生後，倒壊家屋の下敷きになるなどの被災者に対し救助・救急活動
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を行うとともに，負傷者に対し必要な医療活動を行うこと，さらに，災害

の拡大を防止するため，消火活動を迅速・的確に行うことは，生命・身体

の安全を守るために 優先されるべき課題である。 
１ 救助・救急活動 

(1) 住民及び自主防災組織の役割 

○住民及び自主防災組織は，自発的に被災者の救助・救急活動を行うととも

に，救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
(2) 被災地方公共団体による救助・救急活動 

○被災地方公共団体は，その区域内における救助・救急活動を行うほか，被

害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，非常本部等，現地対策本部等国

の各機関，他の地方公共団体に応援を要請するとともに，警察・消防・自

衛隊の部隊の展開，宿営等の拠点の確保を図るものとする。 
(3) 被災地以外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○被災地以外の地方公共団体は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援

協定等に基づき，救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施するもの

とする。 
○非常本部等は必要に応じ，消防庁，警察庁，防衛省及び海上保安庁等に対

し，応援を依頼するものとする。 
○非常本部等又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，

自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整

を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼に基づき，救助・救急活動

を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上における災害に係る救助，救急活動を行うものとし，

更に可能な場合は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼等に基づき，被災

地方公共団体の活動を支援するものとする。 
(4) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす



－ 35 － 

る。 
２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

○被災地方公共団体は，自らの公的医療機関において医療活動を行うほか，

必要に応じ，その区域内の民間医療機関に対し，医療活動の協力を求める

ものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省，防衛省〕及び日本赤十字社は，被災地域内

の国立病院，国立療養所，国立大学病院，自衛隊の病院，日赤病院等にお

いて医療活動を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関等は，病院建物，医療設備の被害の応急復旧を実施

するとともに，必要に応じ，ライフライン事業者等に対し，応急復旧の要

請を行うものとする。 
○被災地内の医療機関は，患者の急増等に対応するため，相互に密接な情報

交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努めるも

のとする。 
○被災地域内の医療機関は，状況に応じ，救護班を派遣するよう努めるもの

とする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，救

護班派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し，応援の派遣等

を行うものとする。 
(2) 被災地域外からの救護班の派遣 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，速やかに医療関係機関又は非常本部

等に対し，救護班の派遣について要請するものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び被災地域外の地方公共

団体は，医師を確保し救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成す

るとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救護班・

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○消防庁は，被災地以外の市町村の救急隊等からなる救護班による応援のた

めの措置をとるものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常本部等に報告するよう努め

るものとする。 
○被災地域を含む都道府県は，その区域内又は近隣都道府県からの救護班の



－ 36 － 

派遣に係る調整を行うものとする。また，活動場所(救護所など）の確保

を図るものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，広域的な見地か

ら，救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
(3) 被災地域外での医療活動 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，広域後方医療関係機関〔厚生労働省，

文部科学省，日本赤十字社〕に区域外の医療施設における広域的な後方医

療活動を要請するものとする。 
○広域後方医療関係機関は，必要に応じて，広域後方医療施設を選定し，そ

の結果を非常本部等に報告するものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は関係機関の要請に基づき，広域後方医療

活動の総合調整を行うものとする。 
○広域後方医療施設への傷病者の搬送について，緊急輸送関係省庁は，必要

に応じ，又は広域後方医療関係機関若しくは地方公共団体からの要請に基

づき，搬送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

(1) 地方公共団体等による消火活動 

○発災後初期段階においては，住民及び自主防災組織等は，自発的に初期消

火活動を行うとともに，消防機関に協力するよう努めるものとする。 
○被災市町村は，速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに，

迅速に重点的な部隊の配置を行うものとする。特に，大規模な震災の場合

は， 重要防御地域等の優先順位を定め迅速に対応するものとする。 
○海上保安庁は，海上における消火活動を行うほか，必要に応じ，地方公共

団体に対して応援を要請するものとする。 
(2) 被災地域外の地方公共団体による応援 

○被災地以外の市町村は被災地方公共団体からの要請又は相互応援協定に

基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
○消防庁は，被災地以外の消防機関による応援のための措置をとるものとす

る。 
○消防庁は，必要に応じ，被災地域外の地方公共団体の消防隊による応援の

ための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
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○非常本部等は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
○第３節に述べた救助・救急・医療・消火活動を迅速に行うためにも，また，

避難者に緊急物資を供給するためにも，交通を確保し，緊急輸送を行う必

要がある。 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
(1) 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては，次のような事項に配慮して行う。 
一 人命の安全 
二 被害の拡大防止 
三 災害応急対策の円滑な実施 
(2) 輸送対象の想定 

一 第１段階 
ア 救助・救急活動，医療活動の従事者，医薬品等人命救助に要する人員，

物資 
イ 消防，水防活動等災害の拡大防止のための人員，物資 
ウ 政府災害対策要員，地方公共団体災害対策要員，情報通信，電力，ガ

ス，水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 
エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 
オ 緊急輸送に必要な輸送施設，輸送拠点の応急復旧，交通規制等に必要

な人員及び物資 
二 第２段階 
ア 上記一の続行 
イ 食料，水等生命の維持に必要な物資 
ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 
エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

三 第３段階 
ア 上記二の続行 
イ 災害復旧に必要な人員及び物資 
ウ 生活必需品 

２ 交通の確保 

○地震発生後，特に初期には，使用可能な交通・輸送ルートを緊急輸送のた
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めに確保する必要があり，そのための一般車両の通行禁止などの交通規制

を直ちに実施するものとする。その後，順次優先度を考慮して応急復旧の

ため集中的な人員，資機材の投入を図るものとする。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○交通の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であり，かつ，総合

的な調整を必要とするものであるため，非常本部等は，必要に応じ，交通

の確保に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほか，関係機関に対し報

告を求め，又は必要な依頼を行うものとする。 
(2) 道路交通規制等 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。この場合において，被災地への

流入車両等を抑制する必要がある場合には，被災地域周辺の都道府県警察

の協力により，周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施するものとする。

また，交通規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者等との応援協

定等に基づき，交通誘導の実施等を要請するものとする。さらに，情報板，

信号機等の交通管制施設も活用し，緊急輸送の確保に資するものとする。 
○都道府県警察は，交通規制が実施されたときは，直ちに住民等に周知徹底

を図るものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，必要な場合には，放置車両の

撤去，警察車両による先導等を行うものとする。 
○都道府県警察は，緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，必要に応じ

運転者等に対し措置命令等を行うものとする。 
○国家公安委員会は，都道府県公安委員会に対し，必要に応じて，広域的な

見地から指示を行うものとする。 
○警察庁は，都道府県警察が行う交通規制について広域的な見地から調整を

行うとともに，都道府県警察に対して必要に応じて指導を行うものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常本部等は，相互に密

接な連絡をとるものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
(3) 道路の応急復旧等 

○国土交通省は，管理する国道について早急に被害状況を把握し，障害物の
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除去，応急復旧等を行うとともに，被災地方公共団体等他の道路管理者に

対して，被害状況に関する報告を求め，応急復旧等を要請又は指示するも

のとする。その場合，緊急輸送道路の確保を 優先に応急復旧や代替路の

設定等を実施すること。あわせて，道路の通行規制等が行われている場合、

道路利用者に対してビーコン，情報板等により迅速に情報提供すること。 
○道路管理者は，その管理する道路について，早急に被害状況を把握し，国

土交通省等に報告するほか，障害物の除去，応急復旧等を行い道路機能の

確保に努めるものとする。 
○路上の障害物の除去について，道路管理者，警察機関，消防機関及び自衛

隊等は，状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 
○道路管理者は，建設業者との間に応援協定等に基づき，障害物の除去，応

急復旧等に必要な人員，資機材等の確保に努めるものとする。 
○国土交通省は，道路の被害状況及び復旧状況等について，非常本部等に報

告するものとする。 
(4) 航路の障害物除去等 

○国土交通省は，開発保全航路等について，早急に被害状況を把握し，沈船，

漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には，非常本部等に報

告するとともに，障害物除去，避難住民の運送及び緊急物資の運送路の確

保等の応急復旧を行うものとする。 
○港湾管理者及び漁港管理者は，その所管する港湾区域及び漁港区域内の航

路等について，沈船，漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合

には，非常本部等に報告するとともに，障害物除去等に努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が

生じ又は生ずるおそれがあるときは，その旨を非常本部等に報告し，速や

かに航行警報等必要な応急措置を講ずるとともに，船舶所有者等に対し，

これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきこ

とを命じ，又は勧告するものとする。 
(5) 港湾及び漁港の応急復旧等 

○港湾管理者は，港湾施設について，早急に被害状況を把握し，国土交通省

に対して被害状況を報告するものとする。また，国土交通省及び港湾管理

者は，必要に応じ応急復旧等を行うものとする。 
○漁港管理者は，漁港施設について，早急に被害状況を把握し，応急復旧を

行うとともに，農林水産省に対して，被害情況を報告するものとする。 
○海上保安庁は，航路標識が破損し又は流出したときは，速やかに復旧に努

めるほか，必要に応じて応急標識の設置に努めるものとする。 
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○国土交通省及び農林水産省は，港湾及び漁港の被害状況及び復旧状況につ

いて非常本部等に報告するものとする。 
(6) 海上交通の整理等 

○海上保安庁は，船舶の輻輳が予想される海域において，必要に応じて，船

舶交通の整理・指導を行うものとする。この場合，緊急輸送を行う船舶が

円滑に航行できるよう努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難の発生その他の事情により，船舶交通の危険が生ずる

おそれがあるときは，必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものと

する。 
○海上保安庁は，水路の水深に異常を生じたと認められるときは，必要に応

じて水路測量を行うとともに，応急標識を設置する等により水路の安全を

確保するものとする。 
(7) 飛行場等の応急復旧等 

○国土交通省は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

非常本部等に報告し，応急復旧等を行うとともに，空港管理者に対して応

急復旧等を要請するものとする。 
○空港管理者は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
○国土交通省，空港管理者及び非常本部等は，相互の連絡を密にして効果的

な応急復旧等を行うものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開

設するとともに，その周知徹底を図るものとする。 
(8) 航空管制等 

○国土交通省は，情報収集，緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を

優先させる。また，災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して，

必要な情報を提供し，航空機の安全運航を図る等災害時に即応した航空管

制及び情報提供を行うものとする。 
(9) 鉄道交通の確保 

○国土交通省は，鉄道の被害状況について早急に把握し，非常本部等に報告

し，鉄道事業者に対して応急復旧等を要請するものとする。 
○鉄道事業者は，その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
(10)広域輸送拠点の確保 

○地方公共団体は，状況に応じて人員の派遣等を行いながら，あらかじめ指

定された緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設するととも
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に，その周知徹底を図るものとする。 
３ 緊急輸送 

○緊急輸送関係省庁及び地方公共団体は，陸・海・空のあらゆる必要な手段

を利用し総合的・積極的に緊急輸送を実施するものとする。特に，機動力

のあるヘリコプター，大量輸送が可能な船舶の活用を推進する。 
○非常本部等は，緊急輸送体制に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほ

か，必要に応じ，又は被災地方公共団体等からの要請に基づき，緊急輸送

関係省庁に対し，緊急輸送活動の依頼を行うものとする。 
○国土交通省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，空港管理者，港湾管理者，航空運送事業者，道路運送

事業者，海上運送事業者及び鉄道事業者に対して緊急輸送の受入れ又は協

力要請を行うものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，自ら保有する船舶，航空機等を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，自ら保有する航空機，車両，船舶を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，消防機関に対して緊急輸送の要請を行うものとする。 
○地方公共団体は，必要に応じ，自ら緊急輸送活動を行うほか，輸送関係機

関及び非常本部等に緊急輸送を要請するものとする。 
４ 燃料の確保 

○緊急輸送を行う関係機関及び資源エネルギー庁は，災害時における燃料の

調達・供給体制の整備を図るものとする。 
第５節 避難収容活動 
○地震発生後，被災者を速やかに避難誘導し，安全な避難場所に収容するこ

とにより，当面の居所を確保することは，被災者の精神的な安心につなが

るものでもある。さらに，応急仮設住宅の提供など，被災者の住生活の回

復への第１歩を用意する必要がある。 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの
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とする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上管理者の同意を

得て避難場所として開設する。さらに，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦

等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の地域にあるものを含め，旅館

やホテル等を避難場所として借り上げる等，多様な避難場所の確保に努め

るものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。また，避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 
○なお，地方公共団体は，避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急

仮設住宅の迅速な提供，公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん

等により，避難場所の早期解消に努めることを基本とする。 
３ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県の応急仮設住宅の提供 

○被災都道府県は，応急仮設住宅を建設する必要があるときは，発災後，避

難者の健全な住生活の早期確保を図るため，速やかに厚生労働省と協議の

上建設するものとする。ただし，建設に当たっては，二次災害に十分配慮

するものとする。また，被災者の入居に係る事務を行い，その円滑な入居

の促進に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅に必要な資機材の調達 

○被災都道府県は，(1)で建設するものとされた応急仮設住宅の建設に必要

な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等

を通じて，又は直接応急収容資機材関係省庁〔農林水産省，経済産業省，
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国土交通省〕に資機材の調達に関して要請するものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，関係省庁に資機材の調達に関し依頼す

るものとする。 
○要請を受けた関係省庁は，とるべき措置を決定し，非常本部等及び被災都

道府県に通報するものとする。 
○関係省庁は，とるべき措置について，関係業界団体等に対し，必要な資機

材の供給要請を行うものとする。 
(3) 広域的避難収容 

○被災都道府県は，被災者の避難，収容状況等にかんがみ，被災都道府県の

区域外への広域的な避難，収容が必要であると判断した場合には，必要に

応じて非常本部等を通じて，又は避難収容関係省庁〔警察庁，防衛省，厚

生労働省，国土交通省，消防庁〕に広域避難収容に関する支援を要請する

ものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，広域的観点から広域的避難収容実施計

画を作成するものとする。また，計画の内容を避難収容関係省庁及び緊急

輸送関係省庁に示し，計画に基づく措置をとるよう依頼するものとする。

また，要請した被災都道府県にも計画の内容を示すものとする。 
○避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁，被災都道府県等は，計画に基づ

き適切な広域的避難収容活動を実施するものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮すること。特

に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第６節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動 
○被災者の生活の維持のため必要な食料，飲料水及び毛布等生活必需品等を

調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行えるよう，関係機関は，以

下の方針の通り活動する。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○非常本部等は，調達，供給活動に関わる総合調整及び計画の作成等を行う

ほか，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，関係機関

に対し，調達，供給活動の要請を行うものとする。 
(2) 地方公共団体による物資の調達，供給 

○被災地方公共団体は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の地方公共
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団体等によって調達され引渡された物資の被災者に対する供給を行うも

のとする。 
○被災地方公共団体及び各省庁は，供給すべき物資が不足し，調達の必要が

ある場合には，物資関係省庁〔厚生労働省，農林水産省，経済産業省，総

務省〕又は非常本部等に物資の調達を要請するものとする。 
(3) 物資関係省庁の活動 

○厚生労働省は，関係事業者に対する給水の要請等を行い，供給を確保する

ものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，医薬品等について，関係業界団体の協力を得る等によ

り，その供給の確保を図るものとする。 
○農林水産省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，政府所有米穀等の供給を行うほか，関係業界団体等の

協力を得る等により，その供給の確保を図るものとする。 
○経済産業省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，生活必需品について，関係業界団体の協力を得る等に

より，その供給の確保を図るものとする。 
○総務省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，通信機器について，関係業界団体の協力を得る等により，

その供給の確保を図るものとする。 
○物資の輸送について，非常本部等及び緊急輸送関係省庁は輸送手段の優先

的な確保などの配慮を行うものとする。 
第７節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 
○避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うととも

に，地域の衛生状態にも十分配慮する。また，大規模な災害により多数の

死者が生じた場合には遺体の処理を遅滞なく進める。 
１ 保健衛生 

○厚生労働省及び地方公共団体は，被災地，特に避難場所においては，生活

環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いた

め，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等を設けるものとする。 
○特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，車椅子

等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に

実施するものとする。 
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○地方公共団体は，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，保健

師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難場所の生活環境を確保するため，必要に応じ，仮設

トイレを早期に設置するとともに，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，

し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとす

る。 
○厚生労働省は，必要に応じ又は被災地方公共団体の要請に基づき，他の地

方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。 
２ 防疫活動 

○非常本部等は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，厚生

労働省及び防衛省に対し，防疫活動を依頼し，その総合調整を行うものと

する。 
○地方公共団体は，必要に応じ家屋内外の消毒等防疫活動を行うものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，防疫薬品の提供及び防疫要員の派遣等につき，

他の地方公共団体に対し支援の要請を行う等により，被災地方公共団体の

防疫活動を支援するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は要請に基づいて防疫活動を行うものとする。 

３ 遺体の処理等 

○地方公共団体は，遺体の処理については，火葬場，柩等関連する情報を広

域的かつ速やかに収集し，柩の調達，遺体の搬送の手配等を実施するもの

とする。また，必要に応じ，近隣地方公共団体の協力を得て，広域的な火

葬の実施に努めるものとする。なお，遺体については，その衛生状態に配

慮するものとする。 
第８節 社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 
○被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考え

られるので，社会秩序の維持が重要な課題となる。また，被災者の生活再

建へ向けて，物価の安定，必要物資の適切な供給を図る必要があり，これ

らについて，関係機関は適切な措置を講じる。 
１ 社会秩序の維持 

○被災地及びその周辺(海上を含む。）においては，警察が独自に，又は自主

防犯組織等と連携し，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行

い，速やかな安全確保に努めるものとする。 
○被災地付近の海上においては，海上保安庁が巡視船艇を配備し，速やかな

安全確保に努めるものとする。 
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２ 物価の安定，物資の安定供給 

○国及び地方公共団体は，生活必需品等の物価が高騰しないよう，また，買

い占め・売り惜しみが生じないよう，監視するとともに，必要に応じ指導

等を行うものとする。 
第９節 施設，設備等の応急復旧活動 
○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等，及び二次災害を防

止するための国土保全施設等に加え，被災者の生活確保のため，ライフラ

イン及び公共施設の応急復旧を迅速に行う。 
(1) 施設，設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は，発災後直ちに，専門技術をもつ人材等を活用し

て，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これ

らの被害状況等を把握し，二次災害の防止，被災者の生活確保を 優先に，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 
(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は，災害の程度，施設の重要度等を勘案の上，特に必要と認め

られる場合には，関係省庁〔厚生労働省，経済産業省，総務省，国土交通

省〕を経由して，ライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼するも

のとする。 
(3) 住宅の応急復旧活動 

○地方公共団体は，必要に応じて，住宅事業者の団体と連携して，被災しな

がらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するも

のとする。 
第 10 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
○流言，飛語等による社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，被

災地の住民等の適切な判断と行動を助け，住民等の安全を確保するために

は，正確かつわかりやすい情報の速やかな公表と伝達，広報活動が重要で

ある。また，住民等から，問い合わせ，要望，意見などが数多く寄せられ

るため，適切な対応を行える体制を整備する。 
(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者のニー

ズを十分把握し，地震の被害，余震の状況，二次災害の危険性に関する情

報，安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療

機関などの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，

交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供す

るものとする。なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者
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に配慮した伝達を行うこと。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。また，国は放送事業者と協力して，緊急

放送時にテレビ，ラジオが自動的に作動するシステムの普及を図るものと

する。 
○なお，国及び地方公共団体は，必要に応じ，公共機関，その他関係機関と

の連携を図りつつ，広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し，関係機

関や住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを，被災地

近傍に設置するものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全体に対

し地震の被害，余震の状況，安否情報，交通施設等の復旧状況，義援物資

の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常本部等，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災後速や

かに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置，人

員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・整理を

行うものとする。 
第 11 節 二次災害の防止活動 
○余震又は降雨等による水害・土砂災害，余震による建築物，構造物の倒壊

等に備え，二次災害防止施策を講じることとする。 
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○気象庁は，余震発生状況，降雨状況等の的確な把握，情報の発表に努める

ものとする。 
１ 水害・土砂災害対策 

○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，余震あるいは降雨等

による二次的な水害・土砂災害等の危険箇所の点検を専門技術者等を活用

して行うものとする。その結果，危険性が高いと判断された箇所について

は，関係機関や住民に周知を図り，不安定土砂の除去，仮設防護柵の設置

等の応急工事，適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うとともに，

災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するも

のとする。 
○気象庁及び都道府県は，必要に応じて警報及び土砂災害警戒情報等の発表

基準の引き下げを実施するものとする。 
２ 建築物，構造物の倒壊 

○国土交通省及び地方公共団体は，余震による建築物等の倒壊に関して，建

築技術者等を活用して，被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定

を速やかに行い，応急措置を行うとともに，災害の発生のおそれのある場

合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする。 
３ 高潮，波浪等の対策 

○国〔農林水産省，国土交通省〕及び地方公共団体は，高潮，波浪，潮位の

変化による浸水を防止するため，海岸保全施設等の点検を行うとともに，

必要に応じて，応急工事，適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行

うとともに，災害の発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施す

るものとする。 
４ 爆発等及び有害物質による二次災害対策 

○石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬

品を管理する施設等の管理者は，爆発等の二次災害防止のため，施設の点

検，応急措置を行うものとする。また，爆発等のおそれが生じた場合は，

速やかに関係機関に連絡するものとする。 
○国，地方公共団体又は事業者は，有害物質の漏洩を防止するため，施設の

点検，応急措置，関係機関への連絡，環境モニタリング等の対策を行うも

のとする。 
第 12 節 自発的支援の受入れ 
○大規模な災害発生が報道されると，国内・国外から多くの善意の支援申し

入れが寄せられるが，国，地方公共団体及び関係団体は，適切に対応する。 
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１ ボランティアの受入れ 

○国，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する

被災地のニーズの把握に努めるとともに，ボランティアの受付，調整等そ

の受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに

際して，老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に

活かされるよう配慮するとともに，必要に応じてボランティアの活動拠点

を提供する等，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努

めるものとする。 
２ 国民等からの義援物資，義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

○被災地方公共団体は，関係機関等の協力を得ながら，国民，企業等からの

義援物資について，受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し，その内容のリスト及び送り先を非常本部等並びに報道機関を通じ

て国民に公表するものとする。また，現地の需給状況を勘案し，同リスト

を逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の地方公共団体

は必要に応じ義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに，被災地

のニーズについて広報を行うものとする。国民，企業等は，義援物資を提

供する場合には，被災地のニーズに応じた物資とするよう，また，品名を

明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十

分配慮した方法とするよう努めるものとする。 
(2) 義援金の受入れ 

○義援金の使用については，地方公共団体が義援金収集団体と配分委員会を

組織し，十分協議の上，定めるものとする。 
３ 海外からの支援の受入れ 

○外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には，外務省は，非

常本部等にその種類，規模，到着予定日時，場所等を通報するものとする。 
○非常本部等は，支援の受入れの可能性について検討する。 
○非常本部等が支援の受入れを決定した場合，あらかじめ定めた対応方針に

基づいて，海外からの支援の受入れ計画を作成し，計画の内容を支援を申

し入れた国，関係省庁及び被災地方公共団体に示すものとする。その後関

係省庁は，計画に基づき，当該海外からの支援を受け入れるものとする。

なお，支援を受け入れないと決定した場合，速やかに関係国に通報するも

のとする。 
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第３章 災害復旧・復興 

○被災地の復旧・復興は，被災者の生活再建を支援し，再度災害の防止に配

慮した施設の復旧等を図り，より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すものとする。また，災害により地域の社会経済活

動が低下する状況にかんがみ，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

るものとする。 
第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 
○地方公共団体は，被災の状況，地域の特性，関係公共施設管理者の意向等

を勘案しつつ，迅速な原状復旧を目指すか，又は更に災害に強いまちづく

り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し，復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には，

これに基づき復興計画を作成するものとする。 
○被災地の復旧・復興は，地方公共団体が主体となって住民の意向を尊重し

つつ協同して計画的に行い，国はそれを支援するものとする。 
○国は，被災地方公共団体等がその応急対策，復旧・復興において多大な費

用を要することにかんがみ，適切な役割分担のもとに，財政措置，金融措

置，地方財政措置等により支援するものとする。 
○被災地方公共団体は，災害復旧・復興対策の推進のため，必要に応じ国，

他の地方公共団体等に対し職員の派遣，その他の協力を求めるものとする。 
第２節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復

旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧を

行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，地震に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が

高まっている箇所について，二次的な土砂災害防止の観点から，可能な限

り土砂災害防止対策を行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
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２ がれきの処理 

○地方公共団体は，がれきの処理処分方法を確立するとともに，仮置場，

終処分地を確保し，計画的な収集，運搬及び処分を図ることにより，がれ

きの円滑かつ適正な処理を行うものとする。 
○環境省は，迅速ながれき処理について必要な支援を行う。 
○がれき処理に当たっては，適切な分別を行うことにより，可能な限りリサ

イクルに努めるものとする。 
○がれき処理に当たっては，復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う

ものとする。また，環境汚染の未然防止又は住民，作業者の健康管理のた

め，適切な措置等を講ずるものとする。 
第３節 計画的復興の進め方 
１ 復興計画の作成 

○大規模な災害により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災

害においては，被災地域の再建は，都市構造の改変，産業基盤の改変を要

するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり，これ

を可及的速やかに実施するため，復興計画を作成し，関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 
○地方公共団体は，復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地
方公共団体間の連携，国との連携，広域調整）を行うものとする。必要に

応じて，国は復興組織体制の整備を図り，被災地方公共団体を支援する。 
２ 防災まちづくり 

○必要に応じ，地方公共団体は，再度災害防止とより快適な都市環境を目指

し，住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するもの

とする。その際，まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のための

ものという理念のもとに，計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし，

将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし，住民の理解を求めるよう

努めるものとする。 
○地方公共団体は，復興のため市街地の整備改善が必要な場合には，被災市

街地復興特別措置法等を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点

から，防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセン

サスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施に

より合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 
○地方公共団体は，防災まちづくりに当たっては，必要に応じ，避難路，避

難地，延焼遮断帯，防災活動拠点ともなる幹線道路，都市公園，河川，港

湾，空港など骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備，ライフライ
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ンの共同収容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等，ライフラインの

耐震化等，建築物や公共施設の耐震・不燃化，耐震性貯水槽の設置等を基

本的な目標とするものとする。この際，都市公園，河川等のオープンスペ

ースの確保等は，単に避難場所としての活用，臨時ヘリポートとしての活

用など防災の観点だけでなく，地域の環境保全，レクリエーション空間の

確保，景観構成に資するものであり，その点を十分住民に対し説明し理解

と協力を得るように努めるものとする。また，ライフラインの共同収容施

設としての共同溝，電線共同溝の整備等については，各種ライフラインの

特性等を勘案し，各事業者と調整を図りつつ進めるものとする。 
○地方公共団体は，既存不適格建築物については，防災とアメニティの観点

から，その問題の重要性を住民に説明しつつ，市街地再開発事業等の適切

な推進によりその解消に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設等の復旧事業，がれきの処理

事業に当たり，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ，可能な限り迅速かつ円滑に実施するとと

もに，復興計画を考慮して，必要な場合には傾斜的，戦略的実施を行うも

のとする。 
○地方公共団体は，新たなまちづくりの展望，計画決定までの手続き，スケ

ジュール，被災者サイドでの種々の選択肢，施策情報の提供等を，住民に

対し行うものとする。 
○厚生労働省は，被災地域の復旧・復興工事(第２節の復旧工事等を含む）

における労働災害，粉じん障害等の職業性疾病等を防止するため，新規就

労者に対する安全衛生教育の実施，工事現場の巡回指導，石綿除去工事等

における健康障害防止対策，労働災害防止活動に関する相談窓口の設置等

の安全衛生確保対策を講じるとともに，労働者の健康管理に特段の配慮を

行うものとする。 
第４節 被災者等の生活再建等の支援 
○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ

く，災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生

活福祉資金の貸付を行う。また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再

建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給により，被災者の生活再建

を支援し，被災地の速やかな復興を図る。これを含む各種の支援措置を早

期に実施するため，地方公共団体は，発災後早期に被災証明の交付体制を

確立し，被災者に被災証明を交付するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，税についての期限の延長，徴収猶予
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及び減免，国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減

免等の被災者の負担の軽減を図ることとする。 
○厚生労働省は，被災地における雇用維持を図るための必要な措置を講ずる

とともに，被災者に対するきめ細かな職業紹介を行うなどの雇用対策を講

ずるものとする。 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居等

を行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るた

め，公営住宅等の空家を活用する。 
○国土交通省及び地方公共団体は，災害危険区域等における被災者等の住宅

再建に当たっては，防災集団移転促進事業等を活用しつつ，極力安全な地

域への移転を推奨するものとする。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の生活の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す

るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
○地方公共団体は，被災者の救済及び自立支援や，被災地域の総合的な復

旧・復興対策等をきめ細かに，かつ，機動的，弾力的に進めるために，特

に必要があるときは，災害復興基金の設立等，機動的，弾力的推進の手法

について検討する。 
第５節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うも

のとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立
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的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維

持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。また，農林水産

省は，必要に応じて，被災農林漁業者の経営資金等を供給するため天災融

資法の発動を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 

第４章 津波対策 

第１節 災害予防 
１ 災害に強い国づくり，まちづくり 

○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，海岸堤防(防潮堤），

防潮水門等海岸保全施設，防波堤等港湾施設及び漁港施設，河川堤防等河

川管理施設の整備を実施するとともに，地震発生後の防御機能の維持のた

め，耐震診断や補強による耐震性の確保を図るものとする。特に，地震発

生時に水門や陸閘の閉鎖を迅速・確実に行うため，水門や陸閘の自動化や

遠隔操作化を図る。 
○国，地方公共団体及び関係機関は，津波による被害のおそれのある地域に

おいて構造物，施設等整備する場合，津波に対する安全性に配慮するもの

とする。 
○国及び地方公共団体は，津波による危険が予想される地域について，津波

に対する避難場所，避難路の整備を図るものとする。特に，周囲に高台等

がない地域では，堅固な高層建物の中・高層階や人工構造物を避難場所に

利用するいわゆる津波避難ビル等の整備・指定を進める必要がある。 
○国及び地方公共団体は，津波防災性の高い交通基盤施設やヘリポート，防

災拠点及び情報基盤の整備等により地域の孤立防止対策等津波に強い地

域づくりの推進に努めるものとする。 
○国〔環境省〕及び地方公共団体は地盤沈下対策として地下水汲み上げの規

制を実施するものとする。 
２ 津波警報等の迅速な実施と伝達のための備え 

○気象庁は，迅速な津波警報等の実施のため，地震及び津波観測，解析，通

信等の体制及び施設，設備の充実を図る。また，国及び地方公共団体は，

迅速な津波警報等の伝達のため，伝達体制及び通信施設，設備の充実を図

るものとする。 
○国及び地方公共団体は，沖合を含む，より多くの地点における津波即時観
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測データを充実し，関係機関等で共有するとともに公表するものとする。 
３ 国民に対する啓発 

○特に津波については，個人の避難行動が重要であることから，国及び地方

公共団体は，津波の危険や津波警報・避難指示等の意味合い，避難方法等

を住民及び船舶等に対し広く啓発するものとする。 
○地方公共団体は，避難に適切な場所，避難路を指定するとともに，統一的

な図記号等を利用したわかりやすい案内板等を設置するなど日頃から周

知しておくものとする。さらに，高齢者，障害者等の災害時要援護者を適

切に避難誘導するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平

常時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，津波によって浸水が予想される地域について事前に把握

し，浸水予測地図等を作成するとともに，当該浸水予測図に基づいて避難

地，避難路等を示す津波ハザードマップの整備を行い，住民等に対し周知

を図るものとする。また，国〔内閣府等〕は，津波の危険性のある区域に

おいて，浸水予測図や，津波避難計画の作成支援，津波ハザードマップ作

成マニュアル等の普及促進により，津波ハザードマップの作成支援を行う

ものとする。 
○国，地方公共団体は，防災週間等を通じ，積極的に津波防災訓練を実施す

るものとする。 
第２節 災害応急対策 
１ 災害発生直前の対策 

○気象庁は，地震の発生後迅速に津波の可能性を判定，津波警報等を実施す

るものとする。国，地方公共団体及び放送事業者等は，津波警報等を迅速

かつ正確に住民，釣り人，海水浴客などの観光客，船舶等に伝達するもの

とする。 
○地方公共団体は，強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとし

た揺れを感じて避難の必要を認める場合若しくは津波警報を覚知した場

合直ちに避難指示を行うなど，速やかに的確な避難勧告・指示を行い，安

全かつ効率的な避難誘導を行うものとする。その際，対象者に漏れなく，

災害時要援護者にも配慮したわかりやすい伝達を心がけるものとする。 
○地方公共団体は水防団等を出動させ，防潮水門を閉鎖するほか住民等を海

浜から避難させるなど，緊急対策を行うものとする。 
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別表（第２章 関係） 

①東海地震に関連する

情報の１つである東海

地震注意情報が発表さ

れた場合 

②東海地震に係る警戒

宣言が発せられ，地震

災害警戒本部が設置さ

れた場合 

③東海地震が発生し，

その災害に対処するた

めに緊急災害対策本部

が設置された場合 

また，事前の情報が発

表されることなく，東

海地震が突発的に発生

した場合 

東南海地震，南海地震

が同時発生し，その災

害に対処するために緊

急災害対策本部が設置

された場合 

日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震が発生

し，その災害に対処す

るために緊急災害対

策本部又は非常災害

対策本部が設置され

た場合 

東京湾北部地震（東京

湾北部を震源とする

マグニチュード７．３

の地震）及びその他東

京２３区で震度６強

を観測する程度の地

震が発生し，その災害

に対処するために緊

急災害対策本部が設

置された場合 

・「東海地震応急対策活

動要領」（平成15年 12

月16日中央防災会議決

定、平成 18 年 4 月 21

日修正） 

・「「東海地震応急対策

活動要領」に基づく具

体的な活動内容に係る

計画」（平成 16 年 6 月

29 日中央防災会議幹事

会申合せ、平成18年 4

月21日修正） 

・「東南海・南海地震応

急対策活動要領」（平成

18年4月21日中央防災

会議決定） 

・「「東南海・南海地震

応急対策活動要領」に

基づく具体的な活動内

容に係る計画」（平成19

年3月20日中央防災会

議幹事会申合せ） 

「日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震応急

対策活動要領」（平成

19年6月21日中央防

災会議決定） 

「首都直下地震応急

対策活動要領」（平成

18年4月21日中央防

災会議決定） 

 
 
 



－ 57 － 

第３編 風水害対策編 

第１章 災害予防 

第１節 風水害に強い国づくり，まちづくり 
○国及び地方公共団体は，地域の特性に配慮しつつ，風水害に強い国づくり，

まちづくりを行うものとする。 
１ 風水害に強い国づくり 

○国は，国土形成計画等の総合的・広域的な計画の作成に際しては，暴風，

豪雨，洪水，高潮，地すべり，土石流，がけ崩れ等による風水害から国土

並びに国民の生命，身体及び財産を保護することに十分配慮するものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，治山，治水，海岸保全，急傾斜地崩壊対策，農地

防災等の事業による風水害対策を実施する。その場合は，環境や景観へも

配慮するものとする。 
(1) 主要交通・通信機能強化 

○国，公共機関及び地方公共団体は，主要な鉄道，道路，港湾，空港等の基

幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては，ネットワークの充実を含む

風水害に対する安全性の確保に努めるものとする。 
(2) 首都の防災性の向上 

○国及び首都圏を構成する地方公共団体は，首都圏の果たす中枢機能の重要

性にかんがみ，首都圏における都市防災構造化対策等防災対策を推進する

ものとする。 
(3) 風水害に強い国土の形成 

○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，風水害に強い国土の

形成を図るため，下記の事項に配慮しつつ，治山，治水，海岸保全，急傾

斜地崩壊対策，農地防災等の事業を総合的，計画的に推進するものとする。 
・河川については，河川整備基本方針及び河川整備計画に基づき，整備を推

進する。また，都市地域では，水害実績等を踏まえ，流域内の大河川，中

小河川，下水道，内水域等それぞれの水害規模，影響等を想定した上で，

流域全体の河川，下水道の管理者等が連携し，効果的な治水対策に努める

ものとする。 
・ひとたび発生すると壊滅的な被害になることが多い土砂災害について，そ

の対策を推進する。 
・既往 大規模等の高潮(高潮偏差，波浪を含む。）に対応できる海岸保全施

設の整備を推進する。 
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・台風，集中豪雨等に伴う山地災害に対処する山地治山，地すべり防止施設

等の整備を推進する。また，山地災害の発生を防止するため森林の造成を

図る。 
○国〔環境省，国土交通省，農林水産省，経済産業省〕及び地方公共団体は

地盤沈下対策として，地下水汲み上げの規制の実施及び代替工業用水道の

建設の促進，地盤沈下による内水被害の発生，堤防高の低下等に対応する

ための排水機場，水門等の設置，堤防のかさ上げ等の整備等を行うものと

する。 
２ 風水害に強いまちづくり 

(1) 風水害に強いまちの形成 

○地方公共団体は，洪水，高潮，土砂災害等による危険の著しい区域につい

ては，災害を未然に防止するため災害危険区域の指定について，検討を行

い，必要な措置を講ずるものとする。 
○国及び地方公共団体は，避難地，避難路，防災拠点等の災害時における防

災に資する公共施設について，関係機関等と緊密な連携を図りつつ，積極

的整備を図るとともに，防災拠点施設等の浸水防止機能確保に努めるもの

とする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，道路情報ネットワークシステム，道路防

災対策等を通じて安全性，信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，河川等における災害時の緊急対応を効率的に行え

るようにするため，必要に応じて河川管理用進入路，水防拠点等の施設の

整備に努めるものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，下記の事項を重点と

して総合的な風水害対策を推進することにより，風水害に強いまちを形成

するものとする。 
・国土交通省及び地方公共団体は，溢水，湛水等による災害の発生のおそれ

のある土地の区域について都市的土地利用を誘導しないものとする等，風

水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。 
・国土交通省及び地方公共団体は，河川，下水道について築堤，河床掘削等

の河道の整備，遊水池，放水路，雨水渠等の建設，内水排除施設の整備等

を推進するとともに，出水時の堤防等施設の監視体制や内水排除施設の耐

水機能の確保に努めるものとする。また，河川，下水道等の管理者は連携

し，出水時における排水ポンプ場の運転調整の実施等洪水被害の軽減に努

めるものとする。 
・国土交通省及び地方公共団体は，我が国の中枢である大都市の中心部等を
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洪水氾濫による壊滅的な被害から守るための高規格堤防（スーパー堤防）

を整備する等，超過洪水対策を推進する。 
・国土交通省及び地方公共団体は，防災調整池の設置，透水性舗装の実施，

雨水貯留・浸透施設の設置，盛土の抑制などを地域の特性を踏まえつつ必

要に応じて実施することにより，流域の保水・遊水機能が確保されるよう

措置する。 
・国土交通省及び地方公共団体は国の協力を得て，都市の浸水常襲地帯にお

ける微地形把握等の基礎調査や，ハザードマップの作成に必要な浸水予測

シミュレーション，内水浸水シミュレーション等を行い，これらの情報の

関係機関等への提供に努めるものとする。 
・国土交通省及び都道府県は，水防法に基づき指定した洪水予報を実施する

河川又は特別警戒水位を定めその水位に到達した旨の情報を提供する河

川において，河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区

域として指定し，指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表す

るとともに，関係市町村の長に通知するものとする。 
・市町村は浸水想定区域の指定のあったときは，市町村地域防災計画におい

て，少なくとも当該浸水想定区域ごとに，洪水予報等の伝達方法，避難場

所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項並

びに浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定か

つ多数の者が利用する施設）又は主として高齢者等の災害時要援護者が利

用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保す

る必要があると認められるものがある場合にはこれらの施設の名称及び

所在地について定めるものとする。 
・市町村は，市町村地域防災計画において，浸水想定区域内の地下街等及び

主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用者

の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの

については，当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図

られるよう洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 
・浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は，市町村地域防災計画におい

て定められた洪水予報等の伝達方法，避難場所その他洪水時の円滑かつ迅

速な避難の確保を図るため必要な事項，並びに浸水想定区域内の地下街等

及び主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる

ものの名称及び所在地について住民に周知させるため，これらの事項を記

載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 
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・国土交通省又は地方公共団体は，洪水，高潮，土砂災害等による浸水実績，

浸水想定区域及び土砂災害危険箇所等を公表し，安全な国土利用や耐水性

建築方式の誘導，風水害時の避難体制の整備を行う。 
・国土交通省は，土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針

の作成及び必要に応じて見直しを行うものとする。 
・国土交通省及び地方公共団体は，土石流危険渓流，地すべり危険箇所及び

急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防設備，地すべり防止施設，急傾斜地

崩壊防止施設の整備等に加え，土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計，

ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め，総合的

な土砂災害対策を推進する。 
・国土交通省及び地方公共団体は，高齢者等に経済的・身体的に特に大きな

負担を与える慢性的な床上浸水被害を解消するための床上浸水対策や，避

難地，避難路等の防災施設及び病院，老人ホーム等の災害時要援護者に関

連した施設に対する土砂災害対策を重点的に実施する等，生活防災緊急対

策を推進する。 
・都道府県は，おおむね５年ごとに，土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警

戒区域の指定その他土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査とし

て，急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地に関する地形，地質，降水等の

状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項

に関する基礎調査を実施する。 
・都道府県知事は，関係市町村長の意見を聴いて，土砂災害のおそれのある

区域を土砂災害警戒区域として指定し，当該区域の指定を受けた関係市町

村は，市町村地域防災計画において，警戒区域ごとに情報伝達，予警報の

発令・伝達，避難，救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について

定めるものとする。 
・市町村は，市町村地域防災計画において，土砂災害警戒区域内に主として

高齢者等の災害時要援護者が利用する施設がある場合には，当該施設の利

用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方

法を定めるものとする。 
・土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は，市町村地域防災計画に

基づき，土砂災害に関する情報の伝達方法，避難地に関する事項その他土

砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住

民に周知させるため，これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要

な措置を講じるものとする。 
・都道府県知事は，関係市町村長の意見を聴いて，土砂災害により著しい危
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害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定し，当該

土砂災害特別警戒区域について以下の措置を講ずるものとする。 
ア 住宅宅地分譲地，社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 
イ 建築基準法に基づく建築物の構造規制 
ウ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 
エ 勧告による移転者への融資，資金の確保 

・国及び地方公共団体は，高潮災害のおそれのある区域について，それぞれ

必要に応じて，各沿岸地域の自然特性，社会経済特性等の現状を把握する

ための基礎調査を行い，高潮による浸水が想定される区域を明らかにし，

施設整備，警戒避難体制等が有機的に連携した高潮防災対策を推進する。 
・農林水産省及び地方公共団体は，山地災害危険地区，地すべり危険箇所等

における山地治山，防災林造成，地すべり防止施設の整備を行うとともに，

山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。 
・農林水産省及び地方公共団体は，災害に対処するため，農業用用排水施設

の整備，老朽ため池等の補強，低・湿地域における排水対策等農地防災対

策及び農地保全対策を推進する。 
・国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，高潮発生の際に，被

害の拡大を防ぎ，防災機能を高めるために，面的防護方式のような複数の

施設を有機的に連携させる方式など，地形的条件等を考慮しつつ，海岸保

全施設の整備を推進する。 
(2) 風水害に対する建築物の安全性の確保 

○国，地方公共団体及び施設管理者は，地下鉄，地下街や劇場等不特定多数

の者が使用する施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設

については，浸水経路や浸水形態の把握等を行い，これらの結果を踏まえ，

浸水等風水害に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 
○国及び地方公共団体は，住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全

性の確保を促進するため，基準の厳守の指導等に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，強風による落下物の防止対策を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，防水扉及び防水板の整備など建物や地下街等を浸

水被害から守るための対策を促進するように努めるものとする。また，地

下街等の管理者は，浸水被害を防止するため土のう等の水防資材の備蓄等

の対策を講じるよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，風水害の際に自力での避難が極めて困難な災害時要援護

者のために，関連する施設について，２階建て以上にするなど，一時避難

が可能なよう配慮するものとする。 
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(3) ライフライン施設等の機能の確保 

○国，地方公共団体及びライフライン事業者は，上下水道，工業用水道，電

気，ガス，電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について，浸

水防止対策等，風水害に対する安全性の確保を図るとともに，系統多重化，

拠点の分散，代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 
○ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては，大規模な風水害

が発生した場合の被害想定を行い，想定結果に基づいた主要設備の風水害

に対する安全性の確保，災害後の復旧体制の整備，資機材の備蓄等を行う

ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体においては，自ら保有するコンピュータシ

ステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに，企業等における安

全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 
(4) 災害応急対策等への備え 

○国，公共機関及び地方公共団体は，風水害が発生した場合の災害応急対策，

災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備え（第１章第２節参照）を

平常時より十分行うとともに，職員，住民個々の防災力の向上を図るもの

とする。 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
○風水害が発生し，又は発生するおそれがある場合には迅速かつ円滑に災害

応急対策，災害復旧・復興を実施する必要があるが，そのための備えとし

て，以下に掲げる事項を平常時より怠りなく行う必要がある。特に，市町

村は，住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに，高齢化の進展等を

踏まえ高齢者等の災害時要援護者の避難支援対策を充実・強化する必要が

ある。このため，避難勧告及び避難指示のほか，一般住民に対して避難準

備を呼びかけるとともに，災害時要援護者等，特に避難行動に時間を要す

る者に対して，その避難行動支援対策と対応しつつ，早めの段階で避難行

動を開始することを求める避難準備（災害時要援護者避難）情報（以下，

「避難準備情報」という。）を伝達する必要がある。 
１ 災害発生直前対策関係 

(1) 警報等の伝達 

○国〔国土交通省，気象庁〕及び地方公共団体は，警報等を住民，水防管理

者等に伝達する体制を整備するものとする。 
(2) 住民の避難誘導体制 

○地方公共団体は，避難指示，避難勧告，避難準備情報等について，河川管

理者及び水防管理者等の協力を得つつ，洪水，土砂災害等の災害事象の特
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性，収集できる情報を踏まえ，避難すべき区域や判断基準，伝達方法を明

確にしたマニュアルを作成し，また，避難場所，避難路をあらかじめ指定

し，日頃から住民への周知徹底に努めるものとする。また，水防団等と協

議し，発災時の避難誘導に係る計画を作成し，訓練を行うものとする。 
○地方公共団体は，土砂災害等に対する住民の警戒避難基準を土砂災害警戒

情報等を用いてあらかじめ設定するとともに必要に応じ見直すよう努め

るものとする。国は，この基準の設定及び見直しについて，必要な助言等

を行うものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を速やかに避難誘導

するため，地域住民，自主防災組織，関係団体，福祉事業者等の協力を得

ながら，平常時より，情報伝達体制の整備，災害時要援護者に関する情報

の把握・共有，避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるもの

とする。 
○地方公共団体は，地下街等不特定かつ多数の利用者がいる施設等において

は，施設管理者と連携して，避難誘導等安全体制の確保に配慮するものと

する。 
(3) 災害未然防止活動 

○公共施設管理者は，所管施設の緊急点検，応急的な復旧等の対策のための

体制整備，必要な資機材の備蓄を行うものとする。また，水防管理者は，

平常時より水防活動の体制整備を行っておくものとする。 
○水防管理者は，河川の流下能力不足や堤防の断面不足，漏水の履歴，後背

地の状況などから水防活動の必要性が高い区域を，水防計画書で重要水防

箇所として記載するものとする。 
○国及び地方公共団体は，出水時に円滑な水防活動を実施するため日常より

河川管理上支障をきたす違法駐車，放置車両に対し，関係機関と協力し必

要な措置を講ずるものとする。 
○河川管理者，海岸管理者及び農業用用排水施設管理者等は，ダム，せき，

水門等の適切な操作を行うマニュアルの作成，人材の養成を行うものとす

る。 
○気象庁は，発表する情報について都道府県と連携しつつ市町村での効果的

利活用に関する助言に努めるものとする。 
２ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○気象庁は，台風，前線の活動，集中豪雨，竜巻等突風などの動向を観測す

るための体制及び施設，設備の充実を図るものとする。また，台風等によ
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る高潮の常時監視・観測を行う体制及び施設，設備の充実を図るものとす

る。 
○国〔内閣府，国土交通省，農林水産省，気象庁，海上保安庁，消防庁〕，

公共機関及び地方公共団体は，雨量，出水の程度等の気象，海象，水位等

の状況を観測し，これらの情報を迅速かつ正確に収集・伝達するための体

制及び施設，設備の充実を図るものとする。 
○風水害による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼ

す事態に備え，国，公共機関及び地方公共団体は，市町村，都道府県，国

その他防災機関との連絡が，相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ル

ートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確

立に努めるものする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間におい

て情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の

明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応で

きる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は住民と連携し，土砂災害に関する異常な自然現象を察

知した場合には，その情報を相互に伝達する体制の整備に努めるものとす

る。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連絡システ

ムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，衛星通信，インターネットメール，防災行政無線等

の通信手段を整備する等により，民間企業，報道機関，住民等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
○国〔気象庁，国土交通省〕及び地方公共団体は，関係機関の協力を得て，
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雨量，水位等風水害に関する情報をより効率的に活用するための内容の拡

充を図り，関係行政機関はもとより，報道機関を通じた一般への提供体制

の整備を図るものとする。また，地方公共団体は，高齢者，障害者等の災

害時要援護者にも配慮したわかりやすい情報伝達の体制の整備を図るも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，非常時の確実な情報伝達を確保するため，

多重無線及び移動通信回線の充実を図るものとする。 
○国土交通省は，多重無線，光ファイバー，移動通信回線，テレメーター化

した通信網等を利用し，河川・水路の水位情報，流域の浸水情報，レーダ

ー雨（雪）量計情報，道路の冠水情報等を把握するとともに，水門，排水

機場等の河川管理施設や水文観測所等のデータの収集，監視カメラシステ

ム等によるモニタリング，警報設備，ビーコン及び情報板による情報提供

等，これらを集中管理するシステムを構築するものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，多重無線，光ファイ

バー，移動通信回線，テレメーター化した通信網等を活用し，高潮に関す

る情報の伝達や水門等海岸保全施設の集中管理を行うシステムを構築す

るなど，住民，海岸利用者等へ情報伝達する体制を整備するものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか，必要に応じ災害対策を支援す

る地理情報システムの構築についても推進を図るものとする。また，国等

においてはそれらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施さ

れるよう情報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，

その推進に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国，地方公共団体及び電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重

要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，情報通信施設の風水害

に対する安全性の確保及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路の

多ルート化，通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進，無線を利

用したバックアップ対策，デジタル化の促進等による防災対策の推進並び

に災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るも
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のとする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。また，電気通信回線は，災害時の使用を考慮し，十分な回線容量を

確保すること。 
・災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による

伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。・移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の

対策に十分留意しておくこと。このため，あらかじめ非常時における運用

計画を定めておくとともに関係機関の間で運用方法についての十分な調

整を図ること。この場合，周波数割当等による対策を講じる必要が生じた

時は，総務省と事前の調整を実施すること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信

を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 
・災害時に有効な，携帯電話等，業務用移動通信，アマチュア無線等による

移動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線

の活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された映像情報を防災関係機関へ配信するた

めの通信網の整備を図ること。 
・災害時の電話輻輳の軽減や，被災者等の不安感の軽減等を図る観点からＮ
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ＴＴ等の電気通信事業者が災害時に提供する災害用伝言ダイヤル等の仕

組みや利用方法等の周知に努めること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
・内閣府は，災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及

び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）を含む防災関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡

充等伝送路の確保に努めること。 
３ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際，例えば参集基準の明

確化，連絡手段の確保，参集手段の確保，参集職員の宿舎の職場近傍での

確保，携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討

すること。また，交通の途絶，職員又は職員の家族等の被災などにより職

員の動員が困難な場合等を想定し，災害応急対策が実施できるよう，訓練

等の実施に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，地域の防災力の充実を図る観点から，専門的な人材

の育成確保を図ることが必要であり，国の研修機関等及び地方公共団体の

研修制度の充実，大学の防災に関する講座等との連携など人材育成を体系

的に図る仕組みを構築する。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊を充実強化するとともに，実践的な訓練等

を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 
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○国及び地方公共団体等は，食料，水，生活必需品，医薬品，血液製剤及び

所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用

等に関する応援体制の充実に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，機関相互の応援が円滑に行えるよう，警察・消

防・自衛隊等の部隊の展開，宿営の拠点，ヘリポート，物資搬送設備等の

救援活動拠点の確保に努めるものとする。 
○地方公共団体は，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，消防団，自

主防災組織等の防災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接してい

る社会福祉協議会，民生委員，介護保険制度関係者，障害者団体等の福祉

関係者と協力して，高齢者，障害者等の災害時要援護者の避難支援の体制

を整備し，災害時要援護者に関する情報の共有，避難支援計画の策定等に

努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊との連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係に

ついて定めておくなど，平常時から連携体制の強化を図るものとする。そ

の際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図る

とともに相互の情報連絡体制の充実，共同の防災訓練の実施等に努めるも

のとする。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を徹

底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（水防活動，救急，

救助，応急医療，緊急輸送等）について，自衛隊への派遣要請を行うのか，

平常時よりその想定を行うとともに，自衛隊に連絡しておくものとする。 
(4) 防災中枢機能等の確保，充実 

○国，公共機関及び地方公共団体は，土砂災害の危険箇所等に配慮しつつ，

それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設，設備の充実及び浸水対策等

の強化と，総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備，推進に努めるも

のとする。その際，物資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料水

等の適切な備蓄及び調達体制を整備しておくことにも配慮する。 
○国，公共機関，地方公共団体及び救急医療を行う医療機関等災害応急対策

に係る機関は，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備等の整備を図り，停電時でも利用可能なものとす

るよう努めるものとする。 
○国は地方公共団体と協力して，風水害に対し迅速かつ的確に対応できるよ
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う，広域的な防災の連携の方策について検討するものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，道路，河川沿い，海

岸隣接部及び港湾・漁港に防災拠点を整備するものとする。 
○地方公共団体は，災害時には地域における災害対策活動の拠点となる施設

の整備に努めるものとする。 
４ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動関係 

(1) 浸水被害の発生・拡大防止 

○水防管理者は，河川又は海岸ごとに，重要水防区域，危険箇所等について

具体的な水防工法を検討しておくものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，堤防側帯，河川防災ステーション等に，

水防用・応急復旧資機材の備蓄を図るとともに，緊急時のこれらの確保に

当たり，関係業界団体の協力が得られるよう，あらかじめ協議しておくも

のとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，浸水被害の拡大防止

のため，移動式ポンプを保有するなど，緊急時に排水対策を行えるよう備

えておくものとする。 
(2) 土砂災害の発生，拡大防止 

○国及び地方公共団体は，豪雨等に伴う土砂災害等の危険度を応急的に判定

する技術者の養成，並びに事前登録などの活用のための施策等を推進する

ものとする。 
○国及び地方公共団体は，土砂災害の発生，拡大の防止を図るために必要な

資機材を備蓄するとともに，防止対策を実施するための体制の整備を図る

ものとする。 
５ 救助・救急及び医療活動関係 

○国，地方公共団体及び医療関係機関等は，発災時における救助・救急及び

医療に係る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ，通信手段の確

保等を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を迅速に把握するために，広域災害・救急医療情報システムの整備に努め

るものとする。 
(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○国〔防衛省，海上保安庁〕においても，救助用資機材の整備を推進するも

のとする。 
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○消防庁及び地方公共団体は，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに，先端技術による高

度な技術の開発に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機関に

係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行うよう努

めるものとする。 

(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。また，地域の実情に応じて，災害時における拠点

医療施設を選定するなど，災害発生時における救急医療体制の整備に努め

るものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
○国は災害時の医療関係者の役割，トリアージ（治療の優先順位による患者

の振り分け）技術，災害時に多発する傷病の治療技術等に関しての研究や

教育研修を推進するものとする。 
○国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

に参加する，医師，看護師等に対する教育研修を推進するものとする。 
６ 緊急輸送活動関係 

○地方公共団体は，災害発生時の緊急輸送活動のために，多重化や代替性を

考慮しつつ確保すべき輸送施設(道路，港湾，漁港，飛行場等）及び輸送

拠点（トラックターミナル，卸売市場等）について把握するものとする。

また，国及び地方公共団体は，これらを調整し，災害に対する安全性を考

慮しつつ，関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークの形成を図るととも

に，関係機関等に対する周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，施設の管理者と連携をとりつつ，あらかじめ，臨時ヘリ

ポートの候補地を関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークにおける輸

送施設として指定するとともに，これらの場所を災害時において有効に利

用し得るよう，関係機関及び住民等に対する周知徹底を図るなどの所要の

措置を講じるものとする。また，災害時の利用についてあらかじめ協議し

ておくほか，通信機器等の必要な機材については，必要に応じ当該地に備

蓄するよう努めるものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省，消防庁〕及び地方公共団体は，緊急時にお
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ける輸送の重要性にかんがみ，緊急輸送ネットワークとして指定された輸

送施設及び輸送拠点については，特に風水害に対する安全性の確保に配慮

するものとする。 
○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて風水害に対する安全性の確保を図るとともに，災害時の道路交通管理

体制を整備するものとする。また，都道府県警察は，災害時の交通規制を

円滑に行うため，警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に関

する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，災害時において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，広域的な交通管理体制を整備するものとする。 
○道路管理者は，発災後の道路の障害物除去，応急復旧等に必要な人員，資

機材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 
○国及び港湾管理者は，発災後の港湾の障害物除去，応急復旧等に必要な人

員，資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ，

運送事業者等と協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。 
７ 避難収容活動関係 

(1) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，公民館，学校等公共的施設等を対象に，風水

害のおそれのない場所に，地域の人口，誘致圏域，地形，災害に対する安

全性等に配慮し必要な数，規模の避難場所をその管理者の同意を得た上で，

あらかじめ指定し，住民への周知徹底に努めるものとする。避難場所とな

る施設については，必要に応じ換気，照明等避難生活の環境を良好に保つ

ための設備の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，

通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者

にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。

さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手

に資する機器の整備を図るものとする。 
○地方公共団体は，指定された避難場所又はその近傍で，食料，水，非常用

電源，常備薬，炊きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等
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の住民への普及に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅等 

○国〔国土交通省，厚生労働省，経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団

体は，企業等と連携を図りつつ，応急仮設住宅の建設に要する資機材に関

し，供給可能量を把握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備してお

くものとする。 
○国及び地方公共団体は，応急仮設住宅の用地に関し，洪水，高潮，土砂災

害等の危険性を十分に配慮しつつ建設可能な用地を把握するなど，あらか

じめ供給体制を整備しておくものとする。 
○地方公共団体は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空家等の把握に努め，災害時に迅速にあっせんできるよう，あらかじ

め体制を整備するものとする。 
８ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動関係 

○地方公共団体は，大規模な風水害が発生した場合の被害を想定し，必要と

される食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し，そ

れらの供給のための計画を定めておくものとする。また，備蓄を行うに当

たって，物資の性格に応じ，集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散

備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，

体制の整備に努めるものとする。 
○国〔農林水産省，厚生労働省，経済産業省，総務省〕は，食料，水及び医

薬品等生活必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達体制の整備を

行うものとする。 
○国及び地方公共団体の備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう，あらかじめ体制を整備するも

のとする。 
○国〔農林水産省，経済産業省〕は，下記の物資について，調達体制の整備

に特段の配慮をすることとし，その調達可能量については毎年度調査する

ものとする。 
食料…精米，即席めん，おにぎり，弁当，パン，缶詰，育児用調製粉乳 
生活必需品…下着，毛布，作業着，タオル，エンジン発電機，卓上コンロ，

ボンベ 
９ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する

ものとする。 
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○ライフライン事業者は，風水害発生時に円滑な対応が図られるよう，ライ

フラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計

画を作成しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関し

て，広域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域応援体制の整

備に努めるものとする。 
１０ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有線系や

携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める

ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者情報が入手困難な

被災者に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。 
○国，地方公共団体は，被災者等に対して，必要な情報が確実に伝達され，

かつ共有されるように，その際の役割・責任等の明確化に努めるものとす

る。 
○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は気象，海象，水位等風水害に関する

情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できるよう，その体制及び施

設設備の整備を図るものとする。 
○放送事業者，通信事業者等は，被害に関する情報，被災者の安否情報等に

ついて，情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，関係機関の協力を得て，雨量，水位，水

質，潮位等の河川情報及び，土砂災害，高潮に関する情報等の収集，処理，

加工，伝達を迅速かつ的確に行う情報伝達システムの高度化を図るととも

に，リアルタイムで整理，提供する広域的な情報共有ネットワークの構築

に努めるものとする。また，これらの情報の地下街等の管理者及び地下街

等の利用者への伝達体制を確保するとともに，高齢者等の災害時要援護者

に対しても十分に伝達することができるよう報道機関の協力，市町村及び

住民等への情報提供を推進し，提供地域の拡大に努めるものとする。 
○農林水産省は，ため池決壊等の農地災害予測及び情報連絡システム整備を



－ 74 － 

推進するものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，関係機関の協力を得て，公的施設，各家

庭等へのきめ細かな河川情報，土砂災害，高潮に関する情報等の提供に努

めるものとする。 
１１ 海外からの支援の受入れ活動関係 

○海外からの支援については，即座に到着が可能であるか，被災地等に過大

な負担をかけさせない自己完結型であるかなどを，国〔内閣府，外務省，

警察庁〕は発災前にあらかじめ個々の支援機関について調査し，その情報

の蓄積を図っておくものとする。 
○国〔内閣府等〕はあらかじめ海外からの支援の受入れの可能性のある分野

について検討し，その対応方針を定めておくものとする。 
○国〔内閣府，外務省，農林水産省，警察庁等〕は，海外からの支援を受け

入れる場合に必要な諸手続などについては，あらかじめ定めておくものと

する。 
１２ 防災関連機関の防災訓練の実施 

(1) 国における防災訓練の実施 

○国は，公共機関及び地方公共団体等と連携を強化し，大規模な風水害を想

定した防災訓練・水防演習を積極的に実施するものとする。 
○国は，情報の収集，伝達訓練の充実を図るとともに，被災地方公共団体が

国に対して行う各種の救援要請に関し機動力を生かした広域的な災害応

急対策訓練，及び現地本部設置訓練など，より実践的な防災訓練を実施す

るものとする。 
(2) 地方における防災訓練の実施 

○地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも協力

し，また，水防協力団体，自主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボ

ランティア団体及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓

練を実施するものとする。 
○地方公共団体は，地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施するものとする。 
(3) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体及び公共機関が訓練を行うに当たっては，風水害の被害

の想定を明らかにするとともに，実施時間を工夫する等様々な条件を設定

し，参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとな

るよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を
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行うこと。 
１３ 災害復旧・復興への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○国及び地方公共団体は，復興の円滑化のため，あらかじめ次の事項につい

て整備しておくものとする。 
・各種データの総合的な整備保全(地籍，建物，権利関係，施設，地下埋設

物等情報及び測量図面，情報図面等データの整備保存並びにバックアップ

体制の整備） 
・不動産登記の保全 等 
○公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所

管施設の構造図，基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに，資料の

被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
○国〔総務省，経済産業省〕は，地域産業の復興の円滑化のため，耐災害性

の高い情報通信システムの実現のための調査を行い，企業情報通信システ

ムのバックアップ体制の整備の促進等を図るものとする。 
(2) 復興対策の研究 

○関係機関は，住民のコンセンサスの形成，経済効果のある復興施策，企業

の自立復興支援方策，復興過程における住民の精神保健衛生，復興資金の

負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする。 
○内閣府は，被災地方公共団体が復興計画を作成するための指針となる災害

復興マニュアルの整備について研究を行うものとする。 
第３節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚を持

ち，平常時より，災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自ら

の身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災害時には，近

隣の負傷者，災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら活動する，あるい

は国，公共機関，地方公共団体等が行っている防災活動に協力するなど，

防災への寄与に努めることが求められる。このため，国，公共機関及び地

方公共団体は，自主防災思想の普及，徹底を図るものとする。 
２ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，

住民に対し，風水害時のシミュレーション結果などを示しながらその危険

性を周知させるとともに，２～３日分の食料，飲料水等の備蓄，非常持出
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品（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備等家庭での予防・安全

対策，注意報・警報実施時や避難勧告等発表時にとるべき行動，避難場所

での行動等防災知識の普及，啓発を図るものとする。また，災害時の家族

内の連絡体制の確保を促すものとする。 
○国及び地方公共団体は，被害の防止，軽減の観点から早期避難の重要性を

住民に周知し，住民の理解と協力を得るものとする。地方公共団体は，地

域住民に対し，風水害のおそれのない適切な避難場所，避難路等について

周知徹底させるとともに，円滑な避難のため，自主防災組織等の地域のコ

ミュニティを活かした避難活動を促進する。 
○地方公共団体は，国，関係公共機関等の協力を得つつ，風水害の発生危険

箇所等について調査するなど防災アセスメントを行い，地域住民の適切な

避難や防災活動に資するよう以下の施策を講じる。 
・浸水想定区域，避難場所，避難路等水害に関する総合的な資料を図面表示

等を含む形で取りまとめたハザードマップ，防災マップ，風水害発生時の

行動マニュアル等の作成を行い，住民等に配布するものとする。また，中

小河川や内水による浸水に対応したハザードマップ作成についても，関係

機関が連携しつつ作成・検討を行う。更に，地下街等における浸水被害を

防止するため，作成した洪水ハザードマップを地下街等の管理者へ提供す

る。 
・土砂災害警戒区域等の土砂災害に関する総合的な資料を図面等を含む形で

取りまとめたハザードマップ，防災マップ，風水害発生時の行動マニュア

ル等を分かりやすく作成し，住民等に配布するものとする。 
・山地災害危険地区等の山地災害に関する行動マニュアル，パンフレット等

を作成し，住民等に配布する。 
・高潮による危険箇所や，避難場所，避難路等高潮災害の防止に関する総合

的な資料として図面表示等を含む形で取りまとめたハザードマップや防

災マップ，風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い，住民等に配布

するものとする。 
・また，地域の実情に応じ，災害体験館等防災知識の普及に資する施設の設

置に努めるものとする。 
○地下街等の管理者は，利用者や従業員の安全確保のために水防の責任者，

連絡体制，避難誘導計画等を定めた浸水被害を防止するための計画を作成

し，従業員などへの防災教育，訓練を行うよう努めるものとする。特に，

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又

は管理者は，単独で又は共同して，防災体制に関する事項，避難誘導に関
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する事項，避難の確保を図るための施設の整備に関する事項，防災教育・

訓練に関する事項等に関する避難確保計画を作成し，これを市町村長に報

告するとともに，公表するものとする。 
○水防管理者は，地域住民の水災に対する警戒，災害時の円滑な避難行動等

に資するため，重要水防箇所を一般に周知するように努めるものとする。 
○教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ，

疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
○国〔内閣府，気象庁〕は、竜巻等突風の発生時の状況を住民が容易に理解

ができるよう，竜巻等突風に関する情報の解説に努める。また、気象庁は

報道機関等の協力を得て，国民に迅速かつ正確な情報を伝達するものとす

る。 
○国〔気象庁，国土交通省〕は，河川の洪水時の状況を住民が容易に理解が

できるよう，河川情報・気象情報の解説に努め，報道機関等の協力を得て，

国民に迅速かつ正確な情報を伝達するものとする。 
○国及び地方公共団体は，防災週間，水防月間，土砂災害防止月間，山地災

害防止キャンペーン等を通じ，各種講習会，イベント等を開催し，水防，

土砂災害防止等に関する総合的な知識の普及に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，地域の防災力を高めていくため，一般住民向けの専

門的・体系的な防災教育訓練の提供，学校における防災教育の充実，防災

に関する教材(副読本）の充実を図るものとする。 
(2) 防災訓練の実施，指導 

○国及び地方公共団体は防災週間，水防月間，土砂災害防止月間等を通じ，

積極的に防災訓練等を実施するものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住

地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の風

水害発生時の避難行動等の習熟を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，水災に的確に対処する危機管理方策の習熟を図る

ため，水害を想定し実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。

また，訓練の実施にあたっては，ハザードマップを活用しつつ行うものと

する。 
○地方公共団体は，地下街等における水災を想定し，避難誘導，関係する各

組織との連携等の訓練の実施に努めるものとする。 
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(3) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 
３ 国民の防災活動の環境整備 

(1) 消防団，水防団，水防協力団体，自主防災組織，自主防犯組織の育成強化 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，水防団及び水防協力団体の研修・訓練や

災害時における水防活動の拠点となる施設の整備を図り，水防資機材の充

実を図るとともに，青年層・女性層の団員への参加促進等水防団の活性化

を推進し，その育成，強化を図るものとする。 
○地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図るものとする。このため，

組織の核となるリーダーに対して研修を実施するなどにより，これらの組

織の日常化，訓練の実施を促すものとする。その際，女性の参画の促進に

努めるものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，平常時は自主防災組織の研修・訓練の場とな

り，災害時においては，避難，備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施

設の整備を図るとともに，救助，救護のための資機材の充実を図るものと

する。 
○警察庁及び地方公共団体は，地域住民による地域安全活動の中核となる自

主防犯組織に対して，訓練の実施，資機材の整備等に関し，助成その他の

支援を行うものとする。 
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 

○地方公共団体は，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティ

アとの連携について検討するものとする。 
○国及び地方公共団体は，日本赤十字社，社会福祉協議会等やボランティア

団体との連携を図り，災害時においてボランティア活動が円滑に行われる

よう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研

修制度，災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制，ボランティ

ア活動の拠点の確保等について検討するものとする。 
(3) 企業防災の促進 

○企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止，
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事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業において

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよ

う努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練，事業所の耐震化，予想被

害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活

動の推進に努めるものとする。 
○このため，国及び地方公共団体は，こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継

続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の

健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。さらに，企業のトッ

プから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業表

彰，企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促

進を図るものとする。また，地方公共団体は，企業を地域コミュニティの

一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ，防災に

関するアドバイスを行うものとする。 
第４節 風水害及び風水害対策に関する研究及び観測等の推進 
(1) 風水害及び風水害対策に関する研究の推進 

○国は，防災に係る見地から，風水害及び風水害対策に関する科学技術及び

研究の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，

研究機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとす

る。 
○国は，風水害対策に資する基本的なデータの集積，各種試験研究施設・設

備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，防災技術の研

究開発の推進を図るとともに，その成果を地方公共団体等の関係機関が活

用できるように努めるものとする。 
○研究機関は，風水害に関する観測研究の成果が，災害危険区域の指定をは

じめとする防災体制の強化に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機

関への情報提供等を推進するものとする。 
(2) 予測，観測の充実・強化等 

○国〔気象庁等〕及び地方公共団体は雨量，水位等の観測体制，施設の充実・

強化等を図るものとする。 
○気象庁は，気象予測の高度化を図る。特に，降水短時間予報等時間的・地

域的に細分化した大雨予測技術や竜巻等突風予測技術の精度向上を行う

ものとする。 
○国〔気象庁，国土交通省〕及び都道府県は，先行降雨等を考慮した地滑り，

土石流，がけ崩れ等の予測技術の開発・精度向上を図るものとする。 
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○国土交通省及び都道府県は，河川水位等の予測のため 新の資料・技術等

を活用した予測システムの開発・実用化を図るものとする。 
(3) 社会学的研究等の推進 

○研究分野としては，台風や災害の発生等自然現象そのものの理学的・工学

的研究のみならず，災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野につい

ての研究も積極的に行うものとする。 
○風水害により被災した施設の管理者は，既往の被災事例等を参考に，被災

原因の分析，資料収集等を行い，必要に応じ国又は地方公共団体に報告す

る。国又は地方公共団体は，この報告を受け，又は自ら被災原因の分析等

を行い，必要に応じ，基準の改訂，責任の明確化等適切な措置を講ずる。 

第２章 災害応急対策 

○風水害による被害を軽減するためには，近年の気象・水象予測精度の高度

化を踏まえ，事前に住民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行う

ことが重要である。特に，高齢者や障害者等，避難行動に時間を要する災

害時要援護者が迅速に避難できるよう，避難準備情報の伝達を行うなど，

市町村があらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った避難支援を行うこと

が重要である。 
○応急対策の実施については，住民に も身近な行政主体として第１次的に

は市町村があたり，都道府県は広域にわたり総合的な処理を必要とするも

のにあたる。また，地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の

場合には，国が積極的に応急対策を支援するものとする。 
○風水害の災害応急対策としては，まず災害発生直前の警報等の伝達，水防

等の災害未然防止活動，避難誘導等の対策があり，発生後は機動的な初動

調査の実施等被害状況の把握，次いでその情報に基づき所要の体制を整備

するとともに，被害の拡大の防止，二次災害の防止，人命の救助・救急・

医療活動を進めることとなる。さらに，応急収容，必要な生活支援（食料，

水等の供給）を行う。当面の危機的状況に対処した後は，保健衛生，社会

秩序の維持，ライフライン等の復旧，被災者への情報提供を行っていくこ

ととなる。この他，広域的な人的・物的支援を円滑に受け入れることも重

要である。 
第１節 災害発生直前の対策 
○風水害については，気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度

予測することが可能なことから，被害を軽減するためには，情報の伝達，

適切な避難誘導，災害を未然に防止するための活動等災害発生直前の対策
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が極めて重要である。 
１ 風水害に関する警報等の伝達 

○気象庁は，災害が発生する可能性がある場合には，風，降雨等の気象状況

及びその警報，注意報やその補完的な情報を，報道機関等の協力を求めて

住民等に周知する。 
○気象庁は，迅速な水防活動の立ち上がりを支援するために，降水短時間予

報等の雨量予報情報の情報提供に努めるものとする。 
○気象庁は，竜巻等突風による被害の軽減に資するために，竜巻等突風に関

する予測情報の提供に努めるものとする。 
○国〔気象庁，国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，被害を及ぼ

す可能性のある洪水，高潮等の状況を把握し，予想した場合，関係機関・

報道機関等を通じて住民に対し速やかに伝達するものとする。その際，対

象者に漏れなく，災害時要援護者にも配慮するとともに住民にとってわか

りやすく伝達するよう努めるものとする。 
○国土交通省及び都道府県は，洪水等により水防上必要がある場合には水防

警報を水防管理者に伝達し，これに基づき水防団，消防機関等が出動等を

行うものとする。 
○気象庁と国土交通省は共同して，２以上の都府県にわたる河川その他の流

域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害が生ずるおそれ

がある河川として国土交通大臣が指定した河川において，洪水のおそれが

あるときは，水位又は流量を，はん濫した後においては水位若しくは流量

又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示してその状況を関係都

道府県知事に通知し，必要に応じ報道機関の協力を求めて，一般に周知す

るものとする。また，都道府県知事は，この通知を受けた場合は，直ちに

都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に，受けた通知

に係る事項を通知するものとする。 
○気象庁と都道府県は共同して，国土交通大臣が指定した河川以外の流域面

積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川とし

て都道府県知事が指定した河川において，洪水のおそれがあるときは，水

位又は流量を示してその状況を直ちに都道府県の水防計画で定める水防

管理者及び量水標管理者に通知し，必要に応じ報道機関の協力を求めて，

一般に周知するものとする。 
○気象庁と都道府県は共同して，大雨による土砂災害の危険度が高まったと

きに，市町村長が防災活動の実施や住民等への避難勧告等の発令を適時適

切に判断することができるよう，土砂災害警戒情報を作成・発表し，市町
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村長等に通知するものとする。また，国土交通省及び気象庁は，地方公共

団体等が土砂災害警戒情報を活用した警戒避難体制を構築するよう周知

するものとする。 
２ 住民の避難誘導 

○地方公共団体は，風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者，水防

団等と連携を図りながら気象情報等に十分注意し，浸水区域や土砂災害危

険箇所の警戒活動を行う。その結果，危険と認められる場合には，住民に

対する避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うとともに，適切

な避難誘導を実施するものとする。 
○地方公共団体は，災害が発生するおそれがある場合には，必要に応じ避難

場所を開設し，住民等に対し周知徹底を図るものとする。また，必要があ

れば，あらかじめ指定された施設以外の施設についても，管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 
○住民への避難勧告等の伝達に当たっては市町村防災行政無線をはじめと

した効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し，対象地域の住民への迅

速かつ的確な伝達に努めるものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や浸水区域，

土砂災害危険箇所等の存在，災害の概要その他避難に資する情報の提供に

努めるものとする。 
○また，ヘリコプター，船舶による避難についても検討し，必要に応じ実施

するものとする。 
○情報の伝達，避難誘導，安否確認の実施に当たっては，災害時要援護者に

十分配慮するよう努めるものとする。 
○避難勧告等の解除に当たっては十分に安全性の確認に努めるものとする。 

３ 災害未然防止活動 

○水防管理者は，水防計画に基づき，河川堤防等の巡視を行い，水防上危険

であると思われる箇所について応急対策として水防活動を実施する。 
○河川管理者，海岸管理者及び農業用用排水施設管理者等は，洪水，高潮の

発生が予想される場合には，ダム，せき，水門等の適切な操作を行うもの

とする。その操作に当たり，危害を防止するため必要があると認めるとき

は，あらかじめ，必要な事項を関係市町村及び警察署に通知するとともに

一般に周知させるものとする。 
○水防団及び消防機関は，出水時に迅速な水防活動を実施するため，河川管

理者，地方公共団体と連携し，現地における迅速な水防活動の実施のため，

必要に応じ水防上緊急の必要がある場所において警戒区域を設定し，水防
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関係者以外の者に対してその区域への立入の禁止，又はその区域からの退

去等の指示を実施するものとする。 
第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
○風水害が発生した場合，被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動

情報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり，このため，風水害

の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこと

とするが，この場合，概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手

段・機材，情報システムを用いて伝達・共有し，被害規模の早期把握を行

う必要がある。 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 

○国，地方公共団体等は，災害発生直後において，概括的被害情報，ライフ

ライン被害の範囲，医療機関へ来ている負傷者の状況等，被害の規模を推

定するための関連情報の収集にあたる。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体等は水防団等の巡視活動

等を通じ，被害状況の早期把握を行うものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省，警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕

及び地方公共団体は，大規模な風水害が発生した場合には，天候状況を勘

案しながら必要に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うも

のとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省，農林水産省，海上保安庁等〕

及び地方公共団体は，必要に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を

行うものとする。 
○また，被害規模を早期に把握するため，警察庁は現場と警察本部が行う交

信情報を，消防庁及び地方公共団体は１１９番通報が殺到する状況等の情

報を，国土交通省は水防団の活動や状況報告に関する情報を積極的に収集

するものとする。 
○国等は，地理情報システム及びモニタリングシステム等を利用し，被害規

模を早期に評価するものとする。 
(2) 災害発生直後の被害の第１次情報の収集・連絡 

○市町村は，人的被害の状況，建築物の被害等の情報を収集するとともに，

被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県

へ連絡するものとする。ただし，通信の途絶等により都道府県に連絡でき

ない場合は，消防庁へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規
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模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を内閣府（指定公共機関にあっては直接又は関係指

定行政機関を通じ）に連絡し，内閣府は被害規模を迅速に把握するととも

に，これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○大規模な風水害が発生した場合には，必要に応じ関係省庁〔内閣府，警察

庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び民間公共機関等は被害の第１次

情報を速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
○大規模な風水害が発生した場合には，官邸において，関係省庁等幹部によ

る緊急参集チームが情報の集約等を行う。この場合，必要に応じ，官邸か

ら都道府県や市町村の被害状況の確認を行う。 

(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，

非常本部等の設置後はこれを非常本部等に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。

また，非常本部等の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。また，非常本部等

の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を必要に応じ内閣

総理大臣に報告する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を共有するために，

指定行政機関，指定公共機関に連絡する。 
○非常本部等は，収集した被害情報を都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，非常本部等に応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を非常本部等に連絡するとともに，必要
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に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した応急対策活動情報を，必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常本部等は，収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整され

た応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関及び都道府県等に連絡す

る。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○災害発生直後は直ちに，災害情報連絡のための通信手段を確保するものと

する。このため，必要に応じ， 
・国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生後直ちに情報通信手段の機能

確認を行うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし，そのための

要員を直ちに現場に配置する。また，直ちに総務省に連絡するものとし，

総務省は通信の確保に必要な措置を講ずる。 
・国，地方公共団体及び電気通信事業者は，携帯電話等，衛星通信等の移動

通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
○総務省は，緊急時において重要通信を確保するため，通信システムの被災

状況等を迅速に把握し，活用可能な通信システムを重要通信に充てるため

の調整を円滑に行うものとする。 
○国，地方公共団体等は，災害時の無線局運用時における通信輻輳により生

じる混信等の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し，通信

統制を行う等により通信の運用に支障をきたさないよう努めるものとす

る。 
第３節 活動体制の確立 
○第１・２節により収集・連絡された情報に基づく判断により，関係機関は

自らの又は他機関と連携をとった応急対策の実施体制をとる。また，国に

おいては，必要に応じ，災害対策関係省庁連絡会議の開催，緊急参集チー

ムの参集及び関係閣僚による協議を行うとともに，非常本部等を設置する。 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，災害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合，

速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の

設置，現地災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
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○地方公共団体は，指定行政機関，公共機関等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
○地方公共団体は，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，高齢者，障

害者等の災害時要援護者の避難支援計画の実施等に努めるものとする。 
２ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な風水害が発生した時は，被災地以外の地方

公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定

等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
３ 内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 

○内閣官房は，大規模な風水害の発生のおそれがある場合又は発生した場合，

必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，

関係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関及び公共機関は，災害の発生のおそれがある場合及び災害が

発生した場合，速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び

対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関及び公共機関は，機関相互間，地方公共団体等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○ライフライン事業者については，必要に応じ，応急対策に関し広域的応援

体制をとるよう努めるものとする。 
４ 災害対策関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な風水害発生時には，気象，水象及び被害の第１次情報についての

確認，共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて災害対策関係

省庁連絡会議を開催するものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す

るものとする。 
５ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○大規模な風水害の発生のおそれがある場合又は発生した場合，内閣官房は

緊急参集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の

集約等を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
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６ 非常災害対策本部等の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して中央合同庁舎５号館内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く）は，内閣府等の局長級職員

及び指定行政機関の課長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害

応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(2) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により著しく異常かつ激甚な被害が発生していると認め

られたときは，国は直ちに緊急災害対策本部を設置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに必

要な閣議請議等の手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続

きを行い，緊急災害対策本部の設置等を行うものとする。 
○緊急災害対策本部の設置場所は官邸内，その事務局の設置場所は官邸及び

中央合同庁舎５号館内とすることを原則とする。 
○緊急災害対策本部長は，当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関

の長並びに指定行政機関の長の権限を委任された当該緊急災害対策本部

の職員である当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員，

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公

共機関に対し，必要な指示をするものとする。 
○緊急災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害
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応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(3) 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置 

○収集された情報により国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異

常かつ激甚な被害が発生していると認められたときは，直ちに内閣総理大

臣は災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置(既に設置されてい

る場合を除く。）を行うものとする。 
(4) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常本部等は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施

に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，指定地方

行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に

関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場

合には，非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○また，必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担

当官を現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部の設置に当たっては，別に定める申合せによるものとする。

緊急災害現地対策本部の場合は，必要な閣議請議等の手続きを行う。 
○現地対策本部長は原則として内閣府副大臣とし，現地対策本部員は，本省

庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものと

する。 
○現地対策本部員等予定者は，緊急の輸送についての事前のとりきめに基づ

き，自衛隊のヘリコプター等により政府調査団のメンバー等として現地に

派遣され，そのまま現地対策本部員等として現地対策本部に常駐し，被災

地方公共団体と連絡調整を図りつつ政府が実施する対策を処理するとと

もに，地方公共団体の災害対策に対して，支援，協力等を行うものとする。 
７ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を収集した

被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとする。また，事

態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその旨を連絡する

ものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し，部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
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○市町村長は，通信の途絶等により都道府県知事に対し自衛隊の派遣要請を

するよう要求できない場合には，その旨及びその市町村の地域に係る災害

の状況を自衛隊に通知するものとする。この通知をしたときは，速やかに

その旨を都道府県知事に通知するものとする。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば大規模

な風水害が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，通信の途絶等

により都道府県庁等と連絡が不可能である場合や上記の市町村長からの

通知を受けた場合等における人命救助のための部隊等の派遣等，風水害に

際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認め

られるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○庁舎，営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に，火災その他の災害が

発生した場合，部隊等の長は部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救急活動の内容は，災害の状況，他の救急

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

水防活動，消防活動，道路又は水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員

及び物資の緊急輸送，炊飯及び給水，救援物資の無償貸与又は譲与，危険

物の保安及び除去等を実施するものとする。 
第４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 
○風水害においては，災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く，それ

を 小限に抑える応急活動を行うことが被害全体の規模を小さくするこ

とにつながる。また，堤防等の被害による再度災害，風倒木の流出による

二次災害の危険性もあり，応急対策が必要となる。 
(1) 浸水被害の拡大，再度災害の防止 

○国及び地方公共団体は，浸水被害が発生した場合，その被害を軽減するた

め，必要に応じて排水対策を実施するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被害を受けた堤防等について，浸水被害の拡大を

くい止めるため，また施設の応急復旧を行うものとする。 
(2) 土砂災害の発生，拡大防止 

○国及び地方公共団体は，発災後の降雨等による土砂災害の発生の防止・軽

減を図るため，専門技術者等を活用して，土砂災害危険箇所の点検を行う

ものとする。その結果，危険性が高いと判断された箇所については関係機

関や住民に周知を図り，適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行う

ものとする。 
○国及び地方公共団体は，土砂災害が発生した場合は，早急に被害状況や今
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後の被害の拡大の可能性等について現地調査を行い，必要に応じて不安定

土砂の除去，仮設防護柵の設置等の応急工事を実施するものとする。 
(3) 風倒木対策 

○国及び地方公共団体は，風倒木による二次災害を防止するため，必要に応

じ風倒木の除去など応急対策を講じるものとする。 
第５節 救助・救急及び医療活動 
○災害発生後，被災者に対し救助・救急活動を行うとともに，負傷者に対し

必要な医療活動を行うことは，生命・身体の安全を守るために 優先され

るべき課題である。 
１ 救助・救急活動 

(1) 住民及び自主防災組織の役割 

○住民及び自主防災組織は，自発的に被災者の救助・救急活動を行うととも

に，救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
(2) 被災地方公共団体による救助・救急活動 

○被災地方公共団体は，その区域内における救助・救急活動を行うほか，被

害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，非常本部等，現地対策本部等国

の各機関，他の地方公共団体に応援を要請するものとする。 
(3) 被災地以外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○被災地以外の地方公共団体は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援

協定等に基づき，救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施するもの

とする。 
○非常本部等は必要に応じ，消防庁，警察庁，防衛省及び海上保安庁等に対

し，応援を依頼するものとする。 
○非常本部等又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，

自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整

を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼に基づき，救助・救急活動

を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上における災害に係る救急救助活動を行うものとし，更

に可能な場合は必要に応じ，又は非常本部等の依頼等に基づき，被災地方

公共団体の活動を支援するものとする。 
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(4) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

○被災地方公共団体は，自らの公的医療機関において医療活動を行うほか，

必要に応じ，その区域内の民間医療機関に対し，医療活動の協力を求める

ものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省，防衛省〕及び日本赤十字社は，被災地域内

の国立病院，国立療養所，国立大学病院，自衛隊の病院，日赤病院等にお

いて医療活動を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関等は，病院建物，医療設備の被害の応急復旧を実施

するとともに，必要に応じ，ライフライン事業者等に対し，応急復旧の要

請を行うものとする。 
○被災地内の医療機関は，患者の急増等に対応するため，相互に密接な情報

交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努めるも

のとする。 
○被災地域内の医療機関は，状況に応じ，救護班を派遣するよう努めるもの

とする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，救

護班派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し，応援の派遣等

を行うものとする。 
(2) 被災地域外からの救護班の派遣 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，速やかに医療関係機関又は非常本部

等に対し，救護班の派遣について要請するものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び被災地域外の地方公共

団体は，医師を確保し救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成す

るとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救護班・

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
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○消防庁は，被災地以外の市町村の救急隊等からなる救護班による応援のた

めの措置をとるものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常本部等に報告するよう努め

るものとする。 
○被災地域を含む都道府県は，その区域内又は近隣都道府県からの救護班の

派遣に係る調整を行うものとする。また，活動場所の確保を図るものとす

る。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，広域的な見地か

ら，救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
(3) 被災地域外での医療活動 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，広域後方医療関係機関〔厚生労働省，

文部科学省，日本赤十字社〕に区域外の医療施設における広域的な後方医

療活動を要請するものとする。 
○広域後方医療関係機関は，必要に応じて広域後方医療施設を選定し，その

結果を非常本部等に報告するものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は関係機関の要請に基づき，広域後方医療

活動の総合調整を行うものとする。 
○広域後方医療施設への傷病者の搬送について，緊急輸送関係省庁は，必要

に応じ，又は広域後方医療関係機関若しくは地方公共団体からの要請に基

づき，搬送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
○第５節に述べた救助・救急・医療活動を迅速に行うためにも，また，災害

の発生防止，被害の拡大防止，さらに避難者に緊急物資を供給するために

も，交通を確保し，緊急輸送を行う必要がある。 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
(1) 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては，次のような事項に配慮して行う。 
一 人命の安全 
二 被害の拡大防止 
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三 災害応急対策の円滑な実施 
(2) 輸送対象の想定 

一 第１段階 
ア 救助・救急活動，医療活動の従事者，医薬品等人命救助に要する人員，

物資 
イ 消防，水防活動等災害の発生防止・拡大防止のための人員，物資 
ウ 政府災害対策要員，地方公共団体災害対策要員，情報通信，電力，ガ

ス，水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 
エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 
オ 緊急輸送に必要な輸送施設，輸送拠点の応急復旧，交通規制等に必要

な人員及び物資 
二 第２段階 
ア 上記一の続行 
イ 食料，水等生命の維持に必要な物資 
ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 
エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

三 第３段階 
ア 上記二の続行 
イ 災害復旧に必要な人員及び物資 
ウ 生活必需品 

２ 交通の確保 

○風水害が発生し，又は発生しようとしている場合，特に風水害発生初期に

は，使用可能な交通・輸送ルートを緊急輸送のために確保する必要があり，

そのための一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施するものと

する。その後，順次優先度を考慮して応急復旧のため集中的な人員，資機

材の投入を図るものとする。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○交通の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であり，かつ，総合

的な調整を必要とするものであるため，非常本部等は，必要に応じ，交通

の確保に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほか，関係機関に対し報

告を求め，又は必要な依頼を行うものとする。 
(2) 道路交通規制等 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
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○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。この場合において，被災地への

流入車両等を抑制する必要がある場合には，被災地域周辺の都道府県警察

の協力により，周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施するものとする。

また，交通規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者等との応援協

定に基づき，交通誘導の実施等を要請するものとする。さらに，情報板，

信号機等の交通管制施設も活用し，緊急輸送の確保に資するものとする。 
○都道府県警察は，交通規制が実施されたときは，直ちに住民等に周知徹底

を図るものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，必要な場合には，放置車両の

撤去，警察車両による先導等を行うものとする。 
○都道府県警察は，緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，必要に応じ

運転者等に対し措置命令等を行うものとする。 
○国家公安委員会は，都道府県公安委員会に対し，必要に応じて，広域的な

見地から指示を行うものとする。 
○警察庁は，都道府県警察が行う交通規制について広域的な見地から調整を

行うとともに，都道府県警察に対して必要に応じて指導を行うものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常本部等は，相互に密

接な連絡をとるものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
○道路管理者は，道路の通行が危険であると認められる場合における道路通

行規制に関する基準等を定め，交通関係機関へ連絡，通行規制その他必要

な措置を講ずるものとする。 
(3) 道路の応急復旧等 

○国土交通省は，管理する国道について早急に被害状況を把握し，障害物の

除去，応急復旧等を行うとともに，被災地方公共団体等他の道路管理者に

対して，被害状況に関する報告を求め，応急復旧等を要請又は指示するも

のとする。その場合，緊急輸送道路の確保を 優先に応急復旧や代替路の

設定等を実施すること。あわせて，道路の通行規制等が行われている場合、

道路利用者に対してビーコン，情報板等により迅速に情報提供すること。 
○道路管理者は，その管理する道路について，早急に被害状況を把握し，国

土交通省等に報告するほか，障害物の除去，応急復旧等を行い道路機能の

確保に努めるものとする。 
○路上の障害物の除去について，道路管理者，警察機関，消防機関及び自衛
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隊等は，状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 
○道路管理者は，建設業者との間に応援協定等に基づき，障害物の除去，応

急復旧等に必要な人員，資機材等の確保に努めるものとする。 
○国土交通省は，道路の被害状況及び復旧状況等について，非常本部等に報

告するものとする。 
(4) 航路の障害物除去等 

○国土交通省は，開発保全航路等について，早急に被害状況を把握し，沈船，

漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には，非常本部等に報

告するとともに，障害物除去，避難住民の運送及び緊急物資の運送路の確

保等の応急復旧を行うものとする。 
○港湾管理者及び漁港管理者は，その所管する港湾区域及び漁港区域内の航

路等について，沈船，漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合

には，非常本部等に報告するとともに，障害物除去等に努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が

生じ又は生ずるおそれがあるときは，その旨を非常本部等に報告し，速や

かに航行警報等必要な応急措置を講ずるとともに，船舶所有者等に対し，

これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきこ

とを命じ，又は勧告するものとする。 
(5) 港湾及び漁港の応急復旧等 

○港湾管理者は，港湾施設について，早急に被害状況を把握し，国土交通省

に対して被害状況を報告するものとする。また，国土交通省及び港湾管理

者は，必要に応じ応急復旧等を行うものとする。 
○漁港管理者は，漁港施設について早急に被害状況を把握し，応急復旧を行

うとともに，農林水産省に対して，被害状況を報告するものとする。 
○海上保安庁は，航路標識が破損し又は流出したときは，速やかに復旧に努

めるほか，必要に応じて応急標識の設置に努めるものとする。 
○国土交通省及び農林水産省は，港湾及び漁港の被害状況及び復旧状況につ

いて非常本部等に報告するものとする。 
(6) 海上交通の整理等 

○海上保安庁は，船舶の輻輳が予想される海域において，必要に応じて，船

舶交通の整理・指導を行うものとする。この場合，緊急輸送を行う船舶が

円滑に航行できるよう努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難の発生その他の事情により，船舶交通の危険が生ずる

おそれがあるときは，必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものと

する。 
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○海上保安庁は，水路の水深に異常を生じたと認められるときは，必要に応

じて水路測量を行うとともに，応急標識を設置する等により水路の安全を

確保するものとする。 
(7) 飛行場等の応急復旧等 

○国土交通省は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

非常本部等に報告し，応急復旧等を行うとともに，空港管理者に対して応

急復旧等を要請するものとする。 
○空港管理者は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
○国土交通省，空港管理者及び非常本部等は，相互の連絡を密にして効果的

な応急復旧等を行うものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開

設するとともに，その周知徹底を図るものとする。 
(8) 航空管制等 

○国土交通省は，情報収集，緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を

優先させる。また，災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して，

必要な情報を提供し，航空機の安全運航の確保を図る等災害時に即応した

航空管制及び情報提供を行うものとする。 
(9) 鉄道交通の確保 

○国土交通省は，鉄道の被害状況について早急に把握し，非常本部等に報告

し，鉄道事業者に対して応急復旧等を要請するものとする。 
○鉄道事業者は，その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
(10) 広域輸送拠点の確保 

○地方公共団体は，状況に応じて人員の派遣等を行いながら，あらかじめ指

定された緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設するととも

に，その周知徹底を図るものとする。 
３ 緊急輸送 

○緊急輸送関係省庁及び地方公共団体は，陸・海・空のあらゆる必要な手段

を利用し総合的・積極的に緊急輸送を実施するものとする。特に，機動力

のあるヘリコプター，大量輸送が可能な船舶の活用を推進する。 
○非常本部等は，緊急輸送体制に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほ

か，必要に応じ，又は被災地方公共団体等からの要請に基づき，緊急輸送

関係機関に対し，緊急輸送活動の依頼を行うものとする。 
○国土交通省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か
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らの要請に基づき，航空運送事業者，道路運送事業者，海上運送事業者及

び鉄道事業者に対して緊急輸送の協力要請を行うものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，自ら保有する船舶，航空機等を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，自ら保有する航空機，車両，船舶を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，消防機関に対して緊急輸送の要請を行うものとする。 
○地方公共団体は，必要に応じ，自ら緊急輸送活動を行うほか，輸送関係機

関及び非常本部等に緊急輸送を要請するものとする。 
４ 燃料の確保 

○緊急輸送を行う関係機関及び資源エネルギー庁は，災害時における燃料の

調達・供給体制の整備を図るものとする。 
第７節 避難収容活動 
○風水害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に，安全が確保

されるまでの間あるいは住家が被害を受け復旧がなされるまでの間，当面

の居所を確保することは，住民の安全を確保するとともに，精神的な安心

につながるものでもある。さらに，応急仮設住宅の提供など，被災者の住

生活の回復への第１歩を用意する必要がある。 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や浸水区域，

土砂災害危険箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供

に努めるものとする。 
○地方公共団体は，交通孤立地区等が生じた場合，ヘリコプター，船舶によ

る避難についても検討し，必要に応じ実施するものとする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ，洪水，高潮，土砂災害等の危険性

を十分配慮し避難場所を開設するとともに，住民等に対し周知徹底を図る

ものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設

についても，管理者の同意を得て避難場所として開設する。さらに，高齢
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者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の

地域にあるものを含め，旅館やホテル等を避難場所として借り上げる等，

多様な避難場所の確保に努めるものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。また，避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 
○なお，地方公共団体は，避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急

仮設住宅の迅速な提供，公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん

等により，避難場所の早期解消に努めることを基本とする。 
３ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県の応急仮設住宅の提供 

○被災都道府県は，応急仮設住宅を建設する必要があるときは，発災後，避

難者の健全な住生活の早期確保を図るため，速やかに厚生労働省と協議の

上建設するものとする。ただし，建設に当たっては，二次災害に十分配慮

するものとする。また，被災者の入居に係る事務を行い，その円滑な入居

の促進に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅に必要な資機材の調達 

○被災都道府県は，(1)で建設するものとされた応急仮設住宅の建設に必要

な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等

を通じて，又は直接応急収容資機材関係省庁〔農林水産省，経済産業省，

国土交通省〕に資機材の調達に関して要請するものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，関係省庁に資機材の調達に関し依頼す

るものとする。 
○要請を受けた関係省庁は，とるべき措置を決定し，非常本部等及び被災都

道府県に通報するものとする。 
○関係省庁は，とるべき措置について，関係業界団体等に対し，必要な資機

材の供給要請を行うものとする。 
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(3) 広域的避難収容 

○被災都道府県は，被災者の避難，収容状況等にかんがみ，被災都道府県の

区域外への広域的な避難，収容が必要であると判断した場合には，必要に

応じて非常本部等を通じて，又は避難収容関係省庁〔警察庁，防衛省，厚

生労働省，国土交通省，消防庁〕に広域避難収容に関する支援を要請する

ものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，広域的観点から広域的避難収容実施計

画を作成するものとする。また，計画の内容を避難収容関係省庁及び緊急

輸送関係省庁に示し，計画に基づく措置をとるよう依頼するものとする。

また，要請した被災都道府県にも計画の内容を示すものとする。 
○避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁，被災都道府県等は，計画に基づ

き適切な広域的避難収容活動を実施するものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮すること。特

に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第８節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動 
○被災者の生活の維持のため必要な食料，飲料水及び毛布等生活必需品等を

調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行えるよう，関係機関は，以

下の方針の通り活動する。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○非常本部等は，調達，供給活動に関わる総合調整及び計画の作成等を行う

ほか，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，関係機関

に対し，調達，供給活動の要請を行うものとする。 
(2) 地方公共団体による物資の調達，供給 

○被災地方公共団体は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の地方公共

団体等によって調達され引渡された物資の被災者に対する供給を行うも

のとする。 
○被災地方公共団体及び各省庁は，供給すべき物資が不足し，調達の必要が

ある場合には，物資関係省庁〔厚生労働省，農林水産省，経済産業省，総

務省〕又は非常本部等に物資の調達を要請するものとする。 
(3) 物資関係省庁の活動 

○厚生労働省は，関係事業者に対する給水の要請等を行い，供給を確保する
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ものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，医薬品等について，関係業界団体の協力を得る等によ

り，その供給の確保を図るものとする。 
○農林水産省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，政府所有米穀等の供給を行うほか，関係業界団体等の

協力を得る等により，その供給の確保を図るものとする。 
○経済産業省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，生活必需品について，関係業界団体の協力を得る等に

より，その供給の確保を図るものとする。 
○総務省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，通信機器について，関係業界団体の協力を得る等により，

その供給の確保を図るものとする。 
○物資の輸送について，非常本部等及び緊急輸送関係省庁は輸送手段の優先

的な確保などの配慮を行うものとする。 
第９節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 
○避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うととも

に，地域の衛生状態にも十分配慮する。また，大規模な災害により多数の

死者が生じた場合には遺体の埋葬を遅滞なく進める。 
１ 保健衛生 

○厚生労働省及び地方公共団体は，被災地，特に避難場所においては，生活

環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いた

め，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等を設けるものとする。 
○特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，車椅子

等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に

実施するものとする。 
○地方公共団体は，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，保健

師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難場所の生活環境を確保するため，必要に応じ，仮設

トイレを早期に設置するとともに，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，

し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとす

る。 
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○厚生労働省は，必要に応じ又は被災地方公共団体の要請に基づき，他の地

方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。 
２ 防疫活動 

○非常本部等は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，厚生

労働省及び防衛省に対し，防疫活動を依頼し，その総合調整を行うものと

する。 
○地方公共団体は，必要に応じ家屋内外の消毒等防疫活動を行うものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ防疫薬品の提供及び防疫要員の派遣等につき，

他の地方公共団体に対し支援の要請を行う等により，被災地方公共団体の

防疫活動を支援するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は要請に基づいて防疫活動を行うものとする。 

３ 遺体の処理等 

○地方公共団体は，遺体の処理については，火葬場，柩等関連する情報を広

域的かつ速やかに収集し，柩の調達，遺体の搬送の手配等を実施するもの

とする。また，必要に応じ，近隣地方公共団体の協力を得て，広域的な火

葬の実施に努めるものとする。なお，遺体については，その衛生状態に配

慮するものとする。 
第 10 節 社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 
○被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考え

られるので，社会秩序の維持が重要な課題となる。また，被災者の生活再

建へ向けて，物価の安定，必要物資の適切な供給を図る必要があり，これ

らについて，関係機関は適切な措置を講じる。 
１ 社会秩序の維持 

○被災地及びその周辺(海上を含む。）においては，警察が独自に，又は自主

防犯組織等と連携し，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行

い，速やかな安全確保に努めるものとする。 
○被災地付近の海上においては，海上保安庁が，巡視船艇を配備し，速やか

な安全の確保に努めるものとする。 
２ 物価の安定，物資の安定供給 

○国及び地方公共団体は，生活必需品等の物価が高騰しないよう，また，買

い占め・売り惜しみが生じないよう，監視するとともに，必要に応じ指導

等を行うものとする。 
第 11 節 施設，設備等の応急復旧活動 
○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等，及び二次災害・再

度災害を防止するための国土保全施設等に加え，被災者の生活確保のため，
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ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅速に行う。 
(1) 施設，設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は，発災後直ちに，専門技術をもつ人材等を活用し

て，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これ

らの被害状況等を把握し，二次災害の防止，被災者の生活確保を 優先に，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 
(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は，災害の程度，施設の重要度等を勘案の上，特に必要と認め

られる場合には，関係省庁〔厚生労働省，経済産業省，総務省，国土交通

省〕を経由して，ライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼するも

のとする。 
(3) 住宅の応急復旧活動 

○地方公共団体は，必要に応じて，住宅事業者の団体と連携して，被災しな

がらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するも

のとする。 
第 12 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
○流言，飛語等による社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，被

災地の住民等の適切な判断と行動を助け，住民等の安全を確保するために

は，正確な情報の速やかな公表と伝達，広報活動が重要である。また，住

民等から，問い合わせ，要望，意見などが数多く寄せられるため，適切な

対応を行える体制を整備する。 
(1) 被災者等への情報伝達活動 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者のニー

ズを十分把握し，気象，被害の状況，二次災害の危険性に関する情報，安

否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関な

どの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通

規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するも

のとする。なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に配

慮した伝達を行うこと。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情
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報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。また，国は放送事業者と協力して，緊急

放送時にテレビ，ラジオが自動的に作動するシステムの普及を図るものと

する。 
○なお，国及び地方公共団体は，必要に応じ，公共機関，その他関係機関と

の連携を図りつつ，広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し，関係機

関や住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを，被災地

近傍に設置するものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全体に対

し気象，被害の状況，安否情報，交通施設等の復旧状況，義援物資の取扱

い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常本部等，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災後速や

かに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置，人

員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・整理を

行うものとする。 
第 13 節 自発的支援の受入れ 
○大規模な災害発生が報道されると，国内・国外から多くの善意の支援申し

入れが寄せられるが，国，地方公共団体及び関係団体は適切に対応する。 
１ ボランティアの受入れ 

○国，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する

被災地のニーズの把握に努めるとともに，ボランティアの受付，調整等そ

の受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに

際しては，老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が，効果

的に活かされるよう配慮するとともに，必要に応じて，ボランティアの活

動拠点を提供する等，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支
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援に努めるものとする。 
２ 国民等からの義援物資，義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

○被災地方公共団体は，関係機関等の協力を得ながら，国民，企業等からの

義援物資について，受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し，その内容のリスト及び送り先を非常本部等並びに報道機関を通じ

て国民に公表するものとする。また，現地の需給状況を勘案し，同リスト

を逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の地方公共団体

は，必要に応じ，義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに，被

災地のニーズについて広報を行うものとする。国民，企業等は，義援物資

を提供する場合には，被災地のニーズに応じた物資とするよう，また，品

名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送

に十分配慮した方法とするよう努めるものとする。 
(2) 義援金の受入れ 

○義援金の使用については，地方公共団体が義援金収集団体と配分委員会を

組織し，十分協議の上，定めるものとする。 
３ 海外からの支援の受入れ 

○外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には，外務省は，非

常本部等にその種類，規模，到着予定日時，場所等を通報するものとする。 
○非常本部等は，支援の受入れの可能性について検討するものとする。 
○非常本部等が受入れを決定した場合，あらかじめ定めた対応方針に基づい

て，海外からの支援の受入れ計画を作成し，計画の内容を支援を申し入れ

た国，関係省庁及び被災地方公共団体に示すものとする。その後関係省庁

は，計画に基づき，当該海外からの支援を受け入れるものとする。なお，

支援を受け入れないと決定した場合，速やかに関係国に通報するものとす

る。 

第３章 災害復旧・復興 

○被災地の復旧・復興は，被災者の生活再建を支援し，再度災害の防止に配

慮した施設の復旧等を図り，より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すものとする。また，災害により地域の社会経済活

動が低下する状況にかんがみ，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

るものとする。 
第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 
○地方公共団体は，被災の状況，地域の特性，関係公共施設管理者の意向等
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を勘案しつつ，迅速な原状復旧を目指すか，又は更に災害に強いまちづく

り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し，復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には，

これに基づき復興計画を作成するものとする。 
○被災地の復旧・復興は，地方公共団体が主体となって住民の意向を尊重し

つつ協同して計画的に行い，国はそれを支援するものとする。 
○国は，被災地方公共団体等がその応急対策，復旧・復興において多大な費

用を要することにかんがみ，適切な役割分担のもとに，財政措置，金融措

置，地方財政措置等により支援するものとする。 
○被災地方公共団体は，災害復旧・復興対策の推進のため，必要に応じ国，

他の地方公共団体等に対し職員の派遣，その他の協力を求めるものとする。 
第２節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復

旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧等

を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まってい

る箇所について，二次的な土砂災害防止の観点から，可能な限り土砂災害

防止対策を行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
２ がれきの処理 

○地方公共団体は，がれきの処理処分方法を確立するとともに，仮置場，

終処分地を確保し，計画的な収集，運搬及び処分を図ることにより，がれ

きの円滑かつ適正な処理を行うものとする。 
○環境省は，迅速ながれき処理について必要な支援を行う。 
○がれき処理に当たっては，適切な分別を行うことにより，可能な限りリサ

イクルに努めるものとする。 
○がれき処理に当たっては，復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う

ものとする。また，環境汚染の未然防止又は住民，作業者の健康管理のた
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め，適切な措置等を講ずるものとする。 
第３節 計画的復興の進め方 
１ 復興計画の作成 

○大規模な災害により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災

害においては，被災地域の再建は，都市構造の改変，産業基盤の改変を要

するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり，これ

を可及的速やかに実施するため，復興計画を作成し，関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 
○地方公共団体は，復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地
方公共団体間の連携，国との連携，広域調整）を行うものとする。必要に

応じて，国は復興組織体制の整備を図り，被災地方公共団体を支援する。 
２ 防災まちづくり 

○必要に応じ，地方公共団体は，再度災害防止とより快適な都市環境を目指

し，住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するもの

とする。その際，まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のための

ものという理念のもとに，計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし，

将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし，住民の理解を求めるよう

努めるものとする。 
○地方公共団体は，復興のため市街地の整備改善が必要な場合には，被災市

街地復興特別措置法等を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点

から，防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセン

サスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施に

より合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 
○地方公共団体は，防災まちづくりに当たっては，河川等の治水安全度の向

上，土砂災害に対する安全性の確保等を目標とするものとする。この際，

都市公園，河川等のオープンスペースの確保等は，単に避難場所としての

活用，臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく，地域の環

境保全，レクリエーション空間の確保，景観構成に資するものであり，そ

の点を十分住民に対し説明し理解と協力を得るように努めるものとする。

また，ライフラインの共同収容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等

については，耐水性等に配慮しつつ，各種ライフラインの特性等を勘案し，

各事業者と調整を図りつつ進めるものとする。 
○地方公共団体は，既存不適格建築物については，防災とアメニティの観点

から，その重要性を住民に説明しつつ，市街地再開発事業等の適切な推進

によりその解消に努めるものとする。 
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○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設等の復旧事業，がれきの処理

事業に当たり，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ，可能な限り迅速かつ円滑に実施するとと

もに，復興計画を考慮して，必要な場合には傾斜的，戦略的実施を行うも

のとする。 
○地方公共団体は，新たなまちづくりの展望，計画決定までの手続き，スケ

ジュール，被災者サイドでの種々の選択肢，施策情報の提供等を，住民に

対し行うものとする。 
○厚生労働省は，被災地域の復旧・復興工事(第２節の復旧工事等を含む）

における労働災害，粉じん障害等の職業性疾病等を防止するため，新規就

労者に対する安全衛生教育の実施，工事現場の巡回指導，石綿除去工事等

における健康障害防止対策，労働災害防止活動に関する相談窓口の設置等

の安全衛生確保対策を講じるとともに，労働者の健康管理に特段の配慮を

行うものとする。 
第４節 被災者等の生活再建等の支援 
○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ

く，災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生

活福祉資金の貸付を行う。，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活

再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給により，被災者の生活再

建を支援し，被災地の速やかな復興を図る。これを含む各種の支援措置を

早期に実施するため，地方公共団体は，発災後早期に被災証明の交付体制

を確立し，被災者に被災証明を交付するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，税についての期限の延長，徴収猶予

及び減免，国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減

免等の被災者の負担の軽減を図ることとする。 
○厚生労働省は，被災地における雇用維持を図るための必要な措置を講ずる

とともに，被災者に対するきめ細かな職業紹介を行うなどの雇用対策を講

ずるものとする。 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居等

を行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るた

め，公営住宅等の空家を活用する。 
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○国土交通省及び地方公共団体は，災害危険区域等における被災者等の住宅

再建に当たっては，防災集団移転促進事業等を活用しつつ，極力安全な地

域への移転を推奨するものとする。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の生活の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す

るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
○地方公共団体は，被災者の救済及び自立支援や，被災地域の総合的な復

旧・復興対策等をきめ細かに，かつ，機動的，弾力的に進めるために，特

に必要があるときは，災害復興基金の設立等，機動的，弾力的推進の手法

について検討する。 
第５節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○国独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，

災害復旧高度化資金貸付，中小企業設備近代化資金貸付及び中小企業体質

強化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立

的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維

持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。また，農林水産

省は，必要に応じて，被災農林漁業者の経営資金等を供給するため天災融

資法の発動を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 
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第４編 火山災害対策編 

第１章 災害予防 

第１節 火山災害に強い国づくり，まちづくり 
○各火山には，その活動に固有の特性があることから，国及び地方公共団体

は，それぞれの特性に応じた，火山災害に強い国づくり，まちづくりを行

うものとする。 
１ 火山災害に強い国づくり 

○国は，国土形成計画等の総合的・広域的な計画の作成に際しては，火山災

害から国土並びに国民の生命，身体及び財産を保護することに十分配慮す

るものとする。 
(1) 主要交通・通信機能強化 

○国，公共機関及び地方公共団体は，主要な鉄道，道路，港湾，空港等の基

幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては，ネットワークの充実を含む

火山災害に対する安全性の確保に努めるものとする。 
(2) 火山災害に強い国土の形成 

○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，火山災害に強い国土

の形成を図るため，治山，治水，砂防事業等国土保全事業を総合的，計画

的に推進するものとする。 
２ 火山災害に強いまちづくり 

(1) 火山災害に強いまちの形成 

○国及び地方公共団体は，必要に応じ，各火山について噴火現象等を想定し，

適切な土地利用への誘導を行うとともに，雨量計，ワイヤーセンサー，監

視カメラ等の警戒避難対策に必要な機器の整備を図り，警戒避難体制の強

化・拡充を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合

には短時間に多数の住民等の避難が必要になる場合があることを勘案し，

あらかじめ避難のための道路，港湾，広場等の整備の推進に努めるものと

する。その際，各火山の特性を十分考慮するものとする。 
○国及び地方公共団体は，火山の特性から，噴石の降下が予測される等の場

合には，退避壕その他の退避施設の整備を推進するものとする。 
○国及び地方公共団体は，適切な土地利用の誘導，警戒避難対策の推進，住

民等への情報提供等を効果的に行うため，各火山の特性を考慮した火山に

関するハザードマップの整備を推進するものとする。 
○国及び地方公共団体は，火山災害による危険を未然に防止するため，防災
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集団移転促進事業を推進するよう努めるものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，道路情報ネットワークシステム等を通じ

て安全性，信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 
(2) 火山災害に対する建築物の安全化 

○国，地方公共団体及び施設管理者は，必要に応じて不特定多数の者が使用

する施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設については，

不燃堅牢化を推進するなど火山災害に対する安全性の確保に特に配慮す

るものとする。 
(3) ライフライン施設等の機能の確保 

○国，地方公共団体及びライフライン事業者は，上下水道，工業用水道，電

気，ガス，電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について，火

山災害に対する安全性の確保を図るとともに，必要に応じて，系統多重化，

拠点の分散，代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 
(4) 降灰対策 

○国及び地方公共団体は，活動火山対策特別措置法に基づく防災営農施設整

備事業，降灰除去事業，降灰防除施設の整備，各種資金の融通等の施策を

推進することにより，火山噴火に伴う降灰が火山周辺地域の住民の生活等

に及ぼす支障を軽減することに努めるものとする。 
(5) 災害応急対策等への備え 

○国，公共機関及び地方公共団体は，火山災害が発生した場合の災害応急対

策，災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備え（第１章第２節参照）

を平常時より十分行うとともに，職員，住民個々の防災力の向上を図るも

のとする。 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
○火山災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，迅速かつ円滑に災

害応急対策，災害復旧・復興を実施するための備えを十分に行うものとす

る。 
１ 災害発生直前対策関係 

(1) 噴火警報等の伝達 

○国〔気象庁等〕及び地方公共団体は，噴火警報等を住民等に伝達する体制

を整備するものとする。 
(2) 住民の避難誘導体制 

○地方公共団体は，避難場所，避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。また，発災時の避難誘導に係る計画を作

成し，訓練を行うものとする。 
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○不特定多数の者の利用が予定されている施設の管理者は，避難誘導に係る

計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を速やかに避難誘導

するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれ

らの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
２ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○気象庁は，災害をもたらす可能性がある自然現象を観測し，噴火及び異常

現象に関する情報を迅速かつ正確に収集し，噴火警報を行い，これを伝達

するための体制及び施設・設備の充実を図るものとする。特に，火山活動

の状態を分かりやすく伝え，地方公共団体等の的確な防災対策に資するよ

う，噴火時等によるべき防災行動を踏まえて区分した噴火警戒レベルの導

入を進めるものとする。 
○地理的条件等からみて，火山災害による被害が被災地方公共団体等の中枢

機能に重大な影響を及ぼす事態が想定される場合には，国，公共機関及び

地方公共団体は，市町村，都道府県，国その他防災機関との連絡が，相互

に迅速かつ確実に行えるよう，情報伝達ルートの多重化及び情報交換のた

めの収集連絡体制の明確化など体制の確立に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間におい

て情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の

明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応で

きる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連

絡システムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
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○国及び地方公共団体は，衛星通信，インターネットメール，防災行政無線

等の通信手段を整備する等により，民間企業，報道機関，住民等からの情

報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国及び地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の

育成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるも

のとする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，火山に関するハザードマップ等の作成に生

かすほか，必要に応じ災害対策を支援する地理情報システムの構築につい

ても推進を図るものとする。また，国等においてはそれらの情報について

関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情報のデータベース化，オ

ンライン化，ネットワーク化について，その推進に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国，地方公共団体及び電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重

要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，情報通信施設の火山災

害に対する安全性の確保及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路

の多ルート化，通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進，無線を

活用したバックアップ対策，デジタル化の促進等による防災対策の推進並

びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る

ものとする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による

伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ
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ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の対策に十分留意して

おくこと。このため，あらかじめ非常時における運用計画を定めておくと

ともに関係機関の間で運用方法についての十分な調整を図ること。この場

合，周波数割当等による対策を講じる必要が生じた時は，総務省と事前の

調整を実施すること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信

を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 
・災害時に有効な，携帯電話等，業務用移動通信，アマチュア無線等による

移動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線

の活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
・内閣府は，災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及

び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）を含む防災関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡

充等伝送路の確保に努めること。 
３ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際，例えば参集基準の明

確化，連絡手段の確保，参集手段の確保，参集職員の職場近傍での宿舎の

確保，携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討
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すること。また，交通の途絶，職員又は職員の家族等の被災などにより職

員の動員が困難な場合等を想定し，災害応急対策が実施できるよう訓練等

の実施に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び，都道府

県内全市町村による協定の締結を促進する等消防相互応援体制の整備に

努めるとともに，緊急消防援助隊を充実強化するとともに，実践的な訓練

等を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，食料，水，生活必需品，医薬品，血液製剤及び

所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用

等に関する応援体制の充実に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，機関相互の応援が円滑に行えるよう，警察・消

防・自衛隊等の部隊の展開，宿営の拠点，ヘリポート，物資搬送設備等の

救援活動拠点の確保に努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊との連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係に

ついて定めておくなど，平常時から連携体制の強化を図るものとする。そ

の際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図る

とともに相互の情報連絡体制の充実，共同の防災訓練の実施等に努めるも

のとする。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を徹底しておく等必

要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（救急，救助，応急

医療，緊急輸送等）について，自衛隊への派遣要請を行うのか，平常時よ

りその想定を行うとともに，自衛隊に連絡しておくものとする。 
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(4) 防災中枢機能等の確保，充実 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設，設備の充実及び火山災害に対する安全性の確保，総合的な防災機

能を有する防災拠点・街区の整備，推進に努めるものとする。その際，物

資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料水等の適切な備蓄及び調

達体制を整備しておくことにも配慮する。 
○国，公共機関，地方公共団体及び救急医療を担う医療機関等災害応急対策

に係る機関は，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備等の整備を図り，停電時でも利用可能なものとす

るよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，災害時には地域における災害対策活動の拠点となる施設

の整備に努めるものとする。 
４ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

○国，地方公共団体及び医療関係機関等は，発災時における救助・救急・医

療・消火に係る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ，通信手段

の確保等を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を迅速に把握するために，広域災害・救急医療情報システムの整備に努め

るものとする。 
(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○国〔防衛省，海上保安庁〕においても，救助用資機材の整備を推進するも

のとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに，先端技術による高

度な技術の開発に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行

うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。また，地域の実情に応じて，災害時における拠点

医療施設を選定するなど，災害発生時における救急医療体制の整備に努め
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るものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
○国は災害時の医療関係者の役割，トリアージ（治療の優先順位による患者

の振り分け）技術，災害時に多発する傷病の治療技術等に関しての研究や

教育研修を推進するものとする。 
○国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

に参加する，医師，看護師等に対する教育研修を推進するものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，噴火による火災に備え，消火栓のみに偏ることなく，防

火水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プール，ため池等

の指定消防水利としての活用等により，消防水利の多様化を図るとともに，

その適正な配置に努めるものとする。 
○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自主防災組織等の連携

強化を図り，区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保，消

防体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に

努めるものとする。 
５ 緊急輸送活動関係 

○地方公共団体は，災害発生時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考

慮しつつ確保すべき輸送施設(道路，港湾，漁港，飛行場等）及び輸送拠

点（トラックターミナル，卸売市場等）について把握するものとする。ま

た国及び地方公共団体は，火山災害，火山活動に伴う二次的な土砂災害を

受ける恐れのある区域を考慮しつつ関係機関と協議の上，緊急輸送ネット

ワークの形成を図るとともに，関係機関等に対する周知徹底に努めるもの

とする。 
○地方公共団体は，施設の管理者と連携をとりつつ，あらかじめ，臨時ヘリ

ポートの候補地を関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークにおける輸

送施設として指定するとともに，これらの場所を災害時において有効に利

用し得るよう，関係機関及び住民等に対する周知徹底を図る等の所要の措

置を講じるものとする。また，災害時の利用についてあらかじめ協議して

おくほか，通信機器等の必要な機材については，必要に応じ当該地に備蓄

するよう努めるものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省，消防庁〕及び地方公共団体は，緊急時にお
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ける輸送の重要性にかんがみ，緊急輸送ネットワークとして指定された輸

送施設及び輸送拠点については，特に火山災害に対する安全性の確保に配

慮するものとする。 
○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて火山災害に対する安全性の確保を図るとともに，災害時の道路交通管

理体制を整備するものとする。また，都道府県警察は，災害時の交通規制

を円滑に行うため警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に

関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，災害時において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制を整備するものとする。 
○道路管理者は，発災後の道路の障害物除去，応急復旧等に必要な人員，資

機材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 
○国及び港湾管理者は，発災後の港湾の障害物除去，応急復旧等に必要な人

員，資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ，

運送事業者等と協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。 
６ 避難収容活動関係 

(1) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，公民館，学校等公共的施設等を対象に，火山

災害及びその二次災害のおそれのない場所に地域の人口，誘致圏域，地形，

災害に対する安全性等に配慮し必要な数，規模の避難場所をその管理者の

同意を得た上で，あらかじめ指定し，住民への周知徹底に努めるものとす

る。避難場所として指定された施設については，必要に応じ，換気，照明

等避難場所生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとす

る。 
○地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，

通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者

にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。

さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手

に資する機器の整備を図るものとする。 
○地方公共団体は，指定された避難場所又はその近傍で，食料，水，非常用

電源，常備薬，炊きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。 
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○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅等 

○国〔国土交通省，厚生労働省，経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団

体は，企業等と連携を図りつつ，応急仮設住宅の建設に要する資機材に関

し，供給可能量を把握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備してお

くものとする。 
○国及び地方公共団体は，応急仮設住宅の用地に関し，火山災害及びその二

次災害に配慮しつつ建設可能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制

を整備しておくものとする。 
○地方公共団体は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空家等の把握に努め，災害時に迅速にあっせんできるよう，あらかじ

め体制を整備するものとする。 
７ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動関係 

○地方公共団体は，大規模火山災害が発生した場合の被害を想定し，必要と

される食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し，そ

れらの供給のための計画を定めておくものとする。また，備蓄を行うに当

たって，物資の性格に応じ，集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散

備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，

体制の整備に努めるものとする。 
○国〔農林水産省，厚生労働省，経済産業省，総務省〕及び地方公共団体は，

食料，水及び医薬品等生活必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達

体制の整備を行うものとする。 
○国及び地方公共団体の備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備するも

のとする。 
○国〔農林水産省，経済産業省〕は，下記の物資について，調達体制の整備

に特段の配慮をすることとし，その調達可能量について毎年度調査するも

のとする。 
食料…精米，即席めん，おにぎり，弁当，パン，缶詰，育児用調製粉乳 
生活必需品…下着，毛布，作業着，タオル，エンジン発電機，卓上コンロ，

ボンベ 
８ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する
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ものとする。 
○ライフライン事業者は，火山災害発生時に円滑な対応が図られるよう，ラ

イフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ

計画を作成しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関

して，広域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域応援体制の

整備に努めるものとする。 
９ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有線系や

携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める

ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者情報が入手困難な

被災者に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。 
○国，地方公共団体は，被災者等に対して，必要な情報が確実に伝達され，

かつ共有されるように，その際の役割・責任等の明確化に努めるものとす

る。 
○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は火山災害に関する情報及び被災者に

対する生活情報を常に伝達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を

図るものとする。 
○放送事業者，通信事業者等は，被害に関する情報，被災者の安否情報等に

ついて，情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
１０ 二次災害の防止活動関係 

○国及び地方公共団体は，豪雨等に伴う土砂災害等の二次災害を防止する体

制を整備するとともに，土砂災害等の危険度を応急的に判定する技術者の

養成，並びに事前登録など活用のための施策等を推進するものとする。 
○また，二次災害の防止を図るために必要な資機材の備蓄を行うとともに，

観測機器等の確保について準備しておくものとする。 
１１ 海外からの支援の受入れ活動関係 

○海外からの支援については，即座に到着が可能であるか，被災地等に過大
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な負担をかけさせない自己完結型であるかなどを，国〔内閣府，外務省，

警察庁〕は発災前にあらかじめ個々の支援機関について調査し，その情報

の蓄積を図っておくものとする。 
○国〔内閣府等〕はあらかじめ海外からの支援の受入れの可能性のある分野

について検討し，その対応方針を定めておくものとする。 
○国〔内閣府，外務省，農林水産省，警察庁等〕は，海外からの支援を受け

入れる場合に必要な諸手続きなどについては，あらかじめ定めておくもの

とする。 
１２ 防災関連機関の防災訓練の実施 

(1) 国における防災訓練の実施 

○国は，公共機関及び地方公共団体等と連携を強化し，大規模災害を想定し

た防災訓練を積極的に実施するものとする。 
○国は，情報の収集，伝達訓練の充実を図るとともに，被災地方公共団体が

国に対して行う各種の救援要請に関し機動力を生かした広域的火山災害

応急対策訓練，及び現地本部設置訓練など，より実践的な防災訓練を実施

するものとする。 
(2) 地方における防災訓練の実施 

○地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも協力

し，また，自主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボランティア団体

及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施するも

のとする。 
○地方公共団体は，地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施するものとする。 
(3) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体及び公共機関が訓練を行うに当たっては，ハザードマッ

プや噴火シナリオ等を活用して被害の想定を明らかにするとともに実施

時間を工夫する等様々な条件を設定し，参加者自身の判断も求められる内

容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
１３ 災害復旧・復興への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○国及び地方公共団体は，復興の円滑化のため，あらかじめ次の事項につい

て整備しておくものとする。 
・各種データの総合的な整備保全(地籍，建物，権利関係，施設，地下埋設
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物等情報及び測量図面，情報図面等データの整備保存並びにバックアップ

体制の整備） 
・不動産登記の保全 等 
○公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所

管施設の構造図，基礎地盤状況等資料を整備しておくとともに，資料の被

災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
○国〔総務省，経済産業省〕は，地域産業の復興の円滑化のため，耐災害性

の高い情報通信システムの実現のための調査を行い，企業情報通信システ

ムのバックアップ体制の整備の促進等を図るものとする。 
(2) 復興対策の研究 

○関係機関は，住民のコンセンサスの形成，経済効果のある復興施策，企業

の自立復興支援方策，復興過程における住民の精神保健衛生，復興資金の

負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする。 
○内閣府は，被災地方公共団体が復興計画を作成するための指針となる災害

復興マニュアルの整備について研究を行うものとする。 
第３節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚を持

ち，平常時より災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自らの

身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災害時には，近隣

の負傷者，災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら活動する，あるいは

国，公共機関，地方公共団体等が行っている防災活動に協力するなど，防

災への寄与に努めることが求められる。このため，国，公共機関及び地方

公共団体は，自主防災思想の普及，徹底を図るものとする。 
２ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，

住民に対し，火山災害時のシミュレーション結果などを示しながらその危

険性を周知させるとともに，２～３日分の食料，飲料水等の備蓄，非常持

出品（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備等家庭での予防・安

全対策，様々な条件下(家屋内，路上，自動車運転中など）で火山災害発

生時にとるべき行動，避難場所での行動等防災知識の普及，啓発を図るも

のとする。また，災害時の家族内の連絡体制の確保を促すものとする。 
○地方公共団体は，それぞれの火山の特質を考慮して，防災マップ，地区別

防災カルテ，火山に関するハザードマップ，火山災害時の行動マニュアル



－ 122 － 

等をわかりやすく作成・配布し，研修を実施する等防災知識の普及啓発に

努めるものとする。また，地域の実情に応じ災害体験館等防災知識の普及

等に資する施設の設置に努めるものとする。 
○教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ，

疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
○国及び地方公共団体は防災週間，土砂災害防止月間等を通じ，各種講習会，

イベント等を開催し，二次災害防止に関する総合的な知識の普及に努める。 
(2) 防災訓練の実施，指導 

○国及び地方公共団体は，防災週間，土砂災害防止月間等を通じ，積極的に

防災訓練を実施するものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住

地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の火

山災害発生時の避難行動等の習熟を図るものとする。また，必要に応じ登

山者等への防災知識の啓発にも配慮するよう努めるものとする。 
(3) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 
３ 国民の防災活動の環境整備 

(1) 消防団，自主防災組織，自主防犯組織の育成強化 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図るものとする。このため，

組織の核となるリーダーに対して研修を実施するなどにより，これらの組

織の日常化，訓練の実施を促すものとする。その際，女性の参画の促進に

も努めるものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり，

災害時においては，避難，備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施設の

整備を図るとともに，消火，救助，救護のための資機材の充実を図るもの

とする。 
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○警察庁及び地方公共団体は，地域住民による地域安全活動の中核となる自

主防犯組織に対して，訓練の実施，資機材の整備等に関し，助成その他の

支援を行うものとする。 
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 

○地方公共団体は，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティ

アとの連携について検討するものとする。 
○国及び地方公共団体は，日本赤十字社，社会福祉協議会等やボランティア

団体との連携を図り，災害時においてボランティア活動が円滑に行われる

よう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研

修制度，災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制，ボランティ

ア活動の拠点の確保等について検討するものとする。 
(3) 企業防災の促進 

○企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止，

事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業において

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよ

う努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練，事業所の耐震化，予想被

害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活

動の推進に努めるものとする。 
○このため，国及び地方公共団体は，こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継

続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の

健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。さらに，企業のトッ

プから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業表

彰，企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促

進を図るものとする。また，地方公共団体は，企業を地域コミュニティの

一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ，防災に

関するアドバイスを行うものとする。 
第４節 火山災害及び火山災害対策に関する研究及び観測等の推進 
(1) 火山災害及び火山災害対策に関する研究の推進 

○国は，防災に係る見地から，火山災害及び火山災害対策に関する科学技術

及び研究の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとよ

り，研究機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくもの

とする。 
○国は，火山災害及び火山災害対策に資する基本的なデータの集積，各種試

験研究施設・設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，
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防災技術の研究開発の推進を図るものとする。 
(2) 火山噴火予知研究及び火山観測の充実・強化等 

○国は，火山噴火予知研究及び火山観測体制・施設の充実・強化を図るもの

とする。 
○国及び地方公共団体は，火山に関する観測研究の成果が，防災体制の強化

に資するよう体制の整備を図るものとする。 
(3) 社会学的研究の推進 

○研究分野としては，火山災害そのものの理学的・工学的研究のみならず，

災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野も積極的に行うものとす

る。 

第２章 災害応急対策 

○国及び地方公共団体は，火山噴火による被害を防ぐため，多数の住民等の

避難誘導その他の大規模かつ急を要する措置を迅速かつ的確に行わなけ

ればならない場合があり得ることに十分留意して災害応急対策を講じる

ものとする。 
○応急対策の実施については，住民に も身近な行政主体として第１次的に

は市町村があたり，都道府県は広域にわたり総合的な処理を必要とするも

のにあたる。また，地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の

場合には，国が積極的に応急対策を支援するものとする。 
○火山災害の応急対策の動きとしては，まず災害発生直前の噴火警報等の伝

達，避難誘導等の対策があり，発生後は機動的初動調査等被害状況等の収

集，連絡があり，次いでその情報に基づき所要の体制を整備するとともに，

人命の救助・救急・医療・消火活動を進めることとなる。さらに，避難対

策，必要な生活支援（食料，水等の供給）を行う。当面の危機的状況に対

処した後は，保健衛生，社会秩序の維持，ライフライン等の復旧，被災者

への情報提供，二次災害(土砂災害など）の防止を行っていくこととなる。

この他，国内外からの人的・物的支援を円滑に受け入れることも重要であ

る。 
第１節 災害発生直前の対策 
○火山災害対策については，災害発生の危険性をあらかじめ予測するための

観測・監視体制の強化，被害を軽減するためには情報の伝達，迅速な避難

誘導等災害発生直前の対策が極めて重要である。 
１ 火山災害に関する情報の伝達 

○気象庁は，火山現象により重大な災害が起こるおそれのあるときは，その
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旨を警告する噴火警報を行い，地方公共団体は，関係機関及び住民等に対

し迅速かつ的確に伝達するものとする。また，気象庁は，観測体制の強化

や，より適切な噴火警報等の実施に努めるものとする。 
○災害が発生するおそれがある異常な現象の通報を受けた市町村は，その旨

を気象庁及び関係機関に通報するものとする。 
２ 警戒区域の設定，避難勧告等 

○地方公共団体は，火山噴火等により住民の生命，身体等に危険がある場合

には，必要に応じ，警戒区域の設定，避難勧告等を行うとともに適切な避

難誘導を実施する等，迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路の所在，災

害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。 
○地方公共団体は，災害が発生するおそれがある場合には，必要に応じ避難

場所を開設し，住民等に対し周知徹底を図るものとする。また，必要があ

れば，あらかじめ指定された施設以外の施設についても，管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 
○住民への避難勧告等の伝達に当たっては，市町村防災行政無線をはじめと

した効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し，対象地域の住民への迅

速かつ的確な伝達に努めるものとする。 
○また，ヘリコプター，船舶による避難についても検討し，必要に応じ実施

するものとする。 
○情報の伝達，避難誘導の実施に当たっては，災害時要援護者に十分配慮す

るよう努めるものとする。 
○避難勧告等の解除に当たっては，十分に安全性の確認に努めるものとする。 
○国は，地方公共団体が行う警戒区域の設定，避難勧告等の対策に対し，適

切な助言を行うなどの支援に努めるものとする。 
○地方公共団体は，気象庁の発表する噴火警報等（噴火警戒レベルを含む。）

に応じた警戒区域の設定等を図り，住民等への周知に努めるものとする。 
第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
○火山災害が発生した場合，被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活

動情報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり，このため，関係

機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこととするが，この場合，概括的な

情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材，情報システムを用いて

伝達・共有し，被害規模の早期把握を行う必要がある。 
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１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 

○国，地方公共団体等は，災害発生直後において，概括的被害情報，ライフ

ライン被害の範囲，医療機関へ来ている負傷者の状況等，被害の規模を推

定するための関連情報の収集にあたる。 
○国〔国土交通省，警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共

団体は，大規模な火山災害が発生した場合には，必要に応じて航空機によ

る目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省，海上保安庁〕及び地方公共団

体は，必要に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○また，被害規模を早期に把握するため，警察庁は現場と警察本部が行う交

信情報を，消防庁は１１９番通報が殺到する状況等の情報を積極的に収集

するものとする。 
○国等は，地理情報システム等を利用し，被害規模を早期に評価するものと

する。 
(2) 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は，人的被害の状況，建築物の被害及び火災発生状況等の情報を収

集するとともに，被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲か

ら直ちに都道府県に連絡するものとする。ただし，通信の途絶等により都

道府県に連絡できない場合は，消防庁へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに，必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関す

る情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を内閣府（指定公共機関にあっては直接又は，関係

指定行政機関を通じ）に連絡し，内閣府は被害規模を迅速に把握するとと

もに，これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○大規模な火山災害が発生した場合には，必要に応じ，関係省庁〔内閣府，

警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び民間公共機関等は被害の第

１次情報を速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
○大規模な火山災害が発生した場合には，必要に応じ，官邸において，関係

省庁等幹部による緊急参集チームが情報の集約等を行う。この場合，必要

に応じ，官邸から都道府県や市町村の被害状況の確認を行う。 
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(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，

非常本部等の設置後はこれを非常本部等に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。

また，非常本部等の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。また，非常本部等

の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を必要に応じ内閣

総理大臣に報告する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を共有するために，

指定行政機関，指定公共機関に連絡する。 
○非常本部等は，収集した被害情報を都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，非常本部等に応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を非常本部等に連絡するとともに，必要

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した応急対策活動情報を，必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常本部等は，収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整され

た応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共機関及び都道

府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○災害発生直後は直ちに，災害情報連絡のための通信手段を確保するものと

する。このため，必要に応じ， 
・国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生後直ちに情報通信手段の機能

確認を行うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし，そのための
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要員を直ちに現場に配置する。また，直ちに総務省に連絡するものとし，

総務省は通信の確保に必要な措置を講ずる。 
・国，地方公共団体及び電気通信事業者は，携帯電話等，衛星通信等の移動

通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
○総務省は，緊急時において重要通信を確保するため，通信システムの被災

状況等を迅速に把握し，活用可能な通信システムを重要通信に充てるため

の調整を円滑に行うものとする。 
○国，地方公共団体等は，災害時の無線局運用時における通信輻輳により生

じる混信等の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し，通信

統制を行う等により通信の運用に支障をきたさないよう努めるものとす

る。 
第３節 活動体制の確立 
○第１・２節により収集・連絡された情報に基づく判断により，関係機関は

自らの又は他機関と連携をとった応急対策の実施体制をとる。また，国に

おいては，必要に応じ，災害対策関係省庁連絡会議の開催，緊急参集チー

ムの参集及び関係閣僚による協議を行うとともに，非常本部等を設置する。 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，災害の発生のおそれがある場合又は災害が発生した場合，

速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の

設置，現地災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関，公共機関等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
２ 広域的応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な火山災害が発生した時は，被災地以外の地

方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協

定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
３ 内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な火山災害の発生のおそれがある

場合又は発生した場合，必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，

内閣総理大臣等への報告，関係省庁との連絡調整，政府としての初動措置

の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関及び公共機関は，災害発生のおそれがある場合又は災害が発
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生した場合，速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び対

策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関及び公共機関は，機関相互間，地方公共団体等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○ライフライン事業者については，必要に応じ，応急対策に関し広域的応援

体制をとるよう努めるものとする。 
４ 災害対策関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な火山災害発生時には，火山噴火及び被害の第１次情報についての

確認，共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて災害対策関係

省庁連絡会議を開催するものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す

るものとする。 
５ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な火山災害の発生のおそれがある場合又は発

生した場合，内閣官房は緊急参集チームを官邸に参集させ，政府としての

初動措置に関する情報の集約等を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
６ 非常災害対策本部等の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して中央合同庁舎５号館内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く）は，内閣府等の局長級職員

及び指定行政機関の課長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
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○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害

応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(2) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により著しく異常かつ激甚な被害が発生していると認め

られたときは，国は直ちに緊急災害対策本部を設置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに必

要な閣議請議等の手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続

きを行い，緊急災害対策本部の設置等を行うものとする。 
○緊急災害対策本部の設置場所は官邸内，その事務局の設置場所は官邸及び

中央合同庁舎５号館内とすることを原則とする。 
○緊急災害対策本部長は，当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関

の長並びに指定行政機関の長の権限を委任された当該緊急災害対策本部

の職員である当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員，

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公

共機関に対し，必要な指示をするものとする。 
○緊急災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害

応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(3) 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置 

○収集された情報により国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異

常かつ激甚な被害が発生していると認められたときは，直ちに内閣総理大

臣は災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置(既に設置されてい

る場合を除く。）を行うものとする。 
(4) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常本部等は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施

に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，指定地方

行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に

関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場

合には，非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○また，必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担

当官を現地に派遣するものとする。 
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○現地対策本部の設置に当たっては，別に定める申合せによるものとする。

緊急災害現地対策本部の場合は，必要な閣議請議等の手続きを行う。 
○現地対策本部長は原則として内閣府副大臣とし，現地対策本部員は，本省

庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものと

する。 
○現地対策本部員等予定者は，緊急の輸送についての事前のとりきめに基づ

き，自衛隊のヘリコプター等により政府調査団のメンバー等として現地に

派遣され，そのまま現地対策本部員等として現地対策本部に常駐し，被災

地方公共団体と連絡調整を図りつつ政府が実施する対策を処理するとと

もに，地方公共団体の災害対策本部が行う災害対策に対して，支援，協力

等を行うものとする。 
７ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を収集した

被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとする。また，事

態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその旨を連絡する

ものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し，部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○市町村長は，通信の途絶等により都道府県知事に対し自衛隊の派遣要請を

するよう要求できない場合には，その旨及びその市町村の地域に係る災害

の状況を自衛隊に通知するものとする。この通知をしたときは，速やかに

その旨を都道府県知事に通知するものとする。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば大規模

な火山災害が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，通信の途絶

等により都道府県庁等と連絡が不可能である場合や上記の市町村長から

の通知を受けた場合等における人命救助のための部隊等の派遣等，火山に

よる災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまが

ないと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができ

る。 
○庁舎，営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に，火災その他の災害が

発生した場合，部隊等の長は部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援
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機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

水防活動，消防活動，道路又は水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員

及び物資の緊急輸送，炊飯及び給水，救援物資の無償貸与又は譲与，危険

物の保安及び除去等を実施するものとする。 
第４節 救助・救急，医療及び消火活動 
○災害発生後，被災者に対し救助・救急活動を行うとともに，負傷者に対し

必要な医療活動を行うことは，生命・身体の安全を守るために 優先され

るべき課題である。 
１ 救助・救急活動 

(1) 住民及び自主防災組織の役割 

○住民及び自主防災組織は，自発的に被災者の救助・救急活動を行うととも

に，救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
(2) 被災地方公共団体による救助・救急活動 

○被災地方公共団体は，その区域内における救助・救急活動を行うほか，被

害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，非常本部等，現地対策本部等国

の各機関，他の地方公共団体に応援を要請するものとする。 
(3) 国の各機関による救助・救急活動 

○被災地以外の地方公共団体は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援

協定等に基づき，救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施するもの

とする。 
○非常本部等は，必要に応じ，消防庁，警察庁，防衛省及び海上保安庁等に

対し，応援を依頼するものとする。 
○非常本部等又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，

自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整

を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼に基づき，救助・救急活動

を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上における災害に係る救助・救急活動を行うものとし，

さらに可能な場合は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼等に基づき，被

災地方公共団体の活動を支援するものとする。 
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(4) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

○被災地方公共団体は，自らの公的医療機関において医療活動を行うほか，

必要に応じ，その区域内の民間医療機関に対し，医療活動の協力を求める

ものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省，防衛省〕及び日本赤十字社は，被災地域内

の国立病院，国立療養所，国立大学病院，自衛隊の病院，日赤病院等にお

いて医療活動を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関等は，病院建物，医療施設の被害の応急復旧を実施

するとともに，必要に応じ，ライフライン事業者等に対し，応急復旧の要

請を行うものとする。 
○被災地内の医療機関は，患者の急増等に対応するため，相互に密接な情報

交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努めるも

のとする。 
○被災地域内の医療機関は，状況に応じ，救護班を派遣するよう努めるもの

とする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，救

護班派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し，応援の派遣等

を行うものとする。 
(2) 被災地域外からの救護班の派遣 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，速やかに医療関係機関又は非常本部

等に対し，救護班の派遣について要請するものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び被災地域外の地方公共

団体は，医師を確保し救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成す

るとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救護班・

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
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○消防庁は，被災地以外の市町村の救急隊等からなる救護班による応援のた

めの措置をとるものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常本部等に報告するよう努め

るものとする。 
○被災地域を含む都道府県は，その区域内又は近隣都道府県からの救護班の

派遣に係る調整を行うものとする。また，活動場所(救護所など）の確保

を図るものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，広域的な見地か

ら，救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
(3) 被災地域外での医療活動 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，広域後方医療関係機関〔厚生労働省，

文部科学省，日本赤十字社〕に区域外の医療施設における広域的な後方医

療活動を要請するものとする。 
○広域後方医療関係機関は，必要に応じて広域後方医療施設を選定し，その

結果を非常本部等に報告するものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は関係機関の要請に基づき，広域後方医療

活動の総合調整を行うものとする。 
○広域後方医療施設への傷病者の搬送について，緊急輸送関係省庁は，必要

に応じ，又は広域後方医療関係機関若しくは地方公共団体からの要請に基

づき，搬送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

(1) 地方公共団体等による消火活動 

○発災後初期段階においては，住民及び自主防災組織等は，自発的に初期消

火活動を行うとともに，消防機関に協力するよう努めるものとする。 
○被災市町村は，速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに，

迅速に重点的な部隊の配置を行うものとする。特に，大規模な火山災害の

場合は， 重要防御地域等の優先順位を定め迅速に対応するものとする。 
○海上保安庁は，海上における消火活動を行うほか，必要に応じ，地方公共

団体に対して応援を要請するものとする。 
(2) 被災地域外の地方公共団体による応援 

○被災地以外の市町村は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援協定に
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基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
○消防庁は，被災地以外の消防機関による応援のための措置をとるものとす

る。 
○消防庁は，必要に応じ，被災地域外の地方公共団体の消防隊による応援の

ための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
○第４節に述べた救助・救急・医療・消火活動を迅速に行うためにも，また，

被害の拡大防止や避難者に緊急物資を供給するためにも，交通を確保し，

緊急輸送を行う必要がある。 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，応急復旧，交通規制，輸送活動を行うものとする。 
(1) 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては，次のような事項に配慮して行う。 
一 人命の安全 
二 被害の拡大防止 
三 災害応急対策の円滑な実施 
(2) 輸送対象の想定 

一 第１段階 
ア 救助・救急活動，医療活動の従事者，医薬品等人命救助に要する人員，

物資 
イ 消防，水防活動等災害の拡大防止のための人員，物資 
ウ 政府災害対策要員，地方公共団体災害対策要員，情報通信，電力，ガ

ス，水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 
エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 
オ 緊急輸送に必要な輸送施設，輸送拠点の応急復旧，交通規制等に必要

な人員及び物資 
二 第２段階 
ア 上記一の続行 
イ 食料，水等生命の維持に必要な物資 
ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 
エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

三 第３段階 
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ア 上記二の続行 
イ 災害復旧に必要な人員及び物資 
ウ 生活必需品 

２ 交通の確保体制 

○火山災害発生後，特に初期には，使用可能な交通・輸送ルートを緊急輸送

のために確保する必要があり，そのための一般車両の通行禁止などの交通

規制を直ちに実施するものとする。その後，順次優先度を考慮して応急復

旧のため集中的な人員，資機材の投入を図るものとする。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○交通の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であり，かつ，総合

的な調整を必要とするものであるため，非常本部等は，必要に応じ，交通

の確保に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほか，関係機関に対し報

告を求め，又は必要な依頼を行うものとする。 
(2) 道路交通規制等 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。この場合において，被災地への

流入車両等を抑制する必要がある場合には，被災地域周辺の都道府県警察

の協力により，周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施するものとする。

また，交通規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者等との応援協

定等に基づき，交通誘導の実施等を要請するものとする。さらに，情報板，

信号機等の交通管制施設も活用し，緊急輸送の確保に資するものとする。 
○都道府県警察は，交通規制が実施されたときは，直ちに住民等に周知徹底

を図るものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，必要な場合には，放置車両等

の撤去，警察車両による先導等を行うものとする。 
○都道府県警察は，緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，必要に応じ

運転者等に対し措置命令等を行うものとする。 
○国家公安委員会は，都道府県公安委員会に対し，必要に応じて，広域的な

見地から指示を行うものとする。 
○警察庁は，都道府県警察が行う交通規制について広域的な見地から調整を

行うとともに，都道府県警察に対して必要に応じて指導を行うものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常本部等は，相互に密
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接な連絡をとるものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援要請等総合調整を行うものとする。 
(3) 道路の応急復旧等 

○国土交通省は，管理する国道について早急に被害状況を把握し，障害物の

除去，応急復旧等を行うとともに，被災地方公共団体等他の道路管理者に

対して，被害状況に関する報告を求め，応急復旧等を要請又は指示するも

のとする。その場合，緊急輸送道路の確保を 優先に応急復旧や代替路の

設定等を実施すること。あわせて，道路の通行規制等が行われている場合、

道路利用者に対してビーコン，情報板等により迅速に情報提供すること。 
○道路管理者は，その管理する道路について，早急に被害状況を把握し，国

土交通省等に報告するほか，障害物の除去，応急復旧等を行い道路機能の

確保に努めるものとする。 
○路上の障害物の除去について，道路管理者，警察機関，消防機関及び自衛

隊等は，状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 
○道路管理者は，建設業者との間に応援協定等に基づき，障害物の除去，応

急復旧等に必要な人員，資機材等の確保に努めるものとする。 
○国土交通省は，道路の被害状況及び復旧状況等について，非常本部等に報

告するものとする。 
(4) 航路の障害物除去等 

○国土交通省は，開発保全航路等について，早急に被害状況を把握し，沈船，

漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には，非常本部等に報

告するとともに，障害物除去，避難住民の運送及び緊急物資の運送路の確

保等の応急復旧を行うものとする。 
○港湾管理者及び漁港管理者は，その所管する港湾区域及び漁港区域内の航

路等について，沈船，漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合

には，非常本部等に報告するとともに，障害物除去等に努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が

生じ又は生ずるおそれがあるときは，その旨を非常本部等に報告し，速や

かに必要な応急措置を講ずるとともに，船舶所有者等に対し，これらの除

去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ，又

は勧告するものとする。 
(5) 港湾及び漁港の応急復旧等 

○港湾管理者は，港湾施設について，早急に被害状況を把握し，国土交通省

に対して被害状況を報告するものとする。また，国土交通省及び港湾管理
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者は，必要に応じ応急復旧等を行うものとする。 
○漁港管理者は，漁港施設について，早急に被害状況を把握し，応急復旧を

行うとともに，農林水産省に対して，被害状況を報告するものとする。 
○海上保安庁は，航路標識が破損し又は流出したときは，速やかに復旧に努

めるほか，必要に応じて応急標識の設置に努めるものとする。 
○国土交通省及び農林水産省は，港湾及び漁港の被害状況及び復旧状況につ

いて非常本部等に報告するものとする。 
(6) 海上交通の整理等 

○海上保安庁は，船舶の輻輳が予想される海域において，必要に応じて，船

舶交通の整理・指導を行うものとする。この場合，緊急輸送を行う船舶が

円滑に航行できるよう努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難の発生その他の事情により，船舶交通の危険が生ずる

おそれがあるときは，必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものと

する。 
○海上保安庁は，水路の水深に異常を生じたと認められるときは，必要に応

じて水路測量を行うとともに，応急標識を設置する等により水路の安全を

確保するものとする。 
(7) 飛行場等の応急復旧等 

○国土交通省は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

非常本部等に報告し，応急復旧等を行うとともに，空港管理者に対して応

急復旧等を要請するものとする。 
○空港管理者は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
○国土交通省，空港管理者及び非常本部等は，相互の連絡を密にして効果的

な応急復旧等を行うものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開

設するとともに，周知徹底を図るものとする。 
(8) 航空管制等 

○国土交通省は，情報収集，緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を

優先させる。また，災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して，

必要な情報を提供し，航空機の安全運航の確保を図る等災害時に即応した

航空管制及び情報提供を行うものとする。 
(9) 鉄道交通の確保 

○国土交通省は，鉄道の被害状況について早急に把握し，非常本部等に報告

し，鉄道事業者に対して応急復旧等を要請するものとする。 
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○鉄道事業者は，その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
(10) 広域輸送拠点の確保 

○地方公共団体は，状況に応じて人員の派遣等を行いながら，あらかじめ指

定された緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設するととも

に，その周知徹底を図るものとする。 
３ 緊急輸送 

○緊急輸送関係省庁及び地方公共団体は，陸・海・空のあらゆる必要な手段

を利用し総合的・積極的に緊急輸送を実施するものとする。特に，機動力

のあるヘリコプター，大量輸送が可能な船舶の活用を推進する。 
○非常本部等は，緊急輸送体制に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほ

か，必要に応じ，又は被災地方公共団体等からの要請に基づき，緊急輸送

関係省庁に対し，緊急輸送活動の依頼を行うものとする。 
○国土交通省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，航空運送事業者，道路運送事業者，海上運送事業者及

び鉄道事業者に対して緊急輸送の協力要請を行うものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，自ら保有する船舶，航空機等を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，自ら保有する航空機，車両，船舶を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，消防機関に対して緊急輸送の要請を行うものとする。 
○地方公共団体は，必要に応じ，自ら緊急輸送活動を行うほか，輸送関係機

関及び非常本部等に緊急輸送を要請するものとする。 
４ 燃料の確保 

○緊急輸送を行う関係機関及び資源エネルギー庁は，災害時における燃料の

調達・供給体制の整備を図るものとする。 
第６節 避難収容活動 
○火山災害発生時には，被災者を速やかに避難誘導し，安全な避難場所に収

容することにより，当面の居所を確保することは，被災者の精神的な安心

につながるものでもある。さらに，応急仮設住宅の提供など，被災者の住

生活の回復への第１歩を用意する必要がある。 
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１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
○地方公共団体は，交通孤立地区等が生じた場合，ヘリコプター，船舶によ

る避難についても検討し，必要に応じ実施するものとする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，災害が発生するおそれがある場合又は災害が発生した場

合に，必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周知徹底を図るものと

する。また，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても，火山災害及びその二次災害の危険箇所等に配慮しつつ管理者の同意

を得て避難場所として開設する。さらに，高齢者，障害者，乳幼児，妊産

婦等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の地域にあるものを含め，旅

館やホテル等を避難場所として借り上げる等，多様な避難場所の確保に努

めるものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。また，避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 
○なお，地方公共団体は，避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急

仮設住宅の迅速な提供，公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん

等により避難場所の早期解消に努めることを基本とする。 
３ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県の応急仮設住宅の提供 

○被災都道府県は，応急仮設住宅を建設する必要があるときは，発災後，被
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災者の健全な住生活の早期確保を図るため，速やかに厚生労働省と協議の

上建設するものとする。ただし建設に当たっては，二次災害に十分配慮す

るものとする。また，被災者の入居に係る事務を行い，その円滑な入居の

促進に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅に必要な資機材の調達 

○被災都道府県は，(1)で建設するものとされた応急仮設住宅の建設に必要

な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等

を通じて，又は直接応急収容資機材関係省庁〔農林水産省，経済産業省及

び国土交通省〕に資機材の調達に関して要請するものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，関係省庁に資機材の調達に関し依頼す

るものとする。 
○要請を受けた関係省庁は，とるべき措置を決定し，非常本部等及び被災都

道府県に通報するものとする。 
○関係省庁は，とるべき措置について，関係業界団体等に対し，必要な資機

材の供給要請を行うものとする。 
(3) 広域的避難収容 

○被災都道府県は，被災者の避難，収容状況等にかんがみ，被災都道府県の

区域外への広域的な避難，収容が必要であると判断した場合には，必要に

応じて非常本部等を通じて，又は避難収容関係省庁〔警察庁，防衛省，厚

生労働省，国土交通省，消防庁〕に広域避難収容に関する支援を要請する

ものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，広域的観点から広域的避難収容実施計

画を作成するものとする。また，計画の内容を避難収容関係省庁及び緊急

輸送関係省庁に示し，計画に基づく措置をとるよう依頼するものとする。

また，要請した被災都道府県にも計画の内容を示すものとする。 
○避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁，被災都道府県等は，計画に基づ

き適切な広域的避難収容活動を実施するものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮すること。特

に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第７節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動 
○被災者の生活の維持のため必要な食料，飲料水及び毛布等生活必需品等を
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調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行えるよう，関係機関は，以

下の方針の通り活動する。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○非常本部等は，調達，供給活動に関わる総合調整及び計画の作成等を行う

ほか，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，関係機関

に対し，調達，供給活動の要請を行うものとする。 
(2) 地方公共団体による物資の調達，供給 

○被災地方公共団体は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の地方公共

団体等によって調達され引渡された物資の被災者に対する供給を行うも

のとする。 
○被災地方公共団体及び各省庁は，供給すべき物資が不足し，調達の必要が

ある場合には，物資関係省庁〔厚生労働省，農林水産省，経済産業省，総

務省〕又は非常本部等に物資の調達を要請するものとする。 
(3) 物資関係省庁の活動 

○厚生労働省は，関係事業者に対する給水の要請等を行い，供給を確保する

ものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，医薬品等について，関係業界団体の協力を得る等によ

り，その供給の確保を図るものとする。 
○農林水産省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，政府所有米穀等の供給を行うほか，関係業界団体等の

協力を得る等により，その供給の確保を図るものとする。 
○経済産業省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，生活必需品について，関係業界団体の協力を得る等に

より，その供給の確保を図るものとする。 
○総務省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，通信機器について，関係業界団体の協力を得る等により，

その供給の確保を図るものとする。 
○物資の輸送について，非常本部等及び緊急輸送関係省庁は輸送手段の優先

的な確保などの配慮を行うものとする。 
第８節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 
○避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うととも

に，地域の衛生状態にも十分配慮する。また，大規模な災害により多数の

死者が生じた場合には遺体の埋葬を遅滞なく進める。 
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１ 保健衛生 

○厚生労働省及び地方公共団体は，被災地，特に避難場所においては，生活

環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いた

め，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等を設けるものとする。 
○特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，車椅子

等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に

実施するものとする。 
○地方公共団体は，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，保健

師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難場所の生活環境を確保するため，必要に応じ，仮設

トイレを早期に設置するとともに，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，

し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとす

る。 
○厚生労働省は，必要に応じ又は被災地方公共団体の要請に基づき，他の地

方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。 
２ 防疫活動 

○地方公共団体は，必要に応じ家屋内外の消毒等防疫活動を行うものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，厚生

労働省及び防衛省に対し，防疫活動を依頼し，その総合調整を行うものと

する。 
○厚生労働省は，必要に応じ，防疫薬品の提供及び防疫要員の派遣等につき，

他の地方公共団体に対し支援の要請を行う等により，被災地方公共団体の

防疫活動を支援するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は要請に基づいて防疫活動を行うものとする。 

３ 遺体の処理等 

○地方公共団体は，遺体の処理については，火葬場，柩等関連する情報を広

域的かつ速やかに収集し，柩の調達，遺体の搬送の手配等を実施するもの

とする。また，必要に応じ，近隣地方公共団体の協力を得て，広域的な火

葬の実施に努めるものとする。なお，遺体については，その衛生状態に配

慮するものとする。 
第９節 社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 
○被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考え
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られるので，社会秩序の維持が重要な課題となる。また，被災者の生活再

建へ向けて，物価の安定，必要物資の適切な供給を図る必要があり，これ

らについて，関係機関は適切な措置を講じる。 
１ 社会秩序の維持 

○被災地及びその周辺(海上を含む。）においては，警察が独自に，又は自主

防犯組織等と連携し，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行

い，速やかな安全確保に努めるものとする。 
○被災地付近の海上においては，海上保安庁が巡視船艇を配備し，速やかな

安全確保に努めるものとする。 
２ 物価の安定，物資の安定供給 

○国及び地方公共団体は，生活必需品等の物価が高騰しないよう，また，買

い占め・売り惜しみが生じないよう，監視するとともに，必要に応じ指導

等を行うものとする。 
第 10 節 施設，設備の応急復旧活動 
○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等，及び二次災害を防

止するための国土保全施設及び火山活動状況の監視，観測施設等に加え，

被災者の生活確保のため，ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅速に

行う。 
(1) 施設，設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は，発災後直ちに，専門技術をもつ人材等を活用し

て，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これ

らの被害状況等を把握し，二次災害の防止，被災者の生活確保を 優先に，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 
(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は，災害の程度，施設の重要度等を勘案の上，特に必要と認め

られる場合には，関係省庁〔厚生労働省，経済産業省，総務省，国土交通

省〕を経由して，ライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼するも

のとする。 
第 11 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
○流言，飛語等による社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，被

災地の住民等の適切な判断と行動を助け，住民等の安全を確保するために

は，正確な情報の速やかな公表と伝達，広報活動が重要である。また，住

民等から，問い合わせ，要望，意見などが数多く寄せられるため，適切な

対応を行える体制を整備する。 
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(1) 被災者等への情報伝達活動 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者のニー

ズを十分把握し，火山活動，被害の状況，二次災害の危険性に関する情報，

安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関

などの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交

通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する

ものとする。なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に

配慮した伝達を行うこと。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。また，国は放送事業者と協力して，緊急

放送時にテレビ，ラジオが自動的に作動するシステムの普及を図るものと

する。 
○なお，国及び地方公共団体は，必要に応じ，公共機関，その他関係機関と

の連携を図りつつ，広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し，関係機

関や住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを，被災地

近傍に設置するものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全体に対

し火山活動，被害の状況，安否情報，交通施設等の復旧状況，義援物資の

取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 



－ 146 － 

(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常本部等，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災後速や

かに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置，人

員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・整理を

行うものとする。 
第 12 節 二次災害の防止活動 
○国及び地方公共団体は，火山噴火による噴出物等が堆積している地域にお

いては，降雨による土石流等による二次災害の発生のおそれがあることに

十分留意して二次災害の防止に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，繰り返し土石流等の危険が生じるとみられる場合

には，安全な場所において避難施設の整備の推進に努めるものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，降雨等による二次的

な土砂災害防止施策として専門技術者等を活用して，土砂災害等の危険箇

所の点検を行うものとする。その結果，危険性が高いと判断された箇所に

ついては，関係機関や住民に周知を図り，適切な警戒避難体制の整備など

の応急対策を行うものとする。 
第 13 節 自発的支援の受入れ 
○大規模な災害発生が報道されると，国内・国外から多くの善意の支援申し

入れが寄せられるが，国，地方公共団体及び関係団体は，適切に対応する。 
１ ボランティアの受入れ 

○国，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する

被災地のニーズの把握に努めるとともに，ボランティアの受付，調整等そ

の受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに

際して，老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に

活かされるよう配慮するとともに，必要に応じてボランティアの活動拠点

を提供する等ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努

めるものとする。 
２ 国民等からの義援物資，義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

○被災地方公共団体は，関係機関等の協力を得ながら，国民，企業等からの

義援物資について，受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し，その内容のリスト及び送り先を非常本部等並びに報道機関を通じ

て国民に公表するものとする。また，現地の需給状況を勘案し，同リスト

を逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の地方公共団体

は，必要に応じ，義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに，被
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災地のニーズについて広報を行うものとする。国民，企業等は，義援物資

を提供する場合には，被災地のニーズに応じた物資とするよう，また，品

名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送

に十分配慮した方法とするよう努めるものとする。 
(2) 義援金の受入れ 

○義援金の使用については，地方公共団体が義援金収集団体と配分委員会を

組織し，十分協議の上，定めるものとする。 
３ 海外からの支援の受入れ 

○外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には，外務省は，非

常本部等にその種類，規模，到着予定日時，場所等を通報するものとする。 
○非常本部等は，支援の受入れの可能性について検討する。 
○非常本部等が受入れを決定した場合，あらかじめ定めた対応方針にもとづ

いて，海外からの支援の受入れ計画を作成し，計画の内容を支援を申し入

れた国，関係省庁及び被災地方公共団体に示すものとする。その後関係省

庁は，計画に基づき，当該海外からの支援を受け入れるものとする。なお，

支援を受け入れないと決定した場合，速やかに関係国に通報するものとす

る。 

第３章 災害復旧・復興 

○被災地の復旧・復興は，被災者の生活再建を支援し，再度災害の防止に配

慮した施設の復旧等を図り，より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すものとする。また，災害により地域の社会経済活

動が低下する状況にかんがみ，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

るものとする。 
第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 
○地方公共団体は，被災の状況，地域の特性，関係公共施設管理者の意向等

を勘案しつつ，迅速な原状復旧を目指すか，又は更に災害に強いまちづく

り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し，復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には，

これに基づき復興計画を作成するものとする。 
○被災地の復旧・復興は，地方公共団体が主体となって住民の意向を尊重し

つつ協同して計画的に行い，国はそれを支援するものとする。 
○国は，被災地方公共団体等がその応急対策，復旧・復興において多大な費

用を要することにかんがみ，適切な役割分担のもとに，財政措置，金融措

置，地方財政措置等により支援するものとする。 
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○被災地方公共団体は，災害復旧・復興対策の推進のため，必要に応じ国，

他の地方公共団体等に対し職員の派遣，その他の協力を求めるものとする。 
第２節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復

旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧を

行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
２ がれきの処理 

○地方公共団体は，がれきの処理処分方法を確立するとともに，仮置場，

終処分地を確保し，計画的な収集，運搬及び処分を図ることにより，がれ

きの円滑かつ適正な処理を行うものとする。 
○環境省は，迅速ながれき処理について必要な支援を行う。 
○がれき処理に当たっては，適切な分別を行うことにより，可能な限りリサ

イクルに努めるものとする。 
○がれき処理に当たっては，復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う

ものとする。また，環境汚染の未然防止又は住民，作業者の健康管理のた

め，適切な措置等を講ずるものとする。 
第３節 計画的復興の進め方 
１ 復興計画の作成 

○大規模な災害により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災

害においては，被災地域の再建は，都市構造の改変，産業基盤の改変を要

するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり，これ

を可及的速やかに実施するため，復興計画を作成し，関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 
○地方公共団体は，復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地
方公共団体間の連携，国との連携，広域調整）を行うものとする。必要に

応じて，国は復興組織体制の整備を図り，被災地方公共団体を支援する。 
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２ 防災まちづくり 

○必要に応じ，地方公共団体は，再度災害防止とより快適な都市環境を目指

し，住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するもの

とする。その際，まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のための

ものという理念のもとに，計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし，

将来に悔いのないまちづくりを目指すことととし，住民の理解を求めるよ

う努めるものとする。 
○地方公共団体は，復興のため市街地の整備改善が必要な場合には，被災市

街地復興特別措置法等を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点

から，防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセン

サスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施に

より合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 
○地方公共団体は，防災まちづくりに当たっては，火山災害，火山活動に伴

う二次的な土砂災害に対する安全性の確保等を目標とする。さらに必要に

応じ，避難路，避難地，延焼遮断帯，防災活動拠点ともなる幹線道路，都

市公園，河川など骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備，ライフ

ラインの共同収容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等，ライフライ

ンの耐震化等，建築物や公共施設の耐震・不燃化，耐震性貯水槽の設置等

を基本的な目標とするものとする。この際，都市公園，河川等のオープン

スペースの確保等は，単に避難場所としての活用，臨時ヘリポートとして

の活用など防災の観点だけでなく，地域の環境保全，レクリエーション空

間の確保，景観構成に資するものであり，その点を十分住民に対し説明し

理解と協力を得るように努めるものとする。また，ライフラインの共同収

容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等については，各種ライフライ

ンの特性等を勘案し，各事業者と調整を図りつつ進めるものとする。 
○地方公共団体は，既存不適格建築物については，防災とアメニティの観点

から，その重要性を住民に説明しつつ，市街地再開発事業等の適切な推進

によりその解消に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設等の復旧事業，がれきの処理

事業に当たり，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ，可能な限り迅速かつ円滑に実施するとと

もに，復興計画を考慮して，必要な場合には傾斜的，戦略的実施を行うも

のとする。 
○地方公共団体は，新たなまちづくりの展望，計画決定までの手続き，スケ

ジュール，被災者サイドでの種々の選択肢，施策情報の提供等を，住民に
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対し行うものとする。 
○厚生労働省は，被災地域の復旧・復興工事(第２節の復旧工事等を含む）

における労働災害，粉じん障害等の職業性疾病等を防止するため，新規就

労者に対する安全衛生教育の実施，工事現場の巡回指導，石綿除去工事等

における健康障害防止対策，労働災害防止活動に関する相談窓口の設置等

の安全衛生確保対策を講じるとともに，労働者の健康管理に特段の配慮を

行うものとする。 
第４節 被災者等の生活再建等の支援 
○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ

く，災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生

活福祉資金の貸付を行う。，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活

再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給により，被災者の生活再

建を支援し，被災地の速やかな復興を図る。これを含む各種の支援措置を

早期に実施するため，地方公共団体は，発災後早期に被災証明の交付体制

を確立し，被災者に被災証明を交付するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，税についての期限の延長，徴収猶予

及び減免，国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減

免等の被災者の負担の軽減を図ることとする。 
○厚生労働省は，被災地における雇用維持を図るための必要な措置を講ずる

とともに，被災者に対するきめ細かな職業紹介を行うなどの雇用対策を講

ずるものとする。 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居等

を行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るた

め，公営住宅等の空家を活用する。 
○国土交通省及び地方公共団体は，災害危険区域等における被災者等の住宅

再建に当たっては，防災集団移転促進事業等を活用しつつ，極力安全な地

域への移転を推奨するものとする。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の生活の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す
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るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
○地方公共団体は，被災者の救済及び自立支援や，被災地域の総合的な復

旧・復興対策等をきめ細かに，かつ，機動的，弾力的に進めるために，特

に必要があるときは，災害復興基金の設立等，機動的，弾力的推進の手法

について検討する。 
第５節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うも

のとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立

的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維

持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。また，農林水産

省は，必要に応じて，被災農林漁業者の経営資金等を供給するため天災融

資法の発動を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 

第４章 継続災害への対応方針 

○地方公共団体は，火山噴火等が長期化する場合には，被災の状況，噴火等

の動向を勘案しつつ，安全対策を含む復興計画を必要に応じ作成するもの

とする。 
１ 避難対策 

○気象庁等は，火山噴火等が長期化した場合には，必要に応じ，連携して観

測・監視体制の強化を図るものとする。 
○気象庁は土石流の発生のおそれのある場合には，適時・適切に気象情報を

発表するよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，火山現象に関する情報を関係機関及び住民に迅速かつ的

確に伝達するための体制を整備するとともに，避難誘導体制の強化を図る
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ものとする。 
○国及び地方公共団体は，火山噴火等により，土石流等が長期的に反復する

おそれがある場合には，住民等の一時的避難施設の建設を行うものとする。 
○地方公共団体は，火山噴火等が長期化した場合には，火山の活動状況を考

慮しつつ，状況に応じた避難勧告，警戒区域の設定等，警戒避難体制の整

備に努めるものとする。 
○国は地方公共団体の行う警戒区域の変更，状況の変化に応じた警戒避難対

策に対し，適切な助言を行うなどの支援に努めるものとする。 
２ 安全確保対策 

○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，火山災害の状況に応

じ，火山泥流，土石流対策等適切な安全確保策を講ずるものとする。 
○地方公共団体は，火山噴火等が長期化，反復するおそれがある場合には，

安全な場所に仮設住宅・公営住宅の建設や仮設校舎等の建設に努めるもの

とする。 
○国〔国土交通省，内閣府〕及び地方公共団体は，復興計画に基づき，必要

な場合には，土地の嵩上げ等による宅地の安全対策，道路の迂回・高架化

等，発災直後から将来の復興を考慮した対策を講ずるよう努めるものとす

る。 
３ 被災者の生活支援対策 

○国〔厚生労働省，中小企業庁，農林水産省，国土交通省，文部科学省，内

閣府〕及び地方公共団体は，火山災害の長期化に伴い，地域社会に重大な

影響が及ぶおそれがあることを勘案し，必要に応じて，災害継続中におい

ても，生活支援，生業支援等の被災者支援策や被災施設の復旧その他の被

災地域の復興を図るための措置を実施するものとする。 
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第５編 雪害対策編 

第１章 災害予防 

第１節 雪害に強い国づくり，まちづくり 
○国及び地方公共団体は，地域の特性に配慮しつつ，豪雪等に伴う都市機能

の阻害及び交通の途絶による集落の孤立，雪崩災害等の雪害に強い国づく

り，まちづくりを行うものとする。 
１ 雪害に強い国づくり 

○国は，国土形成計画等の総合的・広域的な計画の作成に際しては，豪雪，

雪崩等による雪害から国土並びに国民の生命，身体及び財産を保護するこ

とに十分配慮するものとする。 
(1) 主要交通・通信機能強化 

○国，公共機関及び地方公共団体は，主要な鉄道，道路，港湾，空港等の基

幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては，ネットワークの充実を含む

雪害に対する安全性の確保に努めるものとする。 
(2) 雪害に強い国土の形成 

○国土交通省及び地方公共団体は，雪害に強い国土の形成を図るため，除雪，

防雪，凍雪害の防止に係る事業を総合的，計画的に推進するものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省〕及び地方公共団体は，雪崩による災害を防

止するための雪崩防止林等の森林造成や雪崩防止施設の整備，及び雪崩，

融雪等による水害・土砂災害を防止するための河川事業，ダム事業，砂防

事業，治山事業，雪崩対策事業等を推進するものとする。 
２ 雪害に強いまちづくり 

(1) 雪害に強いまちの形成 

○国土交通省及び地方公共団体は，冬期における都市機能の確保を図るため，

積雪・堆雪に配慮した道路整備，スノーシェッド，防護柵，消融雪施設等

防雪施設の整備，並びに路盤改良，流雪溝の整備等を行うものとする。 
○国〔国土交通省，総務省〕及び地方公共団体は，消流雪用水の確保，除・

排雪機能の高い河川・渓流等の整備，積雪の排除のための機能を付した下

水道整備等を進めるとともに，通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化

など通信機能を確保しうるような施策を講じることにより，雪害に強いま

ちづくりを行うものとする。 
○地方公共団体は，除排雪作業を効率よく実施するために，運搬排雪に利用

しやすい雪捨場の確保と整備を図るとともに，住民に対してその位置の周

知を図るものとする。 
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○地方公共団体は，雪崩等による危険の著しい区域については，災害を未然

に防止するため災害危険区域の指定について，検討を行い，必要な措置を

講ずるものとする。 
(2) 除雪体制等の整備 

○豪雪等に対し，緊急に道路交通を確保できるよう，国土交通省及び地方公

共団体は，除雪活動を実施するための除雪機械，除雪要員等の動員等につ

いて体制の整備を行うとともに，所管施設の緊急点検，除雪機械及び必要

な資機材の備蓄に努めるものとする。 
(3) 雪害に対する建築物の安全性の確保 

○国及び地方公共団体は，学校や不特定多数の者が使用する施設，住宅等の

建築物について，雪害に対する安全性の確保に配慮するものとする。 
(4) ライフライン施設等の機能の確保 

○国，地方公共団体及びライフライン事業者は，上下水道，工業用水道，電

気，ガス，電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について，雪

害に対する安全性の確保を図るとともに，系統多重化，拠点の分散，代替

施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体においては，自ら保有するコンピュータシ

ステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに，企業等における安

全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 
(5) 災害応急対策等への備え 

○国，公共機関及び地方公共団体は，雪害が発生した場合の災害応急対策，

災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備え（第１章第２節参照）を

平常時より十分行うとともに，職員，住民個々の防災力の向上を図るもの

とする。 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
○雪害が発生し，又は発生するおそれがある場合には迅速かつ円滑に災害応

急対策，災害復旧・復興を実施する必要があるが，そのための備えとして，

以下に掲げる事項を平常時より怠りなく行うものとする。 
１ 災害発生直前対策関係 

(1) 警報等の伝達 

○気象庁及び地方公共団体は，警報等を住民等に伝達する体制を整備するも

のとする。 
(2) 住民の避難誘導体制 

○地方公共団体は，避難場所，避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
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○地方公共団体は，積雪，融雪等の状況を勘案した速やかな避難体制の整備

を進めるものとする。 
○地方公共団体は，雪崩災害等に対する警戒避難基準をあらかじめ設定する

よう努めるものとする。国は，この基準が設定されるよう，指導及び必要

な助言を行うものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を速やかに避難誘導

するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれ

らの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(3) 災害未然防止活動 

○雪崩等に対し，迅速かつ円滑な災害応急対策が行えるよう，国及び地方公

共団体は，必要に応じあらかじめ活動体制の整備，施設，設備等の整備，

点検に努めるものとする。 
○気象庁は，発表する情報について都道府県と連携しつつ市町村での効果的

利活用に関する助言に努めるものとする。 
２ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国〔気象庁，国土交通省〕は，低気圧及び前線の活動等による降雪量，積

雪量，気温等の気象状況を観測し，これらの情報を迅速かつ正確に収集・

伝達するための体制及び積雪深計等施設，設備の充実を図るものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，雪崩発生監視装置の設置に努めるものと

する。 
○国〔気象庁，国土交通省〕は，関係機関の協力を得て，降雪量，積雪量等

雪害に関する情報をより効率的に活用するための内容の充実を図り，関係

行政機関はもとより，報道機関等を通じた住民等への提供体制の整備を図

るものとする。 
○雪害による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす

事態に備え，国，公共機関及び地方公共団体は，市町村，都道府県，国そ

の他防災機関との連絡が，相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルー

トの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立

に努めるものする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間におい

て情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の

明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応で

きる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な
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収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連絡システ

ムの整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，衛星通信，インターネットメール，防災行政無線等

の通信手段を整備する等により，民間企業，報道機関，住民等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，非常時の確実な情報伝達を確保するため，

多重無線及び移動通信回線の充実を図るものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか，必要に応じ災害対策を支援す

る地理情報システムの構築についても推進を図るものとする。また，国等

においてはそれらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施さ

れるよう情報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，

その推進に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国，地方公共団体及び電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重

要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，情報通信施設の雪害に

対する安全性の確保及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路の多

ルート化，通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進，無線を利用

したバックアップ対策，デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに

災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るもの

とする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進
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を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による

伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の対策に十分留意して

おくこと。このため，あらかじめ非常時における運用計画を定めておくと

ともに関係機関の間で運用方法についての十分な調整を図ること。この場

合，周波数割当等による対策を講じる必要が生じた時は，総務省と事前の

調整を実施すること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信

を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 
・災害時に有効な，携帯電話等，業務用移動通信，アマチュア無線等による

移動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線

の活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
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・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
・内閣府は，災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及

び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）を含む防災関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡

充等伝送路の確保に努めること。 
３ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際，例えば参集基準の明

確化，連絡手段の確保，参集手段の確保，参集職員の宿舎の職場近傍での

確保，携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討

すること。また，交通の途絶などにより職員の動員が困難な場合等を想定

し，災害応急対策が実施できるよう，訓練等の実施に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊を充実強化するとともに，実践的な訓練等

を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，食料，水，生活必需品，医薬品，血液製剤及び

所要の資機材の調達等に関する応援体制の充実に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，機関相互の応援が円滑に行えるよう，警察・消

防・自衛隊等の部隊の展開，宿営の拠点，ヘリポート，物資搬送設備等の

救援活動拠点の確保に努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊との連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係に
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ついて定めておくなど，平常時から連携体制の強化を図るものとする。そ

の際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図る

とともに，相互の情報連絡体制の充実，共同の防災訓練の実施に努めるも

のとする。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を徹

底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（救急，救助，応急

医療，緊急輸送等）について，自衛隊への派遣要請を行うのか，平常時よ

りその想定を行うとともに，自衛隊に連絡しておくものとする。 
(4) 防災中枢機能等の確保，充実 

○国，公共機関及び地方公共団体は，雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ，

それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設，設備の充実に努めるものと

する。その際，物資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料水等の

適切な備蓄及び調達体制を整備しておくことにも配慮する。 
○国，公共機関，地方公共団体及び救急医療を行う医療機関等災害応急対策

に係る機関は，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備等の整備を図り，停電時でも利用可能なものとす

るよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，災害時には地域における災害対策活動の拠点となる施設

の整備に努めるものとする。 
４ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動関係 

○国及び地方公共団体は，雪崩災害の発生，拡大の防止を図るために必要な

資機材を備蓄するとともに，防止対策を実施するための体制の整備を図る

ものとする。 
５ 救助・救急及び医療活動関係 

○国，地方公共団体及び医療関係機関等は，発災時における救助・救急及び

医療に係る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ，通信手段の確

保等を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を迅速に把握するために，広域災害・救急医療情報システムの整備に努め

るものとする。 
(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
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○国〔防衛省〕は，救助用資機材の整備を推進するものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに，先端技術による高

度な技術の開発に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行

うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，輸送

の途絶又は困難な場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備蓄

に努めるものとする。また，地域の実情に応じて，災害時における拠点医

療施設を選定するなど，災害発生時における救急医療体制の整備に努める

ものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
○国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

に参加する，医師，看護師等に対する教育研修を推進するものとする。 
６ 緊急輸送活動関係 

○地方公共団体は，災害発生時の緊急輸送活動のために，多重化や代替性を

考慮しつつ確保すべき輸送施設(道路，港湾，漁港，飛行場等）及び輸送

拠点（トラックターミナル，卸売市場等）について把握するものとする。

また，国及び地方公共団体は，これらを調整し，災害に対する安全性を考

慮しつつ，関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークの形成を図るととも

に，関係機関等に対する周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，施設の管理者と連携をとりつつ，あらかじめ，臨時ヘリ

ポートの候補地を関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークにおける輸

送施設として指定するとともに，これらの場所を災害時において有効に利

用し得るよう，関係機関及び住民等に対する周知徹底を図るなどの所要の

措置を講じるものとする。また，災害時の利用についてあらかじめ協議し

ておくほか，通信機器等の必要な機材については，必要に応じ当該地に備

蓄するよう努めるものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省，消防庁〕及び地方公共団体は，緊急時にお

ける輸送の重要性にかんがみ，緊急輸送ネットワークとして指定された輸

送施設及び輸送拠点については，特にスノーシェッドの設置，除雪体制の
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強化等の雪害に対する安全性の確保に配慮するものとする。 
○警察庁，国土交通省及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通

関連施設について雪害に対する安全性の確保を図るとともに，災害時の道

路交通管理体制を整備するものとする。また，都道府県警察は，災害時の

交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対

策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，災害時において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，広域的な交通管理体制を整備するものとする。 
○道路管理者は，道路の除雪，障害物除去，応急復旧等に必要な人員，資機

材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 
○国及び港湾管理者は，発災後の港湾の障害物除去，応急復旧等に必要な人

員，資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ，

運送事業者等と協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。 
７ 避難収容活動関係 

(1) 避難場所 

○地方公共団体は，公民館，学校等公共的施設等を対象に，雪崩のおそれの

ない場所に，地域の人口，誘致圏域，地形，災害に対する安全性等に配慮

し必要な数，規模の避難場所をその管理者の同意を得た上で，あらかじめ

指定し，住民への周知徹底に努めるものとする。避難場所となる施設につ

いては，暖房に配慮するとともに必要に応じ換気，照明等避難生活の環境

を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，

通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者

にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。

さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手

に資する機器の整備を図るものとする。 
○地方公共団体は，指定された避難場所又はその近傍で，食料，水，非常用

電源，常備薬，炊きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
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(2) 応急仮設住宅等 

○国〔国土交通省，厚生労働省，経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団

体は，企業等と連携を図りつつ，応急仮設住宅の建設に要する資機材に関

し，供給可能量を把握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備してお

くものとする。 
○国及び地方公共団体は，応急仮設住宅の用地に関し，雪崩災害の危険箇所

等に配慮しつつ建設可能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を整

備しておくものとする。 
○地方公共団体は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空家等の把握に努め，災害時に迅速にあっせんできるよう，あらかじ

め体制を整備するものとする。 
８ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動関係 

○地方公共団体は，豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落

の孤立が起きた場合の被害を想定し，必要とされる食料その他の物資につ

いてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し，それらの供給のための計画を定

めておくものとする。また，備蓄を行うに当たって，避難場所の位置を勘

案した分散備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに，備蓄拠点を

設けるなど，体制の整備に努めるものとする。 
○国〔農林水産省，厚生労働省，経済産業省，総務省〕は，食料，水及び医

薬品等生活必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達体制の整備を

行うものとする。 
○国及び地方公共団体の備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう，あらかじめ体制を整備するも

のとする。 
○国〔農林水産省，経済産業省〕は，下記の物資について，調達体制の整備

に特段の配慮をすることとし，その調達可能量については毎年度調査する

ものとする。 
食料…精米，即席めん，おにぎり，弁当，パン，缶詰，育児用調製粉乳 
生活必需品…下着，毛布，作業着，タオル，エンジン発電機，卓上コンロ，

ボンベ 
９ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する

ものとする。 
○ライフライン事業者は，雪害発生時に円滑な対応が図られるよう，ライフ
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ラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画

を作成しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関して，

広域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に

努めるものとする。 
１０ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有線系や

携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める

ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者情報が入手困難な

被災者に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。 
○国，地方公共団体は，被災者等に対して，必要な情報が確実に伝達され，

かつ共有されるように，その際の役割・責任等の明確化に努めるものとす

る。 
○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国及び放送事業者等は気象，積雪量等雪害に関する情報及び被災者に対す

る生活情報を常に伝達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図る

ものとする。 
○放送事業者，通信事業者等は，被害に関する情報，被災者の安否情報等に

ついて，情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
○国〔国土交通省，気象庁〕は，関係機関の協力を得て，降雪量，積雪量等

の情報の収集，処理，加工，伝達を迅速かつ的確に行う情報伝達システム

の高度化を図るとともに，高齢者等の災害時要援護者においても十分に伝

達することができるよう報道機関，市町村等への情報提供を推進し，提供

地域の拡大に努めるものとする。 
１１ 海外からの支援の受入れ活動関係 

○海外からの支援については，即座に到着が可能であるか，被災地等に過大

な負担をかけさせない自己完結型であるかなどを，国〔内閣府，外務省，

警察庁〕は発災前にあらかじめ個々の支援機関について調査し，その情報

の蓄積を図っておくものとする。 
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○国〔内閣府等〕はあらかじめ海外からの支援の受入れの可能性のある分野

について検討し，その対応方針を定めておくものとする。 
○国〔内閣府，外務省，農林水産省，警察庁等〕は，海外からの支援を受け

入れる場合に必要な諸手続などについては，あらかじめ定めておくものと

する。 
１２ 防災関連機関の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊等国の機関とも協力し，また，自

主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボランティア団体及び災害時要

援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施するものとする。 
○地方公共団体は，地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○地方公共団体及び公共機関が訓練を行うに当たっては，被害の想定を明ら

かにする等様々な条件を設定し，参加者自身の判断も求められる内容を盛

り込むなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
１３ 災害復旧・復興への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○公共土木施設管理者は，雪崩等による災害の円滑な復旧を図るため，あら

かじめ重要な所管施設の構造図，基礎地盤状況等の資料を整備しておくよ

う努めるものとする。 
○国〔総務省，経済産業省〕は，地域産業の復興の円滑化のため，耐災害性

の高い情報通信システムの実現のための調査を行い，企業情報通信システ

ムのバックアップ体制の整備の促進等を図るものとする。 
(2) 復興対策の研究 

○関係機関は，住民のコンセンサスの形成，経済効果のある復興施策，企業

の自立復興支援方策，復興過程における住民の精神保健衛生，復興資金の

負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする。 
○内閣府は，被災地方公共団体が復興計画を作成するための指針となる災害

復興マニュアルの整備について研究を行うものとする。 
第３節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚を持
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ち，平常時より，災害に対する備えを心がけるとともに，豪雪等による災

害時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災

害時には，近隣の負傷者，災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら活動

する，あるいは国，公共機関，地方公共団体等が行っている防災活動に協

力するなど，防災への寄与に努めることが求められる。このため，国，公

共機関及び地方公共団体は，自主防災思想の普及，徹底を図るものとする。 
２ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，防災関連行事等を通じ，住民に対し，

災害の危険性を周知させるとともに，食料，飲料水等の備蓄，非常持出品

（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備等家庭での予防・安全対

策，注意報・警報実施時にとるべき行動，避難場所での行動等防災知識の

普及，啓発を図るものとする。また，災害時の家族内の連絡体制の確保を

促すものとする。 
○国及び地方公共団体は，被害の防止，軽減の観点から雪崩等に対する早期

避難に対する住民の理解と協力を得るものとする。地方公共団体は，地域

住民に対し，雪崩のおそれのない適切な避難場所，避難路等について周知

徹底させるものとする。 
○地方公共団体は，雪崩危険箇所を特定し，標識の設置等により住民等への

周知に努めるものとする。 
○地方公共団体は，雪降ろし中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故

の防止を図るよう住民への注意の喚起に努めるものとする。 
○地方公共団体は，雪崩の発生危険箇所等について調査するなど防災アセス

メントを行い，地域住民の適切な避難や防災活動に資するよう，雪崩危険

箇所等の防災に関する総合的な資料を図面表示等を含む形でとりまとめ

たハザードマップ，防災マップ，地区別防災カルテ，災害発生時の行動マ

ニュアル等をわかりやすく作成し，住民等に配布するものとする。また，

地域の実情に応じ，防災知識の普及等に資する施設の設置に努めるものと

する。 
○教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ

等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
○国及び地方公共団体は，雪崩防災週間等を通じ，各種講習会，イベント等
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を開催し，雪崩災害防止に関する総合的な知識の普及に努めるものとする。 
(2) 防災訓練の実施，指導 

○国及び地方公共団体は，雪崩防災週間等を通じ，積極的に防災訓練等を実

施するものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，様々な条件に配慮し，居住地，職

場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の災害発生

時の避難行動等の習熟を図るものとする。 
(3) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 
３ 国民の防災活動の環境整備 

(1) 消防団，自主防災組織，自主防犯組織の育成強化 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図るものとする。このため，

組織の核となるリーダーに対して研修を実施するなどにより，これらの組

織の日常化，訓練の実施を促すものとする。その際，女性の参画の促進に

も努めるものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，平常時は自主防災組織の研修・訓練の場とな

り，災害時においては，避難，備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施

設の整備を図るとともに，救助，救護のための資機材の充実を図るものと

する。 
○警察庁及び地方公共団体は，地域住民による地域安全活動の中核となる自

主防犯組織に対して，訓練の実施，資機材の整備等に関し，助成その他の

支援を行うものとする。 
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 

○地方公共団体は，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティ

アとの連携について検討するものとする。 
○国及び地方公共団体は，日本赤十字社，社会福祉協議会等やボランティア

団体との連携を図り，災害時においてボランティア活動が円滑に行われる

よう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研

修制度，災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制，ボランティ
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ア活動の拠点の確保等について検討するものとする。 
(3) 企業防災の促進 

○企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止，

事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業において

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよ

う努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練，事業所の耐震化，予想被

害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活

動の推進に努めるものとする。 
○このため，国及び地方公共団体は，こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継

続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の

健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。さらに，，企業のト

ップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業

表彰，企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の

促進を図るものとする。また，地方公共団体は，企業を地域コミュニティ

の一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ，防災

に関するアドバイスを行うものとする。 
第４節 雪害及び雪害対策に関する研究及び観測等の推進 
(1) 雪害及び雪害対策に関する研究の推進 

○国〔文部科学省，国土交通省，気象庁，農林水産省〕は，雪崩災害の発生

メカニズム，雪害の防除等に関する研究を推進するものとする。 
○国は，防災に係る見地から，雪害及び雪害対策に関する科学技術及び研究

の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，研究

機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとする。 
○国は，雪害及び雪害対策に資する基本的なデータの集積，各種試験研究施

設・設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，防災技

術の研究開発の推進を図るものとする。 
○研究機関は，雪害に関する観測研究の成果が，防災体制の強化に資するよ

う，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進するものとす

る。 
(2) 予測，観測の充実・強化等 

○国〔気象庁，国土交通省〕及び地方公共団体は降雪量，積雪量等の観測体

制，施設の充実・強化等を図るものとする。 
○気象庁は降雪量や積雪量などの気象予測技術の高度化を図るものとする。 
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(3) 社会学的研究等の推進 

○研究分野としては，雪崩等自然現象そのものの理学的・工学的研究のみな

らず，災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野についての研究も積

極的に行うものとする。 
○雪崩等により被災した施設の管理者は，既往の被災事例等を参考に，被災

原因の分析，資料収集等を行い，必要に応じ国又は地方公共団体に報告す

る。国又は地方公共団体は，この報告を受け，又は自ら被災原因の分析等

を行い，必要に応じ，基準の改訂，責任の明確化等適切な措置を講ずる。 

第２章 災害応急対策 

○雪害による被害を軽減するためには，近年の気象予測精度の高度化を踏ま

え，事前に住民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行うことが重

要である。 
○応急対策の実施については，住民に も身近な行政主体として第１次的に

は市町村があたり，都道府県は広域にわたり総合的な処理を必要とするも

のにあたる。また，地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の

場合には，国が積極的に応急対策を支援するものとする。 
○災害応急対策としては，まず災害発生直前の警報等の伝達，避難誘導等の

対策があり，発生後は機動的な初動調査の実施等被害状況の把握，次いで

その情報に基づき所要の体制を整備するとともに，除雪の実施，雪崩災害

の防止，人命の救助・救急・医療活動を進めることとなる。さらに，応急

収容，必要な生活支援（食料，水等の供給）を行う。その後は，保健衛生，

社会秩序の維持，ライフライン等の復旧，被災者への情報提供を行ってい

くこととなる。この他，広域的な人的・物的支援を円滑に受け入れること

も重要である。 
第１節 災害発生直前の対策 
○雪害については，気象情報の分析により災害の危険性をある程度予測する

ことが可能なことから，被害を軽減するためには，情報の伝達，適切な避

難誘導等災害発生直前の対策が極めて重要である。 
１ 雪害に関する警報等の伝達 

○気象庁は，被害を及ぼす可能性のある気象，降雪量，積雪量等の状況を把

握し，予想した場合，その警報または注意報を地方公共団体等防災機関又

は報道機関等を通じて地域住民等に対し速やかに伝達する。その際，対象

者に漏れなく，災害時要援護者にも配慮するとともに住民にとってわかり

やすい伝達に努めるものとする。 
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○国土交通省は，自ら又は気象庁を通じて被害を及ぼす可能性のある気象状

況等を把握した時は，この情報を道路情報板，ビーコン等により，速やか

に道路利用者等に伝達する。 
２ 住民の避難誘導 

○地方公共団体は，地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には，住

民に対する避難のための勧告・指示等を行うとともに，積雪，融雪等の状

況を勘案した適切な避難誘導を実施するものとする。 
○地方公共団体は，地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には，必

要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周知徹底を図るものとする。ま

た，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設についても，管

理者の同意を得て避難場所として開設する。 
○住民への避難勧告等の伝達に当たっては市町村防災行政無線をはじめと

した効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し，対象地域の住民への迅

速かつ的確な伝達に努めるものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や雪崩危険

箇所等の存在，災害の概要その他避難に資する情報の提供に努めるものと

する。 
○また，ヘリコプター，船舶による避難についても検討し，必要に応じ実施

するものとする。 
○情報の伝達，避難誘導の実施に当たっては，災害時要援護者に十分配慮す

るよう努めるものとする。 
○避難勧告等の解除に当たっては十分に安全性の確認に努めるものとする。 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
○雪害が発生した場合，被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情

報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり，このため，雪害の規

模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこととす

るが，この場合，概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機

材，情報システムを用いて伝達・共有し，被害規模の早期把握を行う必要

がある。 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 

○国，地方公共団体等は，災害発生直後において，概括的被害情報，ライフ

ライン被害の範囲等，被害の規模を推定するための関連情報の収集にあた

る。 
○国〔国土交通省，農林水産省，警察庁，消防庁，防衛省等〕及び地方公共
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団体は，大規模な雪害が発生した場合には，天候状況を勘案しながら必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省，農林水産省等〕及び地方公共

団体は，雪崩災害が発生した場合，必要に応じ画像情報の利用による被害

規模の把握を行うものとする。 
○また，被害規模を早期に把握するため，警察庁は現場と警察本部が行う交

信情報を，消防庁及び地方公共団体は１１９番通報が殺到する状況等の情

報を積極的に収集するものとする。 
(2) 災害発生直後の被害の第１次情報の収集・連絡 

○市町村は，人的被害の状況，建築物の被害等の情報を収集するとともに，

被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県

へ連絡するものとする。ただし，通信の途絶等により都道府県に連絡でき

ない場合は，消防庁へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省及び指定公共機関等は，被害規模に関する概括的

な情報等を内閣府（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機関を

通じ）に連絡し，内閣府は被害規模を迅速に把握するとともに，これらを

速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○大規模な雪害が発生した場合には，必要に応じ関係省庁〔内閣府，警察庁，

消防庁，防衛省等〕及び民間公共機関等は被害の第１次情報を速やかに官

邸〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，

非常本部等の設置後はこれを非常本部等に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。

また，非常本部等の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。また，非常本部等

の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を必要に応じ内閣
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総理大臣に報告する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を共有するために，

指定行政機関，指定公共機関に連絡する。 
○非常本部等は，収集した被害情報を都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，非常本部等に応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を非常本部等に連絡するとともに，必要

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した応急対策活動情報を，必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常本部等は，収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整され

た応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関及び都道府県等に連絡す

る。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○災害発生直後は直ちに，災害情報連絡のための通信手段を確保するものと

する。このため，必要に応じ， 
・国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生後直ちに情報通信手段の機能

確認を行うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし，そのための

要員を直ちに現場に配置する。また，直ちに総務省に連絡するものとし，

総務省は通信の確保に必要な措置を講ずる。 
・国，地方公共団体及び電気通信事業者は，携帯電話等，衛星通信等の移動

通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
○総務省は，緊急時において重要通信を確保するため，通信システムの被災

状況等を迅速に把握し，活用可能な通信システムを重要通信に充てるため

の調整を円滑に行うものとする。 
○国，地方公共団体等は，災害時の無線局運用時における通信輻輳により生

じる混信等の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し，通信
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統制を行う等により通信の運用に支障をきたさないよう努めるものとす

る。 
第３節 活動体制の確立 
○第１・２節により収集・連絡された情報に基づく判断により，関係機関は

自らの又は他機関と連携をとった応急対策の実施体制をとる。また，国に

おいては，必要に応じ，災害対策関係省庁連絡会議の開催，緊急参集チー

ムの参集及び関係閣僚による協議を行うとともに，非常本部等を設置する。 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，災害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合，

速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の

設置，現地災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関，公共機関等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
２ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な雪害が発生した時は，被災地以外の地方公

共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定等

に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
３ 内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な雪害が発生した場合，必要に応

じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関係省

庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関及び公共機関は，災害の発生のおそれがある場合及び災害が

発生した場合，速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及び

対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関及び公共機関は，機関相互間，地方公共団体等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○ライフライン事業者については，必要に応じ，応急対策に関し広域的応援

体制をとるよう努めるものとする。 
４ 災害対策関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な雪害発生時には，気象及び被害の第１次情報についての確認，共

有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて災害対策関係省庁連絡

会議を開催するものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す
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るものとする。 
５ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な雪害が発生した場合，内閣官房は緊急参集チ

ームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等を行

う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
６ 非常災害対策本部等の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して中央合同庁舎５号館内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く）は，内閣府等の局長級職員

及び指定行政機関の課長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害

応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(2) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により著しく異常かつ激甚な被害が発生していると認め

られたときは，国は直ちに緊急災害対策本部を設置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに必

要な閣議請議等の手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続

きを行い，緊急災害対策本部の設置等を行うものとする。 
○緊急災害対策本部の設置場所は，官邸内とする。 
○緊急災害対策本部の事務局の設置場所は，官邸及び中央合同庁舎５号館内

とする。 
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○緊急災害対策本部長は，当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関

の長並びに指定行政機関の長の権限を委任された当該緊急災害対策本部

の職員である当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員，

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公

共機関に対し，必要な指示をするものとする。 
○緊急災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，別に定め

る申合せにより，内閣府及び関係省庁の職員により分野別の班を設け災害

応急対策の総合調整に関する活動等を実施する。 
(3) 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置 

○収集された情報により，国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異

常かつ激甚な被害が発生していると認められたときは，直ちに内閣総理大

臣は災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置(既に設置されてい

る場合を除く。）を行うものとする。 
(4) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常本部等は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施

に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，指定地方

行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に

関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場

合には，非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○現地対策本部の設置に当たっては，別に定める申合せによるものとする。

緊急災害現地対策本部の場合は，必要な閣議請議の手続きを行う。 
○また，必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担

当官を現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として内閣府副大臣とし，現地対策本部員は，本省

庁課長級職員及び地方出先機関の部長級職員によって構成されるものと

する。 
○現地対策本部員等予定者は，緊急の輸送についての事前のとりきめに基づ

き，自衛隊のヘリコプター等により政府調査団のメンバー等として現地に

派遣され，そのまま現地対策本部員等として現地対策本部に常駐し，被災

地方公共団体と連絡調整を図りつつ政府が実施する対策を処理するとと

もに，地方公共団体の災害対策本部が行う災害対策に対して，支援，協力

等を行うものとする。 
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７ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を収集した

被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとする。また，事

態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその旨を連絡する

ものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し，部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○市町村長は，通信の途絶等により都道府県知事に対し自衛隊の派遣要請を

するよう要求ができない場合には，その旨及びその市町村の地域に係る災

害の状況を自衛隊に通知するものとする。この通知をしたときは，速やか

にその旨を都道府県知事に通知するものとする。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば大規模

な雪害が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，通信の途絶等に

より都道府県等と連絡が不可能である場合や上記の市町村長からの通知

を受けた場合等における人命救助のための部隊等の派遣等，雪害に際し，

その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認められる

ときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○庁舎，営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に，火災その他の災害が

発生した場合，部隊等の長は部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救急活動の内容は，災害の状況，他の救急

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

水防活動，道路又は水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の

緊急輸送，炊飯及び給水，救援物資の無償貸与又は譲与，危険物の保安及

び除去等を実施するものとする。 
第４節 除雪の実施と雪崩災害の防止活動 
○雪害においては，災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く，それを

小限に抑える応急活動を行うことが被害全体の規模を小さくすること

につながる。 
(1) 除雪の実施 

○国，公共機関及び地方公共団体は，災害を防止するため，除雪を実施する

ものとする。 
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○地方公共団体は，家屋倒壊による被害を防止するため，住民に対し，屋根

の雪下ろしを督励するとともに，必要に応じ支援を行うよう努めるものと

する。 
(2) 雪崩災害の発生，拡大防止 

○国及び地方公共団体は，雪崩災害の発生の防止・軽減を図るため，専門技

術者等を活用して，雪崩危険箇所の点検を行うものとする。その結果，危

険性が高いと判断された箇所については関係機関や住民に周知を図り，適

切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，雪崩災害が発生した場合は，早急に被害状況や今

後の被害の拡大の可能性等について現地調査を行い，必要に応じて応急工

事を実施するものとする。 
第５節 救助・救急及び医療活動 
○災害発生後，被災者に対し救助・救急活動を行うとともに，負傷者に対し

必要な医療活動を行うことは，生命・身体の安全を守るために 優先され

るべき課題である。 
１ 救助・救急活動 

(1) 住民及び自主防災組織の役割 

○住民及び自主防災組織は，自発的に被災者の救助・救急活動を行うととも

に，救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
(2) 被災地方公共団体による救助・救急活動 

○被災地方公共団体は，その区域内における救助・救急活動を行うほか，被

害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，非常本部等，現地対策本部等国

の各機関，他の地方公共団体に応援を要請するものとする。 
(3) 被災地以外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○被災地以外の地方公共団体は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援

協定等に基づき，救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施するもの

とする。 
○非常本部等は必要に応じ，消防庁，警察庁，防衛省及び海上保安庁等に対

し，応援を依頼するものとする。 
○非常本部等又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，

自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整

を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための
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措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼に基づき，救助・救急活動

を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上において救急救助活動を行うものとし，更に可能な場

合は必要に応じ，又は非常本部等の依頼等に基づき，被災地方公共団体の

活動を支援するものとする。 
(4) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

○被災地方公共団体は，自らの公的医療機関において医療活動を行うほか，

必要に応じ，その区域内の民間医療機関に対し，医療活動の協力を求める

ものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省，防衛省〕及び日本赤十字社は，被災地域内

の国立病院，国立療養所，国立大学病院，自衛隊の病院，日赤病院等にお

いて医療活動を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関等は，病院建物，医療設備の被害の応急復旧を実施

するとともに，必要に応じ，ライフライン事業者等に対し，応急復旧の要

請を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関は，状況に応じ，救護班を派遣するよう努めるもの

とする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，救

護班派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し，応援の派遣等

を行うものとする。 
(2) 被災地域外からの救護班の派遣 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，速やかに医療関係機関又は非常本部

等に対し，救護班の派遣について要請するものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び被災地域外の地方公共

団体は，医師を確保し救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成す
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るとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救護班・

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○消防庁は，被災地以外の市町村の救急隊等からなる救護班による応援のた

めの措置をとるものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常本部等に報告するよう努め

るものとする。 
○被災地域を含む都道府県は，その区域内又は近隣都道府県からの救護班の

派遣に係る調整を行うものとする。また，活動場所の確保を図るものとす

る。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，広域的な見地か

ら，救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
(3) 被災地域外での医療活動 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，広域後方医療関係機関〔厚生労働省，

文部科学省，日本赤十字社〕に区域外の医療施設における広域的な後方医

療活動を要請するものとする。 
○広域後方医療関係機関は，必要に応じて広域後方医療施設を選定し，その

結果を非常本部等に報告するものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は関係機関の要請に基づき，広域後方医療

活動の総合調整を行うものとする。 
○広域後方医療施設への傷病者の搬送について，緊急輸送関係省庁は，必要

に応じ，又は広域後方医療関係機関若しくは地方公共団体からの要請に基

づき，搬送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
○第５節に述べた救助・救急・医療活動を迅速に行うためにも，また，被害

の拡大防止，さらに避難者に緊急物資を供給するためにも，交通を確保し，

緊急輸送を行う必要がある。 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，除雪，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
○輸送活動を行うに当たっては，次のような事項に配慮して行う。 
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一 人命の安全 
二 被害の拡大防止 
三 災害応急対策の円滑な実施 

２ 交通の確保 

○雪害発生後，順次優先度を考慮して除雪，応急復旧のため集中的な人員，

資機材の投入を図るものとする。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○交通の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であり，かつ，総合

的な調整を必要とするものであるため，非常本部等は，必要に応じ，交通

の確保に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほか，関係機関に対し報

告を求め，又は必要な依頼を行うものとする。 
(2) 道路交通規制等 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，危険防止を図るとともに，緊急輸送を確保するため，道

路交通の状況等に対応した交通規制を行うものとする。この場合において，

被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には，被災地域周辺の都

道府県警察の協力により，周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する

ものとする。また，交通規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者

等との応援協定に基づき，交通誘導の実施等を要請するものとする。さら

に，情報板，信号機等の交通管制施設も活用し，緊急輸送の確保に資する

ものとする。 
○都道府県警察は，交通規制が実施されたときは，直ちに住民等に周知徹底

を図るものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，必要な場合には，放置車両の

撤去，警察車両による先導等を行うものとする。 
○都道府県警察は，緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，必要に応じ

運転者等に対し措置命令等を行うものとする。 
○国家公安委員会は，都道府県公安委員会に対し，必要に応じて，広域的な

見地から指示を行うものとする。 
○警察庁は，都道府県警察が行う交通規制について広域的な見地から調整を

行うとともに，都道府県警察に対して必要に応じて指導を行うものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常本部等は，相互に密

接な連絡をとるものとする。 
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○非常本部等は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
○道路管理者は，道路の通行が危険であると認められる場合における道路通

行規制に関する基準等を定め，交通関係機関への連絡，通行規制その他必

要な措置を講ずるものとする。 
(3) 道路の応急復旧等 

○国土交通省は，管理する国道について早急に被害状況を把握し，交通の危

険を防止する必要がある場合は，一般車両の通行を禁止するなどの通行規

制を行い，障害物の除去，除雪の実施，応急復旧等を行うとともに，被災

地方公共団体等他の道路管理者に対して，被害状況に関する報告を求め，

応急復旧等を要請又は指示するものとする。その場合，緊急輸送道路の確

保を 優先に応急復旧や代替路の設定等を実施すること。あわせて，道路

の通行規制等が行われている場合、道路利用者に対してビーコン，情報板

等により迅速に情報提供すること。 
○道路管理者は，その管理する道路について，早急に被害状況を把握し，国

土交通省等に報告するほか，障害物の除去，除雪の実施，応急復旧等を行

い道路機能の確保に努めるものとする。 
○路上の障害物の除去，除雪の実施について，道路管理者，警察機関，消防

機関及び自衛隊等は，状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 
○道路管理者は，建設業者との間の応援協定等に基づき，障害物の除去，除

雪の実施，応急復旧等に必要な人員，資機材等の確保に努めるものとする。 
○国土交通省は，道路の被害状況及び復旧状況等について，非常本部等に報

告するものとする。 
(4) 港湾及び漁港の応急復旧等 

○港湾管理者は，その管理する港湾施設について，早急に被害状況を把握し，

国土交通省に対して被害状況を報告するとともに，必要に応じ除雪の実施，

応急復旧等を行うものとする。 
○漁港管理者は，漁港施設について早急に被害状況を把握し，除雪の実施，

応急復旧を行うとともに，農林水産省に対して，被害状況を報告するもの

とする。 
○国土交通省及び農林水産省は，港湾及び漁港の被害状況及び復旧状況につ

いて非常本部等に報告するものとする。 
(5) 飛行場等の応急復旧等 

○国土交通省は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

非常本部等に報告し，応急復旧等を行うとともに，空港管理者に対して除
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雪の実施，応急復旧等を要請するものとする。 
○空港管理者は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，除雪の実施，応急復旧等を行うものとす

る。 
○国土交通省，空港管理者及び非常本部等は，相互の連絡を密にして効果的

な除雪の実施，応急復旧等を行うものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開

設し，除雪を実施するとともに，その周知徹底を図るものとする。 
(6) 航空管制等 

○国土交通省は，情報収集，緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を

優先させる。また，災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して，

必要な情報を提供し，航空機の安全運航の確保を図る等災害時に即応した

航空管制及び情報提供を行うものとする。 
(7) 鉄道交通の確保 

○国土交通省は，鉄道の被害状況について早急に把握し，非常本部等に報告

し，鉄道事業者に対して除雪の実施，応急復旧等を要請するものとする。 
○鉄道事業者は，その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，除雪の実施，応急復旧等を行うものとす

る。 
(8) 広域輸送拠点の確保 

○地方公共団体は，状況に応じて人員の派遣等を行いながら，あらかじめ指

定された緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設し，除雪を実

施するとともに，その周知徹底を図るものとする。 
３ 緊急輸送 

○緊急輸送関係省庁及び地方公共団体は，陸・海・空のあらゆる必要な手段

を利用し総合的・積極的に緊急輸送を実施するものとする。特に，機動力

のあるヘリコプター，大量輸送が可能な船舶の活用を推進する。 
○非常本部等は，緊急輸送体制に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほ

か，必要に応じ，又は被災地方公共団体等からの要請に基づき，緊急輸送

関係機関に対し，緊急輸送活動の依頼を行うものとする。 
○国土交通省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，航空運送事業者，道路運送事業者，海上運送事業者及

び鉄道事業者に対して緊急輸送の協力要請を行うものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，自ら保有する船舶，航空機等を用いて緊急輸送活動を
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実施するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，自ら保有する航空機，車両，船舶を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，消防機関に対して緊急輸送の要請を行うものとする。 
○地方公共団体は，必要に応じ，自ら緊急輸送活動を行うほか，輸送関係機

関及び非常本部等に緊急輸送を要請するものとする。 
４ 燃料の確保 

○緊急輸送を行う関係機関及び資源エネルギー庁は，災害時における燃料の

調達・供給体制の整備を図るものとする。 
第７節 避難収容活動 
○雪害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に，安全が確保さ

れるまでの間あるいは住家が被害を受け復旧がなされるまでの間，当面の

居所を確保することは，住民の安全を確保するとともに，精神的な安心に

つながるものでもある。さらに，応急仮設住宅の提供など，被災者の住生

活の回復への第１歩を用意する必要がある。 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や雪崩危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
○地方公共団体は，交通孤立地区等が生じた場合，ヘリコプター，船舶によ

る避難についても検討し，必要に応じ実施するものとする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，雪崩災害等の危険箇所等に配慮しつつ管理者の

同意を得て避難場所として開設する。さらに，高齢者，障害者，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の地域にあるものを含め，

旅館やホテル等を避難場所として借り上げる等，多様な避難場所の確保に

努めるものとする。 
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(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。また，避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 
３ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県の応急仮設住宅の提供 

○被災都道府県は，応急仮設住宅を建設する必要があるときは，発災後，避

難者の健全な住生活の早期確保を図るため，速やかに厚生労働省と協議の

上建設するものとする。ただし，建設に当たっては，雪崩災害に十分配慮

するものとする。また，被災者の入居に係る事務を行い，その円滑な入居

の促進に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅に必要な資機材の調達 

○被災都道府県は，(1)で建設するものとされた応急仮設住宅の建設に必要

な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等

を通じて，又は直接応急収容資機材関係省庁〔農林水産省，経済産業省，

国土交通省〕に資機材の調達に関して要請するものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，関係省庁に資機材の調達に関し依頼す

るものとする。 
○要請を受けた関係省庁は，とるべき措置を決定し，非常本部等及び被災都

道府県に通報するものとする。 
○関係省庁は，とるべき措置について，関係業界団体等に対し，必要な資機

材の供給要請を行うものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮すること。特

に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
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第８節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動 
○被災者の生活の維持のため必要な食料，飲料水及び毛布等生活必需品等を

調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行えるよう，関係機関は，以

下の方針の通り活動する。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○非常本部等は，調達，供給活動に関わる総合調整及び計画の作成等を行う

ほか，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，関係機関

に対し，調達，供給活動の要請を行うものとする。 
(2) 地方公共団体による物資の調達，供給 

○被災地方公共団体は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の地方公共

団体等によって調達され引渡された物資の被災者に対する供給を行うも

のとする。 
○被災地方公共団体及び各省庁は，供給すべき物資が不足し，調達の必要が

ある場合には，物資関係省庁〔厚生労働省，農林水産省，経済産業省，総

務省〕又は非常本部等に物資の調達を要請するものとする。 
(3) 物資関係省庁の活動 

○厚生労働省は，関係事業者に対する給水の要請等を行い，供給を確保する

ものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，医薬品等について，関係業界団体の協力を得る等によ

り，その供給の確保を図るものとする。 
○農林水産省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，政府所有米穀等の供給を行うほか，関係業界団体等の

協力を得る等により，その供給の確保を図るものとする。 
○経済産業省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，生活必需品について，関係業界団体の協力を得る等に

より，その供給の確保を図るものとする。 
○総務省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，通信機器について，関係業界団体の協力を得る等により，

その供給の確保を図るものとする。 
○物資の輸送について，非常本部等及び緊急輸送関係省庁は輸送手段の優先

的な確保などの配慮を行うものとする。 
第９節 保健衛生，遺体の処理等に関する活動 
○避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うととも

に，地域の衛生状態にも十分配慮する。また，大規模な災害により多数の
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死者が生じた場合には遺体の処理を遅滞なく進める。 
１ 保健衛生 

○厚生労働省及び地方公共団体は，被災地，特に避難場所においては，生活

環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いた

め，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等を設けるものとする。 
○特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，車椅子

等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に

実施するものとする。 
○地方公共団体は，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，保健

師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難場所の生活環境を確保するため，必要に応じ，仮設

トイレを早期に設置するとともに，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，

し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとす

る。 
○厚生労働省は，必要に応じ又は被災地方公共団体の要請に基づき，他の地

方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。 
２ 遺体の処理等 

○地方公共団体は，遺体の処理については，火葬場，柩等関連する情報を広

域的かつ速やかに収集し，柩の調達，遺体の搬送の手配等を実施するもの

とする。また，必要に応じ，近隣地方公共団体の協力を得て，広域的な火

葬の実施に努めるものとする。なお，遺体については，その衛生状態に配

慮するものとする。 
第 10 節 社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 
○被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考え

られるので，社会秩序の維持が重要な課題となる。また，被災者の生活再

建へ向けて，物価の安定，必要物資の適切な供給を図る必要があり，これ

らについて，関係機関は適切な措置を講じる。 
１ 社会秩序の維持 

○被災地及びその周辺においては，警察が独自に，又は自主防犯組織等と連

携し，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い，速やかな安

全確保に努めるものとする。 



－ 186 － 

２ 物価の安定，物資の安定供給 

○国及び地方公共団体は，生活必需品等の物価が高騰しないよう，また，買

い占め・売り惜しみが生じないよう，監視するとともに，必要に応じ指導

等を行うものとする。 
第 11 節 施設，設備の応急復旧活動 
○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等，及び二次災害・再

度災害を防止するための国土保全施設等に加え，被災者の生活確保のため，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅速に行う。 
(1) 施設，設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は，発災後直ちに，専門技術をもつ人材等を活用し

て，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これ

らの被害状況等を把握し，二次災害の防止，被災者の生活確保を 優先に，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 
(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は，災害の程度，施設の重要度等を勘案の上，特に必要と認め

られる場合には，関係省庁〔厚生労働省，経済産業省，総務省，国土交通

省〕を経由して，ライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼するも

のとする。 
第 12 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
○社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，被災地の住民等の適切

な判断と行動を助け，住民等の安全を確保するためには，正確な情報の速

やかな公表と伝達，広報活動が重要である。また，住民等から，問い合わ

せ，要望，意見などが数多く寄せられるため，適切な対応を行える体制を

整備する。 
(1) 被災者等への情報伝達活動 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者のニー

ズを十分把握し，気象，被害の状況，二次災害の危険性に関する情報，安

否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関な

どの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通

規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するも

のとする。なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に配

慮した伝達を行うこと。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓
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口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。 
○なお，国及び地方公共団体は，必要に応じ，公共機関，その他関係機関と

の連携を図りつつ，広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し，関係機

関や住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを，被災地

近傍に設置するものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全体に対

し気象，被害の状況，安否情報，交通施設等の復旧状況，義援物資の取扱

い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の公表，

広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとす

る。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常本部等，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災後速や

かに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置，人

員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・整理を

行うものとする。 
第 13 節 自発的支援の受入れ 
○大規模な災害発生が報道されると，国内・国外から多くの善意の支援申し

入れが寄せられるが，国，地方公共団体及び関係団体は適切に対応する。 
１ ボランティアの受入れ 

○国，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する

被災地のニーズの把握に努めるとともに，ボランティアの受付，調整等そ

の受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに

際しては，老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が，効果

的に活かされるよう配慮するとともに，必要に応じて，ボランティアの活
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動拠点を提供する等，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支

援に努めるものとする。 
２ 国民等からの義援物資，義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

○被災地方公共団体は，関係機関等の協力を得ながら，国民，企業等からの

義援物資について，受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し，その内容のリスト及び送り先を非常本部等並びに報道機関を通じ

て国民に公表するものとする。また，現地の需給状況を勘案し，同リスト

を逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の地方公共団体

は，必要に応じ，義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに，被

災地のニーズについて広報を行うものとする。国民，企業等は，義援物資

を提供する場合には，被災地のニーズに応じた物資とするよう，また，品

名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送

に十分配慮した方法とするよう努めるものとする。 
(2) 義援金の受入れ 

○義援金の使用については，地方公共団体が義援金収集団体と配分委員会を

組織し，十分協議の上，定めるものとする。 
３ 海外からの支援の受入れ 

○外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には，外務省は，非

常本部等にその種類，規模，到着予定日時，場所等を通報するものとする。 
○非常本部等は，支援の受入れの可能性について検討するものとする。 
○非常本部等が受入れを決定した場合，あらかじめ定めた対応方針に基づい

て，海外からの支援の受入れ計画を作成し，計画の内容を支援を申し入れ

た国，関係省庁及び被災地方公共団体に示すものとする。その後関係省庁

は，計画に基づき，当該海外からの支援を受け入れるものとする。なお，

支援を受け入れないと決定した場合，速やかに関係国に通報するものとす

る。 

第３章 災害復旧・復興 

○被災地の復旧・復興は，被災者の生活再建を支援し，再度災害の防止に配

慮した施設の復旧等を図り，より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すものとする。また，災害により地域の社会経済活

動が低下する状況にかんがみ，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

るものとする。 
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第１節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復

旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧等

を行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
第２節 被災者等の生活再建等の支援 
○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ

く，災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生

活福祉資金の貸付を行う。，また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活

再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給により，被災者の生活再

建を支援し，被災地の速やかな復興を図る。。これを含む各種の支援措置

を早期に実施するため，地方公共団体は，発災後早期に被災証明の交付体

制を確立し，被災者に被災証明を交付するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，税についての期限の延長，徴収猶予

及び減免，国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減

免等の被災者の負担の軽減を図ることとする。 
○厚生労働省は，被災地における雇用維持を図るための必要な措置を講ずる

とともに，被災者に対するきめ細かな職業紹介を行うなどの雇用対策を講

ずるものとする。 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居等

を行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るた

め，公営住宅等の空家を活用する。 
○国土交通省及び地方公共団体は，災害危険区域等における被災者等の住宅

再建に当たっては，防災集団移転促進事業等を活用しつつ，極力安全な地
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域への移転を推奨するものとする。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の生活の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す

るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
○地方公共団体は，被災者の救済及び自立支援や，被災地域の総合的な復

旧・復興対策等をきめ細かに，かつ，機動的，弾力的に進めるために，特

に必要があるときは，災害復興基金の設立等，機動的，弾力的推進の手法

について検討する。 
第３節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うも

のとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立

的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維

持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。また，農林水産

省は，必要に応じて，被災農林漁業者の経営資金等を供給するため天災融

資法の発動を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 
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第６編 海上災害対策編 
○本編では，船舶の衝突，乗揚，転覆，火災，爆発，浸水，機関故障等の海

難の発生による多数の遭難者，行方不明者，死傷者等の発生又は船舶から

の危険物等の大量流出等による著しい海洋汚染，火災，爆発等の発生とい

った海上災害に対する対策について記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 海上交通の安全のための情報の充実 
○気象庁は，船舶など海上交通の安全に資するため，海上風・海霧等気象の

状況，波浪・海面水温等水象の状況，地震・津波等の状況を観測し，これ

らに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表するものと

する。また，情報の内容の改善，情報を迅速かつ適切に収集・伝達するた

めの体制及び施設，設備の充実を図るものとする。 
○海上保安庁は，海図，水路書誌等水路図誌の整備を図るものとする。 
○海上保安庁は，水路通報，航行警報，気象通報等船舶交通の安全に必要な

情報提供体制の整備を図るものとする。 
第２節 船舶の安全な運行の確保 
○国土交通省は，海技従事者（船舶に乗組む船舶職員）になろうとする者に

対し，海技従事者として必要な知識・能力があるかについて海技従事者国

家試験を行うとともに，既に海技従事者である者についても，５年ごとの

海技免状の更新の際，一定の乗船履歴又は講習等を要求することにより，

海技従事者の知識・能力の維持及び 新化を図るものとする。 
また，時代のニーズに即した船員を確保する必要があることから，各船員教

育機関において，教育内容のレベルアップを図る等その教育体制の一層の

整備充実を推進する。 
○国土交通省は，発航前検査の励行，操練の適切な実施，航海当直体制の確

保，船内の巡視制度の確立等について，船員労務官による監査及び指導を

より一層強化し，船舶の安全な運航の確保を図るものとする。 
○国土交通省は，人的要因に係る海難事故防止等の観点から，条約等の国際

基準に適合していない船舶(サブスタンダード船）の排除のため，寄港国

による外国船舶の監督（ポートステートコントロール：ＰＳＣ）の実施を

積極的に推進するとともに，ＰＳＣ実施体制のさらなる強化，整備を進め

るものとする。 
○海上保安庁は，港内，狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制，海

上交通情報の提供等の体制の整備を図るものとする。 
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○船舶の航行の安全を図るため，その通信手段を確保するものとする。 
・小型船舶を運航する者は，船舶航行の安全を確保するため，通信手段の確

保に努める。 
・国は，小型船舶の通信手段の普及を図るよう努める。 
・船舶の無線局(船舶局等）の開設者は，災害時において無線局が確実に機

能するよう整備・点検に努める。 
・国は，船舶局等の検査体制の充実を図る。 

第３節 船舶の安全性の確保 
○国土交通省は，船舶の構造，設備等の安全基準の整備を行うとともに，技

術革新，海上輸送の多様化等の情勢に対処するものとする。 
○国土交通省は，技術革新による輸送形態の多様化，諸設備の高度化への対

応を始めとする安全基準の整備等に伴う船舶検査業務の複雑化・高度化に

対処するため，研修等の実施により船舶検査体制の充実に努めるものとす

る。 
○国土交通省は，危険物の運送条件，取扱方法，船舶の構造・設備等の規定

の徹底を図るものとする。また，危険物運送の安全基準に関する条約等に

基づき，国内規則の整備を図るものとする。 
○国土交通省は，危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため，船舶検

査の厳格な実施及び危険物運搬船等の立入検査を実施するものとする。 
○国土交通省は，船舶の構造設備等に係る海難事故防止等の観点から，サブ

スタンダード船の排除のため，ＰＳＣの実施を積極的に推進するとともに，

ＰＳＣ実施体制のさらなる強化，整備を進めるものとする。 
第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体及び関係事業者（海上運送事業者をはじめと

する民間事業者をいう。以下同じ。）は，それぞれの機関及び機関相互間

において情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責

任等の明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても

対応できる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報
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共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの

整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，発災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，航行船舶，民間企業，報道機関，住民等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすものとする。また，国等においては

それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情

報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，その推進

に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線
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設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び民間救助・防災組織等は，それぞれの機

関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び民間救助・防災組織等は，それぞれの機

関の実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職

員に周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や

装備の使用方法等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図

るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体，民間救助・防災組織及び関係事業者等は，応急活動及

び復旧活動に関し，各関係機関において相互応援の協定を締結する等平常

時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○海上保安庁長官，都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請

が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法
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を取り決めておくとともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えて

おくものとする。 
３ 捜索，救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 捜索，救助・救急活動関係 

○海上保安庁は，捜索，救助・救急活動を実施するための船艇，航空機及び

潜水器材等の捜索，救急救助用資機材の整備に努めるものとする。また，

救助・救急活動に関し専門的知識・技能を有する職員の育成に努めるもの

とする。 
○都道府県警察は，捜索活動を実施するための，船舶，航空機等の整備に努

めるものとする。 
○海上保安庁は，我が国周辺海域における海上災害に迅速かつ的確に対応す

るため，隣接国の海難救助機関との連携の強化を図るものとする。 
○地方公共団体，民間救助・防災組織等は，船舶，ヘリコプター，救急車，

照明車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に

努めるものとする。 
○防衛省においても，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関及び関係事業者に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応

じ情報交換を行うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
○海上保安庁及び地方公共団体は，あらかじめ，海上保安庁と医療機関，消

防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに，医療機

関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。 
(3) 消火活動関係 

○海上保安庁及び消防機関は，平常時から連携を図り，消防体制の整備に努

めるものとする。 
○海上保安庁は，大型タンカーの火災等に対応できる消防船等及び海上火災

に有効な資機材の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，消防艇等の海上災害用の消防用機械・資機材の整備促進

に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，海水，河川水等を消防水利として活用するための

施設の整備を図るものとする。 
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４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また，都道府

県警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通

誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係 

○国及び地方公共団体は，危険物等が大量流出した場合に備えて，防除活動

及び避難誘導活動を行うための体制の整備に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，危険物等が大量流出した場合に備えて，オイルフ

ェンス等防除資機材及び避難誘導に必要な資機材の整備を図るものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機

材の整備状況を把握し，災害発生時には必要に応じて応援を求めることが

できる体制を整備するものとする。 
○海上保安庁は，油等が大量流出した場合における油等防除に関する計画を

作成するものとする。 
○船舶所有者等は，油等が大量流出した場合に備えて，必要な資機材を船舶

内等に備え付けるものとする。 
○石油・化学事業者団体は，油等が大量流出した場合に備えて，油等防除資

機材の整備を図るものとする。 
６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は海上事故に関する情報を常に伝達で

きるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，家族等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
７ 二次災害の防止活動関係 

○海上保安庁は，航行制限，航泊禁止等二次災害の防止に関して必要な措置

を講じるとともに，船舶に対し周知活動を行う体制の整備を図るものとす

る。 
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８ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○海上保安庁，消防機関及び警察機関は，大規模海難や危険物等の大量流出

を想定し，より実践的な訓練を実施するものとする。 
○海上保安庁等の国の機関，消防機関及び警察機関等を始めとする地方公共

団体，民間救助・防災組織，関係事業者並びに港湾管理者等は，相互に連

携した訓練を実施するものとする。 
○石油・化学事業者団体は，油等流出事故に対応するため，積極的に油等防

除訓練を行う。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，民間救助・防災組織及び港湾管理者等が訓練を行うに

当たっては，海上事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を

工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫する

こと。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
９ 災害復旧への備え 

○国，地方公共団体及び港湾管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらか

じめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備しておくとともに，資料の被

災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
第５節 海上防災思想の普及 
○海上保安庁は，海難防止，海上災害防止に係る講習会を開催し，また，訪

船指導等を行うことにより，海上災害防止思想の普及に努めるものとする。 
第６節 海上交通環境の整備 
○国及び港湾管理者等は，防波堤，航路等の整備により，海上交通の安全性

の向上に努めるとともに，港湾施設の整備等を行う事業者は，法令で定め

る技術基準を遵守するものとする。 
○海上保安庁は，航路標識の整備を行うものとする。 

第７節 海上災害及び防災に関する研究等の推進及び再発防止対策の実施 
○国土交通省及び海上保安庁は，関係機関と協力し，海上災害及び防災に関

する研究及び再発防止のための総合的な研究を推進し，再発防止対策のた

めの措置に反映させるものとする。 
○国土交通省は，我が国の危険物運送における事故防止のため，諸外国で起

きた危険物の事故等について情報を入手するなど，諸外国との情報交換に

努めるものとする。 
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第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 海上事故情報等の連絡 

○大規模な海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合，関係事

業者等は速やかに海上保安庁に連絡するものとする。 
○海上保安庁は，大規模な海上事故が発生した場合又は発生するおそれがあ

る場合，事故情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕，関係省庁〔内閣府，警察

庁，防衛省，消防庁等〕，関係都道府県及び関係指定公共機関に行う。 
○都道府県は海上保安庁から受けた情報を，関係市町村，関係機関等へ連絡

する。 
(2) 大規模な海上事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○関係事業者等は，被害状況を海上保安庁に連絡する。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関す

る概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県へ連絡するもの

とする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省及び指定公共機関等は，被害規模に関する概括的

な情報等を海上保安庁（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機

関を通じ）に連絡し，海上保安庁は被害規模を迅速に把握するとともに，

これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な海上災害が発生した場合，関係省庁〔海上保

安庁，警察庁，消防庁，防衛省等〕等は被害の第１次情報を速やかに官邸

〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○関係事業者等は，被害状況を海上保安庁に連絡する。 
○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係



－ 199 － 

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び海上保安庁に連絡

し，警戒本部又は非常災害対策本部の設置後はこれを警戒本部又は非常災

害対策本部(以下この編において「非常災害対策本部等」という。）に連絡

する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，海上保安庁，関係省庁に連絡

する。また，非常災害対策本部等の設置後は，これを非常災害対策本部等

に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，海上保安庁，関係省庁に連絡する。また，非常災

害対策本部等の設置後は，これを非常災害対策本部等に連絡する。 
○内閣官房，海上保安庁又は非常災害対策本部等は，収集した被害情報を必

要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，海上保安庁又は非常災害対策本部等は，収集した被害情報を共

有するために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部等は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○関係事業者等は，海上保安庁に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等

を連絡する。 
○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，海上

保安庁又は非常災害対策本部等の設置後は非常災害対策本部等に，応急対

策の活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関

は，自ら実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，海上保安庁

又は非常災害対策本部等の設置後は非常災害対策本部等に連絡するとと

もに，必要に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，海上保安庁又は非常災害対策本部等は，収集した応急対策活動

情報を，必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部等は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部等

において調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定

公共機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
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２ 通信手段の確保 

○国，公共機関，地方公共団体及び関係事業者等は，災害発生直後は直ちに，

災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 関係事業者等の活動体制 

○関係事業者等は，発災後，速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置

を講じるものとする。 
○関係事業者等は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な海上災害の発生のおそれがある

場合又は発生した場合，必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，

内閣総理大臣等への報告，関係省庁との連絡調整，政府としての初動措置

の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体，関係事業者等と

の間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 地方公共団体及び公共機関の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体及び公共機関は，指定行政機関との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な海上事故の発生を覚知した時は，発災地以

外の地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域

応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
５ 関係省庁連絡会議の開催等 

(1) 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な海上事故発生時には，事故及び被害の第１次情報についての確認，
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共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡会議を

開催するものとする。 
○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施，

事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現

地に派遣するものとする。 
(2) 警戒本部の設置等 

○海上事故により油等の危険物等が大量流出した場合において，収集された

情報により，事故の規模，予想される被害の広域性等から，応急対策の調

整等を強力に推進するために特に必要があると認められるときは，内閣総

理大臣に報告の上，国は直ちに海上保安庁長官を本部長とする警戒本部を

設置するものとする。 
○警戒本部及びその事務局の設置場所は，原則として海上保安庁内とする。 
○警戒本部が設置された場合は，現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ

適確な実施に資するため，現地に連絡調整本部を設置するものとする。 
○連絡調整本部及びその事務局の設置場所は，原則として管区海上保安本部

内とする。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な海上災害の発生のおそれがある場合又は発

生した場合，内閣官房は緊急参集チームを官邸に参集させ，政府としての

初動措置に関する情報の集約等を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
７ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して国土交通省内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，国土交通省等指定行

政機関の局長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ
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の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施，事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣

を行うとともに，指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する

災害応急対策の総合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅

速に処理する必要がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として国土交通副大臣とし，現地対策本部員は，本

省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるもの

とする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○海上保安庁長官等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を海上事

故の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するも

のとする。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ち

にその旨を連絡するものとする。 
○自衛隊は，海上保安庁長官等法令で定める者から要請を受けたときは要請

の内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判

断し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な海上事故が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，海難事故

の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助のための部隊等

の派遣等，海上災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待

ついとまがないと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣する

ことができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

消防活動，水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，
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危険物の保安及び除去等を実施するものとする。 
９ 防災業務関係者の安全確保 

○国，地方公共団体等は，応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保

を図るものとする。 
○国，地方公共団体等は，応急対策活動中の安全確保のため相互に密接な情

報交換を行うものとする。 
第３節 捜索，救助・救急，医療及び消火活動 
１ 捜索活動 

○海上保安庁，消防機関，都道府県警察等は，船舶及び航空機など多様な手

段を活用し，相互に連携して捜索を実施するものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，船位通報制度，航行警報を活用する等，付近

の航行船舶についてもできる限り捜索活動について協力を求めるものと

する。 
○自衛隊は，必要に応じて，捜索活動を行うものとする。 

２ 救助・救急活動 

(1) 関係事業者，防災関係機関による救助・救急活動 

○事故の発生した関係事業者は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早

急な把握に努めるとともに，救助・救急活動を実施する各機関に可能な限

り協力するよう努めるものとする。 
○海上保安庁は，被災者の救助・救急活動を行うものとし，必要に応じて民

間救助組織等と連携するものとする。 
○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関
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が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
３ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，患者の急増等に対

応するため，相互に密接な情報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関

等に協力を求めるよう努めるものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
４ 消火活動 

(1) 海上保安庁，関係事業者，民間救助・防災組織等による消火活動 

○海上保安庁又は消防機関は，船舶の火災を知った場合は，相互に直ちにそ

の旨を通報するものとする。 
○関係事業者，民間救助・防災組織等は，速やかに火災の発生状況を把握す

るとともに，迅速に消火活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，速やかに火災発生状況を把握するとともに，迅速に消火活

動を行うものとする。また，必要に応じ，地方公共団体に対して応援を要

請するものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は海上保安庁からの要請に基づき，

他の機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
(2) 消防機関による消火活動 

○消防機関は，速やかに沿岸部等の火災の発生状況を把握するとともに，迅

速に消火活動を行うものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応
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援協定に基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるもの

とする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防隊による応援

のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶交通を制限

し又は禁止するものとする。 
○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，交通状況を迅速に把握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者等との応援協定等に基づき，交通誘導の実施

等を要請するものとする。 
○交通規制に当たって，海上保安庁，警察機関，道路管理者及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 危険物等の大量流出に対する応急対策 
○海上事故により大量の油等が排出された場合，事故の原因者等は，防除措

置を講じるものとする。 
○海上保安庁は，海上事故により危険物等が海上に流出した場合，応急的な

防除活動を行い，航行船舶の避難誘導活動等必要な措置を講じるとともに，

排出の原因者等が必要な措置を講じていない場合は，措置を講じるよう命

ずるものとする。 
○消防機関，都道府県警察は，海上事故により危険物等が大量流出した場合，

直ちに防除活動等を行うとともに，避難誘導活動を行うものとする。 
○国土交通省は，油等流出事故が発生した場合，要請等を受けて，油回収船

を出動させ，防除活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，危険物等が大量に流出した場合，原因者側の対応が不十分
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なときは，自ら防除を行う等被害を 小限にくい止めるための措置を講ず

るものとする。 
○国及び地方公共団体等は，危険物等の海岸等への漂着に対処するため，直

ちに関係機関と協力の上，危険物等の防除，環境モニタリング等必要な措

置を講ずるものとする。 
○防除措置を実施するに当たっては，必要な資機材を迅速に調達するものと

し，危険物等の拡散を 小限に抑える措置を講ずるものとする。 
第６節 関係者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者の家族等への情報伝達活動 

○非常災害対策本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び関係事

業者等は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，海上災害の状況，二次

災害の危険性に関する情報，安否情報，医療機関などの情報，それぞれの

機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者の家族等に役立つ

正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。 
○非常災害対策本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び関係事

業者等は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡を

とりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに応えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び関係事

業者等は，国民全体に対し海上災害の状況，安否情報等，ニーズに応じた

情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び関係事

業者等は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し

情報交換を行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
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(3) 関係者等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部等，指定行政機関，地方公共団体及び関係事業者等は，

必要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように，

人員の配置等の体制の整備に努めるものとする。また，情報のニーズを見

極め収集・整理を行うものとする。 
第７節 二次災害の防止活動 
○海上保安庁は，海上災害により船舶交通に危険が生じ又は生じるおそれが

あるときは，速やかに航行警報等必要な措置を講ずるとともに，必要に応

じて船舶交通の整理，指導を行うものとする。また，災害の原因者である

船舶の所有者等に対し，船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため

の措置を講ずべきことを命じ，又は勧告するものとする。 
○気象庁は，二次災害防止のため，海上風・海霧等気象の状況，波浪・海面

水温等水象の状況，地震・津波等の状況を観測し，これらに関する実況あ

るいは予・警報等の情報を発表するものとする。 

第３章 災害復旧 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

した公共施設の復旧事業を行うものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，復旧に当たり，可能な限り復旧予定時

期を明示するものとする。 
○海上保安庁は，災害の原因者である船舶の所有者等に対し，船舶の除去そ

の他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ，又は勧

告するものとする。 
○国，地方公共団体等は，復旧に当たり，環境に配慮しつつ，必要な措置を

講ずるものとする。 
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第７編 航空災害対策編 
○本編では，船舶の衝突，乗揚，転覆，火災，爆発，浸水，機関故障等の海

難の発生による多数の遭難者，行方不明者，死傷者等の発生又は船舶から

の危険物等の大量流出等による著しい海洋汚染，火災，爆発等の発生とい

った海上災害に対する対策について記述する。 
○本編では，航空運送事業者の運航する航空機の墜落等の大規模な航空事故

による多数の死傷者等の発生といった航空災害に対する対策について記

述する。 

第１章 災害予防 

第１節 航空交通の安全のための情報の充実 
○国土交通省は，航空路誌，ノータム等により航空交通の安全確保に関する

情報を適時・適切に提供するものとする。 
○気象庁は，航空機の安全に係わる気象，地象，水象の現象を的確に観測し，

これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表するも

のとする。また，局地的な激しい気象の変化を監視する空港気象ドップラ

ーレーダー等の航空気象観測施設の整備や航空気象予報・警報の精度向上

等を通じて，航空交通の安全のための気象情報の充実を図るものとする。 
○航空運送事業者は，航空交通の安全に関する各種情報を態様，要因毎等に

分類，整理し，事故予防のために活用し，必要な措置を講ずるものとする。 
○航空運送事業者は，分類整理した各種情報を事業者相互間において交換し，

情報の活用を促進するものとする。 
第２節 航空機の安全な運航の確保 
１ 航空従事者，航空保安職員の養成・研修の充実 

○国土交通省は航空大学校において，定期航空等の安全の主力となる航空従

事者を養成し，その安定的確保を図るとともに，定期航空運送事業者等の

行う自社養成についても，十分な指導を行い，その質を確保する。 
○国土交通省は，次世代航空保安システムを運用する職員の技術取得や資質

向上を図るなど，航空保安大学校等における航空保安職員の研修の充実を

図る。 
２ 航空運送事業者等への安全指導 

(1) 航空関係諸規則の遵守の徹底等 

○国土交通省は，航空運送事業者等に対し，航空関係諸規則の遵守の徹底を

指導するものとする。 
○国土交通省は，多様化する運航・整備形態に即した適切な航空関係諸規則
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の整備を図るものとする。 
(2) 教育訓練の充実等 

○国土交通省は，航空運送事業者等において実施する航空従事者等に対する

安全教育・訓練の着実な実施を指導するものとする。 
○国土交通省は，航空運送事業者等に対し，過去の事故実例等を参考とした

実践的な教育訓練内容の設定及びその実施を指導するものとする。 
○国土交通省は，航空運送事業者等の行う教育訓練の実施状況を把握し，必

要に応じてその改善・充実等を図る。 
(3) 定期的な安全指導 

○国土交通省は，航空運送事業者に対し，定期的に行う安全指導において，

適切な運航管理体制の整備，安全意識の高揚その他事故防止に資する事項

について重点的点検を行うものとする。 
３ 無線設備の安全性に関する技術基準等の充実 

○国は，諸外国の技術基準との整合性にも配慮しつつ，通信技術の急速な進

展を無線設備の安全性に関する技術基準等に反映させることにより，航空

機運航の安全性の向上を図る。 
第３節 航空機の安全性の確保 
○国土交通省は，諸外国の技術基準との整合性にも配慮しつつ，航空機技術

の急速な進展を航空機及び装備品等の安全性に関する技術基準等へ反映

させることにより，安全性の向上を図る。 
○国土交通省は，外国政府の証明等の活用を通じ，航空機検査制度の充実を

図る。 
第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体及び航空運送事業者は，それぞれの機関及び

機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際

の役割・責任等の明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等

においても対応できる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
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○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの

整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，発災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，民間企業，報道機関，住民等からの情報など多様な

災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信(以
下「携帯電話等」という。），業務用移動通信，アマチュア無線等による移

動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線の

活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
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・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び航空運送事業者は，それぞれの機関にお

いて実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び航空運送事業者は，それぞれの機関の実

情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周

知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の

使用方法等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図るもの

とする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体及び航空運送事業者は，応急活動及び復旧活動に関し，

各関係機関において相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化

しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○空港管理者と消防機関，都道府県警察は，相互に連携を強化するため，体

制の整備を図るものとする。 
○空港事務所長等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ

う，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておく

とともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
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○空港管理者は，防災関係機関との相互の連携を強化するためにも，国際民

間航空条約第１４付属書に準拠した空港緊急計画を策定するものとする。 
３ 捜索，救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 捜索活動関係 

○国土交通省は，東京救難調整本部を通じて捜索活動等に従事する関係省庁

に対して情報を伝達する体制を維持・整備する。 
○警察庁及び都道府県警察は，捜索活動を行うために有効な装備，資機材，

車両等の整備に努めるものとする。 
○海上保安庁は，捜索活動を迅速かつ的確に実施するため，捜索活動に有効

な資機材の整備を行うものとする。 
(2) 消火救難及び救助・救急，消火活動関係 

○空港管理者，地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両，ヘ

リコプター及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努め

るものとする。 
○国〔防衛省，海上保安庁〕は，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行

うよう努めるものとする。 
○空港管理者及び地方公共団体は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機

材の整備促進に努めるものとする。 
(3) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，空港管理者，日本赤十字社及び地方公共

団体は，負傷者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療

資機材等の備蓄に努めるものとする。 
○空港管理者及び地方公共団体は，あらかじめ，空港管理者と医療機関，消

防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに，医療機

関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また，都道府

県警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通

誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
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５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は航空事故に関する情報を常に伝達で

きるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，家族等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
６ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○空港管理者，航空運送事業者，消防機関，警察機関を始めとする地方公共

団体，国の機関等は相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，公共機関，空港管理者及び航空運送事業者等が訓練を

行うに当たっては，航空事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施

時間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工

夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
第５節 航空交通環境の整備 
○国土交通省は，社会資本整備重点計画等に基づき，空港，次世代システム

を含む航空保安施設等の整備を行うとともに，空港周辺対策の実施を図る。 
第６節 再発防止対策の推進 
○国土交通省は，航空・鉄道事故調査委員会の勧告及び建議等を踏まえて，

同種事故の再発防止のために，必要な安全対策の実施を図る。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 航空事故情報等の連絡 

○航空運送事業者は，自己の運航する航空機について緊急事態又は事故が発

生した場合には，直ちにその情報を国土交通省へ連絡するものとする。 
○国土交通省は，航空機の墜落等の大規模な航空事故が発生した場合又は発

生するおそれがある場合，事故情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕，関係省

庁〔内閣府，警察庁，防衛省，海上保安庁，消防庁，気象庁等〕，関係都

道府県及び関係指定公共機関に行う。 
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○都道府県は国土交通省から受けた情報を，関係市町村，関係機関等へ連絡

する。 
(2) 大規模な航空事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○航空運送事業者は，自己の運航する航空機について事故が発生した場合に

は，それによる被害状況を把握できた範囲から直ちに国土交通省へ連絡す

るものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関す

る概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県へ連絡するもの

とする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ，国土交通省，関係省庁に連絡する。また，都道府県警察

は被害に関する情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を国土交通省（指定公共機関にあっては直接又は関

係指定行政機関を通じ）に連絡し，国土交通省は被害規模を迅速に把握す

るとともに，これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な航空災害が発生した場合，関係省庁〔国土交

通省，警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕等は被害の第１次情報を

速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○航空運送事業者は，被害状況を国土交通省に連絡する。 
○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁，国土交

通省，関係省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び国土交

通省に連絡し，非常災害対策本部の設置後はこれを非常災害対策本部に連

絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡

する。また，非常災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連

絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応
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じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡する。また，非常災

害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有

するために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○航空運送事業者は，国土交通省に応急対策の活動状況等を連絡する。 
○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，国土

交通省又は非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，国土交通省又は

非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に連絡するとともに，必要

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情

報を，必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお

いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関，地方公共団体及び航空運送事業者は，災害発生直後は直ち

に，災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 航空運送事業者の活動体制 

○航空運送事業者は，発災後速やかに，社員の非常参集，情報収集連絡体制

の確立等必要な体制をとるものとする。 
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２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な航空災害が発生した場合，必要

に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関

係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体，航空運送事業者

等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 地方公共団体及び公共機関の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体及び公共機関は，指定行政機関との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な航空事故の発生を覚知した時は，発災地以

外の地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域

応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
５ 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な航空事故発生時には，事故及び被害の第１次情報についての確認，

共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡会議を

開催するものとする。 
○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施等

に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣するもの

とする。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な航空災害が発生した場合，内閣官房は緊急参

集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等

を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
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７ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して国土交通省内とする。 
○非常災害対策本部長は国土交通大臣とし，同本部員(現地対策本部員を除

く。）は，原則として国土交通省及び関係指定行政機関の局長級職員以上

の職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，

指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総

合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要

がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対策本部」という。）

の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として国土交通副大臣とし，現地対策本部員は，本

省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるもの

とする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○空港事務所長等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を航空事故

の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するもの

とする。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちに

その旨を連絡するものとする。 
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○自衛隊は，空港事務所長等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な航空事故が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，運航中の

航空機に異常な事態が発生したことを自衛隊が探知した場合における捜

索又は救助のための部隊等の派遣等，航空災害に際し，その事態に照らし

特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認められるときは，要請を待

たないで部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

消防活動，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，危険物の保

安及び除去等を実施するものとする。 
第３節 捜索，救助・救急，医療及び消火活動 
１ 捜索活動 

○国土交通省及び関係省庁は，捜索救難に関する関係機関として，東京救難

調整本部を通じて，相互に密接に協力して，捜索活動を行う。 
○国土交通省は，東京救難調整本部を通じて捜索活動等に従事する関係省庁

に対して情報を伝達するものとする。 
○消防機関，都道府県警察及びその他の地方公共団体は，ヘリコプターなど

多様な手段を活用し，相互に連携して捜索を実施するものとする。 
○海上保安庁は海上における捜索活動を行うものとし，更に可能な場合は，

必要に応じ，地方公共団体の活動を支援するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じて，捜索活動を行うものとする。 

２ 消火救難及び救助・救急，消火活動 

(1) 空港管理者，防災関係機関による救助・救急活動 

○空港管理者は，空港及びその周辺における発災に関し，速やかに被害状況

を把握するとともに，迅速に救助・救急活動を行うものとする。 
○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
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○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上における災害に係る救助・救急活動を行うものとし，

更に可能な場合は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼等に基づき，

地方公共団体の活動を支援するものとする。 
(2) 空港管理者による消火活動 

○空港管理者は，空港及びその周辺における発災に関し，速やかに火災の発

生状況を把握し消防機関に通報するとともに，迅速に消防機関と連携協力

して消火活動を行うものとする。 
○空港管理者は，必要に応じ，地方公共団体に対して応援を要請するものと

する。 
(3) 消防機関による消火活動 

○消防機関は，速やかに火災の発生状況を把握するとともに，迅速に消火活

動を行うものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応

援協定に基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるもの

とする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防隊による応援

のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
(4) 資機材等の調達等 

○消火救難及び救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を

実施する機関が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
３ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，患者の急増等に対

応するため，相互に密接な情報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関

等に協力を求めるよう努めるものとする。 
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○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者等との応援協定等に基づき，交通誘導の実施

等を要請するものとする。 
○海上保安庁は緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて，船舶の交通を制

限し，又は禁止するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 関係者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者の家族等への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び航空運送
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事業者は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，航空災害の状況，安否

情報，医療機関などの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情

報，交通規制等被災者の家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切

に提供するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び航空運送

事業者は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡を

とりあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに応えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び航空事業

者は，国民全体に対し航空災害の状況，安否情報等，ニーズに応じた情報

を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び航空事業

者は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報

交換を行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 関係者等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関，地方公共団体及び航空事業者等は，必

要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように，

人員の配置等の体制の整備に努めるものとする。また，情報のニーズを見

極め収集・整理を行うものとする。 
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第８編 鉄道災害対策編 
○本編では，鉄軌道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生とい

った鉄道災害に対する対策について記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 鉄軌道交通の安全のための情報の充実 
○気象庁は，鉄軌道交通の安全に係わる気象，地象，水象の現象を的確に観

測し，これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表

するものとする。また，発表情報の内容の改善，情報を迅速かつ適切に収

集・伝達するための体制及び施設，設備の充実を図るものとする。 
○踏切道における自動車との衝突，置石等による列車脱線等の外部要因によ

る事故を防止するためには，事故防止に関する知識を広く一般に普及する

必要がある。このため，国及び鉄軌道事業者は，全国交通安全運動等の機

会を捉えて，ポスターの掲示，チラシ類の配布等を行うよう努めるものと

する。 
第２節 鉄軌道の安全な運行の確保 
○鉄軌道事業者は，事故災害の発生に際して，迅速かつ適切な措置を講ずる

ことができるよう，また，自然災害又は列車の脱線その他の鉄軌道事故に

よる線路又は建築限界の支障によって被害がさらに拡大することを防止

するため，異常時における列車防護その他の手段による関係列車の停止手

配の確実な実施及び防護無線その他の列車防護用具の整備に努めるとと

もに，建築限界の確保や保安設備の点検等の運行管理体制の充実に努める

ものとする。 
○鉄軌道事業者は，乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容に

ついて，教育成果の向上を図るとともに，科学的な適性検査の定期的な実

施に努めるものとする。 
○鉄軌道事業者は，土砂災害等からの鉄軌道の保全を図るため，トンネル，

雪覆，落石覆その他の線路防護施設の点検を行うよう努めるとともに，災

害により本線を走行する列車の運転に支障が生ずるおそれのあるときに

は，当該線路の監視に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，主要な交通施設の被災による広域的な経済活動，

国民生活への支障や地域の孤立化の防止等のため，主要な交通網が集中し

ている地域の土砂災害対策や海岸保全対策を重点的に実施するものとす

る。 
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第３節 鉄軌道車両の安全性の確保 
○国は，科学技術の進歩，交通環境の変化に対応して鉄軌道車両の構造・装

置に関する保安上の技術基準の見直しを行うとともに，車両の安全性に関

する研究の成果を速やかに技術基準に反映させるものとする。 
○鉄軌道事業者は，新技術を取り入れた検査機器の導入を進めることにより，

検査精度の向上を図るとともに，検査修繕担当者の教育訓練内容の充実に

努めるものとする。また，鉄軌道車両の故障データ及び検査データを科学

的に分析し，その結果を車両の保守管理内容に反映させるよう努めるもの

とする。 
第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，それぞれの機関及び機

関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の

役割・責任等の明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等に

おいても対応できる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの整備を推

進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，発災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，民間企業，報道機関，住民等からの情報など多様な

災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
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(3) 通信手段の確保 

○鉄軌道事業者は，事故災害時の重要通信の確保のために指令電話，列車無

線等並びに外部機関との災害時の情報連絡手段を確保するための無線設

備又は災害時優先電話の整備に努めるものとする。その際，電気通信事業

者の協力を得るよう努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信(以
下「携帯電話等」という。），業務用移動通信，アマチュア無線等による移

動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線の

活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお
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くこと。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，それぞれの機関におい

て実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，それぞれの機関の実情

を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知

するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使

用方法等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものと

する。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，応急活動及び復旧活動に関し，各

関係機関において平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ

う，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておく

とともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○鉄軌道事業者は，事故災害発生直後における旅客の避難等のための体制の

整備に努めるとともに，消防機関との連携の強化に努めるものとする。 
○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両，ヘリコプター及

び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○防衛省は，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省〕は，当該機関に係る資機

材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行うよう努める

ものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷
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者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，鉄軌道事業者と医療機関，消防と医療機関

及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連

携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。 
(3) 消火活動関係 

○消防機関等は，平常時より機関相互間の連携の強化を図るものとする。 
○鉄軌道事業者は，火災による被害の拡大を 小限に留めるため，初期消火

のための体制の整備に努めるとともに，消防機関との連携の強化に努める

ものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○鉄軌道事業者は，公安委員会その他の関係機関の協力のもとに，事故災害

時の応急活動のために必要となる人員又は応急資機材等の輸送のための

緊急自動車の整備に努めるものとする。 
○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また，都道府

県警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通

誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は事故災害に関する情報を常に伝達で

きるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制

についてあらかじめ計画しておくものとする。 
６ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○鉄軌道事業者は，事故災害の発生を想定した情報伝達訓練を実施するよう

努めるとともに，警察機関，消防機関を始めとする地方公共団体の防災訓

練に積極的に参加するよう努めるものとする。 
○国の機関，消防機関及び警察機関を始めとする地方公共団体，鉄軌道事業

者等は相互に連携した訓練を実施するものとする。 
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(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，公共機関及び鉄軌道事業者が訓練を行うに当たっては，

鉄道事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等

様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
７ 災害復旧への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○鉄軌道事業者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ施設，車両の構

造図等の資料を整備するよう努めるものとする。 
第５節 鉄軌道交通環境の整備 
○鉄軌道事業者は，軌道や路盤等の施設の保守を適切に実施するとともに，

線路防護施設の整備の促進に努めるものとする。 
○鉄軌道事業者は，列車集中制御装置(CTC)の整備，自動列車停止装置(ATS)
の高機能化等の運転保安設備の整備・充実に努めるものとする。 

○国，地方公共団体，道路管理者及び鉄軌道事業者は，踏切道の立体交差化，

構造の改良，踏切保安設備の整備，交通規制の実施，統廃合の促進等踏切

道の改良に努めるものとする。 
第６節 鉄軌道の安全確保に関する研究等の推進 
○国土交通省及び鉄道に関する公益的研究機関は，事故災害防止のための研

究開発をより一層推進することにより，鉄軌道交通の安全性の向上に努め

るものとする。 
○国土交通省は，研究機関と緊密な連携を図りつつ，研究成果を施策に反映

させるとともに，その活用の促進を図るものとする。 
第７節 再発防止対策の実施 
○国土交通省及び鉄軌道事業者は，事故災害の発生後，その徹底的な原因究

明を行うために必要となる事故災害発生直後の施設，車両その他の事項に

関し，事故災害発生の直接又は間接の要因となる事実について，警察機関，

消防機関等の協力を得て調査を進め，事実の整理を行うものとする。また，

事故の再発防止に資するため，必要に応じ，専門家等による実験を含む総

合的な調査研究を行うよう努めるものとする。 
○国土交通省及び鉄軌道事業者は，事故災害の原因が判明した場合には，

個々の鉄軌道事業者の施設の状況，列車の運転状況等の実情に応じて，そ

の成果を速やかに，安全対策に反映させることにより，同種の事故災害の

再発防止に努めるものとする。 
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○国土交通省は，大規模な鉄道事故の発生後，類似の再発を防止するため，

各鉄軌道事業者に事故情報の提供を行うとともに，定期的に開催される鉄

道保安連絡会議の場を活用して事故情報の交換を行うことにより事故の

再発防止に努めるものとする。 
○国土交通省は，航空・鉄道事故調査委員会の勧告及び建議等を踏まえて，

同種事故の再発防止のために，必要な安全対策の実施を図る。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 鉄道事故情報等の連絡 

○大規模な鉄軌道事故が発生した場合，鉄軌道事業者は速やかに国土交通省

に連絡するものとする。 
○国土交通省は，大規模な鉄軌道事故が発生した場合，事故情報等の連絡を

官邸〔内閣官房〕，関係省庁〔内閣府，消防庁，警察庁，防衛省等〕，関係

都道府県及び関係指定公共機関に行う。 
○都道府県は国土交通省から受けた情報を，関係市町村，関係機関等へ連絡

する。 
(2) 鉄道事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○鉄軌道事業者は，被害状況を国土交通省に連絡する。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ航空機

による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ画像情

報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関す

る概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県へ連絡するもの

とする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を国土交通省（指定公共機関にあっては直接又は関

係指定行政機関を通じ）に連絡し，国土交通省は被害規模を迅速に把握す

るとともに，これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
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○社会的影響が大きい大規模な鉄道災害が発生した場合，関係省庁〔国土交

通省，警察庁，消防庁，防衛省等〕等は被害の第１次情報を速やかに官邸

〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○鉄軌道事業者は，被害状況を国土交通省に連絡する。 
○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び国土交通省に連絡

し，非常災害対策本部の設置後はこれを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡

する。また，非常災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連

絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡する。また，非常災

害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有

するために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○鉄軌道事業者は，国土交通省に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等

を連絡する。 
○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，国土

交通省又は非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，国土交通省又は

非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に連絡するとともに，必要

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情

報を，必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお
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いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，災害発生直後は直ちに，

災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 鉄軌道事業者の活動体制 

○鉄軌道事業者は，発災後，速やかに災害の拡大の防止のため，関係列車の

非常停止の手配，乗客の避難等の必要な措置を講ずるものとする。 
○鉄軌道事業者は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な鉄道災害が発生した場合，必要

に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関

係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，地方公共団体及び鉄軌道事業者等との間に

おいて緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 地方公共団体及び公共機関の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体及び公共機関は，指定行政機関との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な鉄道事故の発生を覚知した時は，発災地以

外の地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域

応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
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５ 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な鉄道事故発生時には，事故及び被害の第１次情報についての確認，

共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡会議を

開催するものとする。 
○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施，

事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現

地に派遣するものとする。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な鉄道災害が発生した場合，内閣官房は緊急参

集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等

を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
７ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生し，関係機関の協力による広域

的な支援が必要と認められるときは，国は直ちに非常災害対策本部を設置

するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して国土交通省内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，国土交通省等指定行

政機関の局長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施，事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣
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を行うとともに，指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する

災害応急対策の総合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅

速に処理する必要がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として国土交通副大臣とし，現地対策本部員は，本

省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるもの

とする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を鉄道事故

の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するもの

とする。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちに

その旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な鉄道事故が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣等，鉄道災

害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと

認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

消防活動，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，危険物の保

安及び除去等を実施するものとする。 
第３節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 鉄軌道事業者等，防災関係機関による救助・救急活動 

○鉄軌道事業者は，事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行

うよう努めるとともに，救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協

力するよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努
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め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上において救助・救急活動を行うものとし，更に可能な

場合は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼等に基づき，地方公共

団体の活動を支援するものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，患者の急増等に対

応するため，相互に密接な情報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関

等に協力を求めるよう努めるものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，



－ 234 － 

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

○鉄軌道事業者は，事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努め

るとともに，消火活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める

ものとする。 
○消防機関は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を

行うものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応

援協定に基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるもの

とする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防隊による応援

のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者との応援協定に基づき，交通誘導等の実施を

要請するものとする。 
○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶の交通を制

限し又は禁止するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
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３ 代替交通手段の確保 

○鉄軌道事業者は，事故災害が発生した場合には，他の路線への振り替え輸

送，バス代行輸送等代替交通手段の確保に努めるものとし，被災していな

い関係鉄軌道事業者においては，可能な限り，代替輸送について協力する

よう努めるものとする。 
第５節 関係者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者の家族等への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事

業者は，被災者の家族等のニーズを十分把握し，鉄道災害の状況，安否情

報，医療機関などの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，

交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供す

るものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事

業者は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をと

りあうものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに応えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事

業者は，国民全体に対し鉄道災害の状況，安否情報，施設等の復旧状況，

ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び鉄軌道事

業者は，情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情

報交換を行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 関係者等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関，地方公共団体及び鉄軌道事業者は，必

要に応じ，発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように，



－ 236 － 

人員の配置等の体制の整備に努めるものとする。また，情報のニーズを見

極め収集・整理を行うものとする。 

第３章 災害復旧 

○鉄軌道事業者は，事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ，あら

かじめ定めた復旧資材の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用

しつつ，迅速かつ円滑な被災施設及び車両の復旧に努めるものとする。 
○鉄軌道事業者は，可能な限り，復旧予定時期を明確化するよう努めるもの

とする。 
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第９編 道路災害対策編 
○本編では，道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路

災害に対する対策について記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 道路交通の安全のための情報の充実 
○気象庁は，道路交通の安全に係わる気象，地象，水象の現象を的確に観測

し，これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表す

るものとする。また，発表情報の内容の改善，情報を迅速かつ適切に収集・

伝達するための体制及び施設，設備の充実を図るものとする。 
○道路管理者は，気象庁による気象，地象，水象に関する情報を有効に活用

するため，気象庁と協力して情報を活用できる体制の整備を図るものとす

る。 
○道路管理者は，道路施設等の異常を迅速に発見し，速やかな応急対策を図

るために，平常時より道路施設等の状況の把握に努めるとともに，情報の

収集，連絡体制の整備を図る。また異常が発見され，災害が発生するおそ

れがある場合に，道路利用者にその情報を迅速に提供するための体制の整

備を図るものとする。 
○都道府県警察は，道路交通の安全のための情報の収集，連絡体制の整備を

図る。また，異常が発見され，災害が発生するおそれがある場合に，道路

利用者に交通情報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 
第２節 道路施設等の整備 
○道路管理者は，道路施設等の点検を通じ，道路施設等の現況の把握に努め

るものとする。 
○道路管理者は道路における災害を予防するため，必要な施設の整備を図る

ものとする。 
○道路管理者は，道路施設等の安全を確保するため，必要な体制等の整備に

努めるものとする。 
○道路管理者は，道路防災対策事業等を通じ，安全性・信頼性の高い道路ネ

ットワーク整備を計画的かつ総合的に実施するものとする。 
○国及び地方公共団体は，主要な交通施設の被災による広域的な経済活動，

国民生活への支障や地域の孤立化の防止等のため，主要な交通網が集中し

ている地域の土砂災害対策や海岸保全対策を重点的に実施するものとす

る。 
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第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体及び道路管理者は，それぞれの機関及び機関

相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役

割・責任等の明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等にお

いても対応できる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連絡システ

ムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，発災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，民間企業，報道機関，住民等からの情報など多様な

災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
○国土交通省は，非常時の確実な情報伝達を確保するため，多重無線及び移

動通信回線の充実を図るものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○道路管理者は収集した情報を分析し整理するための体制の整備を推進す

るものとする。 
○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努めるものとする。また，国等においてはそれら

の情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情報のデ

ータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，その推進に努め

るものとする。 
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(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信，業

務用移動通信，アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整

備しておくこと。なお，アマチュア無線の活用はボランティアという性格

に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び道路管理者は，それぞれの機関において

実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 



－ 240 － 

○国，公共機関，地方公共団体及び道路管理者は，それぞれの機関の実情を

踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知す

るとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用

方法等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとす

る。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体及び道路管理者は，応急活動及び復旧活動に関し，各関

係機関において相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化して

おくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ

う，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておく

とともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両，ヘリコプター及

び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○防衛省は，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省〕は，当該機関に係る資機

材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行うよう努める

ものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
○道路管理者及び地方公共団体は，あらかじめ，医療機関，消防と医療機関

及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連

携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。 
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(3) 消火活動関係 

○道路管理者，消防機関等は，平常時より機関相互間の連携強化を図るもの

とする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また，都道府

県警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通

誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
５ 危険物等の流出時における防除活動関係 

○地方公共団体及び道路管理者は，危険物等の流出時に的確な防除活動を行

うことができるよう，資機材の整備促進に努めるものとする。 
６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は災害に関する情報を常に伝達できる

よう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制

についてあらかじめ計画しておくものとする。 
７ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○道路管理者は，防災訓練の実施を通じ，災害時の対応等について周知徹底

を図るものとする。 
○国の機関，消防機関及び警察機関を始めとする地方公共団体，道路管理者

等は相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体及び道路管理者が訓練を行うに当たっては，災害及び被

害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設

定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
８ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○道路管理者は，施設，設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため，あ

らかじめ体制，資機材を整備するものとする。 
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９ 災害復旧への備え 

○道路管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所管施設の

構造図等の資料を整備しておくとともに，資料の被災を回避するため，複

製を別途保存するよう努めるものとする。 
第４節 防災知識の普及 
○道路管理者は，道路利用者に対し，災害時の対応等の防災知識の普及を図

るものとする。 
第５節 道路災害及び防災に関する研究等の推進 
○国は，道路災害及び防災に関する科学技術及び研究の振興を図るとともに，

研究機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしてゆくものとす

る。 
第６節 再発防止対策の実施 
○道路管理者は，原因究明のための総合的な調査研究を行い，その結果を踏

まえ再発防止対策を実施するものとする。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 事故情報等の連絡 

○道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合，道路管理者は速

やかに国土交通省に連絡するものとする。 
○国土交通省は，道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合，

事故情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕，関係省庁〔内閣府，消防庁，警察

庁，防衛省等〕，関係都道府県及び関係指定公共機関に行う。 
○都道府県は国土交通省から受けた情報を，関係市町村，関係機関等へ連絡

する。 
(2) 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○道路管理者は，被害状況を国土交通省に連絡する。 
○国土交通省は，道路パトロール等により，道路の被災状況を迅速に把握す

るものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，国土交通省等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○市町村は，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，被害規模に関す
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る概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県へ連絡するもの

とする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○警察庁，消防庁，防衛省及び指定公共機関等は，被害規模に関する概括的

な情報等を国土交通省（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機

関を通じ）に連絡し，国土交通省は被害規模を迅速に把握するとともに，

これらを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な道路災害が発生した場合，関係省庁〔国土交

通省，警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕等は被害の第１次情報を

速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○道路管理者は，被害状況を国土交通省に連絡する。 
○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び国土交通省に連絡

し，非常災害対策本部の設置後はこれを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡

する。また，非常災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連

絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，国土交通省，関係省庁に連絡する。また，非常災

害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有

するために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○道路管理者は，国土交通省に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を

連絡する。 
○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の
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活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，国土

交通省又は非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，国土交通省又は

非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に連絡するとともに，必要

に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，国土交通省又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情

報を，必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお

いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生直後は直ちに，災害情報連絡

のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 道路管理者の活動体制 

○道路管理者は，発災後，速やかに災害の拡大の防止のため必要な措置を講

ずるものとする。 
○道路管理者は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確

立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な道路災害が発生した場合，必要

に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関

係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体，道路管理者等と

の間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 地方公共団体及び公共機関の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の
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確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体及び公共機関は，指定行政機関との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な災害の発生を覚知した時は，発災地以外の

地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援

協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
５ 関係省庁連絡会議の開催等 

○道路構造物の被災等による大規模な事故発生時には，事故及び被害の第１

次情報についての確認，共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応

じて関係省庁連絡会議を開催するものとする。 
○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施，

事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現

地に派遣するものとする。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な道路災害が発生した場合，内閣官房は緊急参

集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等

を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
７ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して国土交通省内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，国土交通省等指定行

政機関の局長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応
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急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施，事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣

を行うとともに，指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する

災害応急対策の総合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅

速に処理する必要がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として国土交通副大臣とし，現地対策本部員は，本

省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるもの

とする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規

模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとす

る。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその

旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な災害が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣等，道路災害に

際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認め

られるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，
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消防活動，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，危険物の保

安及び除去等を実施するものとする。 
第３節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 道路管理者等，防災関係機関による救助・救急活動 

○道路管理者は，地方公共団体等の要請を受け，迅速かつ的確な救助・救出

の初期活動に資するよう協力するものとする。 
○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上において救助・救急活動を行うものとし，更に可能な

場合は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼等に基づき，地方公共

団体の活動を支援するものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，患者の急増等に対

応するため，相互に密接な情報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関

等に協力を求めるよう努めるものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
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○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

○道路管理者は，地方公共団体等の要請を受け，迅速かつ的確な初期消火活

動に資するよう協力するものとする。 
○消防機関は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動を

行うものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応

援協定に基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるもの

とする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防隊による応援

のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて警備業者との応援協定に基づき，交通誘導の実施等を要

請するものとする。 
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○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて船舶交通を制限

し，又は禁止するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 危険物の流出に対する応急対策 
○道路管理者は，危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し，直

ちに防除活動，避難誘導活動を行い，危険物による二次災害の防止に努め

るものとする。 
○消防機関，都道府県警察は，危険物の流出が認められた場合，直ちに防除

活動を行うとともに，避難誘導活動を行うものとする。 
第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 
○道路管理者は，迅速かつ的確な障害物の除去，仮設等の応急復旧を行い，

早期の道路交通の確保に努めるものとする。 
○道路管理者は，道路施設の応急復旧活動を行うとともに，類似の災害の再

発防止のために，被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行うものと

する。 
○都道府県警察は，災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るため，

必要な措置を講ずるものとする。 
○都道府県警察は災害発生後直ちに，被災現場及び周辺地域並びにその他の

地域において，交通安全施設の緊急点検を実施するなど必要な措置を講ず

るものとする。 
第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 
１ 被災者の家族等への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者

の家族等のニーズを十分把握し，道路災害の状況，安否情報，医療機関な

どの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被

災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとす

る。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力
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を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに応えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
２ 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全

体に対し道路災害の状況，安否情報，道路施設等の復旧状況，ニーズに応

じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うも

のとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
３ 関係者等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関及び地方公共団体は，必要に応じ，発災

後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口

の設置，人員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収

集・整理を行うものとする。 

第３章 災害復旧 

○道路管理者は，関係機関と協力し，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

した道路施設の復旧事業を行うものとする。 
○道路管理者は，復旧に当たり，可能な限り復旧予定時期を明示するものと

する。 
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第 10 編 原子力災害対策編 
○本編では，原子力事業者の原子炉の運転等(加工，原子炉，貯蔵，再処理，

廃棄，使用(保安規定を定める施設），事業所外運搬(以下「運搬」という。））

により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外(運搬の場合は輸送

容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し，原

子力災害の復旧を図るために必要な対策について記述する。さらに，原子

力艦の原子力災害の対策についても記述する(原子力艦本体及び外国政府

の管理下にある区域での対策を除く）。 
○本編は，原子力災害対策の基本となるものである。各主体は想定されるす

べての事態に対応できるよう対策を講じることとし，たとえ不測の事態が

発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制を整備するものとす

る。 
○専門的・技術的事項については，原子力安全委員会が定めた防災指針「原

子力施設等の防災対策について」等を十分に尊重するものとする。 
○本編第１章から第３章の地域防災計画原子力災害対策編を策定すべき地

域については，上記指針において示されている“原子力施設を中心とした

防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲”をめやすとして，その自然的，

社会的周辺状況等を勘案して定めるものとする。 
○本編第４章の原子力艦の原子力災害に関しては，地域的な特殊性をかんが

みて必要とされる場合，関係自治体の防災計画において，その対応に留意

するものとする。 

第１章 災害予防 

第１節 施設等の安全性の確保 
○原子力事業者は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律，

電気事業法等に基づき，その設計，建設，運転の各段階及び運搬において，

多重防護等の考え方により，原子力事業所等の安全性の確保に万全を期す

ものとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，原子力災害対策特別措置法(以下

「原災法」という。）等に基づき，原子力災害の予防のために必要な措置

を講じるものとする。 
○安全規制担当省庁(文部科学省，経済産業省又は国土交通省をいう。以下

同じ。）は原子力事業者に対する安全規制を徹底し，原子力事業所等の安

全性の確保に努めるものとする。さらに，安全規制担当省庁及び関係地方

公共団体(所在都道府県，所在市町村及び関係隣接都道府県をいう。以下
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同じ）は，原子力事業者が行う原子力災害の予防のための措置が適切に行

われていることについて，適時適切に立入検査の実施等をするものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕は，原子力保安検査官を原子力事業所の所

在地に配置し，原子力事業所の運転状況，設備の保全状況，保安規定の遵

守状況等について，巡視，検査等を行わせるものとする。 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，指定公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，原子力災害に対し

万全を期すため，それぞれの機関及び機関相互間において情報の収集・連

絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の明確化に努めるも

のとする。また，夜間，休日の場合等においても対応できる体制の整備を

図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航

空機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備する

とともに，ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システム

の整備を推進するものとする。また，緊急事態応急対策拠点施設(以下「対

策拠点施設」という。）において当該情報を活用できる体制を整備するも

のとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，迅速かつ的確な情報の収集・連絡

の重要性にかんがみ，国の原子力防災専門官，原子力事業者の原子力防災

要員(以下「防災要員」という。）等発災現場等において情報の収集・連絡

にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，体制の整備を推進するもの

とする。 
○原子力事業者は，特定事象(原災法第１０条第１項前段の規定により通報

を行うべき事象）発生の通報を確実に行うため，原子力事業所ごとに敷地

境界付近におけるガンマ線を測定するための放射線測定設備(以下「敷地

境界モニタリングポスト」という。）及び中性子線の測定を行うために必

要な可搬式測定器等を整備するとともに，定期的に検査を行い，維持する
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ものとする。また，排気筒での放出放射性物質の測定等に必要な測定器に

ついても定期的に検査を行い，維持するものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体及び原子力事業者は，収集した情報を的確に分析整理す

るため，人材の育成・確保に努めるとともに，必要に応じ専門家の意見を

活用できるよう必要な体制の整備に努めるものとする。また，国は，異な

る専門機関に属する専門家間の平常時における交流を促進するために，専

門家の間のネットワークを構築するように努めるものとする。 
○国，指定公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，平常時より防災関

連情報の収集，蓄積に努めるものとする。また，国等においてはそれらの

情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情報のデー

タベース化，オンライン化，ネットワーク化に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国及び都道府県は，緊急時における，国と都道府県，都道府県と市町村の

連絡を円滑に行うための専用回線網の整備・維持に努めるものとする。ま

た，国及び都道府県は，対策拠点施設と国〔官邸（内閣官房），原子力安

全委員会，文部科学省，経済産業省等〕，都道府県及び市町村との間の専

用回線網の整備・維持を図るものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕及び地方公共団体は，対策拠点施設に非常

用電話，ファクシミリ，テレビ会議システムその他非常用通信機器を整

備・維持するものとする。 
○国及び地方公共団体等の緊急時の情報通信手段については，平常時よりそ

の確保に努めるものとし，その整備・運用及び管理等に当たっては，次の

点を十分考慮するものとする。 
・国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図ること。 
・緊急時における情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整備・

拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図るこ

と。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・緊急時における情報連絡を確保するため，平常時より災害対策を重視した

無線設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器

の操作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積
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極的に参加すること。 
・緊急時における情報連絡を確保するため，携帯電話等の電気通信事業用移

動通信，業務用移動通信等による移動通信系の活用体制について整備して

おくこと。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
○原子力事業者は，非常用電話，ファクシミリ，携帯電話その他非常用通信

機器を整備するものとする。 
２ 災害応急体制の整備 

(1) 各機関の防災体制の整備 

○原子力事業者は，原子力事業所ごとに原子力防災組織を設置し，原子力災

害合同対策協議会への派遣，原子力事業所内外の放射線量の測定その他特

定事象に関する状況の把握，原子力災害の発生又は拡大の防止，放射性物

質による汚染の除去等に必要となる防災要員を，原子力事業所の事業形態，

規模等に応じて十分な人数を配置するものとする。 
○原子力事業者は，原子力防災組織を統括する者として，原子力事業所ごと

にその事業所長等から原子力防災管理者を選任するとともに，原子力防災

管理者を補佐し，また，原子力防災管理者が不在の時にその職務を代行す

る副原子力防災管理者を選任するものとする。また，副原子力防災管理者

を複数名置く場合にはあらかじめ代行する順位などについて定めておく

ものとする。 
○原子力事業者は，原子力事業所ごとに原子力災害予防対策，緊急事態応急

対策及び原子力災害事後対策等に関し原子力事業者が講ずべき措置を定

めた原子力事業者防災業務計画を作成するものとする。その際，地域防災

計画と整合性を保つ観点から，あらかじめ関係地方公共団体と誠実に協議

するものとし，また，関係都道府県の公安委員会とも協議するよう努める

ものとする。 
○原子力事業者は，放射線防護用器具，非常用通信機器，放射線測定設備・

機器その他の応急対策に必要な防災資機材を整備するとともに，緊急事態

応急対策及び原子力災害事後対策が迅速かつ的確に行われるよう，防災要

員の派遣及び防災資機材の貸与その他必要な措置を講ずるために必要な
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体制をあらかじめ整備するものとする。 
○安全規制担当省庁は，原子力緊急事態における関係者との連絡方法，意思

決定方法，原子力緊急事態宣言と判断すべき事象の詳細，現地における対

応方策等を定めた危機管理マニュアルを策定するものとする。また，国は，

指定行政機関との連絡方法，初期動作等を定めた関係省庁マニュアル（原

子力災害対策マニュアル）を整備する。 
○安全規制担当省庁は，庁舎内に電話回線，ファクシミリ，テレビ会議シス

テム，緊急時迅速放射能影響予測システム(以下「ＳＰＥＥＤＩネットワ

ークシステム」という。），緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」と

いう。）等必要な資機材を備えた十分な広さを有するオペレーションセン

ターを整備・維持するものとする。 
(2) 職員の体制整備 

○国，指定公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，それぞれの機関に

おいて実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，指定公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，それぞれの機関の

実情を踏まえ，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備

の使用方法等の習熟，他の職員，機関との連携等について徹底を図るもの

とする。その際，国は，地方公共団体等のマニュアル作成を支援するもの

とする。 
(3) 防災関係機関相互の連携体制の整備 

○原子力事業者は，緊急時における迅速かつ円滑な応急対策が図られるよう，

原子力事業者間及び地方公共団体との連携を日頃から密にするなど，体制

の整備を図るものとする。 
○国，指定公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，防災関係機関相互

の連携体制を強化するため，応急活動及び復旧活動に関し，平常時より各

関係機関間における連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進するなど，消防相互応援体制の整備に

努めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備

に努めるものとする。 
○地方公共団体は，緊急時に必要な装備，資機材，人員等に関する広域的な

応援について，応援協定の締結を促進するなど，体制の整備を図るものと
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する。 
○国〔文部科学省，経済産業省，原子力安全委員会〕は，地方公共団体が地

域防災計画を策定する上で災害想定をはじめとする支援を要請した場合

には，その要請に応じ必要な支援を行うものとする。 
○原子力緊急事態宣言発出後における現地の情報の収集は，情報収集ルート

が錯綜することを避ける観点から，原則として原子力災害合同対策協議会

に一元化するものとする。 
(4) 緊急事態応急対策拠点施設の指定，整備 

○国〔文部科学省，経済産業省〕は，原子力緊急事態宣言発出後に政府の現

地対策本部を設置し，国，地方公共団体及び原子力事業者等の関係者が一

堂に会し，情報の共有化を図り，関係機関が一体となった緊急事態応急対

策を実施するための対策拠点施設をあらかじめ指定するものとする。また，

国，地方公共団体，原子力事業者等は，対策拠点施設を地域における原子

力防災の拠点として平常時から訓練等に活用するものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕，地方公共団体及び原子力事業者は，平常

時より協力して，それぞれの役割と責任に応じて，対策拠点施設における

応急対策の実施に必要な設備，資機材及び資料等について適切に整備，維

持及び管理するものとする。 
(5) 原子力安全委員会緊急技術助言組織等の体制整備 

○原子力安全委員会は，緊急事態応急対策調査委員からなる緊急技術助言組

織を設置し，緊急時にはあらかじめ定められた原子力安全委員会委員及び

緊急事態応急対策調査委員を現地に派遣し，発災現場等の情報の収集・分

析を行わせ，国，地方公共団体及び原子力事業者等が行う緊急事態応急対

策に対し的確な技術的助言等を行えるよう必要な体制を整備するものと

する。 
○原子力安全委員会は，安全規制担当省庁より特定事象発生の連絡を受けた

場合，緊急技術助言組織の非常招集並びに原子力安全委員会委員及び緊急

事態応急対策調査委員の現地への派遣を迅速に行うために必要な連絡体

制を整備するものとし，また，必要な移動手段等についてもあらかじめ定

めておくものとする。 
(6) 緊急時予測システム 

○国〔文部科学省〕は，放射能影響予測を迅速に行うＳＰＥＥＤＩネットワ

ークシステムを平常時から適切に整備，維持するとともに，対策拠点施設

への接続等必要な機能の拡充を図るものとする。また，運転・評価要員の

非常参集体制の整備を図るものとする。 
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○国〔経済産業省〕等は，原子炉施設の状態予測等を迅速に行うＥＲＳＳを

平常時から適切に整備，維持及び管理するとともに，対策拠点施設への接

続等必要な機能の拡充を図るものとする。また，運転・評価要員の非常参

集体制の整備を図るものとする。 
○原子力事業者は，放射能影響予測及び原子力施設の状態予測等を行うため

の機能を平常時から適切に整備するものとする。 
(7) 緊急時モニタリング体制の整備 

○地方公共団体は，緊急時における原子力施設からの放射性物質又は放射線

の放出による周辺環境への影響の評価に資する観点から，国の技術的支援

の下，平常時より環境放射線モニタリングを適切に実施するとともに，原

子力安全委員会が定めた指針に基づき，緊急時モニタリング計画を策定し，

モニタリングポストの整備・維持，モニタリング要員の確保等緊急時モニ

タリング体制の整備を図るものとする。 
○文部科学省，指定公共機関〔放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開

発機構〕，事故に係る原子力事業者及び当該原子力事業者以外の原子力事

業者は，現地に動員すべき緊急時モニタリング要員及び機器の動員体制を

整備・維持するものとする。 
○原子力事業者は，敷地境界モニタリングポストのほか，排気筒モニタ，ガ

ンマ線サーベイメータ，中性子線サーベイメータ，ＴＬＤ（熱ルミネセン

ス線量計），ダストサンプラ，ヨウ素サンプラ等必要な測定用資機材を整

備するものとする。 
○原子力事業者は，放射線量の測定及びその他の特定事象に関する状況の把

握を行う防災要員をあらかじめ置くものとする。 
○原子力事業者は，自らモニタリングを行うとともに，地方公共団体が実施

する緊急時モニタリングが円滑に行われるよう，防災要員の派遣，モニタ

リング資機材の貸与等に必要な体制を整備するものとする。 
○国〔防衛省〕は，空からのモニタリング又は海上におけるモニタリングに

関し，原子力災害対策本部長が防衛大臣に対し原子力災害派遣要請を行っ

たときに，又は都道府県知事が自衛隊の部隊等の長に災害派遣要請を行っ

たときに，各自衛隊はヘリコプター又は艦艇を派遣し，現地に動員された

モニタリング要員及び機材を搭載し，空からのモニタリング又は海上にお

けるモニタリングを支援するための適切な体制を整備するものとする。 
○国〔海上保安庁〕は，海上におけるモニタリングに関し，都道府県知事が

管区海上保安本部長に対し要請を行ったときに，巡視船艇等を出動させ，

現地に動員されたモニタリング要員及び機材を搭載し，モニタリングのた



－ 258 － 

めの海上行動に関し，必要な支援をするための適切な体制を整備するもの

とする。 
○国〔気象庁〕は，緊急時において，放射能影響の早期把握に必要な気象情

報を迅速に提供するため，平常時からシステムの維持・管理を行うととも

に，緊急時に適切な対応をとれるよう体制を整備するものとする。 
○国〔環境省〕は，緊急時における環境放射線モニタリングを行うため，平

常時から適切な体制を整備・維持するものとする。 
○国，指定公共機関，地方公共団体，指定地方公共機関及び原子力事業者等

はモニタリングの結果及びその評価を共有することとする。 
(8) 専門家の派遣体制 

○国は，原子炉工学，放射線防護等に関する専門家からなる組織及び現場で

の責任者を含む国の専門職員の派遣体制を整備，維持し，迅速に現地に派

遣できる体制を整えるものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕は，指定公共機関〔放射線医学総合研究所

及び日本原子力研究開発機構〕等からのモニタリング及び医療等に関する

専門家並びに現地対策本部等の要員等の迅速な派遣体制を確保するため，

防衛省，警察庁，海上保安庁に対する輸送支援の要請を含む現地への移送

手段等について，原子力施設ごとにあらかじめ関係機関と調整の上定めて

おくものとする。 
○指定公共機関〔放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開発機構等〕は，

緊急時に原子炉工学，放射線防護などの専門家を招集し，収集された情報

等をもとに評価・検討し，国等が行う緊急事態応急対策への技術的支援等

を行う体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，原子力事業者より特定事象発生の通報を受けた場合，国

に対し事態の把握等のために専門的知識を有する職員の派遣を要請する

手続きをあらかじめ定めておくものとする。 
３ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，屋内退避及び避難誘導計画をあらかじめ作成するものと

し，国〔文部科学省，経済産業省〕及び原子力事業者は，必要な支援を行

うものとする。 
○地方公共団体は，屋内退避，避難場所・避難方法の方法について，日頃か

ら住民への周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者，外国人その他のいわゆる災害時要援護

者及び一時滞在者を適切に避難誘導するため，周辺住民，自主防災組織等
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の協力を得ながら，平常時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努

めるものとする。また，放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十

分配慮するものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，地域防災センター，コミュニティーセンター等公共的施

設等を対象に，避難場所をその管理者の同意を得た上で，あらかじめ指定

するものとする。また，避難場所として指定された建物については，必要

に応じ，衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努め

るものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○国〔警察庁〕及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連設

備について，緊急時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また，

都道府県警察は，緊急時の交通規制及び輸送支援を円滑に行うため，警備

業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に

努めるものとする。 
○国〔警察庁〕及び都道府県警察は，緊急時において交通規制が実施された

場合の車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○国〔警察庁〕及び都道府県警察は，広域的な交通管理体制の整備に努める

ものとする。 
○道路管理者は，緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う道路

機能の確保を行うため，被害状況の把握装置や情報板などの整備を行い，

道路管理の充実を図るものとする。 
５ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急自動車，照明車等の車両，ヘリコプタ

ー及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものと

する。その際，国は整備すべき資機材に関する情報提供等を行うものとす

る。 
○地方公共団体は，緊急被ばく医療の関係者とも密接な連携を図りつつ，実

効的な緊急被ばく医療が行われるよう関係諸機関との整合性のある計画

を作成する。 
○救助・救急関係省庁〔警察庁，防衛省，海上保安庁，消防庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握し，必要に応じ情報交換を行い，適切な

救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔警察庁，防衛省，海上保安庁，消防庁〕は，職員の
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安全確保を図りつつ，効率的な救助・救急活動を行うため，相互の連携体

制の強化を図るとともに，職員の教育訓練を行い，救助・救急機能の強化

を図るものとする。 
○原子力事業者は，被ばく患者の応急処置及び除染を行う設備等を整備し，

維持・管理して，被ばく医療を行える体制を整備しておくとともに，原子

力施設内での指揮命令，通報連絡及び情報伝達に係る体系的な整備を図り，

医療機関，救助・救急関係省庁〔警察庁，防衛省，海上保安庁，消防庁〕，

地方公共団体等の関係機関と通報連絡，被ばく患者の搬送，受入れについ

て緊密な関係を維持するものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔文部科学省，厚生労働省〕，日本赤十字社，地方公共団体及び原子力

事業者は，放射線測定資機材，除染資機材，安定ヨウ素剤，応急救護用医

薬品，医療資機材等の整備に努めるものとする。なお，国は，地方公共団

体が医療資機材等を整備する際には，整備すべき資機材に関する情報提供

等を行うものとする。 
○国〔文部科学省，厚生労働省〕及び地方公共団体は，緊急被ばく医療活動

を充実強化するため，放射線障害に対応する医療機関の整備を進めるとと

もに，緊急被ばく医療派遣体制を整備・維持するものとする。緊急被ばく

医療を行う国公立病院などの専門医療機関は，放射線障害に対する医療を

実施するための資機材の整備及び組織体制の整備を図るものとする。 
○放射線医学総合研究所は，外部の専門医療機関との緊急被ばく医療に関す

る協力のためのネットワークを構築し，このネットワークによる情報交換，

研究協力，人的交流を通じて平常時から緊急被ばく医療体制の充実を図る

ものとする。 
○地方公共団体は，外来診療に対応する初期及び入院診療に対応する二次被

ばく医療体制並びに，そのネットワークについて，医療関係者を積極的に

関与させ，構築するように努めるものとする。 
○国〔文部科学省，厚生労働省〕は，専門的入院診療に対応する地域の三次

被ばく医療体制を構築するように努めるものとする。 
○地域の三次被ばく医療機関[放射線医学総合研究所，広島大学]は，地方公

共団体が構築に努める初期及び二次被ばく医療体制のネットワークと連

携し，被ばく患者の搬送，受入れに必要なネットワークを整備する。また，

関係医療機関の放射線障害に対する医療の能力向上のため，医師及び看護

師等に対する研修プログラムを実施するものとする。 
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(3) 消火活動関係 

○原子力事業者は，平常時から原子力施設における火災等に適切に対処するため，

自衛消防体制の整備に努めるものとする。 

○地方公共団体は，平常時から原子力事業者等と連携を図り，原子力施設及

びその周辺における火災等に適切に対処するため，消防水利の確保，消防

体制の整備に努めるものとする。 
６ 防災業務関係者の安全確保関係 

○原子力事業者は，応急対策を行う防災要員の安全を確保するため，汚染防

護服，防護マスク，除染設備等放射線防護用器具の配備を行うものとする。 
○原子力事業者は，国，地方公共団体及び他の原子力事業者の実施する応急

対策に対し，必要に応じて除染等を行う防災要員の派遣，放射線防護用器

具の貸与等を行うなど相互に協力するものとする。また，原子力事業者は，

防災関係機関への通報に当たって，不要な放射線被ばくを防止するための

適切な通報を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため

の防災資機材をあらかじめ整備するものとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，応急対策を行う防災業務関係者の

安全確保のため，相互に密接な情報交換を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，防災業務関係者に対し，安全確保

に関する必要な研修，教育訓練を行うものとする。 
７ 周辺住民等への的確な情報伝達活動関係 

○国，地方公共団体及び原子力事業者は，特定事象発生後の経過に応じて周

辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は，被災者の危険回避のための情報を

含め，的確かつわかりやすい情報を迅速に伝達できるよう，その体制及び

施設，設備の整備を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，住民からの問い合わせに対応する住民相談窓口の

設置等についてあらかじめ準備しておくものとする。 
○国，指定公共機関及び地方公共団体は，原子力災害の特殊性にかんがみ，

高齢者，障害者，外国人，乳幼児その他のいわゆる災害時要援護者及び一

時滞在者に対し災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう，周辺住民，

自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれらの者に対する情報伝

達体制の整備に努めるものとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，平常時より周辺住民に対し，放射

線防護等に関する正しい知識の普及・啓発に努めるものとする。 
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８ 防災関係機関等の防災訓練等の実施 

(1) 訓練計画の策定 

○国〔文部科学省，経済産業省〕は，指定行政機関と相互に協力して，国，

地方公共団体及び原子力事業者等が共同して行う総合的な防災訓練の実

施についての計画を毎年度共同して策定するものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕が策定する総合的な防災訓練の実施につい

ての計画には，当該年度における防災訓練の対象となる原子力事業所，実

施する時期，共同して訓練を行う主体，特定事象発生の通報，原子力緊急

事態の想定，原子力緊急事態宣言及び原子力災害合同対策協議会の運用に

関すること等を定めるものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕は，原子力事業者が策定する訓練計画につ

いて指導を行うものとする。 
(2) 訓練の実施 

○国，地方公共団体及び原子力事業者等は，国〔文部科学省，経済産業省〕

が策定する総合的な防災訓練の実施についての計画に基づいて，住民の参

加を考慮した防災訓練を共同して実施するものとする。また，地方公共団

体，原子力事業者等は，総合的な防災訓練のほか，通報，モニタリング，

緊急被ばく医療等の防災活動の各要素ごと，地域ごとに定期的に訓練を実

施することが必要であり，これに国，関係機関等は積極的な支援を行うも

のとする。 
(3) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国〔文部科学省，経済産業省〕，地方公共団体及び原子力事業者等が訓練

を行うに当たっては，具体的な原子力緊急事態を想定した詳細なシナリオ

に基づき，参加者に事前にシナリオを知らせない訓練，訓練開始時間を知

らせずに行う訓練，机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練

等の工夫や図上演習の方法論を活用するなど，現場における判断力の向上

につながる実践的なものとなるよう工夫するものとする。 
○訓練後には専門家の評価も活用し，課題等を明らかにし，必要に応じ，防

災訓練計画やマニュアルの改善等を行うものとする。 
(4) 防災業務関係者に対する研修 

○国，地方公共団体及び原子力事業者は，防災業務関係者に対する研修の充

実・強化に努めるものとする。 
○原子力事業者は，防災要員及び協力会社等の職員に対する十分な原子力防

災に関する研修を行うものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕は，緊急時の原子力防災専門官の業務内容
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について具体的に定めたマニュアルを作成するとともに，原子力防災専門

官に対し，その能力の維持・向上のため原子力防災等に関する研修を行う

ものとする。 
９ 災害復旧への備え 

○国，地方公共団体及び原子力事業者は，災害復旧に資するため，放射性物

質による汚染の除去に関する資料の収集・整備等を図るものとする。 
第３節 防災知識の普及 
１ 防災知識の普及 

○国〔文部科学省，経済産業省，消防庁〕，地方公共団体及び原子力事業者

は，住民に対し，緊急時にとるべき行動，避難場所での行動，原子力災害

に関する特殊性等防災知識の普及，啓発を図るものとする。また，教育機

関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
○防災知識の普及に当たっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ

等訴求効果の高い手段を活用するものとする。 
２ 災害時要援護者への配慮 

○国，地方公共団体及び原子力事業者は，防災知識の普及を行うに際し，高

齢者，障害者，外国人，乳幼児その他のいわゆる災害時要援護者に十分配

慮し，地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努め

るものとする。 
第４節 原子力防災に関する研究等の推進 
○国〔文部科学省，経済産業省等〕は，防災に係る見地から，危機管理シス

テム，緊急被ばく医療に関する研究，遠隔操作ロボットの研究及び運用方

法の開発等を推進するなど原子力防災に関する科学技術及び研究の振興

を図るものとする。なお，研究の推進に当たっては，海外研究機関を含む

研究機関間はもとより，研究機関と行政機関との連携を図るものとする。 
○研究分野としては，原子力や放射線影響に関する理学的・工学的・医学的

研究のみならず，災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野について

の研究も積極的に行うものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省等〕は，原子力防災に資するデータの集積，

研究成果の収集，各種試験研究施設・設備の整備・充実を図るものとする。 
○国〔文部科学省，経済産業省，原子力安全委員会等〕は，研究機関等の行

った原子力防災に関する研究の成果が防災体制の強化に資するよう，国及

び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進するとともに，必要に

応じ指針等の改訂等，防災施策への反映を行うものとする。 
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第５節 再発防止対策の実施 
○国〔文部科学省，経済産業省，原子力安全委員会〕及び原子力事業者は，

原子力事業所等において原子力災害が発生した場合，その原因の究明を行

い，必要な再発防止対策を講じることにより，原子力災害発生の未然防止

に努めるものとする。 
○安全規制担当省庁及び関係地方公共団体は，原子力事業者が原災法に基づ

いて行う原子力災害対策のための措置について，適時適切に報告を求め，

必要に応じて立入検査を行うものとする。 
第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する迅速かつ円滑な応急対策

への備え 
○核燃料物質等の運搬中の事故に係る防災対策について，原子力災害の発生

及び拡大の防止のため，原子力事業者及び運搬を委託された者（本節及び

第２章第８節において「原子力事業者等」という。），安全規制担当省庁，

海上保安庁，警察及び消防機関は，運搬の特殊性，具体的な事故想定に係

る輸送容器の安全性等を踏まえつつ，危険時の措置等を迅速かつ的確に行

うための体制の整備を図るものとする。その際，原子力事業者は，核物質

防護上問題を生じない範囲において，消防機関及び海上保安庁に必要な運

搬情報の提供等の協力に努めるものとする。 
○原子力事業者等は，核燃料物質等の運搬中に事故が発生した場合には， 
・安全規制担当省庁， 寄りの警察，消防機関及び海上保安部署への迅速な

通報 
・消火，延焼防止の措置 
・核燃料輸送物の安全な場所への移動，その場所の周辺に縄や標識による関

係者以外の者の立ち入りを禁止する措置 
・モニタリングの実施 
・運搬に従事する者や付近にいる者の退避 
・核燃料物質等による汚染の拡大の防止及び除去 
・放射線障害を受けた者の救出，避難等の措置 
・その他放射線障害の防止のために必要な措置 
 といった危険時の措置等を迅速かつ的確に行うため，事故時の応急措置，

事故時対応組織の役割分担，携行する資機材等を記載した運搬計画書，迅

速に通報を行うために必要な非常時連絡表等を作成するとともに，運搬を

行う際にはこれらの書類，必要な非常通信用資機材及び防災資機材を携行

するものとする。また，危険時の措置等を迅速かつ的確に実施するために

必要な要員を適切に配置するとともに，必要なマニュアルの整備を図るも
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のとする。 
○安全規制担当省庁は，核燃料物質等の運搬中の事故の発生について原子力

事業者等より報告を受け，関係省庁間の密接な連絡・調整が必要と判断さ

れる場合又は関係省庁の求めがある場合には，直ちに関係機関への連絡，

放射性物質輸送事故対策会議の開催(特定事象の発生に至った場合には，

関係省庁事故対策連絡会議の開催），事故情報の収集，国の職員及び専門

家の現地への派遣，対外発表等の危険時の措置等を迅速に行うために必要

な体制を整備するものとする。 
○原子力事業者等は，運搬中の事故により特定事象が発生した場合，直ちに

原子力防災管理者を通じ官邸〔内閣官房〕，安全規制担当省庁，文部科学

省，内閣府並びに事故発生場所を管轄する都道府県，市町村，警察，消防

機関及び海上保安部署など関係機関に同時に文書で送信できるよう必要

な通報・連絡体制を整備するものとする。 
○安全規制担当省庁は，放射線医学総合研究所，日本原子力研究開発機構等

の各分野の専門家を予め派遣専門家として登録し，また，必要な資機材に

ついても放射線医学総合研究所，日本原子力研究開発機構等に適切に整

備・維持させるものとする。 
○安全規制担当省庁は，現地への国の職員及び専門家の派遣に当たっては，

自衛隊に対してヘリコプター等による派遣要請等を迅速に行い得るよう

あらかじめ必要なマニュアル等を整備するものとする。 
○事故の通報を受けた 寄りの消防機関は，直ちにその旨を都道府県に報告

し，事故の状況の把握に努めるとともに，事故の状況に応じて，消防職員

の安全確保を図りながら，原子力事業者と相互に協力して，火災の消火，

救助，救急等必要な措置を実施するために必要な体制を整備するものとす

る。 
○事故の通報を受けた 寄りの警察機関は，事故の状況把握に努めるととも

に，事故の状況に応じて，警察職員の安全確保を図りながら，原子力事業

者等と協力して，人命救助，避難誘導，交通規制等必要な措置を実施する

ために必要な体制を整備するものとする。 
○事故の通報を受けた海上保安部署は，事故の状況把握に努めるとともに，

事故の状況に応じて，海上保安職員の安全確保を図りながら，原子力事業

者等と協力して，現場海域への立入り制限，人命救助等に関する必要な措

置を実施するために必要な体制を整備するものとする。 
○国及び原子力事業者は，職員の研修及び防災訓練その他原子力施設におけ

る原子力緊急事態応急対策等に準じた対策を行うために必要な体制を整
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備するものとする。安全規制担当省庁及び原子力事業者は，核燃料物質等

の運搬中において事故が発生した場合，その原因の究明を行い，必要な再

発防止対策を講じることにより，原子力災害の未然防止に努めるものとす

る。 
○安全規制担当省庁及び原子力事業者は，核燃料物質等の運搬中において事

故が発生した場合，その原因の研究を行い，必要な再発防止策を講じるこ

とにより，原子力災害の未然防止に努めるものとする。 
○原子力緊急事態に至った場合においても，原子力事業者等及び国が主体的

に対応するよう核燃料物質安全輸送マニュアル等の充実・強化を図るなど

必要な体制を整備するものとする。 

第２章 災害応急対策 

第１節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 
１ 特定事象発生情報の連絡 

○原子力防災管理者は，特定事象発見後又は発見の通報を受けた場合，１５

分以内を目途として，官邸(内閣官房），安全規制担当省庁，内閣府，関係

省庁，関係地方公共団体，関係都道府県の警察本部，所在市町村の消防機

関， 寄りの海上保安部署，原子力防災専門官等に同時に文書を送信する。

さらに，主要な機関等に対してはその着信を確認する。また，原子力発電

所の場合においては，ＥＲＳＳの情報を経済産業省に送信するものとする。

なお，通報を受けた事象に対する問い合わせについては，原則として安全

規制担当省庁及び関係地方公共団体に限るものとする。 
○地方公共団体は，通報がない状態において地方公共団体が設置しているモ

ニタリングポストにおいて特定事象発生の通報を行うべき数値の検出を

発見した場合は，原子力防災専門官に連絡するものとする。 
 連絡を受けた原子力防災専門官は，直ちに原子力保安検査官と連携を図り

つつ，原子力事業者に施設の状況の確認を行うよう指示し，その結果を安

全規制担当省庁及び地方公共団体に連絡するものとする。 
○安全規制担当省庁は，通報を受けた事象について，原子力緊急事態宣言を

発出すべきか否かの判断を直ちに行い，事象の概要，事象の今後の進展の

見通し等事故情報等について官邸(内閣官房），原子力安全委員会，文部科

学省，内閣府，関係地方公共団体及び関係都道府県の警察本部に連絡する

ものとする。 
○原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は，特定事

象発生後，直ちに現場の状況等を確認し，その結果を安全規制担当省庁及
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び関係地方公共団体に連絡するものとする。 
○内閣府は，原子力事業者及び安全規制担当省庁から通報・連絡を受けた事

項について，指定行政機関に連絡するものとする。 
○指定行政機関は，内閣府から連絡を受けた事項について，指定公共機関に

連絡するものとする。 
○所在都道府県，関係隣接都道府県は，原子力事業者及び安全規制担当省庁

から通報・連絡を受けた事項について，周辺市町村に連絡するものとする。 
○地方公共団体は，原子力事業者及び安全規制担当省庁から通報・連絡(周
辺市町村の場合は，所在都道府県又は関係隣接都道府県からの連絡）を受

けた事項について，関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 
２ 応急対策活動情報の連絡 

(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報，被害情報等の連絡 

○原子力事業者は，官邸(内閣官房），安全規制担当省庁，文部科学省，内閣

府，関係地方公共団体，関係都道府県の警察本部，所在市町村の消防機関，

寄りの海上保安部署，原子力防災専門官等に施設の状況，原子力事業者

の応急対策活動の状況及び事故対策本部設置の状況，被害の状況等を定期

的に文書をもって連絡するものとする。さらに，関係省庁事故対策連絡会

議及び現地事故対策連絡会議に連絡するものとする。なお，通報を受けた

事象に対する問い合わせについては，原則として安全規制担当省庁及び関

係地方公共団体に限るものとする。 
○原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は，発災現

場の状況を把握し，安全規制担当省庁に随時連絡するものとする。 
○安全規制担当省庁は，原子力防災専門官に対し，現地における情報の収集，

原子力事業者，地方公共団体，現地事故対策連絡会議等との間において連

絡・調整等を行うよう指示するなど現地との緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 
○安全規制担当省庁は，官邸(内閣官房），原子力安全委員会，文部科学省，

内閣府，関係地方公共団体との間において，原子力事業者及び地方公共団

体から連絡を受けた事項，自ら行う応急対策活動状況等を随時連絡するな

ど相互の連絡を密にするものとする。 
○内閣府は，指定行政機関との間において，原子力事業者及び安全規制担当

省庁から通報・連絡を受けた事項等を随時連絡するなど，相互の連絡を密

にするものとする。 
○指定行政機関は，内閣府との間において，指定公共機関から連絡を受けた

応急対策活動の状況，自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど，
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相互の連絡を密にするものとする。 
○指定公共機関は，指定行政機関との間において，自ら行う応急対策活動の

状況等を随時連絡するなど，連絡を密にするものとする。 
○所在都道府県，関係隣接都道府県は，周辺市町村との間において，原子力

事業者及び安全規制担当省庁から通報・連絡を受けた事項，自ら行う応急

対策活動の状況等を随時連絡するなど，連絡を密にするものとする。 
○地方公共団体は，指定地方公共機関との間において，原子力事業者及び安

全規制担当省庁から通報・連絡(周辺市町村の場合は，所在都道府県又は

関係隣接都道府県からの連絡）を受けた事項，自ら行う応急対策活動の状

況等を随時連絡するなど，連絡を密にするものとする。 
○所在都道府県及び所在市町村は，各々が行う応急対策活動の状況等につい

て相互の連絡を密にするものとする。 
○安全規制担当省庁，内閣府，指定行政機関，指定公共機関，所在都道府県，

関係隣接都道府県，原子力事業者等は，関係省庁事故対策連絡会議，現地

事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 
(2) 原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報，災害情報の連絡 

○現地対策本部，指定公共機関，緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共

団体の災害対策本部，指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関

は，対策拠点施設において，施設の状況の把握，モニタリング情報の把握，

医療関係情報の把握，住民避難・屋内退避状況の把握等の機能別に分けた

グループにそれぞれ職員を配置することにより，常時継続的に必要な情報

を共有するとともに，各々が行う緊急事態応急対策について必要な調整を

行うものとする。 
○関係機関は，対策拠点施設に派遣した職員に対し，各々が行う緊急事態応

急対策活動の状況，被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 
○原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は，引き続

き現場の状況等の把握に努め，対策拠点施設に随時連絡するものとする。 
○原子力防災専門官は，対策拠点施設において，必要な情報の収集を行うと

ともに，原子力事業者，緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共団体，

関係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行うものとする。 
○現地対策本部は，原子力災害対策本部との間において，原子力事業者から

連絡を受けた事項，緊急事態応急対策活動の状況，被害の状況等を随時連

絡するなど相互の連絡を密にするものとする。 
(3) 放射能影響の早期把握のための活動 

○地方公共団体は，原子力事業者より特定事象発生の通報を受けた場合には，
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平常時モニタリングを強化し，結果をとりまとめ，安全規制担当省庁，文

部科学省，関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡す

るとともに，緊急時モニタリング計画に基づき，緊急時モニタリングに必

要な準備を直ちに行うものとする。 
○原子力緊急事態宣言発出後においては，関係機関からの情報を含む緊急時

モニタリングの結果をとりまとめ，対策拠点施設に派遣した職員に対し連

絡するものとする。 
○原子力事業者は，特定事象発生の通報を行った後においても，敷地境界に

おける放射線量の測定等を継続的に実施し，施設からの放射性物質等の放

出状況及び放出見通し等の情報を安全規制担当省庁，文部科学省及び関係

地方公共団体に定期的に連絡するものとする。原子力緊急事態宣言発出後

においては，現地対策本部に連絡するものとする。 
○モニタリングの結果等について連絡を受けた所在都道府県及び関係隣接

都道府県は，その内容を周辺市町村に連絡するものとする。 
○安全規制担当省庁は，原子力事業者から連絡された施設からの放射性物質

等の放出状況及び地方公共団体がとりまとめたモニタリングの結果等を

とりまとめ，官邸(内閣官房），指定行政機関，関係地方公共団体に連絡す

るものとする。原子力緊急事態宣言発出後においては，現地対策本部がと

りまとめ，原子力災害対策本部，緊急事態応急対策実施区域に係る地方公

共団体の災害対策本部に連絡するものとする。現地対策本部においては，

モニタリング情報の把握を担当するグループがモニタリング情報を集約

し，評価を行うものとする。 
○文部科学省，指定公共機関〔放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開

発機構〕，事故に係る原子力事業者及び当該原子力事業者以外の原子力事

業者は，現地へ緊急時モニタリング要員及び機材を動員し，地方公共団体

の行う緊急時モニタリング活動を支援するものとする。 
○原子力事業者は，他の原子力事業所の応急対策の実施に必要な緊急時モニ

タリングを行う要員の派遣，モニタリング資機材の貸与その他必要な協力

を行うものとする。 
○国〔防衛省〕は，空からのモニタリング若しくは海上におけるモニタリン

グに関し，緊急時において原子力災害対策本部長が防衛大臣に対し，原子

力災害派遣要請を行ったとき，又は都道府県知事が自衛隊の部隊等の長に

対し原子力災害派遣要請を行ったときは，自衛隊のヘリコプター又は艦艇

を出動させ，現地に動員されたモニタリング要員及び機材を搭載し，空か

らのモニタリング又は海上におけるモニタリングを支援するものとする。 
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○国〔海上保安庁〕は，海上におけるモニタリングに関し，都道府県知事が

管区海上保安本部長に対し要請を行ったときは，巡視船艇等を出動させ，

現地に動員されたモニタリング要員及び機材を搭載し，モニタリングのた

めの海上行動に関し，必要な支援をするものとする。 
○国〔文部科学省〕は，特定事象発生の通報を受けた場合，直ちにＳＰＥＥ

ＤＩネットワークシステムを緊急時モードとして，放射能影響予測等を実

施し，安全規制担当省庁，関係都道府県の端末に転送するとともに，関係

省庁の迅速な応急対策の実施に資するため，予測結果を関係省庁に伝達す

るものとする。 
○国〔経済産業省〕は，特定事象発生の通報を受けた場合，直ちにＥＲＳＳ

を起動し，原子炉施設の状態等を把握するとともに，原子力事業者からの

放出見通し等の情報を踏まえ，その後の状態変化について予測するものと

する。 
○国〔気象庁〕は，特定事象発生の通報を受けた場合，放射能影響の早期把

握に必要な気象情報を，現地事故対策連絡会議(原子力緊急事態宣言発出

後は原子力災害合同対策協議会）に連絡するものとする。 
○国〔環境省〕は，特定事象発生の通報を受けた場合，環境放射線モニタリ

ングを行い，取りまとめた結果を，現地事故対策連絡会議(原子力緊急事

態宣言発出後は原子力災害合同対策協議会）に連絡するものとする。 
３ 通信手段の確保 

○国，公共機関，地方公共団体及び原子力事業者は，緊急時には，直ちに情

報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，緊急時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行うものとする。 
第２節 活動体制の確立 
１ 原子力事業者の活動体制 

○原子力事業者は，特定事象発生の通報を行った場合，速やかに，職員の非

常参集，情報収集連絡体制の確立及び事故対策本部の設置等必要な体制を

とるものとする。 
○原子力事業者は，特定事象発生の通報を行った場合，直ちに原子力災害の

発生の防止のために必要な応急対策を行い，その概要等を，官邸(内閣官

房），安全規制担当省庁，文部科学省，内閣府，関係地方公共団体，関係

都道府県の警察本部，所在市町村の消防機関， 寄りの海上保安部署，原

子力防災専門官等に連絡するものとする。 
○原子力事業者は，指定行政機関，指定公共機関，地方公共団体等との間に
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おいて緊密な連携の確保に努めるものとする。 
２ 指定行政機関等の活動体制 

(1) 特定事象への対応 

一 原子力防災専門官の対応 
○特定事象発生の通報がなされた場合，原子力防災専門官は，国の専門職員

が到着するまでの間，実質的な現地における国の責任者として，必要な情

報の収集，地方公共団体の応急対策に対する助言，その他原子力災害の発

生又は拡大の防止に必要な業務を行うものとする。 
二 専門家の派遣 
○安全規制担当省庁は，発生した特定事象の状況等を把握し，応急対策の迅

速かつ的確な準備，事故原因の究明等に資するため，または，関係地方公

共団体の要請に基づき，専門家及び国の専門的知識を有する職員を現地に

派遣するものとする。 
三 官邸対策室の設置 
○ 特定事象発生の通報がなされた場合，内閣官房は，官邸対策室を設置し，

情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関係省庁との連絡調整，政府と

しての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
四 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○内閣官房は、事態に応じ、緊急参集チームを官邸に参集させ、政府としての初

動対応措置に関する情報の集約等を行う。 

○必要に応じ、政府としての基本的対処方針、対処体制その他の対処に係る重要

事項について協議するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係閣僚との緊

急協議を行う。 
五 関係省庁事故対策連絡会議の開催 
○特定事象発生の通報がなされた場合，安全規制担当省庁は，当該特定事象

に関する情報の確認，共有化，応急対策の準備の調整等を行うため，関係

省庁事故対策連絡会議を開催するものとする。 
六 現地事故対策連絡会議の開催 
○安全規制担当省庁は，現地に派遣された指定行政機関等の職員相互の連

絡・調整を行うため，必要に応じ，指定行政機関等の職員を対策拠点施設

に集合させ，現地事故対策連絡会議を開催するものとする。 
○安全規制担当省庁は，必要に応じ，地方公共団体，指定公共機関及び原子

力事業者に対して現地事故対策連絡会議への職員の派遣を求めるものと

する。 
七 指定行政機関の対応 
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○特定事象発生の通報がなされた場合，指定行政機関は，速やかに，職員の

非常参集，情報収集連絡体制の確立等必要な体制をとるものとする。 
○特定事象発生の通報がなされた場合，指定行政機関は，機関相互間，指定

公共機関，地方公共団体及び原子力事業者等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
○指定行政機関等は，必要に応じ，職員を現地に派遣して，応急対策の準備

に必要な調整等の任務に当たらせるものとする。 
(2) 原子力緊急事態宣言発出後の対応 

一 原子力災害対策本部の設置 
○安全規制担当省庁は，原子力緊急事態が発生していると認める場合，その

旨を官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，原子力緊急事態宣言案及び地

方公共団体の長に対する指示案を官邸〔内閣官房〕及び内閣府に送付した

後，内閣総理大臣に必要な情報を報告するとともに，原子力緊急事態宣言

案及び地方公共団体に対する指示案を提出するものとする。 
○内閣総理大臣による宣言の発出にあたっては，内閣府は，速やかに宣言の

公示の手続き及び本部設置の手続きを行い，安全規制担当省庁は，内閣総

理大臣の緊急事態応急対策に関する事項の指示を地方公共団体に伝達す

るものとする。 
○内閣総理大臣は，原子力緊急事態宣言を発出し，安全規制担当省庁から提

示された指示案を踏まえ，応急対策実施区域を管轄する地方公共団体が行

うべき屋内退避又は避難に関する指示又は勧告等を含む緊急事態応急対

策に関する事項を指示するものとする。 
○原子力緊急事態宣言を発した内閣総理大臣は，自らを本部長とする原子力

災害対策本部を設置するものとする。 
○原子力災害対策本部の設置場所は官邸とし，安全規制担当省庁は，大臣が

原子力災害対策副本部長，担当局長が事務局長を務めるなどにより，原子

力災害対策本部を運営するものとする。 
○原子力災害対策本部は，安全規制担当省庁の大臣を原子力災害対策副本部

長とするほか，その他の国務大臣及び内閣危機管理監を原子力災害対策本

部員とし，必要に応じて，原子力災害対策本部長が，副大臣又は指定行政

機関の長のうちからその他の原子力災害対策本部員を，また，内閣官房又

は指定行政機関の職員等のうちから原子力災害対策本部職員を任命する

ものとする。 
○原子力災害対策本部長は，指定行政機関への必要な指示，緊急事態応急対

策の総合調整，防衛大臣に対する自衛隊の部隊等の派遣要請，原子力安全
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委員会に対する助言要請等を行うものとする。 
二 原子力災害現地対策本部の設置 
○緊急事態応急対策実施区域において，原子力災害対策本部の事務の一部を

行う組織として，原子力災害対策本部長の定めるところにより，現地対策

本部を置くものとする。 
○現地対策本部は，速やかに現地事故対策連絡会議の事務を引き継ぐものと

する。 
○現地対策本部は，原則として，安全規制担当省庁の副大臣を長とし，原子

力災害対策本部の本部員又は職員を構成員とするものとする。 
○現地対策本部は，対策拠点施設において，応急対策実施区域を管轄する都

道府県及び市町村の災害対策本部（又は現地対策本部）とともに，原子力

災害合同対策協議会を組織するものとする。原子力災害合同対策協議会は，

現地対策本部長，都道府県及び市町村のそれぞれの災害対策本部の代表者，

指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された

者等により構成されるものとする。原子力災害合同対策協議会は，現地対

策本部長が主導的に運営するものとする。 
○原子力災害合同対策協議会の会合においては，必要に応じ，原子力安全委

員会，放射線医学総合研究所，日本原子力研究開発機構等の専門家を出席

させ，その知見を十分に活用するよう努めるものとする。 
○原子力災害合同対策協議会の構成員，運営方法，緊急事態応急対策を実施

する際の役割分担等については，あらかじめ地域ごとに国，地方公共団体，

関係機関が協議して定めておくものとする。原子力災害合同対策協議会の

場において，緊急時の現地における対応方針を定める少人数のグループを

あらかじめ定めておくものとする。 
○現地対策本部は，現地における緊急事態応急対策の実施状況等必要な報告

を原子力災害対策本部に行うなど，原子力災害対策本部との相互に緊密な

連携を確保するものとする。 
三 関係閣僚協議の実施 
○被害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進する

ため，必要に応じ，関係閣僚協議を実施するものとする。 
３ 原子力安全委員会緊急技術助言組織等の活動 

○原子力安全委員会は，安全規制担当省庁より特定事象発生の通報の報告を

受けた場合，直ちに緊急技術助言組織を招集するとともに，あらかじめ指

定された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員を現地へ

派遣するものとする。 
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○現地に派遣された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員

は，安全規制担当省庁，地方公共団体及び原子力事業者等の協力の下，発

災現場の情報の収集・分析等を行うとともに，現地対策本部，地方公共団

体，原子力事業者等が行う緊急事態応急対策に対し必要な技術的助言等を

行うものとする。 
○原子力安全委員会は，現地に派遣された原子力安全委員会委員及び緊急事

態応急対策調査委員からの調査報告又は意見を踏まえ，原子力災害対策本

部長に対し緊急事態応急対策実施区域の変更，原子力緊急事態解除宣言そ

の他緊急事態応急対策に関する技術的助言等を行うものとする。 
４ 自衛隊の原子力災害派遣等 

○原子力災害対策本部長は必要があると認めるときは，防衛大臣に対して自

衛隊の部隊等の派遣を要請するものとする。 
○都道府県知事は，自衛隊の派遣要請の必要があると認めるときは，原子力

災害対策本部設置前においては，直ちに派遣を要請し，原子力災害対策本

部設置後においては，緊急事態応急対策に関する事項を踏まえ，原子力災

害対策本部長又は都道府県知事が直ちに派遣を要請するものとする。 
○市町村長は，自衛隊の派遣が必要と認めるときは，都道府県知事に対し派

遣を求めるものとする。 
○自衛隊は，原子力災害対策本部長から要請を受けたときは，要請の内容，

原子力災害対策本部長から提供された情報に基づいて部隊等を派遣する

等適切な措置を行うものとする。また，当該要請がなされない場合に，都

道府県知事等法令で定める者から災害派遣要請を受けたときは，要請の内

容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等を派遣する等適切な措置を行

うものとする。 
○要請を受けて行う派遣要請を補完する例外的な措置として，例えば，周辺

地域における原子力事故の影響に関する情報収集のための部隊等の派遣

等，原子力災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待つい

とまがないと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣すること

ができるものとする。 
○自衛隊は原子力災害派遣時等に実施する活動として，災害の状況，他の救

援機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等に応

じて，モニタリング支援，被害状況の把握，避難の援助，行方不明者等の

捜索救助，消防活動，応急医療・救護，人員及び物資の緊急輸送，危険物

の保安及び除去等を実施するものとする。 
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５ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，特定事象発生の通報がなされた場合，速やかに，職員の

非常参集，情報収集連絡体制の確立等の必要な体制をとるとともに，国と

の緊密な連携を図りつつ，必要に応じて，事故対策のための警戒態勢をと

るものとする。 
○関係地方公共団体は，特定事象発生の通報がなされた場合，必要に応じて，

国に対し専門家の派遣を要請するとともに，他の地方公共団体，原子力事

業者等に装備，資機材，人員等の応援を求めるものとする。また，要請を

受けた地方公共団体，原子力事業者等は，あらかじめ締結された広域応援

協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
○原子力緊急事態宣言が発出された場合は，緊急事態応急対策実施区域を管

轄する都道府県及び市町村は，災害対策本部を設置するものとする。 
６ 指定公共機関の活動体制 

○特定事象発生の通報がなされた場合，指定公共機関は，速やかに，職員の

非常参集，情報収集連絡体制の確立等必要な体制をとるものとする。 
○指定公共機関は，指定行政機関，地方公共団体及び原子力事業者等との間

において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
７ 防災業務関係者の安全確保 

○防災業務関係者の被ばく防護については，原子力安全委員会が定めた指針

の防護指標に基づき行うものとする。 
○原子力事業者は，緊急時において，防災要員に対し，汚染防護服，防護マ

スク，除染設備等放射線防護用器具の適切な配備を行うものとする。 
○国及び地方公共団体等は，応急対策活動を行う防災業務関係者の安全確保

のための資機材の確保を図るものとする。 
○国，地方公共団体及び原子力事業者は，緊急事態応急対策を行う防災業務

関係者の安全確保のため，現地に派遣された原子力安全委員会委員，緊急

事態応急対策調査委員等の助言も求めつつ，原子力災害合同対策協議会等

の場を活用して相互に密接な情報交換を行うものとする。 
第３節 屋内退避，避難収容等の防護活動 
１ 屋内退避，避難誘導等の防護活動の実施 

○内閣総理大臣は，原子力緊急事態宣言を発出するとともに，人命の安全を

第一に，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，地方公共団体が行う屋

内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示，安定ヨウ素剤の予防服

用等の緊急事態応急対策の実施について，指導，助言又は指示するものと

する。また，その後原子力災害対策本部長は，緊急事態の状況に応じ，必
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要な指示等を地方公共団体に対し行うものとする。 
○地方公共団体は，内閣総理大臣の指示に従い，又は独自の判断により，住

民等に対して，屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等の緊

急事態応急対策等を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は，

住民の避難状況を確認するものとする。 
○地方公共団体は，住民等の避難誘導に当たって，避難場所の所在，災害の

概要その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，緊急時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上，管理者の同意

を得て避難場所として開設するものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営・管理を行うものとする。この

際，避難場所における正確な情報の伝達，食料，水等の配布，安定ヨウ素

剤の準備，清掃等については，避難者，住民，自主防災組織等の協力が得

られるよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとに収容されている避難者に係る情報の早期

把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，安定ヨウ素剤

の予防服用の効果，服用対象者，禁忌等について避難者へパンフレット等

により説明するとともに，安定ヨウ素剤の準備を行うものとする。 
３ 安定ヨウ素剤の予防服用 

○地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，安定ヨウ素剤

の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はその

おそれがある場合には直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を服用

できるよう，服用するべき時機の指示，その他の必要な措置を講じるもの

とする。 
○国は，モニタリングの結果及びその評価に関する情報を把握し，安定ヨウ

素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又は

そのおそれがあると認めるときは，該当する地域において安定ヨウ素剤を
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服用するべき時機を指示するものとする。 
○ＮＨＫ等の放送事業者は，安定ヨウ素剤を服用するべき時機についての情

報が的確に服用対象の避難者等に伝わるよう放送を行うものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○地方公共団体は，避難誘導，避難場所での生活に関しては，高齢者，障害

者，外国人，乳幼児，妊産婦その他の災害時要援護者及び一時滞在者に十

分配慮し，避難場所での健康状態の把握等に努めるものとする。また，災

害時要援護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
５ 飲食物の摂取制限 

○国は，放射性物質による汚染状況の調査，必要に応じ，汚染食料品の出荷

規制，飲食物の摂取制限，汚染物の除去等について関係機関に要請するも

のとする。 
○地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえた国の指導・助

言及び指示に基づき，代替飲食物の供給等に配慮しつつ，汚染食料品の出

荷規制，飲食物の摂取制限等を実施するものとする。 
第４節 犯罪の予防等社会秩序の維持 
○警察機関，海上保安庁等関係機関は，緊急事態応急対策実施区域及びその

周辺において，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い，速

やかな治安確保に努めるものとする。 
○市町村長等が避難のための立ち退きのための勧告又は指示等を行った区

域については，警察機関，消防機関，道路管理者，鉄道事業者及び海上保

安部署は，勧告又は指示の実効を挙げるために必要な措置をとるものとす

る。 
第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○都道府県警察，海上保安庁は，交通の確保・緊急輸送活動については，被

害の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，円滑な輸送活動の確保

を行うものとする。特に，国等から派遣される専門家及び応急対策活動を

実施する機関の現地への移動に関しては，必要な配慮をするよう努めるも

のとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，交通状況を迅速に把握するものとする。 
○道路管理者は，その管理する道路について関係機関等からの情報に加え，

被害状況の把握装置等を活用して，道路機能の障害等の状況を迅速に把握
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するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者等との応援協定に基づき，交通誘導の実施等

を要請するものとする。 
○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じ船舶の交通を制限

し，又は禁止するものとする。 
○海上に被害が及んだ場合又は被害が及ぶおそれがある場合，海上保安庁は

通行船舶に対し航行制限，航泊禁止等の措置を講じるものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び各災害対策

本部等は，原子力災害合同対策協議会において，相互の連絡を密にし，他

の機関へ交通の確保に必要な応援依頼等を行うものとする。 
３ 自衛隊の輸送支援 

○自衛隊は，専門家，緊急時モニタリング要員，現地対策本部等の要員及び

医療関係者等の派遣に際して，原子力緊急事態宣言発出前においては安全

規制担当省庁の依頼，原子力緊急事態宣言発出後においては原子力災害対

策本部長の要請に基づき，あらかじめ定められた緊急輸送に関する計画に

基づき速やかに輸送支援を行うものとする。 
第６節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 国，地方公共団体及び原子力事業者による救助・救急活動 

○原子力事業者は，発災現場における救助・救急活動を自ら行うとともに，

国，地方公共団体が行う救助・救急活動に対し，防災資機材の貸与等必要

な協力を行うものとする。 
○原子力事業者は，被ばく患者を医療機関に搬送する際，汚染の状況を確認

し，傷病の状態を勘案して，できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で，

放射線管理要員（放射性物質や放射線に対する知識を有し，線量評価や汚

染の拡大防止措置が行える者）を随行させるものとする。ただし，放射線

管理要員がやむを得ず，患者に随行できない場合には，事故の状況，患者

の被ばく・汚染状況を説明し，汚染の拡大防止措置が行える者を随行させ

るものとする。 
○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，現地対策本部，他の地方公共団体，原子力事業者等に対

して応援を要請するものとする。 
○地方公共団体は，被ばく患者の処置を行った医療機関の求めに応じて，速
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やかに，放射性物質による汚染のないことを確認し，その結果を公表する

とともに，その医療機関や原子力事業者と協力し，情報の集約や管理を行

い，周辺住民，報道関係者等に的確に情報を提供するものとする。 
○自衛隊は，原子力災害対策本部長，都道府県知事等法令で定める者の派遣

要請に基づき，又は必要に応じ，救助・救急活動を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○海上保安庁は，海上において救助，救急活動を行うものとし，更に可能な

場合は，必要に応じ，又は現地対策本部等の要請等に基づき，地方公共団

体の活動を支援するものとする。 
○原子力災害合同対策協議会は，必要に応じ，又は地方公共団体若しくは指

定行政機関等の要請に基づき，関係機関の行う救助・救急活動が円滑かつ

効率的に行われるよう総合調整を行うものとする。 
(2) 資機材の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，他の地方公共団体又は原子力事業者

その他の民間からの協力により，救助・救急活動のための資機材を確保し，

効率的な救助・救急活動を行うものとする。 
２ 医療活動 

(1) 緊急被ばく医療派遣チームの派遣 

○国〔文部科学省，厚生労働省〕は，必要に応じ，放射線医学総合研究所，

国立病院及び国立大学附属病院等の医療関係者等からなる緊急被ばく医

療派遣チームを現地に派遣するものとする。 
(2) 緊急被ばく医療の実施 

○都道府県は，応急対策実施区域の各医療関係者等よりなる医療班，救護班

を編成し，緊急被ばく医療活動を行うものとする。 
○放射線医学総合研究所，国立病院及び国立大学附属病院の医療関係者等か

らなる緊急被ばく医療派遣チームは，都道府県の災害対策本部のもとで，

被ばく患者（被ばくしたおそれのある者を含む。）に対する診療について，

初期及び二次被ばく医療機関の関係者を指導するとともに，自らもこれに

協力して医療活動を行うものとする。 
○国立病院及び国立大学附属病院は，原子力災害対策本部等を通じて地方公
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共団体からの要請を受けた場合，必要に応じ，医師，看護師，診療放射線

技師及び薬剤師等の必要な人員を現地の医療機関に派遣し，薬剤，医療機

器等を提供するものとする。 
○放射線医学総合研究所，被ばく医療に対応可能な国立病院及び国立大学附

属病院（以下「放射線障害専門病院等」という。）は，初期及び二次被ば

く医療機関で遂行困難な高度専門的な除染及び治療を行うものとする。 
○被ばく医療に対応可能な国立病院及び国立大学附属病院は，放射線障害専

門病院等で受診した相当程度の被ばく患者に対する追跡調査等を放射線

医学総合研究所等が行う場合，これに協力するものとする。 
○放射線障害専門病院等は，除染，障害治療，追跡調査等について，互いに

緊密な連携をとって行うものとする。 
○消防庁は，被ばく患者の放射線障害専門病院等への搬送について，都道府

県の災害対策本部又は現地対策本部等から要請があった場合は，搬送手段

の優先的確保を行うものとする。 
○自衛隊は，原子力災害対策本部長，都道府県知事等法令で定める者の派遣

要請に基づき，又は必要に応じ，被ばく患者の放射線障害専門病院等への

搬送について輸送支援を行うものとする。 
３ 消火活動 

○原子力事業者は，原子力施設の火災に関し，速やかに火災の発生状況を把

握し，消防機関に通報するとともに，安全を確保しつつ，自発的に初期消

火活動を行い，消防機関と連携協力して迅速に消火活動を行うものとする。 
○消防機関は，原子力防災管理者等の情報，原子炉工学や放射線防護に関す

る専門家等の意見を踏まえ消防活動方法の決定及び活動を行う消防職員

の安全確保を図りつつ，原子力事業者等と協力して迅速に消火活動を実施

するものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応

援協定に基づき，消防機関による迅速かつ円滑な応援の実施に努めるもの

とする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防機関による応

援のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○原子力災害合同対策協議会は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づ

き，他の機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 
(1) 周辺住民等への情報伝達活動 

○原子力災害対策本部，現地対策本部，指定行政機関，指定公共機関，地方
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公共団体及び原子力事業者は，役割に応じて周辺住民のニーズを十分に把

握し，原子力災害の状況，安否情報，医療機関などの情報，農林畜水産物

の安全性の確認の状況，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，

交通規制等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな情報を適切に提供する

ものとする。なお，その際，民心の安定及び高齢者，障害者，外国人，乳

幼児その他の災害時要援護者及び一時滞在者等に配慮した伝達を行うも

のとする。 
○関係機関は，原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認し

た上で，情報の公表，広報活動を行うものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，広報車等によるほか，放送事業者，新聞社等の報

道機関の協力を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合

わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため，インターネット等

を活用して，的確な情報提供に努めるものとする。 
○報道機関は，災害の状況等について，迅速かつ正確な報道となるよう努め

るものとする。 
○現地における報道機関への発表方法等について地域ごとに関係機関と報

道機関はあらかじめ協議し定めておくものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○安全規制担当省庁及び原子力事業者は，地方公共団体と連絡をとりつつ，

緊急時の第一報を含め，随時報道機関への発表を行うものとする。 
○原子力緊急事態宣言の発出以降における政府としての報道機関への発表

は，原子力災害対策本部で行うとともに，現地においては，対策拠点施設

とは区切られた現地のプレスセンターにおいて，原子力災害合同対策協議

会が一元的に行うものとする。 
○現地における報道機関の発表方法について地域ごとに関係機関と報道機

関は，あらかじめ協議し定めておくものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，新聞社等の報道機関の協力を得るも

のとする。また，インターネット等を活用して，的確な情報提供に努める

ものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○現地対策本部等は，必要に応じ，速やかに住民等からの問い合わせに対応

する電話を備えた窓口の設置，人員の配置等を行うための体制を整備する

ものとする。また，住民等のニーズを見極め，情報の収集・整理を行うも
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のとする。 
(4) 在京大使館等への情報提供体制の強化 

○外務省及び関係省庁は，必要に応じ，在京大使館や在外公館等を通じて，

諸外国政府関係者等への情報提供を迅速に行うように努めるものとする。 
第８節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する迅速かつ円滑な応急対策 
○原子力防災管理者は，核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象発見後

又は発見の通報を受けた場合，１５分以内を目途として官邸〔内閣官房〕，

安全規制担当省庁，文部科学省，内閣府，事故発生場所を管轄する都道府

県，市町村，警察機関，消防機関，海上保安部署など関係機関に文書で送

信する。さらに，主要な機関等に対しては，その着信を確認するものとす

る。以後，応急対策の活動状況等を随時連絡するものとする。 
○原子力事業者等は，直ちに，携行した防災資機材を用いて立入制限区域の

設定，汚染・漏えいの拡大防止対策，遮へい対策，モニタリング，消火・

延焼の防止，救出，避難等の危険時の措置等を的確かつ迅速に行うことに

より，原子力災害の発生の防止を図るものとし，さらに，直ちに必要な要

員を現場に派遣するとともに，必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資

機材の派遣要請を行うものとする。 
○安全規制担当省庁は，核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象が発生

した場合には，直ちに関係省庁に連絡するとともに，その後の情報を随時

連絡するものとする。また，速やかに関係省庁事故対策連絡会議を開催す

るとともに，国の職員及びあらかじめ登録された放射線医学総合研究所，

日本原子力研究開発機構等の専門家を現場へ派遣し，必要な資機材を現地

へ動員するものとする。なお，放射性物質輸送事故対策会議が開催されて

いる場合，その事務は関係省庁事故対策連絡会議に引き継ぐものとする。 
○安全規制担当省庁は，モニタリング及び医療等に関する専門家並びに現地

対策本部等の要員等の派遣に当たっては，必要に応じ自衛隊等の協力を得

るものとする。 
○事故の通報を受けた 寄りの消防機関は，直ちにその旨を都道府県消防防

災主管部局に報告するとともに，事故の状況の把握に努め，事故の状況に

応じて，消防職員の安全確保を図りながら，原子力事業者等に協力して，

火災の消火，救助，救急等必要な措置を実施するものとする。 
○事故の通報を受けた 寄りの警察機関は，事故の状況把握に努めるととも

に，事故の状況に応じて，警察職員の安全確保を図りながら，原子力事業

者等と協力して，人命救助，避難誘導，交通規制等必要な措置を実施する

ものとする。 
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○事故の通報を受けた海上保安部署は，事故の状況把握に努めるとともに，

事故の状況に応じて，海上保安職員の安全確保を図りつつ，原子力事業者

等と協力して，現場海域への立入り制限，人命救助等に関する必要な措置

を実施するものとする。 
○原子力緊急事態に至った場合には，国は，原災法に基づき直ちに原子力緊

急事態宣言を発出するとともに，原子力災害対策本部及び現地対策本部を

設置するものとする。 
○現地対策本部及び原子力事業者等は，発災現場に派遣された専門家による

助言を踏まえつつ，原子力災害対策本部長の指揮の下，原子力施設におけ

る原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に講じるものとする。ま

た，現地対策本部は，事故発生場所を管轄する都道府県及び市町村に対し

て，必要に応じて事故現場周辺の住民避難等の指示を行うなど，一般公衆

の安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。 

第３章 災害復旧 

○内閣総理大臣は，緊急時モニタリングの結果等を勘案して，原子力災害の

拡大の防止を図るための応急対策を実施する必要がなくなったと認める

ときは，速やかに，原子力安全委員会の意見を聴いて，原子力緊急事態解

除宣言を行い，原子力災害対策本部を廃止するものとする。 
○原子力安全委員会は，緊急事態応急対策調査委員からの報告を踏まえ，原

子力災害対策本部長に対して，原子力緊急事態解除宣言について，意見を

述べるものとする。 
○地方公共団体は，原子力緊急事態解除宣言後，関係機関及び原子力事業者

と協力して環境モニタリングを行い，その結果を速やかに公表するものと

する。 
○地方公共団体は，環境モニタリング等による地域の調査，国が派遣する専

門家，原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員等の判断等を踏まえ，

各種制限措置の解除を行うものとする。 
○原子力事業者は，環境モニタリング，除染等に必要となる防災資機材及び

防災要員を，国，地方公共団体等に貸与するものとする。 
○原子力事業者は，災害復旧対策についての計画を作成して，安全規制担当

省庁及び関係地方公共団体に提出するとともに，計画に基づき速やかに災

害復旧活動を実施するものとする。 
○原子力事業者は，相談窓口を設置する等，原子力緊急事態解除宣言後速や

かに被災者の損害賠償請求等への対応のため必要な体制を整備するもの
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とする。 
○国〔文部科学省，経済産業省〕及び地方公共団体は，原子力事業所の周辺

地域の居住者等に対する心身の健康に関する相談に応じるための体制を

整備するものとする。 
○国及び地方公共団体は，原子力災害による風評被害等の影響を軽減するた

めに，農林漁業，地場産業の商品等の適正な流通の促進のための広報活動

を行うものとする。 
○国〔経済産業省〕及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助

成措置について，広く被災者に広報するとともに，相談窓口を設置するも

のとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うも

のとする。 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災した中小企業を支援

するため，災害復旧貸付により，運転資金，設備復旧資金の貸付を行うも

のとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維

持安定を図るための資金を低利で融通するものとする。 
○国〔経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団体は生活必需品の物価の監

視を行う。 

第４章 原子力艦の原子力災害 

○原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は原子力艦の原子力

災害が発生した場合は，以下の対応をとるものとする。 
第１節 情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 災害情報等の連絡 

○外務省は，原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合，官邸〔内閣

官房〕，原子力安全委員会，関係指定行政機関，関係地方公共団体に連絡

するものとする。 
○外務省は，関係指定行政機関と協議の上，外国政府に対し，周辺地域(海
域）における立入り制限区域の設定等のための事故の規模等についての必

要な情報提供を要請するものとする。 
○防衛省地方防衛局は，原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合，

関係地方公共団体等に連絡するものとする。 
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○関係指定行政機関は，連絡を受けた事項について，必要に応じて関係指定

公共機関に連絡するものとする。 
○関係都道府県は，連絡を受けた事項について，必要に応じて関係市町村に

連絡するものとする。 
○関係地方公共団体は，連絡を受けた事項について，必要に応じて関係指定

地方公共機関に連絡するものとする。 
(2) 放射能影響の早期把握のための活動 

○文部科学省は，海上保安庁，水産庁及び関係地方公共団体の協力を得て，

原子力艦の寄港する港湾等における放射能水準の調査を行うものとする。 
○文部科学省は，放射能調査によって通常の観測値を明らかに上回る値が観

測された場合は，関係機関に連絡するとともにモニタリングの強化等必要

な措置をとるものとする。 
○指定公共機関〔放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開発機構〕は，

現地へ緊急時モニタリング要員及び機材を動員し，文部科学省が行うモニ

タリングの強化のための取り組みを支援するものとする。 
○経済産業省は，原子力事業者に対し，放射線モニタリング資機材の貸与等

の協力を行うよう要請するものとする。 
○防衛省は，空からのモニタリング若しくは海上におけるモニタリングに関

し，都道府県知事等から要請があった場合は，モニタリングを支援するも

のとする。 
○海上保安庁は，海上におけるモニタリングに関し，都道府県知事等から要

請があった場合は，モニタリングを支援するものとする。 
○関係地方公共団体は，文部科学省と協力して放射線モニタリングの実施に

努めるものとする。 
(3) 応急対策活動情報の連絡 

○関係市町村は，関係都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況，

応援の必要性等を連絡するものとする。また，関係都道府県は，自ら行う

応急対策の活動状況等を関係市町村に連絡するものとする。 
○関係地方公共団体は，関係指定行政機関を通じ，自ら行う応急対策の活動

状況，対策本部設置状況等を，関係省庁原子力艦事故対策連絡会議，非常

災害対策本部等に連絡するものとする。 
○関係指定公共機関は，関係指定行政機関を通じ，自ら行う応急対策活動の

状況等を関係省庁原子力艦事故対策連絡会議，非常災害対策本部等に連絡

するものとする。 
○関係指定行政機関は，自ら行う応急対策の活動状況等を，関係省庁原子力
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艦事故対策連絡会議，非常災害対策本部等に報告するとともに，必要に応

じ，関係地方公共団体，関係指定公共機関等に連絡するものとする。 
○関係地方公共団体は，関係指定地方公共機関との間において，自ら行う応

急対策活動の状況等を随時連絡するなど，連絡を密にするものとする。 
○関係省庁原子力艦事故対策連絡会議，非常災害対策本部等は，収集した応

急対策活動情報を，必要に応じ，官邸〔内閣官房〕，関係指定行政機関，

関係指定公共機関及び関係地方公共団体に連絡するものとする。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○関係指定行政機関，関係地方公共団体，関係指定公共機関は，緊急時には，

直ちに情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，緊急時における国及び関係地方公共団体等の防災関係

機関の重要通信の確保を優先的に行うものとする。 
第２節 活動体制の確立 
１ 関係指定行政機関等の活動体制 

○関係指定行政機関は，原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又

は原子力艦の原子力災害が発生した場合，必要に応じ，速やかに職員の非

常参集，情報収集連絡体制の確立及び対策本部の設置等必要な体制をとる

ものとする。 
○関係指定行政機関は，機関相互間，関係指定公共機関，関係地方公共団体

等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○関係指定行政機関等は，必要に応じ，職員を現地に派遣して，応急対策の

準備に必要な調整等の任務に当たらせるものとする。 
○関係地方公共団体は，原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又

は原子力艦の原子力災害が発生した場合，必要に応じ，速やかに職員の非

常参集，情報収集連絡体制の確立及び対策本部の設置等の必要な体制をと

るものとする。 
○関係地方公共団体は，関係指定行政機関，関係指定地方公共機関等との間

において緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○関係地方公共団体は，必要に応じて，国に対し専門家の派遣を要請すると

ともに，他の地方公共団体等に装備，資機材，人員等の応援を求めるもの

とする。また，要請を受けた地方公共団体等は，あらかじめ締結された広

域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
○関係指定公共機関は，原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又
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は原子力艦の原子力災害が発生した場合，必要に応じ，速やかに職員の非

常参集，情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制を

とるものとする。 
○関係指定公共機関は，関係指定行政機関，関係地方公共団体等との間にお

いて緊密な連携の確保に努めるものとする。 
２ 政府の活動体制 

(1) 関係省庁原子力艦事故対策連絡会議の開催 

○内閣府は，原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は原子力艦

の原子力災害が発生した場合，連絡された情報の確認，共有化，応急対策

の準備の調整等を行うため，必要に応じ，関係省庁原子力艦事故対策連絡

会議を開催するものとする。 
(2) 官邸対策室の設置 

○内閣官房は，原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は原子力

艦の原子力災害が発生した場合，必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報

の集約，内閣総理大臣等への報告，関係省庁との連絡調整，政府としての

初動措置の総合調整を集中的に行う。 
(3) 緊急参集チームの参集 

○内閣官房は、原子力艦の原子力災害の状況に応じ、緊急参集チームを官邸に参

集させ、政府としての初動措置に関する情報の集約等を行う。 
(4) 関係閣僚協議の実施 

○被害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進する

ため，内閣として総合調整を行う必要があると認めるときは，内閣総理大

臣は官邸において関係閣僚協議を実施するものとする。 
(5) 外国政府との調整 

○外務省は，関係指定行政機関と協議の上，外国政府に対し，適切な措置を

講ずるよう要請するものとする。 
(6) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○内閣総理大臣からの指示があった場合，国は直ちに非常災害対策本部を設

置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。内閣府は，外務省，文部科学省，防衛省の協力を得て，

非常災害対策本部の事務局の任を担う。非常災害対策本部及びその事務局

の設置場所は，原則として中央合同庁舎５号館内とする。 
○非常災害対策本部長は，防災担当大臣とし，副本部長は，内閣府副大臣，
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防衛副大臣，外務副大臣，文部科学副大臣とする。非常災害対策本部員は，

関係指定行政機関の局長級職員又は課長級職員で構成する。 
(7) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○内閣総理大臣からの指示があった場合，国は直ちに緊急災害対策本部を設

置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに必

要な閣議請議等の手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続

きを行い，緊急災害対策本部の設置等を行うものとする。緊急災害対策本

部の設置場所は官邸内，その事務局の設置場所は官邸及び中央合同庁舎５

号館内とすることを原則とする。 
(8) 専門家の派遣 

○国は，応急対策の迅速かつ的確な準備等に資するため，又は関係地方公共

団体の要請に基づき，専門家及び国の専門的知識を有する職員を現地に派

遣するものとする。 
(9) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部等は，被災現地の状況を把握し，必要に応じ，政府調査

団の派遣を行うとともに，現地において機動的かつ迅速に処理する必要が

ある場合には，防衛省の協力を得て，現地対策本部の設置を行う。 
３ 原子力安全委員会の活動 

○原子力安全委員会は，外務省より原子力艦の原子力災害の発生の通報を受

けた場合，直ちに原子力安全委員会を開催するとともに，放射線計測，放

射線防護等の専門家を招集するものとする。また，必要に応じて原子力安

全委員会委員及び当該専門家を現地へ派遣するものとする。 
○現地に派遣された原子力安全委員会委員及び専門家は，関係指定行政機関

及び地方公共団体等の協力の下，発災現場の情報の収集・分析等を行うと

ともに，現地対策本部，地方公共団体等が行う応急対策に対し必要な技術

的助言等を行うものとする。 
○原子力安全委員会は，現地に派遣された原子力安全委員会委員及び専門家

からの調査報告又は意見を踏まえ，非常災害対策本部長等に対し応急対策

に関する技術的助言を行うものとする。 
４ 自衛隊の災害派遣 

○関係都道府県知事等は，自衛隊の派遣要請の必要があると認めるときは，

直ちに派遣を要請するものとする。 
○関係市町村長は，自衛隊の派遣が必要と認めるときは，関係都道府県知事

に対し派遣を求めるものとする。 
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○自衛隊は，関係都道府県知事等から災害派遣要請を受けたときは，要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等を派遣する等適切な措置を

行うものとする。 
○要請を受けて行う派遣要請を補完する例外的な措置として，例えば，周辺

地域における原子力艦の原子力災害の影響に関する情報収集のための部

隊等の派遣等，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがな

いと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる

ものとする。 
５ 防災業務関係者の安全確保 

○防災業務関係者の被ばく防護については，原子力安全委員会が定めた指針

の防護指標に基づき行うものとする。 
○国，関係地方公共団体等は，応急対策活動を行う防災業務関係者の安全確

保のための資機材の確保に努めるものとする。 
○国，関係地方公共団体等は，応急対策活動中の安全確保のため相互に密接

な情報交換を行うものとする。 
第３節 屋内退避，避難収容等の防護活動 
１ 屋内退避，避難誘導等の防護活動の実施 

○非常災害対策本部等は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，関係地

方公共団体が行う屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示，安

定ヨウ素剤の予防服用等の実施について，指導又は助言するものとする。 
○関係地方公共団体は，国の指導・助言に基づき，又は独自の判断により，

住民等に対して，屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を

行うものとする。 
○関係地方公共団体は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場

合は，住民の避難状況を確認するものとする。 
○関係地方公共団体は，住民等の避難誘導に当たって，避難場所の所在，災

害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○関係地方公共団体は，必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周知徹

底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施設以

外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上，管理者の同意を得

て避難場所として開設するものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○関係地方公共団体は，各避難場所の適切な運営・管理を行うものとする。
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この際，避難場所における正確な情報の伝達，食糧，水等の配布，安定ヨ

ウ素剤の準備，清掃等については，避難者，住民，自主防災組織等の協力

が得られるよう努めるものとする。 
○関係地方公共団体は，避難場所ごとに収容されている避難者に係る情報の

早期把握に努めるものとする。 
○関係地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好

なものとするよう努めるものとする。 
○関係地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，安定ヨウ

素剤の予防服用の効果，服用対象者，禁忌等について避難者へパンフレッ

ト等により説明するとともに，安定ヨウ素剤の準備を行うものとする。 
３ 安定ヨウ素剤の予防服用 

○関係地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，安定ヨウ

素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又は

そのおそれがある場合には直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を

服用できるよう，服用するべき時機の指示，その他の必要な措置を講じる

ものとする。 
○非常災害対策本部等は，モニタリングの結果及びその評価に関する情報を

把握し，安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨ

ウ素の放出又はそのおそれがあると認めるときは，該当する地域において

安定ヨウ素剤を服用するべき時機を指示するものとする。 
○ＮＨＫ等の放送事業者は，安定ヨウ素剤を服用するべき時機についての情

報が的確に服用対象の避難者等に伝わるよう放送を行うものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○関係地方公共団体は，避難誘導，避難場所の生活に関しては，高齢者，障

害者，妊産婦，乳幼児，外国人その他の災害時要援護者及び一時滞在者に

十分配慮し，避難場所での健康状態の把握等に努めるものとする。また，

災害時要援護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
５ 飲食物の摂取制限等 

○非常災害対策本部等は，必要に応じ，放射性物質による汚染状況の調査，

汚染食料品の出荷規制，飲食物の摂取制限，汚染物の除去等について関係

機関に要請するものとする。 
○関係地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえた国の指

導・助言及び指示に基づき，代替飲食物の供給等に配慮しつつ，汚染食料

品の出荷規制，飲食物の摂取制限等を実施するものとする。 
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第４節 犯罪の予防等社会秩序の維持 
○警察機関，海上保安庁等関係機関は，パトロールや生活の安全に関する情

報の提供等を行い，治安確保に努めるものとする。 
○関係市町村長等が避難のための勧告又は指示等を行った区域については，

警察機関，消防機関，道路管理者，鉄道事業者及び海上保安部署は，勧告

又は指示の実効をあげるために必要な措置をとるものとする。 
第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動 

○都道府県警察，海上保安庁は，交通の確保・緊急輸送活動については被害

の状況，緊急度，重要度を考慮して，交通規制，円滑な輸送活動の確保を

行うものとする。特に，国等から派遣される専門家及び応急対策活動を実

施する機関の現地への移動に関しては，必要な配慮をするよう努めるもの

とする。 
○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関からの情報に加え，交通監視カ

メラ，車両感知器等を活用して，交通状況を迅速に把握するものとする。 
○道路管理者は，その管理する道路について関係機関等からの情報に加え，

被害状況の把握装置等を活用して，道路機能の障害等の状況を迅速に把握

するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者等との応援協定に基づき，交通誘導の実施等

を要請するものとする。 
○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じ船舶の交通を制限

し，又は禁止するものとする。 
○海上に被害が及んだ場合又は被害が及ぶおそれがある場合，海上保安庁は

通航船舶に対し航行制限，航泊禁止等の措置を講じるものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び各災害対策

本部等は，相互の連絡を密にし，他の機関へ交通の確保に必要な応援依頼

等を行うものとする。 
２ 輸送支援 

○非常災害対策本部等は，必要に応じ，関係機関〔警察庁，防衛省，消防庁，

海上保安庁〕に輸送支援の依頼を行うものとする。 
○防衛省及び海上保安庁は，非常災害対策本部等の依頼に基づき，所掌業務

に支障を及ぼさない範囲で輸送支援に協力するものとする。 
○警察庁及び消防庁は，非常災害対策本部等の依頼に基づき，所掌業務に支
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障を及ぼさない範囲での輸送支援の応援のための措置をとるものとする。 
第６節 救助・救急及び医療活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 国，地方公共団体による救助・救急活動 

○関係地方公共団体は，救助・救急活動に努めるほか，被害状況の早急な把

握に努め，必要に応じ，他の地方公共団体等に対して応援を要請するもの

とする。 
○関係地方公共団体は，被ばく患者の処置を行った医療機関の求めに応じて，

速やかに，放射性物質に係る情報の集約や管理を行い，周辺住民，報道関

係者等に的確に情報を提供するよう努める。 
○自衛隊は，関係都道府県知事等の災害派遣要請に基づき，又は必要に応じ，

救助・救急活動を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○海上保安庁は，海上において救助，救急活動を行うものとし，更に可能な

場合は，必要に応じ，関係地方公共団体の活動を支援するものとする。 
○非常災害対策本部等は，必要に応じ，又は関係地方公共団体若しくは関係

指定行政機関等の要請に基づき，関係機関の行う救助・救急活動が円滑か

つ効率的に行われるよう総合調整を行うものとする。 
(2) 資機材の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び関係地方公共団体は，必要に応じ，他の地方公共団体又は原子力事

業者その他の民間からの協力により，救助・救急活動のための資機材を確

保し，効率的な救助・救急活動を行うものとする。 
２ 医療活動 

(1) 緊急被ばく医療派遣チームの派遣 

○国〔文部科学省，厚生労働省〕は，必要に応じ，放射線医学総合研究所，

国立病院及び国立大学附属病院等の医療関係者等からなる緊急被ばく医

療派遣チームを現地に派遣するものとする。 
(2) 緊急被ばく医療の実施 

○関係都道府県は，医療関係者等よりなる医療班，救護班を編成し，緊急被

ばく医療活動を行うものとする。 
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○放射線医学総合研究所，国立病院及び国立大学附属病院の医療関係者等か

らなる緊急被ばく医療派遣チームは，関係都道府県の災害対策本部のもと

で，被ばく患者（被ばくしたおそれのある者を含む。）に対する診療につ

いて，初期及び二次被ばく医療機関の関係者を指導するとともに，自らも

これに協力して医療活動を行うものとする。 
○国立病院及び国立大学附属病院は，非常災害対策本部等を通じて関係地方

公共団体からの要請を受けた場合，必要に応じ，医師，看護師，診療放射

線技師及び薬剤師等の必要な人員を現地の医療機関に派遣し，薬剤，医療

機器等を提供するものとする。 
○放射線医学総合研究所，被ばく医療に対応可能な国立病院及び国立大学附

属病院（以下「放射線障害専門病院等」という。）は，初期及び二次被ば

く医療機関で遂行困難な高度専門的な除染及び治療を行うものとする。 
○被ばく医療に対応可能な国立病院及び国立大学附属病院は，放射線障害専

門病院等で受診した相当程度の被ばく患者に対する追跡調査等を放射線

医学総合研究所等が行う場合，これに協力するものとする。 
○放射線障害専門病院等は，除染，障害治療，追跡調査等について，互いに

緊密な連携をとって行うものとする。 
○消防庁は，被ばく患者の放射線障害専門病院等への搬送について，関係都

道府県の災害対策本部等から要請があった場合は，搬送手段の優先的確保

を行うものとする。 
○自衛隊は，関係都道府県知事等の災害派遣要請に基づき，又は必要に応じ，

被ばく患者の放射線障害専門病院等への搬送について輸送支援を行うも

のとする。 
第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 
(1) 周辺住民等への情報伝達活動 

○非常災害対策本部等，関係指定行政機関，関係指定公共機関及び関係地方

公共団体は，役割に応じて周辺住民のニーズを十分に把握し，原子力災害

の状況，安否情報，医療機関などの情報，農林畜水産物の安全性の確認の

状況，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等周辺住

民に役立つ正確かつきめ細かな情報を適切に提供するものとする。なお，

その際，民心の安定及び高齢者，障害者，妊産婦，乳幼児，外国人，その

他の災害時要援護者及び一時滞在者等に配慮した伝達を行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，広報車等によるほか，放送事業者，新聞社等の報

道機関の協力を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合

わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため，インターネット等
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を活用して，的確な情報提供に努めるものとする。 
○報道機関は，災害の状況等について，迅速かつ正確な報道となるよう努め

るものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○政府としての報道機関への発表は，非常災害対策本部等で行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，新聞社等の報道機関の協力を得るも

のとする。また，インターネット等を活用して，的確な情報提供に努める

ものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部等は，必要に応じ，速やかに住民等からの問い合わせに

対応する電話を備えた窓口の設置，人員の配置等を行うための体制を整備

するものとする。また，住民等のニーズを見極め，情報の収集・整理を行

うものとする。 
(4) 在京大使館等への情報提供体制の強化 

○外務省及び関係指定行政機関は，在京大使館等への情報提供を迅速に行う

ように努めるものとする。 
第８節 迅速な復旧活動 
(1) 屋内退避，避難収容等の解除 

○非常災害対策本部等は，原子力艦による原子力災害の拡大の防止を図るた

めの応急対策を実施する必要がなくなったと認める場合には，速やかに原

子力安全委員会の意見を聴いた上で，屋内退避，避難等の防護活動の解除

を関係地方公共団体に指導・助言するものとする。 
○原子力安全委員会は，非常災害対策本部長等に対して，屋内退避，避難等

の防護活動の解除について，意見を述べるものとする。 
○関係地方公共団体は，国の指導・助言に基づき，周辺住民等の屋内退避，

避難の解除を行うものとする。 
○関係地方公共団体は，国の指導・助言に基づき，汚染食料品の出荷規制，

飲食物の摂取制限等を解除するものとする。 
(2) 損害賠償 

○国〔防衛省〕は，原子力艦の原子力災害により，被害者から損害賠償の請

求を受けた場合は，日米地位協定等に基づき適切に処理するものとする。 
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第 11 編 危険物等災害対策編 
○本編では，危険物の漏洩・流出，火災，爆発による多数の死傷者等の発生，

高圧ガスの漏洩・流出，火災，爆発による多数の死傷者等の発生，毒物・

劇物の飛散，漏洩，流出等による多数の死傷者等の発生，火薬類の火災，

爆発による多数の死傷者等の発生，石油コンビナート等特別防災区域にお

ける危険物等の流出，火災，爆発による多数の死傷者等の発生といった危

険物等災害に対する対策について記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等関係施設の安全性の確保 
○危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者（以下，本編において「事業者」と

いう。）は，法令で定める技術基準を遵守するものとする。また，国及び

地方公共団体は，危険物等関係施設に対する立入検査を徹底し，施設の安

全性の確保に努めるものとする。 
○国，地方公共団体及び事業者は，自主保安規程等の遵守，自衛消防組織等

の設置及び定期点検・自主点検の実施等の自主保安体制の整備を推進する

ものとする。 
○国及び地方公共団体は，事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し，講

習会，研修会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を

図ることにより，危険物等関係施設における保安体制の強化を図るものと

する。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，施設地区等を防災上支障

のないように配置するものとする。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，自衛防災組織等及び防災

資機材を設置し，防災教育，防災訓練等を実施するとともに，流出油等防

止堤等の特定防災施設等を設置するものとする。 
○地方公共団体及び石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，当該区

域において災害が発生した際に，消防機関等が発災事業所に確実に到達す

ることができるように複数の進入経路の確保に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，石油コンビナート等特別防災区域における災害が

周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯としての緑地等の整備

を図るものとする。 
○地方公共団体は，建築物用途の混在を防止するために，工業専用地域等の

都市計画決定を行う。 
○国，地方公共団体及び事業者は，危険物等災害が生じた場合に，その原因
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の徹底的な究明に努め，原因究明を受けて必要な場合には，法令で定める

技術基準の見直し等を行い危険物等関係施設の安全性の向上に努めるも

のとする。 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，それぞれの機関及び機関相互

間において情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・

責任等の明確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等において

も対応できる体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの

整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，発災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，民間企業，報道機関，住民等からの情報など多様な

災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすものとする。また，国等においては

それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情

報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，その推進

に努めるものとする。 
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(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，災害が発生した場合に直

ちに通報できる無線設備等の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信(以
下「携帯電話等」という。），業務用移動通信，アマチュア無線等による移

動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線の

活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
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２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，それぞれの機関において実情

に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，それぞれの機関の実情を踏ま

え，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知すると

ともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法

等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体及び事業者は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機

関，事業者団体相互において相互応援の協定を締結する等平常時より連携

を強化しておくものとする。また，事業者は資機材の調達に係る相互応援

体制の整備を推進するものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ

う，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておく

とともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両，ヘリコプター及

び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○国〔防衛省，海上保安庁〕は，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕及び事業者

は，当該機関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情

報交換を行うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
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○地方公共団体及び事業者は，あらかじめ，消防と医療機関，事業者と医療

機関及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに，医療機関の連

絡・連携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自衛消防組織等の連携

強化を図り，消防水利の確保，消防体制の整備に努めるものとする。 
○海上保安庁は，海上における消火活動に備え，平常時から消防体制の整備

に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，海水，河川水等を消防水利として活用するための

施設の整備を図るものとする。 
○地方公共団体及び事業者は，危険物の種類に対応した化学消火薬剤等の備

蓄及び化学消防車等の資機材の整備促進に努めるものとする。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，防災のための施設，設備

及び資機材等を設置し，適切に維持管理するものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて，災害時の道路交通管理体制を整備するものとする。また，都道府県

警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通誘

導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制の整備に努めるものと

する。 
５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係 

○国及び地方公共団体は，危険物等が大量流出した場合に備えて，防除活動

及び避難誘導活動を行うための体制の整備に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，危険物等が大量流出した場合に備えて，オイルフ

ェンス等防除資機材及び避難誘導に必要な資機材の整備を図るものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機

材の整備状況を把握し，災害発生時には必要に応じて応援を求めることが

できる体制を整備するものとする。 
○海上保安庁は，油等が大量流出した場合における油等防除に関する計画を

作成するものとする。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，油等が大量流出した場合
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に備えて，オイルフェンス，オイルフェンス展張船及び油回収船を整備す

るものとする。 
○石油・化学事業者団体は，油等が大量流出した場合に備えて，油等防除資

機材の整備を図るものとする。 
６ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，避難場所・避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し，訓練

を行うものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者その他のいわゆる災害時要援護者を適切

に避難誘導するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常

時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，河川敷，公民館，学校，港湾緑地等公共的施

設等を対象に，避難場所をその管理者の同意を得た上で，あらかじめ指定

し，住民への周知徹底に努めるものとする。また，避難場所として指定さ

れた建物については，必要に応じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に

保つための設備の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
７ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○事業者は，施設，設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため，あらか

じめ体制・資機材を整備するものとする。 
８ 防災業務関係者の安全確保関係 

○国及び地方公共団体は，応急対策活動中の安全確保のための資機材をあら

かじめ整備するものとする。 
９ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は，危険物等事故に関する情報を常に

伝達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
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１０ 防災関係機関等の防災訓練の実施 

(1) 訓練の実施 

○石油コンビナート等防災本部及び石油コンビナート等特別防災区域内の

事業所は，防災訓練を積極的に実施するものとする。 
○消防機関，警察機関及び海上保安庁は，様々な危険物等災害を想定し，よ

り実践的な消火，救助・救急等の訓練を実施するものとする。 
○自衛防災組織，消防機関及び警察機関を始めとする地方公共団体，国の機

関及び地域住民等は，相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体及び自衛防災組織等が訓練を行うに当たっては，危険物

等事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等

様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
１１ 災害復旧への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○国，地方公共団体及び事業者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ

重要な所管施設の構造図等の資料を整備しておくとともに，資料の被災を

回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
第３節 防災知識の普及，訓練 
１ 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，危険物安全週間や防災関連行事等を

通じ，住民に対し，その危険性を周知するとともに，災害発生時にとるべ

き行動，避難場所での行動等防災知識の普及，啓発を図るものとする。 
○地方公共団体は，地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い，地域

住民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ，地区別防災カルテ，災

害時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し，住民等に配布するととも

に，研修を実施する等防災知識の普及啓発に努めるものとする。 
○また，教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ

等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
２ 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児等

災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めるものとする。 
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第４節 危険物等災害及び防災に関する研究等の推進 
○国は，防災に係る見地から，危険物等災害及び防災に関する科学技術及び

研究の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，

研究機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとす

る。 
○国は，危険物等災害及び防災に資する基本的なデータの集積，各種試験研

究施設・設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，防

災技術の研究開発の推進を図るものとする。 
○国は，関係機関間の緊密な連携を図りつつ，研究成果の流通の促進，研究

の推進，研究体制の充実等を推進するものとする。 
○国は，研究機関等の行った，危険物等災害に関する研究の成果が防災体制

の強化に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を

推進するとともに，必要に応じ安全基準等の改訂を行うものとする。 
○研究分野としては，危険物等そのものの理学的研究のみならず，工学的分

野，災害時の人間行動や情報伝達など社会学的分野についての研究も積極

的に行うものとする。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 危険物等事故情報等の連絡 

○危険物等による大規模な事故が発生した場合，事業者は地方公共団体に連

絡し，地方公共団体は危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，

厚生労働省〕へ連絡するものとする。 
○危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕は，大

規模な事故が発生した場合，事故情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕，関係

省庁〔内閣府，消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁，環境省等〕，関係

都道府県及び関係指定公共機関に行う。 
○危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕は，事

故情報等の連絡の際には，当該危険物等の特性，取扱上の注意事項等応急

対策の実施に当たり必要な情報等も連絡するものとする。 
○都道府県は危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働

省〕から受けた情報を，関係市町村，関係機関等へ連絡する。 
(2) 危険物等の大規模な事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○事業者は，被害状況を地方公共団体に連絡し，連絡を受けた地方公共団体
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は，事業者から収集した情報を，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，

経済産業省，厚生労働省〕に連絡する。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○市町村は，人的被害の状況，火災の発生状況等の情報を収集するとともに，

被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県

へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業

省，厚生労働省〕(指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機関を

通じ）に連絡し，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚

生労働省〕は被害規模を迅速に把握するとともに，これらを速やかに官邸

〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な危険物等災害が発生した場合には，関係省庁

〔消防庁，経済産業省，厚生労働省，警察庁，防衛省，海上保安庁等〕等

は被害の第１次情報を速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

○事業者は，被害状況を地方公共団体に連絡し，連絡を受けた地方公共団体

は，事業者から収集した情報を，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，

経済産業省，厚生労働省〕に連絡する。 
○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁は，これを官邸〔内閣官房〕及び他の危険物等の

取扱規制担当省庁〔経済産業省，厚生労働省〕に連絡し，非常災害対策本

部の設置後はこれを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，危険物等の取扱規制担当省庁

〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕，関係省庁に連絡する。また，非常

災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応
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じて官邸〔内閣官房〕，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業

省，厚生労働省〕，関係省庁に連絡する。また，非常災害対策本部の設置

後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働

省〕又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要に応じ内閣総理大

臣に報告する。 
○内閣官房，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働

省〕又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有するために，関係

指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(4) 応急対策活動情報の連絡 

○事業者は，地方公共団体に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連

絡し，連絡を受けた地方公共団体は，事業者から収集した情報を危険物等

の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕に連絡する。 
○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，危険

物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕又は非常災

害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の活動状況，対策本

部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，自ら実施する応急

対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，危険物等の取扱規制担当省庁〔消

防庁，経済産業省，厚生労働省〕又は非常災害対策本部の設置後は非常災

害対策本部に連絡するとともに，必要に応じ都道府県，公共機関及び事業

者に連絡する。 
○内閣官房，危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働

省〕又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報を，必要に応じ

内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお

いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，災害発生直後は直ちに，災害
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情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 事業者の活動体制 

○事業者は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及

び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 
○事業者は，発災後，速やかに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずる

ものとする。 
○事業者は，消防機関，都道府県警察等との間において緊密な連携の確保に

努めるものとする。 
２ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置，石油コンビナート等現地防災本部の設置等

必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努め

るものとする。 
３ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な危険物等災害が発生した場合，

必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，

関係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体及び事業者等との

間において，緊密な連携の確保に努めるものとする。 
４ 公共機関の活動体制 

○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 
５ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体等に応援を求

めるものとする。また，大規模な危険物等災害の発生を覚知した時は，発

災地以外の地方公共団体及び事業者は，あらかじめ関係地方公共団体及び

事業者により締結された広域応援協定等に基づき，速やかに応援体制を整
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えるものとする。 
６ 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な危険物等事故発生時には，事故及び被害の第１次情報についての

確認，共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡

会議を開催するものとする。 
○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施，

事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現

地に派遣するものとする。 
７ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な危険物等災害が発生した場合，内閣官房は緊

急参集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集

約等を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
８ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して危険物等の取扱規制担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕内

とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，危険物等の取扱規制

担当省庁〔消防庁，経済産業省，厚生労働省〕等指定行政機関の局長級職

員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
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(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施，事故原因の究明等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣

を行うとともに，指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する

災害応急対策の総合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅

速に処理する必要がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として危険物等の取扱規制担当省庁の副大臣〔総務

副大臣，経済産業副大臣，厚生労働副大臣〕とし，現地対策本部員は，本

省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるもの

とする。 
９ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を危険物等

事故の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請する

ものとする。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直

ちにその旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，危険

物等の大規模な事故が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣等，

危険物等災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついと

まがないと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することが

できる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

消防活動，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，危険物の保

安及び除去等を実施するものとする。 
１０ 防災業務関係者の安全確保 

○国，地方公共団体等は，応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保
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を図るものとする。 
○国及び地方公共団体等は，応急対策活動中の安全確保のため相互に密接な

情報交換を行うものとする。 
第３節 災害の拡大防止活動 
○事業者は，危険物等災害時に的確な応急点検及び応急措置等を講ずるもの

とする。 
○地方公共団体は，危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止，流出し

た危険物等の除去，環境モニタリングを始め，住民等の避難，事業者に対

する応急措置命令，危険物等関係施設の緊急使用停止命令など適切な応急

対策を講ずるものとする。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，発災後速やかに，周辺の

事業所と協力し，災害の拡大防止を図るものとする。 
第４節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上において救助・救急活動を行うものとし，更に可能な

場合は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼等に基づき，地方公共

団体の活動を支援するものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす
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る。 
２ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，患者の急増等に対

応するため，相互に密接な情報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関

等に協力を求めるよう努めるものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

(1) 消防機関，自衛消防組織等による消火活動 

○消防機関，自衛消防組織等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，

迅速に消火活動を行うものとする。 
○発災現場以外の市町村は，発災現場の地方公共団体からの要請，相互応援

協定等に基づき，消防機関，自衛消防組織等による応援の迅速かつ円滑な

実施に努めるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，発災現場以外の地方公共団体の消防隊，自衛防災

組織等による応援のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとす

る。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
(2) 海上保安庁による消火活動 

○海上保安庁は，海上における消火活動を行うものとし，さらに可能な場合

は，必要に応じ，または非常災害対策本部の依頼に基づき，地方公共団体

の活動を支援するものとする。 
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第５節 災害の拡大防止のための交通制限及び緊急輸送のための交通の確保・緊急

輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため，被害の状況，緊急度，重要度を

考慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，災害の拡大防止又は緊急輸送を確保するため，直ちに，

一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通

規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者等との応援協定等に基づ

き，交通誘導の実施等を要請するものとする。 
○海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて，船舶の交通を

制限し，又は禁止するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○海上に被害が及んだ場合又は被害が及ぶおそれがある場合，海上保安庁は

通行船舶に対し，航行制限，航泊禁止等の措置を講ずるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第６節 危険物等の大量流出に対する応急対策 
○大量の油等が海上に排出された場合は，事故の原因者等は防除措置を講ず

るものとする。 
○消防機関，都道府県警察は，危険物等が海上に大量流出した場合，直ちに

防除活動を行うとともに，避難誘導活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，危険物等が海上に流出した場合，応急的な防除活動を行い，

航行船舶の避難誘導活動等必要な措置を講じるとともに，排出の原因者が

必要な措置を講じていない場合は，措置を講ずるよう命ずるものとする。 
○国土交通省は，油等流出事故が発生した場合，要請等を受けて，油回収船

を出動させ，防除活動を行うものとする。 
○海上保安庁は，危険物等が大量に海上に流出した場合，原因者側の対応が

不十分なときは，自ら防除を行う等被害を 小限にくい止めるための措置

を講ずるものとする。 
○国及び地方公共団体は，危険物等が河川等に大量流出した場合，直ちに関
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係機関と協力の上，環境モニタリング，危険物等の処理等必要な措置を講

ずるものとする。なお，その際，関係行政機関等からなる水質汚濁防止連

絡協議会の活用など，既存の組織を有効に活用し，迅速に対応するものと

する。 
○国及び地方公共団体等は，危険物等の海岸等への漂着に対処するため，直

ちに関係機関と協力の上，危険物等の防除，環境モニタリング等必要な措

置を講ずるものとする。 
○防除措置を実施するに当たっては，必要な資機材を迅速に調達するものと

し，危険物等の拡散を 小限に抑える措置を講ずるものとする。 
○石油コンビナート等特別防災区域内の事業者は，備え付けているオイルフ

ェンス，オイルフェンス展張船及び油回収船を用いて，海上への油等の流

出を防止するものとする。 
第７節 避難収容活動 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。 
３ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高
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齢者，障害者等災害時要援護者に十分配慮すること。特に高齢者，障害者

の避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第８節 施設，設備の応急復旧活動 
○国及び地方公共団体等は，専門技術をもつ人材等を活用して，施設，設備

の緊急点検を実施するとともに，これらの被害状況等を把握し，施設の応

急復旧を速やかに行うものとする。 
第９節 被災者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，

被災者のニーズを十分把握し，危険物等災害の状況，二次災害の危険性に

関する情報，安否情報，交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関な

どの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被

災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。

なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に配慮した伝達

を行うこと。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，

情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうも

のとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，

国民全体に対し危険物等災害の状況，安否情報，施設等の復旧状況，義援

物資の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，

情報の公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を

行うものとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力
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を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関，地方公共団体及び事業者は，必要に応

じ，発災後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた

窓口の設置，人員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極

め収集・整理を行うものとする。 

第３章 災害復旧 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

した公共施設の復旧事業を行うものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，復旧に当たり，可能な限り復旧予定時

期を明示するものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，復旧に当たり，環境に配慮しつつ，必

要な措置を講ずるものとする。 
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第 12 編 大規模な火事災害対策編 
○本編では，大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火

事災害に対する対策について記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり 
１ 災害に強いまちの形成 

○国及び地方公共団体は，避難路，避難地，延焼遮断帯，防災活動拠点とも

なる幹線道路，都市公園，河川，港湾緑地など骨格的な都市基盤施設及び

防災安全街区の整備，老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地

区画整理事業，市街地再開発事業等による市街地の面的な整備，建築物や

公共施設の耐震・不燃化，水面・緑地帯の計画的確保，耐震性貯水槽や備

蓄倉庫，海水・河川水・下水処理水等を消防水利として活用するための施

設の整備等を図るとともに，防火地域及び凖防火地域の的確な指定による

防災に配慮した土地利用への誘導等により，災害に強い都市構造の形成を

図るものとする。 
○国，地方公共団体，事業者等は，火災時に消防活動が制約される可能性の

ある高層建築物，緊急時に速やかな傷病者の搬送・収容等が必要とされる

医療用建築物等について，ヘリコプターの屋上緊急離発着場又は緊急救助

用のスペースの設置を促進するよう努めるものとする。 
２ 火災に対する建築物の安全化 

(1) 消防用設備等の整備，維持管理 

○国，地方公共団体，事業者等は，多数の人が出入りする事業所等の高層建

築物，地下街等について，法令に適合したスプリンクラー設備等の消防用

設備等の設置を促進するとともに，当該建築物に設置された消防用設備等

については，災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的

に点検を行うなど適正な維持管理を行うものとする。 
○国，地方公共団体，事業者等は，高層建築物等において 新の技術を活用

し，建築物全体として総合的かつ有機的に機能する消防防災システムのイ

ンテリジェント化の推進に努めるものとする。また，消防用設備等の防災

設備全般の監視，操作等を行うための総合操作盤の防災センターにおける

設置の促進を図るものとする。 
(2) 建築物の防火管理体制 

○国，地方公共団体，事業者等は，多数の人が出入りする事業所等の高層建

築物，地下街等について，防火管理者を適正に選任するとともに，防火管
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理者が当該建築物についての消防計画の作成，当該消防計画に基づく消火，

通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど，防火

管理体制の充実を図るものとする。 
(3) 建築物の安全対策の推進 

○国，地方公共団体は，火災等の災害から人命の安全を確保するため，特殊

建築物等の適切な維持保全及び必要な防災改修を促進するものとする。 
○国，地方公共団体，事業者等は，高層建築物，地下街等について，避難経

路・火気使用店舗等の配置の適正化，防火区画の徹底などによる火災に強

い構造の形成を図るとともに，不燃性材料・防炎物品の使用，店舗等にお

ける火気の使用制限，安全なガスの使用などによる火災安全対策の充実を

図るものとする。 
第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実 
○気象庁は，大規模な火事災害防止のため，気象の実況の把握に努め，災害

防止のための情報の充実と適時・的確な情報発表に努めるものとする。 
第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間において

情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の明

確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応でき

る体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連絡システ

ムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，民間企業，報道機関，住民等からの情報など多様な
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災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすものとする。また，国等においては

それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情

報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，その推進

に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信，業

務用移動通信，アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整

備しておくこと。なお，アマチュア無線の活用はボランティアという性格

に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構
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築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
○電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重要性に鑑み，災害時の

通信手段の確保のため，通信ケーブル，ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進

を図るものとする。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ

う，あらかじめ要請の手順，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておく

とともに，連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
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○防衛省は，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省〕は，当該機関に係る資機

材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行うよう努める

ものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，大規模な火事に備え，消火栓のみに偏ることなく，防火

水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プール，ため池等の

指定消防水利としての活用等により，消防水利の多様化を図るとともに，

その適正な配置に努めるものとする。 
○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自主防災組織等の連携

強化を図り，区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保，消

防体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に

努めるものとする。 
４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害時の道路交通管理体制を整備するものとする。また，都道府県警

察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通誘導

の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制の整備に努めるものと

する。 
５ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，避難場所・避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し，訓練
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を行うものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者その他のいわゆる災害時要援護者を適切

に避難誘導するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常

時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，河川敷，公民館，学校，港湾緑地等公共的施

設等を対象に，避難場所をその管理者の同意を得た上で，あらかじめ指定

し，住民への周知徹底に努めるものとする。また，避難場所として指定さ

れた建物については，必要に応じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に

保つための設備の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
６ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する

ものとする。 
７ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は大規模な火事に関する情報を常に伝

達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
８ 防災関係機関等の防災訓練の実施 

(1) 訓練の実施 

○消防機関は，大規模災害を想定し，より実践的な消火，救助・救急等の訓

練を実施するものとする。 
○消防機関を始めとする地方公共団体，国の機関，事業者及び地域住民等が

相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，事業者が訓練を行うに当たっては，大規模な火事及び

被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を

設定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
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９ 災害復旧への備え 

○公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所

管施設の構造図等の資料を整備しておくとともに，資料の被災を回避する

ため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
第４節 防災知識の普及，訓練 
１ 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，全国火災予防運動，防災週間等を通

じ，住民に対し，大規模な火事の被害想定などを示しながらその危険性を

周知させるとともに，災害発生時にとるべき行動，避難場所での行動等防

災知識の普及，啓発を図るものとする。 
○地方公共団体は，地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い，地域

住民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ，地区別防災カルテ，災

害時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し，住民等に配布するととも

に，研修を実施する等防災知識の普及啓発に努めるものとする。 
○また，教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ，

擬似体験装置等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
２ 防災関連設備等の普及 

○国，地方公共団体は，住民等に対して消火器，避難用補助具等の普及に努

めるものとする。 
３ 防災訓練の実施，指導 

○国，地方公共団体等は，全国火災予防運動，防災週間等を通じ，積極的に

防災訓練を実施するものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住

地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の大

規模な火事発生時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。 
４ 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児等

災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めるものとする。 
第５節 大規模な火事及び防災に関する研究等の推進 
○国は，防災に係る見地から，大規模な火事及び防災に関する科学技術及び

研究の振興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，

研究機関と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとす



－ 321 － 

る。 
○国は，大規模な火事及び防災に資する基本的なデータの集積，各種試験研

究施設・設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，防

災技術の研究開発の推進を図るものとする。 
○国は，関係機関間の緊密な連携を図りつつ，研究成果の流通の促進，研究

体制の充実等を推進するものとする。 
○国は，研究機関等の行った，大規模な火事に関する研究の成果が防災体制

の強化に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を

推進するものとする。 
○国は，大規模な火事の延焼阻止技術に関する調査研究及び開発を進めると

ともに，延焼遮断帯・防火帯としての道路，公園，緑地，河川等の配置，

避難地，避難路の適正配置，街路樹等の緑化と防火機能の高い樹木の選定

等火災の延焼防止の観点に立った総合的なまちづくりに係る調査研究を

推進するものとする。 
○研究分野としては，理学的研究のみならず，工学的分野，災害時の人間行

動や情報伝達など社会学的分野についての研究も積極的に行うものとす

る。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 大規模な火事発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は，火災の発生状況，人的被害の状況等の情報を収集するとともに，

被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から直ちに都道府県

へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ航空機

による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ画像情

報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○警察庁，防衛省及び指定公共機関等は，被害規模に関する概括的な情報等

を消防庁（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機関を通じ）に
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連絡し，消防庁は被害規模を迅速に把握するとともに，これらを速やかに

官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な火事災害が発生した場合には，関係省庁〔消

防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁等〕等は被害の第１次情報を速やかに

官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
(2) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。非常災害対策本部の設置後は，消防庁は，これを非常災

害対策本部に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，消防庁，関係省庁に連絡する。

また，非常災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，消防庁，関係省庁に連絡する。また，非常災害対

策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要に応

じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有する

ために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(3) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，消防

庁又は非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の活動

状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，自ら

実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，消防庁又は非常災害

対策本部の設置後は非常災害対策本部に連絡するとともに，必要に応じ都

道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報を，

必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお

いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
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○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生直後は直ちに，災害情報連絡

のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努め

るものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な火事災害が発生した場合，必要

に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関

係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体等との間において

緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 公共機関の活動体制 

○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な火事の発生を覚知した時は，被災地以外の

地方公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援

協定等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
５ 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な火事発生時には，被害の第１次情報についての確認，共有化，応

急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡会議を開催するも

のとする。 
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○関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施に

資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣するものと

する。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な火事災害が発生した場合，内閣官房は緊急参

集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等

を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
７ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して消防庁内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，消防庁等指定行政機

関の局長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，

指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総

合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要

がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対策本部」という。）

の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を
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現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として総務副大臣とし，現地対策本部員は，本省庁

課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものとす

る。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を火事の規

模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとす

る。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその

旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば，大規

模な火事が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣等，大規模な火

事災害に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがな

いと認められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の援助，遭難者等の捜索救助，

消防活動，応急医療・救護・防疫，人員及び物資の緊急輸送，危険物の保

安及び除去等を実施するものとする。 
第３節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための
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措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，相互に密接な情報

交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努めるも

のとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

○消防機関等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動

を行うものとする。 
○被災地以外の市町村は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援協定に

基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，被災地以外の地方公共団体の消防隊による応援の

ための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の
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機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うた

め，必要に応じて，警備業者等との応援協定に基づき，交通誘導の実施等

を要請するものとする。 
○また，海上保安庁は，緊急輸送を円滑に行うため，必要に応じて，船舶の

交通を制限し又は禁止するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者，海上保安庁及び非常災害対

策本部は，相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 避難収容活動 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避
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難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急仮設住

宅の迅速な提供により，避難場所の早期解消に努めることを基本とする。 
３ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者等災害時要援護者に十分配慮すること。特に高齢者，障害者

の避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第６節 施設，設備の応急復旧活動 
○国及び地方公共団体等は，専門技術をもつ人材等を活用して，それぞれの

所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これらの被害状況等

を把握し，ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとす

る。 
第７節 被災者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者

のニーズを十分把握し，大規模な火事災害の状況，安否情報，ライフライ

ンや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関などの情報，それぞれ

の機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確

かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。なお，その際，高齢

者，障害者，外国人等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとす

る。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提
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供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，国民全

体に対し大規模な火事災害の状況，安否情報，施設等の復旧状況，義援物

資の取扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うも

のとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災

後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の

設置，人員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・

整理を行うものとする。 

第３章 災害復旧・復興 

第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 
○地方公共団体は，被災の状況，地域の特性，関係公共施設管理者の意向等

を勘案しつつ，迅速な原状復旧を目指すか，又は更に災害に強いまちづく

り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し，復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には，

これに基づき復興計画を作成するものとする。 
○被災地方公共団体は，災害復旧・復興対策の推進のため，必要に応じ国，

他の地方公共団体等に対し職員の派遣，その他の協力を求めるものとする。 
第２節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復
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旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧を

行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
第３節 計画的復興の進め方 
１ 復興計画の作成 

○大規模な火事により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災

害においては，被災地域の再建は，都市構造の改変，産業基盤の改変を要

するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり，これ

を可及的速やかに実施するため，復興計画を作成し，関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 
○地方公共団体は，復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地
方公共団体間の連携，国との連携，広域調整）を行うものとする。必要に

応じて，国は復興組織体制の整備を図り，被災地方公共団体を支援する。 
２ 防災まちづくり 

○必要に応じ，地方公共団体は，再度災害防止とより快適な都市環境を目指

し，住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するもの

とする。その際，まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のための

ものという理念のもとに，計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし，

将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし，住民の理解を求めるよう

努めるものとする。 
○地方公共団体は，復興のため市街地の整備改善が必要な場合には，被災市

街地復興特別措置法等を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点

から，防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセン

サスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施に

より合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 
○地方公共団体は，防災まちづくりに当たっては，必要に応じ，避難路，避

難地，延焼遮断帯，防災活動拠点ともなる幹線道路，都市公園，河川，港

湾など骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備，ライフラインの共

同収容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等，ライフラインの耐災化

等，建築物や公共施設の不燃化，耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標と

するものとする。この際，都市公園，河川等のオープンスペースの確保等

は，単に避難場所としての活用，臨時ヘリポートとしての活用など防災の

観点だけでなく，地域の環境保全，レクリエーション空間の確保，景観構

成に資するものであり，その点を十分住民に対し説明し理解と協力を得る
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ように努めるものとする。また，ライフラインの共同収容施設としての共

同溝，電線共同溝の整備等については，各種ライフラインの特性等を勘案

し，各事業者と調整を図りつつ進めるものとする。 
○地方公共団体は，既存不適格建築物については，防災とアメニティの観点

から，その問題の重要性を住民に説明しつつ，市街地再開発事業等の適切

な推進によりその解消に努めるものとする。 
○地方公共団体は，新たなまちづくりの展望，計画決定までの手続き，スケ

ジュール，被災者サイドでの種々の選択肢，施策情報の提供等を，住民に

対し行うものとする。 
第４節 被災者等の生活再建等の支援 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居を

行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るため，

公営住宅等の空き家を活用する。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の住宅の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す

るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
第５節 被災中小企業の復旧その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付，災害復旧高度化資金貸付等により，等により，設

備復旧資金，運転資金の貸付を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立

的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維
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持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 



－ 333 － 

第 13 編 林野火災対策編 
○本編では，火災による広範囲にわたる林野の焼失等といった林野火災に対

する対策について，記述する。 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり 
○地方公共団体は，林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域において，

地域の特性に配慮しつつ，関係市町村による林野火災対策に係る総合的な

事業計画を作成し，その推進を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，防火林道，防火森林の整備等を実施するものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，警報発令中の火の使用制限の徹底を図るとともに，

多発時期等における監視パトロール等の強化，火入れを行う者に対する適

切な対応等を行うものとする。 
○森林所有者，地域の林業関係団体等は，自主的な森林保全管理活動を推進

するように努めるものとする。 
第２節 林野火災防止のための情報の充実 
○気象庁は，林野火災防止のため，気象の実況の把握に努め，災害防止のた

めの情報の充実と適時・的確な情報発表に努めるものとする。 
第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○国，公共機関，地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間において

情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の明

確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応でき

る体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，

ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの整備を推
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進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，林業関係者，報道機関，住民等からの情報など多様

な災害関連情報等の収集体制の整備に努めるものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努めるもの

とする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすものとする。また，国等においては

それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう情

報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，その推進

に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・山間地での広範囲な情報連絡が可能な通信機器の整備を促進すること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
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・災害時に有効な，携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信(以
下「携帯電話等」という。），業務用移動通信，アマチュア無線等による移

動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線の

活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整

備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について熟知しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関において実情に応じ職

員の非常参集体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の実情を踏まえ，必要

に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知するとともに定

期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法等の習熟，

他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機関において

相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等，消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に

努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊の連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおの計画の調整を図るとともに協力関係につ

いて定めておくなど，平常時から連携体制の強化を図るものとする。その
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際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図ると

ともに相互の情報連絡体制の充実，共同防災訓練の実施等に努めるものと

する。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡調整の窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を

徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（偵察，消火，救助，

救急等）について，自衛隊の派遣要請を行うのか，平常時よりその想定を

行うとともに，自衛隊へ連絡しておくものとする。 
３ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○防衛省においても，救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省〕は，当該機関に係る資機

材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行うよう努める

ものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，防火水槽，貯水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の

活用，水泳プール，ため池等の指定消防水利としての活用等により，消防

水利の多様化を図るとともに，その適正な配置に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進する

ため，ヘリコプターの整備，広域航空応援体制の整備，活動拠点及び資機

材の整備等を積極的に実施できる体制づくりを推進するものとする。 
○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自主防災組織等の連携

強化を図り，消防水利の確保，消防体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，林野火災用工作機器，可搬式消火機材等の消防用機械・

資機材の整備促進に努めるものとする。 
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４ 緊急輸送活動関係 

○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて，災害時の道路交通管理体制を整備するものとする。また，都道府県

警察は，災害時の交通規制を円滑に行うため，警備業者等との間に交通誘

導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，発災後において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制の整備に努めるものと

する。 
５ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，避難場所・避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し，訓練

を行うものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者その他のいわゆる災害時要援護者を適切

に避難誘導するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常

時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，公民館，学校等公共的施設等を対象に，避難場所をその

管理者の同意を得た上で，あらかじめ指定し，住民への周知徹底に努める

ものとする。また，避難場所として指定された建物については，必要に応

じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努める

ものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
６ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関は，それぞれの所管する施設，設備の被害

状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材を整備する

ものとする。 
７ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は，林野火災に関する情報を常に伝達

できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図るものとする。 
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○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
８ 二次災害の防止活動関係 

○国及び地方公共団体は，林野火災により，流域が荒廃した地域の下流部に

おける土砂災害危険箇所の危険度を応急的に判定する技術者の養成，並び

に事前登録など活用のための施策等を推進するものとする。 
９ 防災関係機関等の防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

○消防機関は，様々な状況を想定し，広域応援も想定した，より実践的な消

火等の訓練を実施するものとする。 
○消防機関を始めとする地方公共団体，国の機関，林業関係団体，民間企業

及び地域住民等が相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，公共機関及び林業関係者等が訓練を行うに当たっては，

林野火災及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等

様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
第４節 防災活動の促進 
１ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国〔消防庁，農林水産省〕，公共機関及び地方公共団体等は，林野火災の

出火原因の大半が不用意な火の取扱いによるものであることにかんがみ，

林野火災予防運動等を通じて，林野火災に対する国民の防火意識の高揚を

図るとともに，林業関係者，林野周辺住民，ハイカーなどの入山者等への

啓発を実施するものとする。なお，住民等への啓発は，多発期や休日前に

重点的に行うなど林野火災の発生傾向に十分留意するものとする。 
○国〔消防庁，農林水産省，気象庁等〕は，我が国のおかれた自然条件等に

ついての国民の正しい理解を得るため，林野火災に関する広報資料の作成

等に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体は，林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため，標

識板，立看板の設置や簡易防火用水を設置するなど防火思想の普及と初期

消火に対応するための施設の配備を促進するものとするものとする。 
○また，教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ
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等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
(2) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児等

災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めるものとする。 
２ 国民の防災活動の環境整備 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○林野火災の予防活動については，地域住民や林業関係者等の協力が不可欠

であるので，国及び地方公共団体は，住民や事業所等の自主防災活動を育

成・助長するものとする。 
第５節 林野火災及び防災に関する研究等の推進 
○国は，林野火災の延焼性状，有効な消火資機材及び災害発生場所の状況に

応じた消火手段・方法，ヘリコプターによる空中消火に対応した消火戦術

等について調査研究を推進するものとする。 
○国〔消防庁，農林水産省〕は，林野火災及び林野火災対策に資する基本的

なデータの集積，各種試験研究施設・設備の充実・整備，研究所や大学等

における防災研究の推進等を図るものとする。 
○国は，関係機関間の緊密な連携を図りつつ，研究成果の流通の促進，研究

体制の充実等を推進するものとする。 
○国は，研究機関等の行った，林野火災に関する研究の成果が防災体制の強

化に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進

するものとする。 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 林野火災発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は，火災の発生状況，人的被害の状況，林野の被害の状況等の情報

を収集するとともに，被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範

囲から直ちに都道府県へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁及び林野庁に報

告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被
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害に関する情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○国〔消防庁，警察庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ航空機

による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔消防庁，警察庁，防衛省等〕及び地方公共団体は，必要に応じ画像情

報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○警察庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に関する概

括的な情報等を消防庁（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機

関を通じ）に連絡し，消防庁は被害規模を迅速に把握するとともに，大規

模な被害の発生のおそれがあると判断した場合は，これらを速やかに官邸

〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○社会的影響が大きい大規模な林野火災が発生した場合には，関係省庁〔消

防庁，警察庁，防衛省等〕等は被害の第１次情報を速やかに官邸〔内閣官

房〕に連絡する。 
(2) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。非常災害対策本部の設置後は，消防庁は，これを非常災

害対策本部に連絡する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，消防庁，関係省庁に連絡する。

また，非常災害対策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，消防庁，関係省庁に連絡する。また，非常災害対

策本部の設置後は，これを非常災害対策本部に連絡する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を必要に応

じ内閣総理大臣に報告する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した被害情報を共有する

ために，関係指定行政機関，関係指定公共機関に連絡する。 
○非常災害対策本部は，収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。 
(3) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，官邸〔内閣官房〕，消防

庁又は非常災害対策本部の設置後は非常災害対策本部に，応急対策の活動

状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，自ら
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実施する応急対策の活動状況を，官邸〔内閣官房〕，消防庁又は非常災害

対策本部の設置後は非常災害対策本部に連絡するとともに，必要に応じ都

道府県，公共機関に連絡する。 
○内閣官房，消防庁又は非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報を，

必要に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常災害対策本部は，収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部にお

いて調整された応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共

機関及び都道府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生直後は直ちに，災害情報連絡

のための通信手段を確保するものとする。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
第２節 活動体制の確立 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努め

るものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関の活動体制 

○内閣官房は，社会的影響が大きい大規模な林野火災が発生した場合，必要

に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，関

係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の

確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関は，機関相互間，公共機関，地方公共団体等との間において

緊密な連携の確保に努めるものとする。 
３ 公共機関の活動体制 

○公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立

及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○公共機関は，指定行政機関等との間において緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 
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４ 事業者の活動体制 

○林業関係事業者は，消防機関，都道府県警察等との連携を図り，初期対応，

情報連絡等の協力に努めるものとする。 
５ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，林野火災の発生を覚知した時は，被災地以外の地方

公共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定

等に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
６ 関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な林野火災発生時には，被害の第１次情報についての確認，共有化，

応急対策の調整等を行うため，必要に応じて関係省庁連絡会議を開催する

ものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す

るものとする。 
７ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○社会的影響が大きい大規模な林野火災が発生した場合，内閣官房は緊急参

集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集約等

を行う。 
○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
８ 非常災害対策本部の設置等 

(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，原則と

して消防庁内とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く。）は，消防庁等指定行政機

関の局長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ
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の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化するものとす

る。 
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常災害対策本部は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施等に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，

指定地方行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総

合調整に関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要

がある場合には，非常災害現地対策本部(以下，「現地対策本部」という。）

の設置を行うものとする。 
○必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担当官を

現地に派遣するものとする。 
○現地対策本部長は原則として自治政務次官とし，現地対策本部員は，本省

庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものと

する。 
９ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を林野火災

の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するもの

とする。また，事態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちに

その旨を連絡するものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため，必要があると認めるときは，都道

府県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば大規模

な林野火災が発生した場合の情報の収集のための部隊の派遣等，林野火災

に際し，その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認

められるときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，空中消火等の消火活動，避難の援助，

遭難者等の捜索救助，応急医療・救護，人員及び物資の緊急輸送，危険物

の保安及び除去等を実施するものとする。 
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第３節 救助・救急，医療及び消火活動 
１ 救助・救急活動 

(1) 地方公共団体及び国の機関による救助・救急活動 

○地方公共団体は，救助・救急活動を行うほか，被害状況の早急な把握に努

め，必要に応じ，非常災害対策本部，現地対策本部等国の各機関，他の地

方公共団体に応援を要請するものとする。 
○非常災害対策本部又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に

基づき，自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう

総合調整を行うものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常災害対策本部の依頼に基づき，救助・救

急活動を行うものとする。 
(2) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
２ 医療活動 

○医療機関は，負傷者等に対し医療活動を行うとともに，相互に密接な情報

交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努めるも

のとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社は，医師を確保し救護班を

編成するとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常災害対策本部に報告するよ

う努めるものとする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は地方公共団体の要請に基づき，救護班

派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，救護班の

派遣に係る総合調整を行うものとする。 
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○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

(1) 消防機関等による消火活動 

○消防機関等は，速やかに火災の状況を把握するとともに，迅速に消火活動

を行うものとする。 
○住民及び自主防災組織等は，発災後初期段階において，自発的に初期消火

活動を行うとともに，消防機関に協力するよう努めるものとする。 
○消防機関は，林野火災防御図の活用等を図りつつ，効果的な消火活動を実

施するとともに，時期を失することなく，近隣市町村に応援要請を行うな

ど早期消火に努めるものとする。 
○地方公共団体は，他の地方公共団体，自衛隊との連携を図りつつ，ヘリコ

プターを積極的に活用し，林野火災の偵察及び空中消火の早期実施を行う

よう努めるものとする。 
(2) 被災地域外の地方公共団体による応援 

○被災地以外の市町村は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援協定に

基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
○消防庁は，被災地以外の消防機関による応援のための措置をとるものとす

る。 
○消防庁は，必要に応じ，被災地以外の地方公共団体の消防隊による応援の

ための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
２ 交通の確保 

○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに一般車両の通行を禁止

するなどの交通規制を行うものとする。また，交通規制を円滑に行うため，

必要に応じて，警備業者等との応援協定に基づき，交通誘導の実施等を要

請するものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常災害対策本部は，相
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互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常災害対策本部は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の

機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第５節 避難収容活動 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。 
３ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者等災害時要援護者に十分配慮すること。特に高齢者，障害者

の避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第６節 施設，設備の応急復旧活動 
○国及び地方公共団体等は，専門技術をもつ人材等を活用して，それぞれの

所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これらの被害状況等

を把握し，ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとす
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る。 
第７節 被災者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者

のニーズを十分把握し，林野火災の状況，二次災害の危険性に関する情報，

安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況，医療機関

などの情報，それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等

被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとす

る。なお，その際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に配慮した

伝達を行うこと。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものとす

る。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，林野火

災の状況，安否情報，施設等の復旧状況等，ニーズに応じた情報を積極的

に伝達するものとする。 
○非常災害対策本部，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，情報の

公表，広報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うも

のとする。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常災害対策本部，指定行政機関，地方公共団体等は，必要に応じ，発災

後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の

設置，人員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収集・
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整理を行うものとする。 
第８節 二次災害の防止活動 
○国及び地方公共団体は，林野火災により流域が荒廃した地域の下流部にお

いては土石流等の二次災害が発生するおそれがあることについて十分留

意して二次災害の防止に努めるものとする。 
○国〔国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，降雨等による二次的

な土砂災害防止施策として専門技術者を活用して，土砂災害等の危険箇所

の点検等を行うものとする。その結果，危険性が高いと判断された箇所に

ついては，関係住民への周知を図り，応急対策を行うとともに，警戒避難

体制の整備を行うものとし，可及的速やかに砂防設備，治山施設，地すべ

り防止施設等の整備を行うものとする。 

第３章 災害復旧 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国及び地方公共団体等は，林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づく

りへの改良復旧を行う。 
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第 14 編 その他の災害に共通する対策編 
○本編は，その他の災害に共通する対策編として，多くの災害対策に比較的

共通する事項を記述する。第２編から第１３編の個別の災害に対する対策

についても，必要に応じ，本編の記述によることとする。 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強い国づくり，まちづくり 
○国及び地方公共団体は，地域の特性に配慮しつつ，災害に強い国づくり，

まちづくりを行うものとする。 
１ 災害に強い国づくり 

○国は，国土形成計画等の総合的・広域的な計画の作成に際しては，各種災

害から国土並びに国民の生命，身体及び財産を保護することに十分配慮す

るものとする。 
(1) 主要交通・通信機能強化 

○国，公共機関及び地方公共団体は，主要な鉄道，道路，港湾，空港等の基

幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては，ネットワークの充実を含む

災害に対する安全性の確保に努めるものとする。 
(2) 災害に強い国土の形成 

○国及び地方公共団体は，災害に強い国土の形成を図るため，国土保全事業

を総合的，計画的に推進するものとする。 
２ 災害に強いまちづくり 

(1) 災害に強いまちの形成 

○国及び地方公共団体は，それぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の

誘導等により災害に強いまちの形成を図るものとする。 
○国及び地方公共団体は，避難地，避難路，防災拠点等の災害時において防

災に資する公共施設の積極的整備を図るものとする。 
(2) 建築物の安全化 

○国及び地方公共団体は，住宅をはじめとする建築物の災害に対する安全性

の確保を促進するよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体及び施設管理者は，不特定多数の者が使用する施設並び

に学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設については，災害に対する

安全性の確保に特に配慮するものとする。 
(3) ライフライン施設等の機能の確保 

○国，地方公共団体及びライフライン事業者は，上下水道，工業用水道，電

気，ガス，電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について，災
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害に対する安全性の確保を図るとともに，系統多重化，拠点の分散，代替

施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 
(4) 災害応急対策等への備え 

○国，公共機関及び地方公共団体は，災害が発生した場合の災害応急対策，

災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備え（第１章第３節参照）を

平常時より十分行うとともに，職員，住民個々の防災力の向上を図るもの

とする。 
第２節 事故災害の予防 
○国，地方公共団体及び事業者は，事業の安全のための情報の充実，事業の

実施における安全の確保並びに事業の用に供する機材及び施設等の安全

性の確保を図るものとする。 
第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 
○災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，迅速かつ円滑に災害応

急対策，災害復旧・復興を実施するための備えを十分に行うものとする。 
１ 災害発生直前対策関係 

(1) 警報等の伝達 

○国及び地方公共団体は，災害の前兆が把握可能な災害について，それに関

する情報，警報等を住民等に伝達する体制を整備するものとする。 
(2) 住民等への避難誘導体制 

○地方公共団体は，住民の避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画するも

のとする。 
(3) 災害未然防止活動 

○国及び地方公共団体は，必要に応じ，災害発生直前の応急対策を行うため

の体制整備，必要な資機材の備蓄を行うものとする。 
２ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○気象庁は，災害をもたらす可能性がある自然現象を観測し，異常現象に関

する情報を迅速かつ正確に収集・伝達するための体制及び施設・設備の充

実を図るものとする。 
○災害による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす

事態に備え，国，公共機関及び地方公共団体は，市町村，都道府県，国そ

の他防災機関との連絡が，相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルー

トの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立

に努めるものする。 
○国，公共機関，地方公共団体は，それぞれの機関及び機関相互間において
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情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに，その際の役割・責任等の明

確化に努めるものとする。また，夜間，休日の場合等においても対応でき

る体制の整備を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災地における情報の迅速かつ正確な

収集・連絡を行うため，情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるもの

とする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，情報の共有化を図るため,各機関が横

断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し，共通のシステム（防災情報

共有プラットフォーム）に集約できるよう努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空

機，巡視船，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに，ヘリコプターテレビシステム，監視カメラ等画像情報の収集・連

絡システムの整備を推進するものとする。 
○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ，被災現場等に

おいて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど，国，

地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。 
○国，地方公共団体は，衛星通信，インターネットメール，防災行政無線等

の通信手段を整備する等により，民間企業，報道機関，住民等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備を図るものとする。 
(2) 情報の分析整理 

○国，地方公共団体は，収集した情報を的確に分析整理するため，人材の育

成を図るとともに，必要に応じ，専門家の意見を活用できるよう努めるも

のとする。 
○国，地方公共団体等は，平常時より自然情報，社会情報，防災情報等防災

関連情報の収集，蓄積に努め，総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか，必要に応じ災害対策を支援す

る地理情報システムの構築についても推進を図るものとする。また，国等

においてはそれらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施さ

れるよう情報のデータベース化，オンライン化，ネットワーク化について，

その推進に努めるものとする。 
(3) 通信手段の確保 

○国，地方公共団体及び電気通信事業者等は，災害時における情報通信の重

要性にかんがみ，災害時の通信手段の確保のため，情報通信施設の災害に

対する安全性の確保及び停電対策，情報通信施設の危険分散，通信路の多

ルート化，通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進，無線を活用
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したバックアップ対策，デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに

災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るもの

とする。 
○国及び地方公共団体等は，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの

一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進

を図るものとする。この場合，非常通信協議会との連携にも十分配慮する

こと。 
○国，地方公共団体等の災害時の情報通信手段については，平常時よりその

確保に努めるものとし，その運用・管理及び整備等に当たっては，次の点

を十分考慮すること。 
・災害時における緊急情報連絡を確保するため，無線通信ネットワークの整

備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図る

こと。 
・災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による

伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国，地方公共団体のネッ

トワークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワ

ークの体系的な整備を図ること。 
・非常災害時の通信の確保を図るため，平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに，非常通信の取扱い，機器の操

作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的

に参加すること。 
・移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の対策に十分留意して

おくこと。このため，あらかじめ非常時における運用計画を定めておくと

ともに関係機関の間で運用方法についての十分な調整を図ること。この場

合，周波数割当等による対策を講じる必要が生じた時は，総務省と事前の

調整を実施すること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信

を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 
・災害時に有効な，携帯電話等，業務用移動通信，アマチュア無線等による

移動通信系の活用体制について整備しておくこと。なお，アマチュア無線

の活用は，ボランティアという性格に配慮すること。 
・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し，迅速かつ

的確に災害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること。また，収集された画像情報を配信するための通信網の整
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備を図ること。 
・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果

的に活用するよう努めること。また，災害用として配備されている無線電

話等の機器については，その運用方法等について習熟しておくこと。また，

IP 電話を利用する場合は，ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 
・情報通信手段の施設については，平常時より管理・運用体制を構築してお

くこと。 
・内閣府は，災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及

び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）を含む防災関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡

充等伝送路の確保に努めること。 
３ 災害応急体制の整備関係 

(1) 職員の体制 

○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，それぞれの機関において実情

に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際，例えば参集

基準の明確化，連絡手段の確保，参集手段の確保，参集職員の職場近傍で

の宿舎の確保，携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等につ

いて検討すること。また，交通の途絶，職員又は職員の家族等の被災など

により職員の動員が困難な場合等を想定し，災害応急対策が実施できるよ

う，訓練等の実施に努めるものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体及び事業者は，それぞれの機関の実情を踏ま

え，必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し，職員に周知すると

ともに定期的に訓練を行い，活動手順，使用する資機材や装備の使用方法

等の習熟，他の職員，機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 

○災害発生時には，防災関係機関相互の連携体制が重要であり，国，公共機

関，地方公共団体及び事業者は，応急活動及び復旧活動に関し，各関係機

関において相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておく

ものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広

域緊急援助隊の整備を図るものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，消防の応援について近隣市町村及び都道府県

内全市町村による協定の締結を促進する等消防相互応援体制の整備に努

めるとともに，緊急消防援助隊を充実強化するとともに，実践的な訓練等

を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 
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○国及び地方公共団体等は，食料，水，生活必需品，医薬品，血液製剤及び

所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用

等に関する応援体制の充実に努めるものとする。 
○国及び地方公共団体等は，機関相互の応援が円滑に行えるよう，警察・消

防・自衛隊等の部隊の展開，宿営の拠点，ヘリポート，物資搬送設備等の

救援活動拠点の確保に努めるものとする。 
(3) 都道府県等と自衛隊との連携体制 

○都道府県等と自衛隊は，おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係に

ついて定めておくなど，平常時から連携体制を構築しておくものとする。

その際，自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう，適切な役割分担を図

るとともに相互の情報連絡体制の充実，共同の防災訓練の実施等に努める

ものとする。 
○都道府県は，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の

手順，連絡調整の窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先を

徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。 
○都道府県は，いかなる状況において，どのような分野（救急，救助，応急

医療，緊急輸送等）について，自衛隊への派遣要請を行うのか，平常時よ

りその想定を行うとともに，自衛隊に連絡しておくものとする。 
(4) 防災中枢機能等の確保，充実 

○国，公共機関及び地方公共団体は，それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設，設備の充実及び災害に対する安全性の確保，総合的な防災機能を

有する拠点・街区の整備，推進に努めるものとする。その際，物資の供給

が相当困難な場合を想定した食料，飲料水等の適切な備蓄及び調達体制を

整備しておくことにも配慮する。 
○国，公共機関，地方公共団体及び救急医療を担う医療機関等災害応急対策

に係る機関は，保有する施設，設備について，代替エネルギーシステムの

活用を含め自家発電設備等の整備を図り，停電時でも利用可能なものとす

るよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，災害時には地域における災害対策活動の拠点となる施設

の整備に努めるものとする。 
４ 災害の拡大防止関係 

○国及び地方公共団体は，災害発生中に，その拡大を防止することが可能な

災害の拡大防止に資する体制の整備並びに資機材の備蓄を図るものとす

る。 
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５ 救助・救急，医療及び消火活動関係 

○国，地方公共団体及び医療機関等は，発災時における救助・救急・医療に

係る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ，通信手段の確保を図

るものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を迅速に把握するために，広域災害・救急医療情報システムの整備に努め

るものとする。 
(1) 救助・救急活動関係 

○地方公共団体は，救助工作車，救急車，照明車等の車両及び応急措置の実

施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 
○国〔防衛省，海上保安庁〕においても，救助用資機材の整備を推進するも

のとする。 
○消防庁及び地方公共団体は，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに，先端技術による高

度な技術の開発に努めるものとする。 
○救助・救急関係省庁〔消防庁，警察庁，防衛省，海上保安庁〕は，当該機

関に係る資機材の保有状況を把握するとともに，必要に応じ情報交換を行

うよう努めるものとする。 
(2) 医療活動関係 

○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体は，負傷

者が多人数にのぼる場合を想定し，応急救護用医薬品，医療資機材等の備

蓄に努めるものとする。また，地域の実情に応じて，災害時における拠点

医療施設を選定するなど，災害発生時における救急医療体制の整備に努め

るものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体

制の整備を図るとともに，医療機関の連絡・連携体制についての計画を作

成するよう努めるものとする。 
○国は災害時の医療関係者の役割，トリアージ（治療の優先順位による患者

の振り分け）技術，災害時に多発する傷病の治療技術等に関しての研究や

教育研修を推進するものとする。 
○国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

に参加する，医師，看護師等に対する教育研修を推進するものとする。 
(3) 消火活動関係 

○地方公共団体は，災害による火災に備え，消火栓のみに偏ることなく，防

火水槽の整備，海水，河川水等の自然水利の活用，水泳プール，ため池等
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の指定消防水利としての活用等により，消防水利の多様化を図るとともに，

その適正な配置に努めるものとする。 
○地方公共団体は，平常時から消防本部，消防団及び自主防災組織等の連携

強化を図り，区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保，消

防体制の整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に

努めるものとする。 
６ 緊急輸送活動関係 

○地方公共団体は，災害発生時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考

慮しつつ，確保すべき輸送施設（道路，港湾，漁港，飛行場等）及び輸送

拠点（トラックターミナル，卸売市場等）について把握するものとする。

また，国及び地方公共団体は，これらを調整し，災害に対する安全性を考

慮しつつ，関係機関と協議の上，緊急輸送ネットワークの形成を図るとと

もに，関係機関等に対する周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，施設の管理者と連携をとりつつ，あらかじめ，臨時ヘリ

ポートの候補地を関係機関と協議の上，緊急輸送ネットワークにおける輸

送施設として指定するとともに，これらの場所を災害時において有効に利

用し得るよう，関係機関及び住民等に対する周知徹底を図るなどの所要の

措置を講じるものとする。また，災害時の利用についてあらかじめ協議し

ておくほか，通信機器等の必要な機材については，必要に応じ当該地に備

蓄するよう努めるものとする。 
○国〔農林水産省，国土交通省，消防庁〕及び地方公共団体は，緊急時にお

ける輸送の重要性にかんがみ，緊急輸送ネットワークとして指定された輸

送施設及び輸送拠点については，特に災害に対する安全性の確保に配慮す

るものとする。 
○警察庁及び地方公共団体等は，信号機，情報板等の道路交通関連施設につ

いて災害に対する安全性の確保を図るとともに，災害時の道路交通管理体

制を整備するものとする。また，都道府県警察は，災害時の交通規制を円

滑に行うため，警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に関す

る協定等の締結に努めるものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は，災害時において交通規制が実施された場合の

車両の運転者の義務等について周知を図るものとする。 
○警察庁及び都道府県警察は広域的な交通管理体制を整備するものとする。 
○道路管理者は，発災後の道路の障害物除去，応急復旧等に必要な人員，資

機材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 
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○国及び港湾管理者は，発災後の港湾の障害物除去，応急復旧等に必要な人

員，資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとす

る。 
○国及び地方公共団体は，緊急輸送が円滑に行われるよう，あらかじめ運送

業者との協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。 
７ 避難収容活動関係 

(1) 避難誘導 

○地方公共団体は，避難場所・避難路をあらかじめ指定し，日頃から住民へ

の周知徹底に努めるものとする。 
○地方公共団体は，発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し，訓練

を行うものとする。 
○興行場，駅，その他の不特定多数の者の利用が予定されている施設の管理

者は，突発性の災害の発生に備え，避難誘導に係る計画の作成及び訓練の

実施に努めるものとする。なお，この際，必要に応じ，多数の避難者の集

中や混乱にも配慮した計画，訓練とするよう努めるものとする。 
○地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を適切に避難誘導す

るため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よりこれら

の者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
(2) 避難場所 

○地方公共団体は，都市公園，公民館，学校等公共的施設等を対象に，地域

の人口，誘致圏域，地形，災害に対する安全性等に配慮し，必要な数，規

模の避難場所をその管理者の同意を得た上で，あらかじめ指定し，住民へ

の周知徹底に努めるものとする。避難場所として指定された施設について

は，必要に応じ，換気，照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の

整備に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，

通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時要援護者

にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。

さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者による災害情報の入手

に資する機器の整備を図るものとする。 
○地方公共団体は，指定された避難場所又はその近傍で，食料，水，非常用

電源，常備薬，炊きだし用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ，避難場所の運営管理のために必要な知識等

の住民への普及に努めるものとする。 
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(3) 応急仮設住宅等 

○国〔国土交通省，厚生労働省，経済産業省，農林水産省〕及び地方公共団

体は，企業等と連携を図りつつ，応急仮設住宅の建設に要する資機材に関

し，供給可能量を把握するなど，あらかじめ調達・供給体制を整備してお

くものとする。 
○国及び地方公共団体は，応急仮設住宅の用地に関し，災害に対する安全性

に配慮しつつ，建設可能な用地を把握するなど，あらかじめ供給体制を整

備しておくものとする。 
○地方公共団体は，災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空家等の把握に努め，災害時に迅速にあっせんできるよう，あらかじ

め体制を整備するものとする。 
８ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動関係 

○地方公共団体は，大規模な災害が発生した場合の被害を想定し，必要とさ

れる食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し，それ

らの供給のための計画を定めておくものとする。また，備蓄を行うに当た

って，物資の性格に応じ，集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備

蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，

体制の整備に努めるものとする。 
○国〔農林水産省，厚生労働省，経済産業省，総務省〕は，食料，水及び医

薬品等生活必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達体制の整備を

行うものとする。 
○国及び地方公共団体の備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備するも

のとする。 
○国〔農林水産省，経済産業省〕は，下記の物資について，調達体制の整備

に特段の配慮をすることとし，その調達可能量については，毎年度調査す

るものとする。 
食料…精米，即席めん，おにぎり，弁当，パン，缶詰，育児用調製粉乳 
生活必需品…下着，毛布，作業着，タオル，エンジン発電機，卓上コンロ，

ボンベ 
９ 施設，設備の応急復旧活動関係 

○国及び地方公共団体，公共機関及び事業者は，それぞれの所管する施設，

設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため，あらかじめ体制・資機材

を整備するものとする。 
○ライフライン事業者は，災害発生時に円滑な対応が図られるよう，ライフ
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ラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画

を作成しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関して，

広域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に

努めるものとする。 
１０ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有線系や

携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める

ものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立化す

る危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者情報が入手困難な

被災者に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。 
○国，地方公共団体は，被災者等に対して，必要な情報が確実に伝達され，

かつ共有されるように，その際の役割・責任等の明確化に努めるものとす

る。 
○国等は，発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理し

ておくものとする。 
○国，地方公共団体及び放送事業者等は災害に関する情報及び被災者に対す

る生活情報を常に伝達できるよう，その体制及び施設，設備の整備を図る

ものとする。 
○放送事業者，通信事業者等は，被害に関する情報，被災者の安否情報等に

ついて，情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。 
○国，地方公共団体は，住民等からの問い合わせ等に対応する体制について

あらかじめ計画しておくものとする。 
１１ 二次災害の防止活動関係 

○国及び地方公共団体は，二次災害を防止する体制を整備するものとする。 
○また，二次災害の防止を図るために必要な資機材の備蓄を行うとともに，

観測機器等の確保について準備しておくものとする。 
１２ 海外からの支援の受入れ活動関係 

○海外からの支援については，即座に到着が可能であるか，被災地等に過大

な負担をかけさせない自己完結型であるかなどを，国〔内閣府，外務省，

警察庁〕は発災前にあらかじめ個々の支援機関について調査し，その情報

の蓄積を図っておくものとする。 
○国〔内閣府等〕はあらかじめ海外からの支援の受入れの可能性のある分野



－ 360 － 

について検討し，その対応方針を定めておくものとする。 
○国〔内閣府，外務省，農林水産省，警察庁等〕は，海外からの支援を受け

入れる場合に必要な諸手続などについては，あらかじめ定めておくものと

する。 
１３ 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 国における防災訓練の実施 

○国は，公共機関及び地方公共団体等と連携を強化し，大規模災害を想定し

た防災訓練を積極的に実施するものとする。 
○国は，情報の収集，伝達訓練の充実を図るとともに，被災地方公共団体が

国に対して行う各種の救援要請に関し機動力を生かした広域的な災害応

急対策訓練，及び現地本部設置訓練など，より実践的な防災訓練を実施す

るものとする。 
(2) 地方における防災訓練の実施 

○地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも協力

し，また，自主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボランティア団体

及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施するも

のとする。 
○地方公共団体は，地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施するものとする。 
(3) 事故災害における防災訓練の実施 

○国の機関，消防機関及び警察機関を始めとする地方公共団体並びに事業者

は相互に連携した訓練を実施するものとする。 
(4) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国，地方公共団体，公共機関及び事業者が訓練を行うに当たっては，被害

の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定

し，参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとな

るよう工夫すること。 
○訓練後には評価を行い，課題等を明らかにし，必要に応じ体制等の改善を

行うこと。 
１４ 災害復旧・復興への備え 

(1) 各種データの整備保全 

○国，地方公共団体及び事業者は，復興の円滑化のため，あらかじめ次の事

項について整備しておくものとする。 
・各種データの総合的な整備保全(地籍，建物，権利関係，施設，地下埋設

物等情報及び測量図面，情報図面等データの整備保存並びにバックアップ
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体制の整備） 
・不動産登記の保全 等 
○公共土木施設管理者は，円滑な災害復旧を図るため，あらかじめ重要な所

管施設の構造図，基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに，資料の

被災を回避するため，複製を別途保存するよう努めるものとする。 
○国〔総務省，経済産業省〕は，地域産業の復興の円滑化のため，耐災害性

の高い情報通信システムの実現のための調査を行い，企業情報通信システ

ムのバックアップ体制の整備の促進等を図るものとする。 
(2) 復興対策の研究 

○関係機関は，住民のコンセンサスの形成，経済効果のある復興施策，企業

の自立復興支援方策，復興過程における住民の精神保健衛生，復興資金の

負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする。 
○内閣府は，被災地方公共団体が復興計画を作成するための指針となる災害

復興マニュアルの整備について研究を行うものとする。 
第４節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚を持

ち，平常時より，災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自ら

の身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災害時には近隣

の負傷者，災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら活動する，あるいは

国，公共機関，地方公共団体等が行っている防災活動に協力するなど防災

への寄与に努めることが求められる。このため，国，公共機関及び地方公

共団体は，自主防災思想の普及，徹底を図るものとする。 
２ 防災知識の普及，訓練 

(1) 防災知識の普及 

○国，公共機関及び地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，

住民に対し，災害時のシミュレーション結果などを示しながらその危険性

を周知させるとともに，２～３日分の食料，飲料水等の備蓄，非常持出品

（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備等，家庭での予防・安全

対策，災害発生時にとるべき行動，避難場所での行動等防災知識の普及，

啓蒙を図るものとする。また，災害時の家族内の連絡体制の確保を促すも

のとする。 
○地方公共団体は，地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い，地域

住民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ，地区別防災カルテ，災

害時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し，住民等に配布するととも



－ 362 － 

に，研修を実施する等防災知識の普及，啓発に努めるものとする。 
○教育機関においては，防災に関する教育の充実に努めるものとする。また，

国及び地方公共団体は，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 
○防災知識の普及にあたっては，報道機関等の協力を得るとともに，ビデオ，

疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するものとする。 
(2) 防災訓練の実施，指導 

○国及び地方公共団体は，防災週間等を通じ，積極的に防災訓練を実施する

ものとする。 
○地方公共団体は，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住

地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の災

害発生時の避難行動等の習熟を図るものとする。 
(3) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

○防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 
３ 国民の防災活動の環境整備 

(1) 消防団，自主防災組織，自主防犯組織の育成強化 

○消防庁及び地方公共団体は，地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の施設・装備の充実，青年層・女性層の団員への参加促

進等消防団の活性化を推進し，その育成を図るものとする。 
○地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図るものとする。このため，

組織の核となるリーダーに対して研修を実施するなどにより，これらの組

織の日常化，訓練の実施を促進するものとする。その際，女性の参画の促

進に努めるものとする。 
○消防庁及び地方公共団体は平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり，

災害時においては，避難，備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施設の

整備を図るとともに，消火，救助，救援のための資機材の充実を図るもの

とする。 
○警察庁及び地方公共団体は，地域住民による地域安全活動の中核となる自

主防犯組織に対して，訓練の実施，資機材の整備等に関し，助成その他の

支援を行うものとする。 
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 

○地方公共団体は，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティ
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アとの連携について検討するものとする。 
○国及び地方公共団体は，日本赤十字社，社会福祉協議会等やボランティア

団体との連携を図り，災害時においてボランティア活動が円滑に行われる

よう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研

修制度，災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制，ボランティ

ア活動の拠点の確保等について検討するものとする。 
(3) 企業防災の促進 

○企業は，災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保，二次災害の防止，

事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業において

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよ

うに努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練，事業所の耐震化，予想

被害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災

活動の推進に努めるものとする。 
○このため，国及び地方公共団体は，こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継

続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の

健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。さらに，企業のトッ

プから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業表

彰，企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促

進を図るものとする。また，地方公共団体は，企業を地域コミュニティの

一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ，防災に

関するアドバイスを行うものとする。 
第５節 災害及び防災に関する研究及び観測等の推進 
(1) 災害及び防災に関する研究の推進 

○国は，防災に係る見地から，災害及び防災に関する科学技術及び研究の振

興を図るとともに，海外研究機関を含む研究機関間はもとより，研究機関

と行政機関との連携を推進し，防災施策に生かしていくものとする。 
○国は，災害及び防災に資する基本的なデータの集積，各種試験研究施設・

設備の充実・整備，研究所や大学等における防災研究の推進，防災技術の

研究開発の推進を図るものとする。 
(2) 災害予知・予測研究及び観測の充実・強化等 

○国等は，災害予知・予測研究及び観測体制・施設の充実・強化を図るもの

とする。 
○国は，研究機関等の行った災害に関する観測研究の成果が防災体制の強化

に資するよう，国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進す
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るものとする。 
(3) 工学的，社会学的研究の推進 

○研究分野としては，災害そのものの理学的・工学的研究のみならず，災害

時の人間行動や情報伝達など社会学的分野についての研究も積極的に行

うものとする。 
第６節 事故災害における再発防止対策の実施 
○国等は，事故災害が発生した場合において，その原因となった事故につい

て，その原因究明を行い，必要な再発防止対策を講じることにより，災害

発生の未然防止に努めるものとする。 

第２章 災害応急対策 

○応急対策の実施については，住民に も身近な行政主体として第１次的に

は市町村があたり，都道府県は広域にわたり総合的な処理を必要とするも

のにあたる。また，地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の

場合には，国が積極的に応急対策を支援するものとする。 
第１節 災害発生直前の対策 
１ 警報等の伝達 

○国及び地方公共団体は，災害発生の兆候が把握可能な災害について，それ

を把握した場合，その情報，警報等を住民等に迅速かつ的確に伝達するも

のとする。 
２ 住民の避難誘導 

○地方公共団体は，住民に対し，迅速かつ円滑な避難誘導を行うものとする。 
３ 災害未然防止活動 

○国及び地方公共団体等は，必要に応じ，災害を未然に防ぐための応急対策

を行うものとする。 
○国は，地方公共団体が行う警戒区域の設定，避難勧告等の対策に対し，適

切な助言を行うなどの支援に努めるものとする。 
第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
○災害が発生した場合，被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情

報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり，このため，災害の規

模や被害の程度に応じ，関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うことと

するが，この場合，概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・

機材，情報システムを用いて伝達・共有し，被害規模の早期把握を行う必

要がある。 
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１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 

○国，地方公共団体等は，災害発生直後において，概括的被害情報，ライフ

ライン被害の範囲，医療機関へ来ている負傷者の状況等，被害の規模を推

定するための関連情報の収集にあたる。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ航空機による目視，撮影等による情報収集を行うものとする。 
○国〔警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び地方公共団体は，必要

に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 
○被害規模を早期に把握するため，警察庁は現場と警察本部が行う交信情報

を，消防庁及び地方公共団体は１１９番通報が殺到する状況等の情報を積

極的に収集するものとする。 
○国は，地理情報システム等を利用し，被害規模を早期に評価するものとす

る。 
(2) 事故情報等の連絡 

○大規模な事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合，事業者は速

やかに当該事業の安全規制等を担当する省庁（以下「安全規制等担当省庁」

という。）に連絡するものとする。 
○安全規制等担当省庁は，大規模な事故が発生した場合又は発生するおそれ

がある場合，事故情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕，関係省庁〔内閣府，

警察庁，防衛省，海上保安庁，消防庁等〕，関係都道府県及び関係指定公

共機関に行う。 
○都道府県は，安全規制等担当省庁から受けた情報を，関係市町村，関係機

関等へ連絡する。 
(3) 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は，人的被害の状況，建築物の被害状況の発生状況等の情報を収集

するとともに，被害規模に関する概括的情報を含め，把握できた範囲から

直ちに都道府県へ連絡するものとする。ただし，通信の途絶等により都道

府県に連絡できない場合は，消防庁へ連絡するものとする。 
○都道府県は，市町村等から情報を収集するとともに，自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し，これらの情報を消防庁に報告するとと

もに必要に応じ関係省庁に連絡する。また，都道府県警察は被害に関する

情報を把握し，これを警察庁に連絡する。 
○大規模な事故が発生した場合，事業者は，被害状況を，安全規制等担当省

庁に連絡する。 
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○警察庁，消防庁，防衛省，海上保安庁及び指定公共機関等は，被害規模に

関する概括的な情報等を内閣府（事故災害においては安全規制等担当省庁。

以下本節中同じ。（指定公共機関にあっては，直接又は関係指定行政機関

を通じ））に連絡し，内閣府は被害規模を迅速に把握するとともに，これ

らを速やかに官邸〔内閣官房〕及び関係機関に連絡する。 
○大規模な災害が発生した場合には，必要に応じ，関係省庁〔内閣府，警察

庁，消防庁，防衛省，海上保安庁等〕及び民間公共機関等は被害の第１次

情報を速やかに官邸〔内閣官房〕に連絡する。 
○大規模な災害が発生した場合には，必要に応じ，官邸において，関係省庁

等幹部による情報の集約等を行う。この場合，必要に応じ，官邸から都道

府県や市町村の被害状況の確認を行う。 
(4) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は，被害の情報を収集し，これを必要に応じ消防庁及び関係

省庁に連絡する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し，

非常本部等の設置後はこれを非常本部等に連絡する。 
○事故災害においては，事業者は，被害状況を，安全規制等担当省庁に連絡

する。 
○指定公共機関は，その業務に係る被害情報を収集し，これを直接又は関係

指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。

また，非常本部等の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○指定行政機関は，その所掌事務に係る被害情報を収集し，これを必要に応

じて官邸〔内閣官房〕，内閣府，関係省庁に連絡する。また，非常本部等

の設置後は，これを非常本部等に連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を必要に応じ内閣

総理大臣に報告する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した被害情報を共有するために，

指定行政機関，指定公共機関に連絡する。 
○非常本部等は，収集した被害情報を都道府県に連絡する。 
(5) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は，都道府県に応急対策の活動状況，対策本部設置状況等を連絡し，

応援の必要性等を連絡する。また，都道府県は，自ら実施する応急対策の

活動状況等を市町村に連絡する。 
○都道府県及び公共機関は，指定行政機関を通じ，非常本部等に応急対策の

活動状況，対策本部設置状況等を随時連絡する。また，指定行政機関は，

自ら実施する応急対策の活動状況を非常本部等に連絡するとともに，必要
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に応じ都道府県，公共機関に連絡する。 
○事故災害においては，事業者は，安全規制等担当省庁に応急対策の活動状

況，対策本部設置状況等を連絡する。 
○内閣官房，内閣府又は非常本部等は，収集した応急対策活動情報を，必要

に応じ内閣総理大臣に報告する。 
○非常本部等は，収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整され

た応急対策活動情報を，必要に応じ指定行政機関，指定公共機関及び都道

府県等に連絡する。 
○関係機関は，応急対策活動情報に関し，必要に応じて相互に緊密な情報交

換を行うものとする。 
２ 通信手段の確保 

○災害発生直後は直ちに，災害情報連絡のための通信手段を確保するものと

する。このため，必要に応じ， 
・国，公共機関及び地方公共団体は，災害発生後直ちに情報通信手段の機能

確認を行うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし，そのための

要員を直ちに現場に配置する。また，直ちに総務省に連絡するものとし，

総務省は通信の確保に必要な措置を講ずる。 
・国，地方公共団体及び電気通信事業者は，携帯電話等，衛星通信等の移動

通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 
○電気通信事業者は，災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関

の重要通信の確保を優先的に行う。 
○総務省は，緊急時において重要通信を確保するため，通信システムの被災

状況等を迅速に把握し，活用可能な通信システムを重要通信に充てるため

の調整を円滑に行うものとする。 
○国，地方公共団体等は，災害時の無線局運用時における通信輻輳により生

じる混信等の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し，通信

統制を行う等により通信の運用に支障をきたさないよう努めるものとす

る。 
第３節 活動体制の確立 
○第１・２節により収集・連絡された情報に基づく判断により，関係機関は

自らの又は他機関と連携をとった応急対策の実施体制をとる。また，国に

おいては，必要に応じ，災害対策関係省庁連絡会議の開催，緊急参集チー

ムの参集及び関係閣僚による協議を行うとともに，非常本部等を設置する。 
１ 地方公共団体の活動体制 

○地方公共団体は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の
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確立及び災害対策本部の設置，現地災害対策本部の設置等必要な体制をと

るものとする。 
○地方公共団体は，指定行政機関，公共機関等との間において緊密な連携の

確保に努めるものとする。 
２ 内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 

○内閣官房は，大規模な災害の発生のおそれがある場合又は発生した場合，

必要に応じ，官邸対策室を設置し，情報の集約，内閣総理大臣等への報告，

関係省庁との連絡調整，政府としての初動措置の総合調整を集中的に行う。 
○指定行政機関及び公共機関は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収

集連絡体制の確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
○指定行政機関及び公共機関は，機関相互間，地方公共団体等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
○ライフライン事業者については，必要に応じ，応急対策に関し広域的応援

体制をとるよう努めるものとする。 
３ 事故災害における事業者の活動体制 

○事業者は，発災後，速やかに災害の拡大防止のための必要な措置を講じる

ものとする。 
○事業者は，発災後速やかに，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立及

び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 
４ 広域的な応援体制 

○地方公共団体等は，被害の規模に応じて，他の地方公共団体に応援を求め

るものとする。また，大規模な災害が発生した時は，被災地以外の地方公

共団体は，あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定等

に基づき，速やかに応援体制を整えるものとする。 
５ 災害対策関係省庁連絡会議の開催等 

○大規模な災害発生時には，災害そのもの及び被害の第１次情報についての

確認，共有化，応急対策の調整等を行うため，必要に応じて災害対策関係

省庁連絡会議を開催するものとする。 
○災害対策関係省庁は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確

な実施に資するため，必要に応じ，担当者より成る調査団を現地に派遣す

るものとする。 
６ 緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 

○大規模な災害の発生のおそれがある場合又は発生した場合，内閣官房は緊

急参集チームを官邸に参集させ，政府としての初動措置に関する情報の集

約等を行う。 
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○必要に応じ，政府としての基本的対処方針，対処体制，その他の対処に係

る重要事項について協議するため，内閣総理大臣又は内閣官房長官と関係

閣僚との緊急協議を行う。 
７ 非常災害対策本部等の設置等 

(1) 非常災害対策本部等の設置と活動体制 

○収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは，

国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。 
○非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府は，速やかに別

に定める申合せにより所要の手続きを行い，非常災害対策本部の設置等を

行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は，中央合

同庁舎５号館内(事故災害においては原則として安全規制等担当省庁内）

とする。 
○非常災害対策本部員（現地対策本部員を除く）は，内閣府（事故災害にお

いては原則として安全規制等担当省庁）等の局長級職員及び指定行政機関

の課長級職員で構成する。 
○非常災害対策本部長は，当該非常災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ

の必要な限度において，関係指定地方行政機関の長，地方公共団体の長そ

の他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し，必要な

指示をするものとする。 
○非常災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，必要に応

じ，関係省庁の職員により分野別の班を設け，災害応急対策の総合調整に

関する活動等を実施する。 
(2) 緊急災害対策本部の設置と活動体制 

○収集された情報により著しく異常かつ激甚な被害が発生していると認め

られたときは，国は直ちに緊急災害対策本部を設置するものとする。 
○緊急災害対策本部の設置方針が決定されたときは，内閣府（事故災害にお

いては内閣府及び安全規制等担当省庁）は，速やかに必要な閣議請議等の

手続きを行うなど，別に定める申合せにより所要の手続きを行い，緊急災

害対策本部の設置等を行うものとする。 
○緊急災害対策本部の設置場所は官邸内，その事務局の設置場所は官邸及び

中央合同庁舎５号館内（事故災害においては安全規制等担当省庁内）とす

ることを原則とする。 
○緊急災害対策本部長は，当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応

急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは，そ
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の必要な限度において，関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関

の長並びに指定行政機関の長の権限を委任された当該緊急災害対策本部

の職員である当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員，

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公

共機関に対し，必要な指示をするものとする。 
○緊急災害対策本部の事務局は，被害の程度に応じ体制を強化し，必要に応

じ，関係省庁の職員により分野別の班を設け災害応急対策の総合調整に関

する活動等を実施する。 
(3) 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置 

○収集された情報により国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異

常かつ激甚な被害が発生していると認められたときは，直ちに内閣総理大

臣は災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置(既に設置されてい

る場合を除く。）を行うものとする。 
(4) 非常災害対策本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 

○非常本部等は，被災現地の状況を把握し，応急対策の迅速かつ的確な実施

に資するため，必要に応じ，政府調査団の派遣を行うとともに，指定地方

行政機関，地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に

関する事務のうち，現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場

合には，非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部(以下，「現地対

策本部」という。）の設置を行うものとする。 
○また，必要に応じ，政府調査団に先立ち，ヘリコプター等により緊急に担

当官を現地に派遣するものとする。 
○緊急災害現地対策本部の場合は，必要な閣議請議等の手続きを行う。 
○現地対策本部長は原則として内閣副大臣(事故災害においては安全規制等

担当省庁の政務次官）とし，現地対策本部員は，本省庁課長級職員又は地

方出先機関の部長級職員によって構成されるものとする。 
○現地対策本部員等予定者は，緊急の輸送についての事前のとりきめに基づ

き，自衛隊のヘリコプター等により政府調査団のメンバー等として現地に

派遣され，そのまま現地対策本部員等として現地対策本部に常駐し，被災

地方公共団体と連絡調整を図りつつ政府が実施する対策を処理するとと

もに，地方公共団体の災害対策本部が行う災害対策に対して，支援，協力

等を行うものとする。 
８ 自衛隊の災害派遣 

○都道府県知事等法令で定める者は，自衛隊の派遣要請の必要性を収集した

被害情報から判断し，必要があれば直ちに要請するものとする。また，事
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態の推移に応じ，要請しないと決定した場合は，直ちにその旨を連絡する

ものとする。 
○市町村長は，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，都道府

県知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めるものとする。 
○自衛隊は，都道府県知事等法令で定める者から要請を受けたときは要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断

し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 
○市町村長は，通信の途絶等により都道府県知事に対し自衛隊の派遣要請を

するよう要求ができない場合には，その旨及びその市町村の地域に係る災

害の状況を自衛隊に通知するものとする。この通知をしたときは，速やか

にその旨を都道府県知事に通知するものとする。 
○要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として，例えば大規模

な災害が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣，通信の途絶等に

より都道府県等と連絡が不可能である場合や上記の市町村長からの通知

を受けた場合等における人命救助のための部隊等の派遣等，災害に際し，

その事態に照らし特に緊急を要し，要請を待ついとまがないと認められる

ときは，要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
○庁舎，営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に，火災その他の災害が

発生した場合，部隊等の長は部隊等を派遣することができる。 
○自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は，災害の状況，他の救援

機関等の活動状況，要請内容，現地における部隊等の人員，装備等によっ

て異なるが，通常，被害状況の把握，避難の救助，遭難者等の捜索救助，

水防活動，消防活動，道路又は水路の啓開，応急医療・救護・防疫，人員

及び物資の緊急輸送，炊飯及び給水，救援物資の無償貸与又は譲与，危険

物の保安及び除去等を実施するものとする。 
第４節 災害の拡大防止活動 
○国及び地方公共団体は，災害発生中にその拡大を防止することが可能な災

害については，その拡大を防止するため，必要な対策を講じるものとする。 
第５節 救助・救急，医療及び消火活動 
○災害発生後，被害者に対し救助・救急活動を行うとともに，負傷者に対し

必要な医療活動を行うこと，必要に応じ消火活動を行うことは，生命・身

体の安全を守るために 優先されるべき課題である。 
１ 救助・救急活動 

(1) 住民及び自主防災組織の役割 

○住民及び自主防災組織は，自発的に被害者の救助・救急活動を行うととも
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に，救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
(2) 被災地方公共団体による救助・救急活動 

○被災地方公共団体は，その区域内における救助・救急活動を行うほか，被

害状況の早急な把握に努め，必要に応じ，非常本部等，現地対策本部，国

の各機関，他の地方公共団体に応援を要請するものとする。 
(3) 被災地以外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

○被災地以外の地方公共団体は，被災地方公共団体からの要請又は相互応援

協定等に基づき，救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に実施するもの

とする。 
○非常本部等は必要に応じ，消防庁，警察庁，防衛省及び海上保安庁等に対

し，応援を依頼するものとする。 
○非常本部等又は現地対策本部は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，

自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整

を図るものとする。 
○警察庁は，必要に応じ，広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための

措置をとるものとする。 
○防衛省は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼に基づき，救助・救急活動

を行うものとする。 
○海上保安庁は，海上における災害に係る救助，救急活動を行うものとし，

更に可能な場合は，必要に応じ，又は非常本部等の依頼等に基づき，被災

地方公共団体の活動を支援する。 
(4) 事故災害における事業者による救助・救急活動 

○事業者は，救助・救急活動及び被害状況の早急な把握に努めるとともに，

救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努めるものと

する。 
(5) 資機材等の調達等 

○救助・救急活動に必要な資機材は，原則として，当該活動を実施する機関

が携行するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，民間からの協力等により，救助・救

急活動のための資機材を確保し，効率的な救助・救急活動を行うものとす

る。 
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２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

○被災地方公共団体は，自らの公的医療機関において医療活動を行うほか，

必要に応じ，その区域内の民間医療機関に対し，医療活動の協力を求める

ものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省，防衛省〕及び日本赤十字社は，被災地域内

の国立病院，国立療養所，国立大学病院，自衛隊の病院，日赤病院等にお

いて医療活動を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関等は，病院建物，医療設備の被害の応急復旧を実施

するとともに，必要に応じ，ライフライン事業者等に対し，応急復旧の要

請を行うものとする。 
○被災地域内の医療機関は，患者の急増等に対応するため，相互に密接な情

報交換を図り，必要に応じて，他の医療機関等に協力を求めるよう努める

ものとする。 
○被災地域内の医療機関は，状況に応じ，救護班を派遣するよう努めるもの

とする。 
○現地対策本部は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，救

護班派遣計画の作成など医療活動の総合調整を行うものとする。 
○国，地方公共団体及び医療機関は，災害時に医療施設の診療状況等の情報

を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し，応援の派遣等

を行うものとする。 
(2) 被災地域外からの救護班の派遣 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，速やかに医療関係機関又は非常本部

等に対し，救護班の派遣について要請するものとする。 
○国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十字社及び被災地域外の地方公共

団体は，医師を確保し救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成す

るとともに，必要に応じて，公的医療機関・民間医療機関からの救護班・

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請するものとする。 
○自衛隊は，要請に応じ，救護班を編成し，派遣するものとする。 
○消防庁は，被災地以外の市町村の救急隊等からなる救護班による応援のた

めの措置をとるものとする。 
○救護班を編成した医療関係機関は，その旨非常本部等に報告するよう努め

るものとする。 
○被災地域を含む都道府県は，その区域内又は近隣都道府県からの救護班の

派遣に係る調整を行うものとする。また，活動場所(救護所など）の確保
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を図るものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は各機関の要請に基づき，広域的な見地か

ら，救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。 
○救護班の緊急輸送について，緊急輸送関係省庁〔国土交通省，海上保安庁，

防衛省，消防庁，警察庁〕は，必要に応じ，又は国〔厚生労働省，文部科

学省〕，日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき，輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
(3) 被災地域外での医療活動 

○被災地方公共団体は，必要に応じて，広域後方医療関係機関〔厚生労働省，

文部科学省，日本赤十字社〕に区域外の医療施設における広域的な後方医

療活動を要請するものとする。 
○広域後方医療関係機関は，必要に応じて広域後方医療施設を選定し，その

結果を非常本部等に報告するものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は関係機関の要請に基づき，広域後方医療

活動の総合調整を行うものとする。 
○広域後方医療施設への傷病者の搬送について，緊急輸送関係省庁は，必要

に応じ，又は広域後方医療関係機関若しくは地方公共団体からの要請に基

づき，搬送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。 
３ 消火活動 

(1) 地方公共団体等による消火活動 

○発災後初期段階においては，住民及び自主防災組織等は，自発的に初期消

火活動を行うとともに，消防機関に協力するよう努めるものとする。 
○被災市町村は，速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに，

迅速に重点的な部隊の配置を行うものとする。特に，大規模な災害の場合

は， 重要防御地域等の優先順位を定め迅速に対応するものとする。 
○海上保安庁は，海上における消火活動を行うほか，必要に応じ，地方公共

団体に対して応援を要請するものとする。 
(2) 被災地域外の地方公共団体による応援 

○被災地以外の市町村は被災地方公共団体からの要請又は相互応援協定に

基づき，消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
○消防庁は，被災地以外の消防機関による応援のための措置をとるものとす

る。 
○消防庁は，必要に応じ，被災地域外の地方公共団体の消防隊による応援の

ための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は消防庁からの要請に基づき，他の機関へ
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の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
○第５節に述べた救助・救急・医療・消火活動を迅速に行うためにも，また，

被害の拡大防止，さらには避難者に緊急物資を供給するためにも，交通を

確保し，緊急輸送を行う必要がある。 
１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

○交通の確保・緊急輸送活動については，被害の状況，緊急度，重要度を考

慮して，交通規制，応急復旧，輸送活動を行うものとする。 
(1) 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては，次のような事項に配慮して行う。 
一 人命の安全 
二 被害の拡大防止 
三 災害応急対策の円滑な実施 
(2) 輸送対象の想定 

一 第１段階 
ア 救助・救急活動，医療活動の従事者，医薬品等人命救助に要する人員，

物資 
イ 消防，水防活動等災害の拡大防止のための人員，物資 
ウ 政府災害対策要員，地方公共団体災害対策要員，情報通信，電力，ガ

ス，水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 
エ 後方医療機関へ搬送する負傷者 
オ 緊急輸送に必要な輸送施設，輸送拠点の応急復旧，交通規制等に必要

な人員及び物資 
二 第２段階 
ア 上記一の続行 
イ 食料，水等生命の維持に必要な物資 
ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 
エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

三 第３段階 
ア 上記二の続行 
イ 災害復旧に必要な人員及び物資 
ウ 生活必需品 

２ 交通の確保 

○災害発生後，特に初期には，使用可能な交通・輸送ルートを緊急輸送のた

めに確保する必要があり，そのための一般車両の通行禁止などの交通規制
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を直ちに実施するものとする。その後，順次優先度を考慮して応急復旧の

ため集中的な人員，資機材の投入を図るものとする。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○交通の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であり，かつ，総合

的な調整を必要とするものであるため，非常本部等は，必要に応じ，交通

の確保に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほか，関係機関に対し報

告を求め，又は必要な依頼を行うものとする。 
(2) 道路交通規制等 

○都道府県警察は，現場の警察官，関係機関等からの情報に加え，交通監視

カメラ，車両感知器等を活用して，通行可能な道路や交通状況を迅速に把

握するものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，直ちに，一般車両の通行を禁

止するなどの交通規制を行うものとする。この場合において，被災地への

流入車両等を抑制する必要がある場合には，被災地域周辺の都道府県警察

の協力により，周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施するものとする。

また，交通規制を円滑に行うため，必要に応じて，警備業者等との応援協

定等に基づき，交通誘導の実施等を要請するものとする。さらに，情報板，

信号機等の交通管制施設も活用し，緊急輸送の確保に資するものとする。 
○都道府県警察は，交通規制が実施されたときは，直ちに住民等に周知徹底

を図るものとする。 
○都道府県警察は，緊急輸送を確保するため，必要な場合には，放置車両の

撤去，警察車両による先導等を行うものとする。 
○都道府県警察は，緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，必要に応じ

運転者等に対し措置命令等を行うものとする。 
○国家公安委員会は，都道府県公安委員会に対し，必要に応じて，広域的な

見地から指示を行うものとする。 
○警察庁は，都道府県警察が行う交通規制について広域的な見地から調整を

行うとともに，都道府県警察に対して必要に応じて指導を行うものとする。 
○交通規制に当たって，警察機関，道路管理者及び非常災害対策本部等は，

相互に密接な連絡をとるものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は警察庁からの要請に基づき，他の機関へ

の応援依頼等総合調整を行うものとする。 
(3) 道路の応急復旧等 

○国土交通省は，管理する国道について早急に被害状況を把握し，障害物の

除去，応急復旧等を行うとともに，被災地方公共団体等他の道路管理者に
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対して，被害状況に関する報告を求め，応急復旧等を要請又は指示するも

のとする。その場合，緊急輸送道路の確保を 優先に応急復旧や代替路の

設定等を実施すること。 
○道路管理者は，その管理する道路について，早急に被害状況を把握し，国

土交通省等に報告するほか，障害物の除去，応急復旧等を行い道路機能の

確保に努めるものとする。 
○路上の障害物の除去について，道路管理者，警察機関，消防機関及び自衛

隊等は，状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 
○道路管理者は，建設業者との間に応援協定を結んでおく等，障害物の除去，

応急復旧等に必要な人員，資機材等の確保に努めるものとする。 
○国土交通省は，道路の被害状況及び復旧状況等について，非常本部等に報

告するものとする。 
(4) 航路の障害物除去等 

○国土交通省は，開発保全航路等について，早急に被害状況を把握し，沈船，

漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には，非常本部等に報

告するとともに，障害物除去，避難住民の運送及び緊急物資の運送路の確

保等の応急復旧を行うものとする。 
○港湾管理者及び漁港管理者は，その所管する港湾区域及び漁港区域内の航

路等について，沈船，漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合

には，非常本部等に報告するとともに，障害物除去等に努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が

生じ又は生ずるおそれがあるときは，その旨を非常本部等に報告し，速や

かに航行警報等必要な応急措置を講ずるとともに，船舶所有者等に対し，

これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきこ

とを命じ，又は勧告するものとする。 
(5) 港湾及び漁港の応急復旧等 

○港湾管理者は，港湾施設について，早急に被害状況を把握し，国土交通省

に対して被害状況を報告するものとする。また，国土交通省及び港湾管理

者は，必要に応じ応急復旧等を行うものとする。 
○漁港管理者は，漁港施設について，早急に被害状況を把握し，応急復旧を

行うとともに，農林水産省に対して，被害情況を報告するものとする。 
○海上保安庁は，航路標識が破損し又は流出したときは，速やかに復旧に努

めるほか，必要に応じて応急標識の設置に努めるものとする。 
○国土交通省及び農林水産省は，港湾及び漁港の被害状況及び復旧状況につ

いて非常本部等に報告するものとする。 
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(6) 海上交通の整理等 

○海上保安庁は，船舶の輻輳が予想される海域において，必要に応じて，船

舶交通の整理・指導を行うものとする。この場合，緊急輸送を行う船舶が

円滑に航行できるよう努めるものとする。 
○海上保安庁は，海難の発生その他の事情により，船舶交通の危険が生ずる

おそれがあるときは，必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものと

する。 
○海上保安庁は，水路の水深に異常を生じたと認められるときは，必要に応

じて水路測量を行うとともに，応急標識を設置する等により水路の安全を

確保するものとする。 
(7) 飛行場等の応急復旧等 

○国土交通省は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

非常本部等に報告し，応急復旧等を行うとともに，空港管理者に対して応

急復旧等を要請するものとする。 
○空港管理者は，その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
○国土交通省，空港管理者及び非常本部等は，相互の連絡を密にして効果的

な応急復旧等を行うものとする。 
○地方公共団体は，あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開

設するとともに，その周知徹底を図るものとする。 
(8) 航空管制等 

○国土交通省は，情報収集，緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を

優先させる。また，災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して，

必要な情報を提供し，航空機の安全運航の確保を図る等災害時に即応した

航空管制及び情報提供を行うものとする。 
(9) 鉄道交通の確保 

○国土交通省は，鉄道の被害状況について早急に把握し，非常本部等に報告

し，鉄道事業者に対して応急復旧等を要請するものとする。 
○鉄道事業者は，その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し，

国土交通省に報告するとともに，応急復旧等を行うものとする。 
(10) 広域輸送拠点の確保 

○地方公共団体は，状況に応じて人員の派遣等を行いながら，あらかじめ指

定された緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設するととも

に，その周知徹底を図るものとする。 
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３ 緊急輸送 

○緊急輸送関係省庁及び地方公共団体は，陸・海・空のあらゆる必要な手段

を利用し総合的・積極的に緊急輸送を実施するものとする。特に，機動力

のあるヘリコプター，大量輸送が可能な船舶の活用を推進する。 
○非常本部等は，緊急輸送体制に関わる総合調整及び計画の作成等を行うほ

か，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，緊急輸送関

係省庁に対し，緊急輸送活動の協力要請を行うものとする。 
○国土交通省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，航空運送事業者，道路運送事業者，海上運送事業者及

び鉄道事業者に対して緊急輸送の協力要請を行うものとする。 
○海上保安庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，自ら保有する船舶，航空機等を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，自ら保有する航空機，車両，船舶を用いて緊急輸送活動を

実施するものとする。 
○消防庁は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，消防機関に対して緊急輸送の要請を行うものとする。 
○地方公共団体は，必要に応じ，自ら緊急輸送活動を行うほか，輸送関係機

関及び非常本部等に緊急輸送を要請するものとする。 
４ 燃料の確保 

○緊急輸送を行う関係機関及び資源エネルギー庁は，災害時における燃料の

調達・供給体制の整備を図るものとする。 
第７節 避難収容活動 
○災害発生後，被災者を速やかに避難誘導し，安全な避難場所に収容するこ

とにより，当面の居所を確保することは，被災者の精神的な安心につなが

るものでもある。さらに，応急仮設住宅の提供など，被災者の住生活の回

復への第１歩を用意する必要がある。 
１ 避難誘導の実施 

○発災時には，地方公共団体は，人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導

を行うものとする。 
○避難誘導に当たっては，地方公共団体は，避難場所及び避難路や災害危険

箇所等の所在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるもの

とする。 
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２ 避難場所 

(1) 避難場所の開設 

○地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対し周

知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施

設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上，管理者の同意

を得て避難場所として開設する。さらに，高齢者，障害者，乳幼児，妊産

婦等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の地域にあるものを含め，旅

館やホテル等を避難場所として借り上げる等，多様な避難場所の確保に努

めるものとする。 
(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，各避難場所の適切な運営管理を行うものとする。この際，

避難場所における情報の伝達，食料，水等の配布，清掃等については，避

難者，住民，自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに，必要

に応じ，他の地方公共団体に対して協力を求めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報

の早期把握に努めるものとする。 
○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好なも

のとするよう努めるものとする。また，避難の長期化等必要に応じてプラ

イバシーの確保，男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 
○なお，地方公共団体は，避難者の健全な住生活の早期確保のために，応急

仮設住宅の迅速な提供，公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん

等により，避難場所の早期解消に努めることを基本とする。 
３ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県の応急仮設住宅の提供 

○被災都道府県は，応急仮設住宅を建設する必要があるときは，発災後，避

難者の健全な住生活の早期確保を図るため，速やかに厚生労働省と協議の

上建設するものとする。ただし，建設に当たっては，二次災害に十分配慮

するものとする。また，被災者の入居に係る事務を行い，その円滑な入居

の促進に努めるものとする。 
(2) 応急仮設住宅に必要な資機材の調達 

○被災都道府県は，(1)で建設するものとされた応急仮設住宅の建設に必要

な資機材が不足し，調達の必要がある場合には，必要に応じて非常本部等

を通じて，又は直接応急収容資機材関係省庁〔農林水産省，経済産業省，

国土交通省〕に資機材の調達に関して要請するものとする。 
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○非常本部等は，要請があった場合，関係省庁に資機材の調達に関し依頼す

るものとする。 
○要請を受けた関係省庁は，とるべき措置を決定し，非常本部等及び被災都

道府県に通報するものとする。 
○関係省庁は，とるべき措置について，関係業界団体等に対し，必要な資機

材の供給要請を行うものとする。 
(3) 広域的避難収容 

○被災都道府県は，被災者の避難，収容状況等にかんがみ，被災都道府県の

区域外への広域的な避難，収容が必要であると判断した場合には，必要に

応じて非常本部等を通じて，又は避難収容関係省庁〔警察庁，防衛省，厚

生労働省，国土交通省，消防庁〕に広域避難収容に関する支援を要請する

ものとする。 
○非常本部等は，要請があった場合，広域的観点から広域的避難収容実施計

画を作成するものとする。また，計画の内容を避難収容関係省庁及び緊急

輸送関係省庁に示し，計画に基づく措置をとるよう依頼するものとする。

また，要請した被災都道府県にも計画の内容を示すものとする。 
○避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁，被災都道府県等は，計画に基づ

き適切な広域的避難収容活動を実施するものとする。 
４ 災害時要援護者への配慮 

○避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たっては高

齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮すること。特

に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，

障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また，災害時要援

護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
第８節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達，供給活動 
○被災者の生活の維持のため必要な食料，飲料水及び毛布等生活必需品等を

調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行えるよう，関係機関は，以

下の方針の通り活動する。 
(1) 非常災害対策本部等による調整等 

○非常本部等は，調達，供給活動に関わる総合調整及び計画の作成等を行う

ほか，必要に応じ，又は被災地方公共団体からの要請に基づき，関係機関

に対し，調達，供給活動の要請を行うものとする。 
(2) 地方公共団体による物資の調達，供給 

○被災地方公共団体は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の地方公共

団体等によって調達され引渡された物資の被災者に対する供給を行うも
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のとする。 
○被災地方公共団体及び各省庁は，供給すべき物資が不足し，調達の必要が

ある場合には，物資関係省庁〔厚生労働省，農林水産省，経済産業省，総

務省〕又は非常本部等に物資の調達を要請するものとする。 
(3) 物資関係省庁の活動 

○厚生労働省は，関係事業者に対する給水の要請等を行い，供給を確保する

ものとする。 
○厚生労働省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，医薬品等について，関係業界団体の協力を得る等によ

り，その供給の確保を図るものとする。 
○農林水産省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，政府所有米穀等の供給を行うほか，関係業界団体等の

協力を得る等により，その供給の確保を図るものとする。 
○経済産業省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体か

らの要請に基づき，生活必需品について，関係業界団体の協力を得る等に

より，その供給の確保を図るものとする。 
○総務省は，必要に応じ，又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの

要請に基づき，通信機器について，関係業界団体の協力を得る等により，

その供給の確保を図るものとする。 
○物資の輸送について，非常本部等及び緊急輸送関係省庁は輸送手段の優先

的な確保などの配慮を行うものとする。 
第９節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 
○避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うととも

に，地域の衛生状態にも十分配慮する。また，大規模な災害により多数の

死者が生じた場合には遺体の処理を遅滞なく進める。 
１ 保健衛生 

○厚生労働省及び地方公共団体は，被災地，特に避難場所においては，生活

環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いた

め，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等を設けるものとする。 
○特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，車椅子

等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に

実施するものとする。 
○地方公共団体は，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 
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○厚生労働省は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，保健

師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。 
○地方公共団体は，避難場所の生活環境を確保するため，必要に応じ，仮設

トイレを早期に設置するとともに，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，

し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとす

る。 
○厚生労働省は，必要に応じ又は被災地方公共団体の要請に基づき，他の地

方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。 
２ 防疫活動 

○地方公共団体は，必要に応じ家屋内外の消毒等防疫活動を行うものとする。 
○非常本部等は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，厚生

労働省及び防衛省に対し，防疫活動を依頼し，その総合調整を行うものと

する。 
○厚生労働省は，必要に応じ，防疫薬品の提供及び防疫要員の派遣等につき，

他の地方公共団体に対し支援の要請を行う等により，被災地方公共団体の

防疫活動を支援するものとする。 
○自衛隊は，必要に応じ，又は要請に基づいて防疫活動を行うものとする。 

３ 遺体の処理等 

○地方公共団体は，遺体の処理については，火葬場，柩等関連する情報を広

域的かつ速やかに収集し，柩の調達，遺体の搬送の手配等を実施するもの

とする。また，必要に応じ，近隣地方公共団体の協力を得て，広域的な火

葬の実施に努めるものとする。なお，遺体については，その衛生状態に配

慮するものとする。 
第 10 節 社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 
○被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考え

られるので，社会秩序の維持が重要な課題となる。また，被災者の生活再

建へ向けて，物価の安定，必要物資の適切な供給を図る必要があり，これ

らについて，関係機関は適切な措置を講じる。 
１ 社会秩序の維持 

○被災地及びその周辺(海上を含む。）においては，警察が独自に，又は自主

防犯組織等と連携し，パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行

い，速やかな安全確保に努めるものとする。 
○被災地付近の海上においては，海上保安庁が巡視船艇を配備し，速やかな

安全確保に努めるものとする。 
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２ 物価の安定，物資の安定供給 

○国及び地方公共団体は，生活必需品等の物価が高騰しないよう，また，買

い占め・売り惜しみが生じないよう，監視するとともに，必要に応じ指導

等を行うものとする。 
第 11 節 施設，設備等の応急復旧活動 
○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等，及び二次災害等を

防止するための国土保全施設等に加え，被災者の生活確保のため，ライフ

ライン及び公共施設の応急復旧を迅速に行う。 
(1) 施設，設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は，発災後直ちに，専門技術をもつ人材等を活用し

て，それぞれの所管する施設，設備の緊急点検を実施するとともに，これ

らの被害状況等を把握し，二次災害の防止，被災者の生活確保を 優先に，

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 
○国，公共機関，地方公共団体は，災害対策上重要な通信施設に障害が生じ

たときには，速やかに復旧を行うとともに，必要に応じて，バックアップ

体制を確保するものとする。 
(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は，災害の程度，施設の重要度等を勘案の上，特に必要と認め

られる場合には，関係省庁〔厚生労働省，経済産業省，総務省，国土交通

省〕を経由して，ライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼するも

のとする。 
(3) 住宅の応急復旧活動 

○地方公共団体は，必要に応じて，住宅事業者の団体と連携して，被災しな

がらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するも

のとする。 
第 12 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
○流言，飛語等による社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，被

災地の住民等の適切な判断と行動を助け，住民等の安全を確保するために

は，正確な情報の速やかな公表と伝達，広報活動が重要である。また，住

民等から，問い合わせ，要望，意見などが数多く寄せられるため，適切な

対応を行える体制を整備する。 
(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，被災

者のニーズを十分把握し，災害の状況に関する情報，安否情報，ライフラ

インや交通施設等公共施設等の復旧状況，医療機関などの生活関連情報，
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それぞれの機関が講じている施策に関する情報，交通規制等被災者等に役

立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。なお，その

際，高齢者，障害者，外国人等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，情報

の公表，広報活動の際，その内容について，相互に連絡をとりあうものと

する。 
○情報伝達に当たっては，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，放送事業

者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また，安否情

報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため，インターネットポータル会社等の協力を求めて，的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。また，国は放送事業者と協力して，緊急

放送時にテレビ，ラジオが自動的に作動するシステムの普及を図るものと

する。 
○なお，国及び地方公共団体は，必要に応じ，公共機関，その他関係機関と

の連携を図りつつ，広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し，関係機

関や住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを，被災地

近傍に設置するものとする。 
(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体及び事業者は，国民

全体に対し災害の状況，安否情報，交通施設等の復旧状況，義援物資の取

扱い等，ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 
○非常本部等，指定行政機関，公共機関，地方公共団体は，情報の公表，広

報活動の際，その内容について，相互に通知し情報交換を行うものとする。 
○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓

口の設置に努める。 
○情報伝達に当たっては，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力

を得るものとする。また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随

時入手したいというニーズに答えるため，インターネットポータル会社等

の協力を求めて，的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
(3) 住民等からの問い合わせに対する対応 

○非常本部等，指定行政機関，地方公共団体及び事業者は，必要に応じ，発

災後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口

の設置，人員の配置等体制の整備を図る。また，情報のニーズを見極め収

集・整理を行うものとする。 
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第 13 節 二次災害の防止活動 
○国及び地方公共団体は，専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極

めつつ，必要に応じ，住民の避難，応急対策を行うものとする。 
第 14 節 自発的支援の受入れ 
○大規模な災害発生が報道されると，国内・国外から多くの善意の支援申し

入れが寄せられるが，国，地方公共団体及び関係団体は，適切に対応する。 
１ ボランティアの受入れ 

○国，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する

被災地のニーズの把握に努めるとともに，ボランティアの受付，調整等そ

の受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに

際して，老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に

活かされるよう配慮するとともに，必要に応じてボランティアの活動拠点

を提供する等，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努

めるものとする。 
○また，地方公共団体は，ボランティアの活動状況を把握するとともに，ボ

ランティアを行っている者の生活環境について配慮するものとする。 
２ 国民等からの義援物資，義援金の受入れ 

(1) 義援物資の受入れ 

○被災地方公共団体は，関係機関等の協力を得ながら，国民，企業等からの

義援物資について，受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを

把握し，その内容のリスト及び送り先を非常本部等並びに報道機関を通じ

て国民に公表するものとする。また，現地の需給状況を勘案し，同リスト

を逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の地方公共団体

は必要に応じ義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに，被災地

のニーズについて広報を行うものとする。国民，企業等は，義援物資を提

供する場合には，被災地のニーズに応じた物資とするよう，また，品名を

明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十

分配慮した方法とするよう努めるものとする。 
(2) 義援金の受入れ 

○義援金の使用については，地方公共団体が義援金収集団体と配分委員会を

組織し，十分協議の上，定めるものとする。 
３ 海外からの支援の受入れ 

○外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には，外務省は，非

常本部等にその種類，規模，到着予定日時，場所等を通報するものとする。 
○非常本部等は，支援の受入れの可能性について検討する。 
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○非常本部等が受入れを決定した場合，あらかじめ定めた対応方針に基づい

て，海外からの支援の受入れ計画を作成し，計画の内容を支援を申し入れ

た国，関係省庁及び被災地方公共団体に示すものとする。その後関係省庁

は，計画に基づき，当該海外からの支援を受け入れるものとする。なお，

支援を受け入れないと決定した場合，速やかに関係国に通報するものとす

る。 

第３章 災害復旧・復興 

○被災地の復旧・復興は，被災者の生活再建を支援し，再度災害の防止に配

慮した施設の復旧等を図り，より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すものとする。また，災害により地域の社会経済活

動が低下する状況にかんがみ，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

るものとする。 
第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 
○地方公共団体は，被災の状況，地域の特性，関係公共施設管理者の意向等

を勘案しつつ，迅速な原状復旧を目指すか，又は更に災害に強いまちづく

り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し，復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には，

これに基づき復興計画を作成するものとする。 
○被災地の復旧・復興は，地方公共団体が主体となって住民の意向を尊重し

つつ協同して計画的に行い，国はそれを支援するものとする。 
○国は，被災地方公共団体等がその応急対策，復旧・復興において多大な費

用を要することにかんがみ，適切な役割分担のもとに，財政措置，金融措

置，地方財政措置等により支援するものとする。 
○被災地方公共団体は，災害復旧・復興対策の推進のため，必要に応じ国，

他の地方公共団体等に対し職員の派遣，その他の協力を求めるものとする。 
第２節 迅速な原状復旧の進め方 
１ 被災施設の復旧等 

○国，公共機関及び地方公共団体は，あらかじめ定めた物資，資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ，迅速かつ円滑に被災

施設の復旧事業を行い，又は支援するものとする。 
○国は，ライフライン施設等の復旧のため，可能な範囲で復旧事業の執行に

係る作業許可手続きの簡素化を図るものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設の復旧に当たっては，原状復

旧を基本にしつつも，再度災害防止等の観点から，可能な限り改良復旧を
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行うものとする。 
○ライフライン，交通輸送等の関係機関は，復旧に当たり，可能な限り地区

別の復旧予定時期を明示するものとする。 
２ がれきの処理 

○地方公共団体は，がれきの処理処分方法を確立するとともに，仮置場，

終処分地を確保し，計画的な収集，運搬及び処分を図ることにより，がれ

きの円滑かつ適正な処理を行うものとする。 
○環境省は，迅速ながれき処理について必要な支援を行う。 
○がれき処理に当たっては，適切な分別を行うことにより，可能な限りリサ

イクルに努めるものとする。 
○がれき処理に当たっては，復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う

ものとする。また，環境汚染の未然防止又は住民，作業者の健康管理のた

め，適切な措置等を講ずるものとする。 
第３節 計画的復興の進め方 
１ 復興計画の作成 

○大規模な災害により地域が壊滅し，社会経済活動に甚大な障害が生じた災

害においては，被災地域の再建は，都市構造の改変，産業基盤の改変を要

するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり，これ

を可及的速やかに実施するため，復興計画を作成し，関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 
○地方公共団体は，復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備(地
方公共団体間の連携，国との連携，広域調整）を行うものとする。必要に

応じて，国は復興組織体制の整備を図り，被災地方公共団体を支援する。 
２ 防災まちづくり 

○必要に応じ，地方公共団体は，再度災害防止とより快適な都市環境を目指

し，住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するもの

とする。その際，まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のための

ものという理念のもとに，計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし，

将来に悔いのないまちづくりを目指すことととし，住民の理解を求めるよ

う努めるものとする。 
○地方公共団体は，復興のため市街地の整備改善が必要な場合には，被災市

街地復興特別措置法等を活用するとともに，住民の早急な生活再建の観点

から，防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセン

サスを得るように努め，土地区画整理事業，市街地再開発事業等の実施に

より合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 



－ 389 － 

○地方公共団体は，防災まちづくりに当たっては，都市公園，河川等のオー

プンスペースの確保等は，単に避難場所としての活用，臨時ヘリポートと

しての活用など防災の観点だけでなく，地域の環境保全，レクリエーショ

ン空間の確保，景観構成に資するものであり，その点を十分住民に対し説

明し理解と協力を得るように努めるものとする。また，ライフラインの共

同収容施設としての共同溝，電線共同溝の整備等については，各種ライフ

ラインの特性等を勘案し，各事業者と調整を図りつつ進めるものとする。 
○地方公共団体は，既存不適格建築物については，防災とアメニティの観点

から，その問題の重要性を住民に説明しつつ，市街地再開発事業等の適切

な推進によりその解消に努めるものとする。 
○国，公共機関及び地方公共団体は，被災施設等の復旧事業，がれきの処理

事業に当たり，あらかじめ定めた物資，資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ，可能な限り迅速かつ円滑に実施するとと

もに，復興計画を考慮して，必要な場合には傾斜的，戦略的実施を行うも

のとする。 
○地方公共団体は，新たなまちづくりの展望，計画決定までの手続き，スケ

ジュール，被災者サイドでの種々の選択肢，施策情報の提供等を，住民に

対し行うものとする。 
○厚生労働省は，被災地域の復旧・復興工事(第２節の復旧工事等を含む）

における労働災害，粉じん障害等の職業性疾病等を防止するため，新規就

労者に対する安全衛生教育の実施，工事現場の巡回指導，石綿除去工事等

における健康障害防止対策，労働災害防止活動に関する相談窓口の設置等

の安全衛生確保対策を講じるとともに，労働者の健康管理に特段の配慮を

行うものとする。 
第４節 被災者等の生活再建等の支援 
○厚生労働省及び地方公共団体は，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ

く，災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給，災害援護資金の貸付並びに生

活福祉資金の貸付を行う。また，内閣府及び地方公共団体は被災者生活再

建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給により，被災者の生活再建

を支援し，被災地の速やかな復興を図る。これを含む各種の支援措置を早

期に実施するため，地方公共団体は，発災後早期に被災証明の交付体制を

確立し，被災者に被災証明を交付するものとする。 
○国及び地方公共団体は，必要に応じ，税についての期限の延長，徴収猶予

及び減免，国民健康保険制度等における医療費負担の減免及び保険料の減

免等の被災者の負担の軽減を図ることとする。 
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○厚生労働省は，被災地における雇用維持を図るための必要な措置を講ずる

とともに，被災者に対するきめ細かな職業紹介を行うなどの雇用対策を講

ずるものとする。 
○住宅金融支援機構等は，被災者の自力による住宅の再建，取得を支援する

ため，災害復興住宅融資の貸付及び既存貸付者に対する救済措置を行うも

のとする。 
○国土交通省及び地方公共団体は，この他必要に応じ，被災者の恒久的な住

宅確保支援策として，災害公営住宅等の建設，公営住宅等への特定入居等

を行うものとする。また，復興過程における被災者の居住の安全を図るた

め，公営住宅等の空家を活用する。 
○国土交通省及び地方公共団体は，災害危険区域等における被災者等の住宅

再建に当たっては，防災集団移転促進事業等を活用しつつ，極力安全な地

域への移転を推奨するものとする。 
○地方公共団体は，復興過程の被災者については，仮設住宅等の提供により，

その間の生活の維持を支援するものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災者の自立に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置す

るものとする。また，被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対

しても，不利にならず，不安を与えないような広報・連絡体制を構築する

ものとする。 
○地方公共団体は，被災者の救済及び自立支援や，被災地域の総合的な復

旧・復興対策等をきめ細かに，かつ，機動的，弾力的に進めるために，特

に必要があるときは，災害復興基金の設立等，機動的，弾力的推進の手法

について検討する。 
第５節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 
○国民生活金融公庫等政府系中小企業金融機関は，被災中小企業の自立を支

援するため，災害復旧貸付等により，運転資金，設備復旧資金の低利融資

等を行うものとする。 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方公共団体は，必要に応じ，災

害復旧高度化資金貸付等により，設備復旧資金，運転資金の貸付を行うも

のとする。 
○国及び地方公共団体は，地場産業，商店街の復興に配慮するとともに，内

外経済の潮流を踏まえ，成長産業のための基盤整備等により，地域が自立

的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 
○農林漁業金融公庫は，被災農林漁業者に対し施設の災害復旧及び経営の維
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持安定を図るための資金等を低利で融通するものとする。また，農林水産

省は，必要に応じて，被災農林漁業者の経営資金等を供給するため天災融

資法の発動を行うものとする。 
○国及び地方公共団体は，被災中小企業等に対する援助，助成措置について，

広く被災者に広報するとともに，相談窓口等を設置するものとする。 
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第 15 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 
○防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項は，おおむね

次のとおりとする。 

第１章 災害予防に関する事項 

１ 国土保全施設の整備に関する事項 

災害を予防するための国土保全施設の整備に関する計画 
２ 既存ライフライン・公共施設の災害に対する安全性の確保に関する事項 

既存ライフライン・公共施設の災害に対する安全性を確保するための点検，

防災対策の推進等に関する計画 
３ 緊急輸送の確保に関する事項 

緊急輸送ネットワークの指定と，指定された施設等の整備，並びに緊急輸送

を確保するための体制の整備に関する計画 
４ 防災上必要な教育に関する事項 

防災業務に従事する職員等に対し，他の地方公共団体の研修制度及び国の研

修機関等の活用，大学の防災に関する講座等との連携なども考慮した防災研修

会等の実施，災害関係法令集，防災マニュアル等を配布して行う防災教育の実

施に関する計画並びに幼児，児童，生徒・一般住民に対し，自主防災思想のか

ん養，災害予防措置及び避難の方法の習得のため必要な学校教育及び社会教育

の実施に関する計画 
５ 防災上必要な訓練(図上訓練，指導者演習を含む。）に関する事項 

防災業務に従事する職員等及び災害予防責任者に対する防災訓練のため必要

な組織，一般住民の参加を含めた実施方法等に関する計画並びに各地域の具体

的な災害の想定に基づく総合防災訓練の推進に関する計画 
６ 災害安全運動に自然災害時対策を採用することに関する事項 

産業災害，水害，土砂災害，火災，交通事故等国民の日常生活の安全をおび

やかす災害の防止に関する運動にあたり，自然災害時における避難救助等災害

防止に関する事項をあわせ採用する計画 
７ 企業防災の促進に関する事項 

企業防災に係る各種の取組みに資する情報提供等や企業から事業継続等につ

いて相談を受けた場合の支援体制の構築等に関する計画 
８ 災害備蓄制度の運用に関する事項 

主要食料，飲料水，衣料，寝具その他の生活必需品，医薬品，仮設トイレ，

応急住宅用建設資材，応急復旧用資材，種子，飼料等の備蓄，運用及び輸送等

に関する計画 
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９ 地方公共団体の災害対策基金等の管理に関する事項 

災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより，災害対策全般に要する経

費の財源にあてるため，地方公共団体の災害対策基金等の積立，運用等に関す

る計画 
10 気象業務に関する施設の整備等に関する事項 

気象業務に必要な観測，予報，通信等の施設及び設備に関する計画並びに観

測機関相互の情報交換，連携に関する計画 
11 水防，消防及び救助に関する施設及び設備の整備に関する事項 

水防，消防及び救助に関する通信施設，設備の整備及び消防機械，消防水利，

水防，消防資機材，救助用具，救助物資，救護用具等の整備に関する計画 
12 都市の防災構造化に関する事項 

安全な都市環境の実現を図るため，建築基準法及び消防法による規制，災害

特性等に配慮した土地利用の誘導，避難地，避難路，延焼遮断帯，緊急用輸送

路及び防災拠点等の整備，ヘリポート等の救援活動拠点の確保，土地区画整理

事業，市街地再開発事業等の面的整備事業等都市の防災構造化に関する計画 
13 災害時において危険な区域に関する事項 

災害時において危険な区域の調査の実施，災害危険区域の指定及び行為規制

等災害予防上必要な措置に関する計画 
14 水害に対する警戒避難体制の整備等に関する事項 

水害に対する危険区域等の情報の公表，周知，水害を防止するための情報の

収集及び伝達，予報又は警報の発令及び伝達，監視・観測機器の設置，避難，

救助その他必要な警戒避難体制に関する計画 
15 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保に関する事項 

浸水想定区域の指定があった場合，浸水想定区域ごとの，洪水予報等の伝達

方法（地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用す

る施設）又は主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の

利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの

がある場合，当該施設利用者への伝達方法を含む。），避難場所，その他洪水時

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項，浸水想定区域内に地下

街等又は主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがあ

る場合にはこれらの施設の名称及び所在地並びにこれらの公表周知方法。 
また，このことについて，市町村防災会議の協議会が設置されている場合に

は，浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保に関する事項について同

協議会が市町村相互間地域防災計画において定める。 
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16 土砂災害危険箇所における警戒避難体制の整備等に関する事項 

土石流危険渓流，地すべり危険箇所，急傾斜地崩壊危険箇所，山地災害危険

地区等における土砂災害を防止するため，土砂災害危険箇所等の住民への周知，

土砂災害予報システムの整備等情報の収集及び伝達，災害に対する予報又は警

報の発令及び伝達，避難，救助その他必要な警戒避難体制に関する計画 
17 土砂災害警戒区域の指定に関する事項 

都道府県知事より，土砂災害のおそれがあるとして土砂災害警戒区域の指定

があった場合の，当該指定区域における情報伝達，予警報の発表・伝達，避難，

救助その他必要な警戒避難体制に関する事項 
18 高潮対策に関する事項 

海岸保全施設の整備，高潮に強い地域づくり，防災体制の強化に関する事項 
19 集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する事項 

避難準備情報，避難勧告，避難指示の判断基準，伝達方法，災害時要援護者

の情報の共有や避難支援等に関する計画 
20 学校，病院，工場，事業場，百貨店，旅館，地下街，高層建築物等の災害予防

措置に関する事項 

児童，生徒，学生，従業者及び一般大衆に対する危険の防止のため，建築物

の安全点検及び適切な配置設計，不燃堅牢化，建築基準法及び消防法による規

制の徹底等に関する計画 
21 一般建築物等の安全性に対する指導に関する事項 

住民等から木造住宅等の建築物及び宅地の耐震性等について相談を受けた場

合に，建築技術者及びその団体を活用して，診断及び補強方法等についての指

導を行わせるための組織体制の整備に関する計画 
22 文化財の災害予防措置に関する事項 

文化財保護のための施設，設備の整備及び災害予防の指導，文化財防火デー

に関する計画 
23 防災営農体制の確立に関する事項 

農地，農業用施設等営農基盤の災害予防事業の計画的推進及び防災的見地か

らの営農指導を行う組織方法等に関する計画並びに農地保全施設等の管理の徹

底に関する計画 
24 豪雪害の予防に関する事項 

人命の保護及び交通の確保のため，なだれ防止工，流雪溝等の施設及び除雪

用機械の整備並びに交通路線の維持管理体制の強化に関する計画 
25 海上災害の予防に関する事項 

海上災害の予防を図るため，海上交通の安全のための情報の充実，船舶の安
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全な運航，船舶の安全性の確保，危険物等の大量流出における防除活動，海上

交通環境の整備，海上災害及び防災に関する研究等の推進並びに再発防止対策

の推進に関する計画 
26 航空災害の予防に関する事項 

航空災害の予防を図るため，航空交通の安全のための情報の充実，航空機の

安全な運航，航空機の安全性の確保，航空交通環境の整備及び再発防止対策の

推進に関する計画 
27 鉄道災害の予防に関する事項 

鉄道災害の予防を図るため，鉄軌道交通の安全のための情報の充実，鉄道の

安全な運行，鉄軌道車両の安全性の確保，鉄軌道交通環境の整備，鉄軌道の安

全確保に関する研究等の推進及び再発防止対策の実施に関する計画 
28 道路災害の予防に関する事項 

道路災害の予防を図るため，道路交通の安全のための情報の充実，道路施設

等の整備，道路災害及び防災に関する研究等の推進並びに再発防止対策の実施

に関する計画 
29 原子力災害の予防に関する事項 

原子炉周辺地域の整備，平常時の放射線監視の徹底等災害予防に関する計画 
30 漏電，爆発事故の防止に関する事項 

電気，ガス工作物の施設の整備点検，火気使用器具及び石油その他の危険物

に関する規制，ガスホルダー及びガス用導管の管理に関する規制並びに関係保

安法規の遵守の徹底に関する計画 
31 石油コンビナート等特別防災区域等における災害の予防に関する事項 

石油コンビナート等特別防災区域等における建物等の配置，構造等について

の災害予防対策並びに周辺地域の安全を確保するための施設及び設備の整備に

関する計画 
32 石油等危険物の大量流出及び有害物質の漏洩による災害の予防に関する事項 

石油等危険物の大量流出及び有害物質の漏洩による災害の予防に必要な施設

及び設備の整備並びに災害防止活動に関する計画 
33 大規模な火事災害の予防に関する事項 

災害に強いまちの形成及び火災に対する建築物の安全化に関する計画 
34 林野火災の予防に関する事項 

林野火災の予防を図るため，啓発宣伝の充実強化，多発期における巡視の徹

底，その他林野火災予防のための管理体制の整備確立，防火線，林道等の構築，

保全及び消防用資機材の整備に関する計画 
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35 被害情報の収集・連絡，防災情報の共有化等に関する事項 

各種災害情報の収集連絡，提供及びこれら防災情報の防災関係機関間，住民

等の間及び住民等と行政間における共有化に資する観測・監視機器，通信施設

及び設備，情報提供装置，情報システム等の整備及び運用に関する計画 
36 他機関との相互応援に関する事項 

水防，消防，救助，医療及び施設の応急復旧等に係る他機関との相互応援に

関する計画 

第２章 災害応急対策に関する事項 

１ 災害に対する予報及び警報の伝達並びに警告の方法に関する事項 

予警報及び警告を迅速，かつ，正確に伝達するため，全通信施設の一体的活

動による通信の確保等，伝達組織及び方法並びに警告の発令基準等に関する計

画 
２ 災害時における防災関係職員の参集体制に関する事項 

防災業務に従事する職員の災害時における参集体制に関する計画 
３ 災害時における災害に関する情報等の収集及び防災情報の共有化に関する事

項 

災害に関する状況や応急対策に関する状況を迅速，かつ，的確に把握し，報

告する方法及び組織並びに被害状況等の報告内容の基準，これら防災情報の関

係機関間における共有化及び活用等に関する計画 
４ 災害時における広報宣伝に関する事項 

適切，かつ，迅速な広報宣伝のための組織，方法等に関する計画 
５ 避難(小，中学校の児童，生徒等の集団避難を含む。）に関する事項 

避難の指示，警告，伝達，誘導及び収容並びに緊急輸送のための組織，方法

等に関する計画 
６ 水防活動，消防活動，救助活動及び医療活動に関する事項 

水防活動，消防活動，救助活動及び医療活動が迅速，かつ，適切に実施され

るよう活動の組織，方法及び関係機関との協力体制の確立等に関する計画 
７ 災害対策用機材，建設機材の現況の把握及びその緊急使用に関する事項 

災害対策用機材の保有，活用に関する計画及び建設機材，土地改良機材の配

置状況等の把握，調達及び緊急使用の方法等運用に関する計画 
８ 技術者の現況の把握及びその従事命令に関する事項 

技術者及び技能者の技術，技能の程度，員数及び配置状況等の現況の把握，

緊急時における従事命令の発動方法，技術者の育成・登録等に関する計画 
９ 災害時における食料その他の生活必需品及び復旧資材の需給計画に関する事
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項 

主要食料，飲料水，衣料，寝具その他の生活必需品，医薬品，仮設トイレ及

び復旧資材等災害応急対策に必要な物資の需給動向の把握並びに応急調達及び

配分等に関する計画 
10 災害時における動物の管理（衛生を含む。）及び飼料の需給計画に関する事項 

被災した飼養動物の保護収容，避難所等における飼養動物の適正な飼養，危

険動物の逸走対策，動物伝染病予防上必要な措置並びに飼料の調達及び配分の

方法に関する計画 
11 災害時における幼児，児童，生徒及び学生の応急の教育に関する事項 

仮校舎の設置，学校施設の応急復旧，安全なる通学及び学校給食の確保，教

科書及び学用品の供給，授業料等の減免，奨学金の貸与，被災による生活困窮

家庭の児童，生徒に対する就学援助の増強並びに特別支援学校等在籍児童等の

就学奨励費の再支給等応急の教育に関する計画 
12 災害時における遺体の処理に関する事項 

死者が多数にのぼる場合を想定し，近隣地方公共団体の協力を得た広域的な

遺体の処理に関する計画 
13 災害時における廃棄物処理，防疫その他の保健衛生に関する事項 

被災地における保健衛生の実態の把握，し尿や生活ごみの収集処理，防疫職

員等の応援派遣，災害防疫班等の設置による清掃，ねずみ族，昆虫等の駆除及

び食品衛生管理の強化等に関する計画 
14 災害時における病害虫防除に関する事項 

病害虫の急激なまん延を防止するため，作物の作付実態の把握，病害虫の発

生予察，所要薬器材の確保等病害虫防除に関する計画 
15 災害時における通信計画に関する事項 

非常通信協議会を中心とする非常通信体制の整備，有線，無線通信の一体的

活動及び郵便通信施設による応急対策通信等重要通信の確保に関する計画 
16 災害時におけるライフライン施設，公共施設の応急復旧計画に関する事項 

被災者の生活確保，迅速な災害復旧等に資するため，ライフライン施設の応

急復旧のための手続，方法等に関する計画 
17 災害時における交通輸送計画に関する事項 

交通輸送機関の現況把握，輸送分担，連絡輸送等の調整，輸送命令，不急輸

送の停止及び制限，運賃の割引等輸送計画の効率的運用に関する計画並びに重

要幹線道路等の交通確保，代替路線の指定等に関する計画 
18 災害時における危険物の保安に関する事項 

電気，火薬類，石油，高圧ガス及び放射性物質等危険物の製造施設，貯蔵所
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及び必要な施設等の使用の停止並びにこれら危険物の引渡し，移動及び詰替え

等の禁止又は制限等災害時の保安に関する計画 
19 災害時における有害物質の漏洩の防止に関する事項 

有害物質の漏洩を防止するために行う，施設の点検，応急措置，関係機関の

連絡，環境モニタリング等に関する計画 
20 災害時における犯罪の予防，交通の規制その他社会秩序の維持に関する事項 

災害時において混乱を防止し，社会秩序を維持するため，防犯活動の強化並

びに被害の状況に応じた適切な陸上，海上及び航空交通の誘導，禁止，制限等

交通の確保に関する計画 
21 災害時における自衛隊の災害派遣の効率化に関する事項 

迅速，かつ，効率的な災害派遣を確保するため，関係機関との連絡調整，災

害派遣計画の作成，情報の収集，災害派遣要請及びその受理の要領，災害派遣

時における活動要領等に関する計画 
22 災害時における広域応援受入れ体制の整備に関する事項 

災害時における広域緊急援助隊や緊急消防援助隊・自衛隊の救援活動拠点の

確保等の広域応援受入れ体制の整備に関する計画 
23 海上及び航空災害における捜索に関する事項 

海上及び航空災害における被災者の捜索に関する計画 
24 原子力災害に関する事項 

原子力事故情報等の連絡，放射能影響の早期把握のための活動，屋内退避・

避難収容等の防護活動，緊急医療，的確な情報伝達に関する計画 
25 石油等危険物の大量流出による防除に関する事項 

防除資材等の配備状況の把握，防除資材等の整備及び運用，防除活動の協力

体制等に関する計画 
26 災害時における応急工事に関する事項 

民心の安定，交通の確保，主要施設の増破の防止，被害の拡大防止・軽減等

のため，被災箇所を応急時に処理する仮締切工，決壊防止工，仮道，さん道及

び仮橋等の工事の迅速な施工に関する計画 
27 二次災害の防止に関する事項 

二次災害に関する危険箇所の点検，情報の住民への周知，警戒避難，応急工

事に必要な体制，資機材の確保に関する計画 
28 ダム，せき，水門等の管理に関する事項 

ダム等の防災施設の効用を十分に発揮するための操作に関する計画及び災害

時における放流等について地域住民の安全とダム等の保全との両面を考慮した

必要な措置に関する計画 
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29 被災者等に対する相談機能の充実に関する事項 

被災者等からの家族の消息，救護，交通事情等についての相談，問合わせに

応ずるための相談機能の充実に関する計画 
30 災害時における高齢者，障害者等の福祉の確保に関する事項 

援助を必要とする高齢者，障害者等の居所等の状況についての情報の把握，

生活環境に配慮した避難場所の確保，必要な福祉サービスの提供に関する計画 
31 災害時におけるボランティアの受入れに関する事項 

ボランティアを申し出た者の受入れ及びその活動の円滑な実施に関する計画 
32 義援物資，義援金の受入れに関する事項 

義援物資のニーズの把握，受入れ，保管，運用，及び義援金を受付け，配分

する組織に関する計画 

第３章 災害復旧・復興に関する事項 

１ 災害復旧・復興の実施の基本方針に関する事項 

民生の安定，社会経済活動の早期回復，再度災害の防止，防災まちづくり等

のため，迅速，かつ，適切な災害復旧・復興，復旧・復興事業とあわせて施行

することを必要とする施設の新設又は改良，復旧・復興資材の円滑な供給等に

関する計画 
２ 災害復旧・復興上必要な金融その他の資金計画に関する事項 

資金需要を迅速に把握し，適切効果的な資金の融通調達を行うための調査，

融通，調達の方法等に関する計画 
３ 借地借家制度の特例の適用に関する事項 

罹災都市借地借家臨時措置法の迅速適切な運用に関する計画 
４ 被災中小企業の振興その他経済復興の支援に関する事項 

被災中小企業の再建を促進するため，その事業の再建に必要な資金の円滑な

融通等被災中小企業の振興その他経済復興の支援に関する計画 
５ 被災者の生活確保，生活再建等への支援に関する事項 

被災者に対する災害弔慰金，災害障害見舞金の支給，職業のあっせんに関す

る計画，租税の徴収猶予及び減免に関する計画，簡易保険契約者に対する非常

貸付け，郵便貯金等の預金者等に対する非常取扱い，災害援護資金，世帯更生

資金，母子福祉資金等災害援助資金の貸付け，住宅資金の貸付け等に関する計

画並びに生活必需物資，災害復旧用資機材の確保及び住宅等の供給に関する計

画 
 


